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1. 本書により行う「ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン」（以下「ファンド」

といいます。）の受益証券の募集については、委託会社は、証券取引法（昭和

23年法第25号）第5条の規定により有価証券届出書を平成18年11月13日に

関東財務局長に提出しており、平成18年11月14日にその効力が発生してお

ります。

当該有価証券届出書「第三部 ファンドの詳細情報」の内容を記載した投資信託

説明書（請求目論見書）は、投資家から販売会社にご請求いただければ当該販売

会社を通じて交付いたします。なお、請求を行った場合には、その旨をご自身

で記録しておくようにして下さい。

2. 当ファンドの受益証券の価額は、同ファンドに組入れられる有価証券の値動き

のほか為替変動による影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投

資家の皆様に帰属いたします。したがって、当ファンドは元金が保証されてい

るものではありません。

【金融商品の販売等に関する法律に係る重要事項】

当ファンドは、主に外貨建債券を投資対象としていますので、金利変動等による

組入債券の価格下落や、組入債券の発行体の倒産や財務状況の変化およびそれら

に関する外部評価の変化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることが

あります。また、為替の変動により損失を被ることがあります。



投資信託振替制度への移行について（お知らせ）

◆投資信託振替制度とは、
ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
・ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿（「振替口座簿」といいます。）への記載・記
録によって行なわれますので、受益証券は発行されません。

◆振替制度に移行すると
・原則として受益証券を保有することはできなくなります。
・受益証券を発行しませんので、盗難や紛失のリスクが削減されます。
・ファンドの設定、解約等における決済リスクが削減されます。
・振替口座簿に記録されますので、受益権の所在が明確になります。
・非課税などの税制優遇措置が平成20年1月以降も継続されます。

◆振替受益権について
平成19年1月4日より、ファンドの受益権は社振法の規定の適用を受けることとし、同日以降に追加信託され
る受益権の帰属は、ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社（以下「委託会社」といいます。）があらかじめ
このファンドの受益権を取り扱うことに同意した振替機関およびこの振替機関に係る口座管理機関（以下、「振
替機関等」という場合があります。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります。（以下、振替
口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）
ファンドの受益権は、本交付目論見書の「9 その他　振替機関に関する事項」に記載の振替機関の振替業にか
かる業務規程等の規則に従って取り扱われるものとします。
ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および「振替機関に関する事項」に記載の振替機関の業務規程
その他の規則に従って支払われます。

◆既に発行された受益証券の振替受益権化について
委託会社は、本交付目論見書の「9 その他　ファンド管理の概要および運営等に関する事項について　○信託
約款の変更　6」に記載の手続きにより、信託約款の変更を行なう予定であり、この信託約款の変更が成立した
場合、受益者を代理してファンドの受益権を振替受入簿に記載または記録を申請することができるものとし
ます。
原則としてファンドの平成18年12月29日現在の全ての受益権※を受益者を代理して平成19年1月4日に振替
受入簿に記載または記録するよう申請します。
ただし、保護預りではない受益証券に係る受益権については、信託期間中において委託会社が受益証券を確認
した後、当該申請を行なうものとします。
※受益権につき、既に信託契約の一部解約が行われたもので、当該一部解約にかかる一部解約金の支払開始日が平成19年1月4日以降となるもの
を含みます。

振替受入簿に記載または記録された受益権にかかる受益証券（当該記載または記録以降に到来する計算期間の
末日にかかる収益分配金交付票を含みます。）は無効となり、当該記載または記録により振替受益権となります。
また、委託会社は、受益者を代理してこのファンドの受益権を振替受入簿に記載または記録を申請する場合に
おいて、販売会社に当該申請の手続きを委任することができます。

詳しくは後述の「信託約款（平成19年1月4日適用予定）の変更内容について」をご覧ください。

以上

ファンドは、平成19年1月4日より、投資信託振替制度への移行を予定しており、移行後
のファンドの受益権は「社債等の振替に関する法律」※の規定の適用を受けることとします。

※政令で定める日以降「社債、株式等の振替に関する法律」となった場合は読み替えるものとし、「社債、株式等の振替に関する法
律」を含め、以下「社振法」といいます。
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マザーファンド
投資家が取得するファンドを「ベビーファンド」
といい、複数のベビーファンドの資金をまとめ
て運用するためのファンドを「マザーファンド」
といいます。

インカムゲイン
株式投資の場合の現金配当、債券投資や預金な
どからの受取利子・利息、投資信託の収益分配
金などのことをいいます。

ベンチマーク
投資信託等の運用成果を見る際に比較の基準
とするもので、投資する資産の一部または全部
の銘柄の値動きを指数化した指標（インデック
ス）が使用されます。

フ
ァ
ン
ド
の
概
要

フ
ァ
ン
ド
の
特
徴

運
用
実
績

リ
ス
ク
と

留
意
点

取
得
の
お
申
込
み
に

つ
い
て
（
概
要
）

ご
換
金
の
お
申
込
み
に

つ
い
て
（
概
要
）

フ
ァ
ン
ド
の
取
得
・
保
有
・

換
金
に
係
る
費
用
や
税
金
等

フ
ァ
ン
ド
の
運
営
の

仕
組
み
・
体
制
等

そ
の
他

●
ド
イ
チ
ェ
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
イ
ン
カ
ム
オ
ー
プ
ン
マ
ザ
ー
フ
ァ
ン

ド
受
益
証
券
へ
の
投
資
を
通
じ
て
、
実
質
的
に
欧
州
通
貨
建
で
発

行
さ
れ
る
国
債
、
政
府
機
関
債
、
事
業
債
等
へ
投
資
し
ま
す
。

●
主
要
投
資
対
象
国
は
、
ユ
ー
ロ
圏
、
非
ユ
ー
ロ
圏
を
合
わ
せ
た
欧

州
諸
国
と
し
ま
す
。

●
イ
ン
カ
ム
ゲ
イ
ン
の
確
保
と
中
長
期
的
な
収
益
の
獲
得
を
目
指
し

ま
す
。

●
リ
ー
マ
ン
・
ブ
ラ
ザ
ー
ズ
汎
欧
州
総
合
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
※
１（Lehm

an

B
ro
th
e
rs
P
a
n
-E
u
ro
p
e
a
n
A
g
g
re
g
a
te
In
d
e
x

）（
円
ベ
ー

ス
ヘ
ッ
ジ
な
し
）を
ベ
ン
チ
マ
ー
ク
※
２

と
し
ま
す
。

※
１
リ
ー
マ
ン
・
ブ
ラ
ザ
ー
ズ
汎
欧
州
総
合
イ
ン
デ
ッ
ク
ス（L

e
h
m
a
n
B
ro
th
e
rs

P
a
n
-E
u
ro
p
e
a
n
A
g
g
re
g
a
te
In
d
e
x

）と
は
、
リ
ー
マ
ン
・
ブ
ラ
ザ
ー
ズ
証

券
が
算
出
す
る
債
券
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
で
、
欧
州
市
場
で
発
行
さ
れ
た
ユ
ー
ロ
、
イ

ギ
リ
ス
ポ
ン
ド
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
ク
ロ
ー
ネ
、
デ
ン
マ
ー
ク
ク
ロ
ー
ネ
、
ノ
ル
ウ

ェ
ー
ク
ロ
ー
ネ
、
チ
ェ
コ
コ
ル
ナ
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
フ
ォ
リ
ン
ト
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
ズ

ロ
チ
、
ス
ロ
バ
キ
ア
コ
ル
ナ
、
ス
ロ
ベ
ニ
ア
ト
ラ
ー
ル
の
各
通
貨
建
債
券
の
う
ち
、

一
定
の
流
動
性
お
よ
び
格
付
け
を
持
つ
国
債
、
政
府
機
関
債
、
事
業
債（
資
産
担

保
債
を
含
む
）等
を
対
象
と
し
た
指
数
で
す
。

な
お
、（
円
ベ
ー
ス
ヘ
ッ
ジ
な
し
）と
は
、
現
地
通
貨
ベ
ー
ス
の
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
を

円
換
算
し
た
も
の
で
す
。

※
２
ベ
ン
チ
マ
ー
ク
と
は
、
フ
ァ
ン
ド
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
評
価
や
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ

の
リ
ス
ク
管
理
を
行
う
際
の
基
準
と
な
る
指
標
の
こ
と
で
す
。
フ
ァ
ン
ド
の
パ
フ

ォ
ー
マ
ン
ス
は
、
ベ
ン
チ
マ
ー
ク
を
上
回
る
場
合
も
あ
れ
ば
下
回
る
場
合
も
あ
り

ま
す
。
フ
ァ
ン
ド
は
、
中
長
期
的
に
ベ
ン
チ
マ
ー
ク
を
上
回
る
投
資
成
果
の
実
現

を
目
指
し
ま
す
が
、
ベ
ン
チ
マ
ー
ク
を
上
回
る
こ
と
を
保
証
す
る
も
の
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
ま
た
、
欧
州
の
債
券
市
場
の
構
造
変
化
等
に
よ
っ
て
は
、
フ
ァ
ン
ド
の

ベ
ン
チ
マ
ー
ク
を
見
直
す
場
合
が
あ
り
ま
す
。

1
欧
州
諸
国
の
現
地
通
貨
建
公
社
債
を
主
要
投
資

対
象
と
し
ま
す
。

※
右
記
主
要
投
資
対
象
国
お
よ
び
現
地
通
貨
は
、
平
成
18
年
８
月
末
日
現
在
の
も

の
で
あ
り
、
今
後
委
託
会
社
の
判
断
に
よ
り
変
更
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

デンマーク�

ノルウェー�ノルウェー�

イギリス�イギリス�

アイルランド�

オランダ�

ベルギー�

ルクセンブルグ�

イタリア�

オーストリア�

ギリシャ�

フランス�

ドイツ�

スペイン�ポルトガル�ポルトガル�

フィンランド�
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン�

※上記以外の主要投資対象国の公社債にも、
委託会社が別途定める割合の範囲内で投
資することがあります。この割合は投資環
境などに応じて適宜変更されることがあり
ます。�

ユーロ導入国（12ヵ国）�

その他の投資対象国（4ヵ国）�
（2006年8月末現在）�

主な投資対象国

2
フ
ァ
ン
ド
の
特
徴

フ
ァ
ン
ド
の
特
色

フ
ァ
ン
ド
の
特
色
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用語解説�

4 ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン

格付け
債券などの元本、利子の支払いの安全度合いを
簡単な記号で表したもの。債券投資を行う投
資家の投資判断に寄与することを目的として
います。

ポートフォリオ
ファンド等の運用資産全体や、株・債券等の有
価証券の銘柄群などを指します。

●
Ｂ
Ｂ
格
相
当
以
下
の
銘
柄
の
実
質
投
資
割
合
は
、
原
則
と
し
て
信
託
財

産
の
純
資
産
総
額
の
10
%
以
下
に
留
め
ま
す
。

●
公
社
債
へ
の
投
資
に
当
た
っ
て
は
、
原
則
と
し
て
Ｂ
格
相
当
以
上
の
債

券
と
し
ま
す
。

※
格
付
け
が
公
表
さ
れ
て
い
な
い
債
券
の
場
合
は
、
委
託
会
社
が
発
行
体
の
財
務
内
容

等
を
分
析
し
て
適
切
と
判
断
し
た
格
付
け
を
用
い
ま
す
。

※
複
数
の
格
付
け
機
関
に
よ
り
異
な
る
格
付
け
が
付
与
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
原
則
と

し
て
上
位
の
格
付
け
を
採
用
し
ま
す
。

フ
ァ
ン
ド
の
取
得
・
保
有
・

換
金
に
係
る
費
用
や
税
金
等

フ
ァ
ン
ド
の
運
営
の

仕
組
み
・
体
制
等

そ
の
他

フ
ァ
ン
ド
の
概
要

フ
ァ
ン
ド
の
特
徴

運
用
実
績

リ
ス
ク
と

留
意
点

取
得
の
お
申
込
み
に

つ
い
て
（
概
要
）

ご
換
金
の
お
申
込
み
に

つ
い
て
（
概
要
）

2
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
の
平
均
格
付
け
は
、
原
則
と

し
て
Ａ
格
相
当
以
上
に
維
持
す
る
こ
と
を
目
指

し
ま
す
。

※
債
券
の
格
付
け
と
は
、
債
券
の
元
本
、
利
息
の
支
払
い
の
確
実
性
の
度
合
い
を
示
す

も
の
で
あ
り
、
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
・
ア
ン
ド
・
プ
ア
ー
ズ
社（
Ｓ
＆
Ｐ
）や
ム
ー
デ
ィ
ー

ズ
社（M

o
o
d
y's

）と
い
っ
た
格
付
機
関
が
各
債
券
の
格
付
け
を
行
っ
て
い
ま
す
。
し

か
し
な
が
ら
、
あ
ら
ゆ
る
債
券
に
格
付
け
が
付
与
さ
れ
る
わ
け
で
な
く
、
通
常
は
発

行
体
が
格
付
機
関
に
依
頼
し
て
、
格
付
機
関
に
よ
る
調
査
・
審
査
を
経
て
格
付
け
が

付
与
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
１
つ
の
格
付
け
内
に
平
均
以
上
あ
る
い
は
平
均
以
下
の
銘
柄
を
表
わ
す
た
め

に
、
＋
、
－
と
い
っ
た
付
加
的
な
記
号
が
付
与
さ
れ
て
い
る
場
合
あ
り
ま
す
。
〜
格

相
当
と
い
う
場
合
は
、
そ
の
全
て
を
含
む
も
の
と
し
ま
す
。

※
右
記
格
付
け
は
、
い
ず
れ
も
自
国
通
貨
建
の
も
の
を
表
記
し
て
い
ま
す
。

組入れる債券の�
平均格付けは�
この範囲を維持�

10%以下�
に制限�

Aaa�
Aa�
A�
Baa

AAA�
AA�
A�
BBB

BB�
B�
CCC�
CC�
C�
D

AAA�
AA�
A�
BBB

BB�
B

Ba�
B�
Caa�
Ca�
C�
－�

信
頼
度（
格
付
け
）�

高�

低�

投資適格格付�
（Investment�
grade）�

投機的格付�
（Speculative�
grade）�

Moody's S&P 格付け別組入れイメージ図�格
付�

格付けの概念及び格付け別組入れイメージ図

主要投資対象国の格付け

ユーロ導入国（12カ国）�

その他の国（4カ国）�

S&PMoody's国名�

AAA�

AA+�

AAA�

AAA�

AAA�

A

Aaa�

Aa1�

Aaa�

Aaa�

Aaa�

A1

オーストリア�

ベルギー�

フィンランド�

フランス�

ドイツ�

ギリシャ�

S&P

（平成18年8月末日現在）�

Moody's国名�

AAA�

AA－�

AAA�

AAA�

AA－�

AAA

Aaa�

Aa2�

Aaa�

Aaa�

Aa2�

Aaa

アイルランド�

イタリア�

ルクセンブルグ�

オランダ�

ポルトガル�

スペイン�

S&PMoody's国名�

AAA�

AAA

Aaa�

Aaa

デンマーク�

スウェーデン�

S&P

（平成18年8月末日現在）�

Moody's国名�

AAA�

AAA

Aaa�

Aaa

イギリス�

ノルウェー�



5

自動けいぞく投資
収益分配時に、分配金から税金を差し引いた金
額を無手数料で同一ファンドに自動的に再投資
することをいいます。

為替ヘッジ
為替変動に係るリスクを回避するために、通貨
の先物取引やオプション取引を利用して、将来の
ある時点に事前に決められた一定の交換レート
で外貨を売り、円を買う取引を行うことなどをい
います。

外貨建資産
ファンドに組み入れている海外の企業が発行す
る株式や債券などを合計した資産を外貨建資産
といいます。

フ
ァ
ン
ド
の
概
要

フ
ァ
ン
ド
の
特
徴

運
用
実
績

リ
ス
ク
と

留
意
点

取
得
の
お
申
込
み
に

つ
い
て
（
概
要
）

ご
換
金
の
お
申
込
み
に

つ
い
て
（
概
要
）

フ
ァ
ン
ド
の
取
得
・
保
有
・

換
金
に
係
る
費
用
や
税
金
等

フ
ァ
ン
ド
の
運
営
の

仕
組
み
・
体
制
等

そ
の
他

●
外
貨
建
資
産
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
為
替
ヘ
ッ
ジ
を
行
い
ま
せ
ん
。

5
為
替
ヘ
ッ
ジ
は
行
い
ま
せ
ん
。

●
原
則
と
し
て
利
子
・
配
当
収
入
を
中
心
に
、
安
定
的
に
分
配
を
行
う
こ

と
を
目
指
し
ま
す
。

※
た
だ
し
、
分
配
対
象
額
が
少
額
の
場
合
は
分
配
を
行
わ
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

※
自
動
け
い
ぞ
く
投
資
コ
ー
ス
を
お
申
込
み
の
場
合
は
、
分
配
金
は
税
引
き
後
無
手
数

料
で
再
投
資
さ
れ
ま
す
。

3
３
ヵ
月
ご
と（
原
則
と
し
て
２
月
、
５
月
、
８
月
、

11
月
の
各
15
日
）に
、
安
定
し
た
分
配
を
目
指
し

ま
す
。

●
委
託
会
社
は
、
マ
ザ
ー
フ
ァ
ン
ド
の
運
用
指
図
の
権
限
を
、
ド
イ
チ
ェ
・

ア
セ
ッ
ト
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
・
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ルG

m
b
H

（
所
在
地

M
ainzer

Landstrasse
1
7
8
-1
9
0
D
-6
0
3
2
7
Frankfurt

）

に
委
託
し
ま
す
。

4
ド
イ
チ
ェ
・
ア
セ
ッ
ト
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
・
グ

ル
ー
プ
の
リ
ソ
ー
ス
を
結
集
し
た
運
用
を
行
い

ま
す
。

決算日（イメージ図）

決算日�

決算日�

決算日�

収益分配金支払開始日�

収益分配金支払開始日�

収益分配金支払開始日�

●決算日が営業日の場合�

★たとえば収益分配金を受取る方は…�

●決算日が営業日で休業日をはさむ場合�

●決算日が休業日の場合�

※決算日が休業日のときは、翌営業日に決算を行います。�
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用語解説�

6 ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン

トップ・ダウン・アプローチ
経済情勢や産業動向などマクロ的な投資環境の
予測・分析などにより、投資の資産配分や業種別
配分を決定する運用手法です。

ボトム・アップ・アプローチ
個別銘柄に対する調査・分析に基づいて投資銘
柄を選別する運用手法を言います。

フ
ァ
ン
ド
の
概
要

フ
ァ
ン
ド
の
特
徴

運
用
実
績

リ
ス
ク
と

留
意
点

取
得
の
お
申
込
み
に

つ
い
て
（
概
要
）

ご
換
金
の
お
申
込
み
に

つ
い
て
（
概
要
）

フ
ァ
ン
ド
の
取
得
・
保
有
・

換
金
に
係
る
費
用
や
税
金
等

フ
ァ
ン
ド
の
運
営
の

仕
組
み
・
体
制
等

そ
の
他

●
ト
ッ
プ
・
ダ
ウ
ン
・
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
る
資
産
配
分
の
決
定
お
よ
び

ボ
ト
ム
・
ア
ッ
プ
・
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
る
個
別
銘
柄
の
ク
レ
ジ
ッ
ト

分
析
に
よ
り
銘
柄
の
選
択
を
行
い
、
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
を
構
築
し

ま
す
。

ト
ッ
プ
・
ダ
ウ
ン
・�

ア
プ
ロ
ー
チ�

ボ
ト
ム
・
ア
ッ
プ
・�

ア
プ
ロ
ー
チ�

経
済
分
析
・
定
量
分
析�

資
産
配
分
の
決
定�

欧
州
債
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
の
構
築�

ク
レ
ジ
ッ
ト
分
析
に
よ
る
銘
柄
の
選
別�

企
業
訪
問
に
よ
る
調
査
・
分
析�

具
体
的
な
運
用
プ
ロ
セ
ス

具
体
的
な
運
用
プ
ロ
セ
ス

●
フ
ァ
ン
ド
の
名
称

ド
イ
チ
ェ
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
イ
ン
カ
ム
オ
ー
プ
ン

（
以
下「
フ
ァ
ン
ド
」ま
た
は「
ベ
ビ
ー
フ
ァ
ン
ド
」と
い
う
場
合
が
あ

り
ま
す
。）

●
フ
ァ
ン
ド
の
目
的

ド
イ
チ
ェ
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
イ
ン
カ
ム
オ
ー
プ
ン
は
、
ド
イ
チ
ェ
・

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
イ
ン
カ
ム
オ
ー
プ
ン
マ
ザ
ー
フ
ァ
ン
ド
受
益
証
券

（
以
下「
マ
ザ
ー
フ
ァ
ン
ド
」と
い
う
場
合
が
あ
り
ま
す
。）へ
の
投
資

を
通
じ
て
、
主
に
ユ
ー
ロ
圏
、
非
ユ
ー
ロ
圏
を
合
わ
せ
た
欧
州
諸

国
の
公
社
債
に
投
資
し
、
信
託
財
産
の
着
実
な
成
長
と
安
定
し
た

収
益
の
確
保
を
め
ざ
し
て
運
用
を
行
う
こ
と
を
基
本
と
し
ま
す
。

●
信
託
金
限
度
額

委
託
会
社
は
、
受
託
会
社
と
合
意
の
う
え
、
金
１，
０
０
０
億
円
を

限
度
と
し
て
信
託
金
を
追
加
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、
委

託
会
社
は
、
受
託
会
社
と
合
意
の
う
え
、
当
該
限
度
額
を
変
更
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

●
基
本
的
性
格

当
フ
ァ
ン
ド
は
、
追
加
型
株
式
投
資
信
託
で
、「
バ
ラ
ン
ス
型
」※
に

属
し
ま
す
。

※
バ
ラ
ン
ス
型
と
は
、
社
団
法
人
投
資
信
託
協
会
が
定
め
る
商
品
の
分
類
方
法
に
お

い
て
「
約
款
上
の
株
式
組
入
限
度
70
%
未
満
の
フ
ァ
ン
ド
で
、
株
式
・
公
社
債
等

の
バ
ラ
ン
ス
運
用
、
あ
る
い
は
公
社
債
中
心
の
運
用
を
行
う
も
の
」
と
し
て
分
類

さ
れ
る
フ
ァ
ン
ド
で
す
。

フ
ァ
ン
ド
の
名
称
・
目
的
・
基
本
的
性
格

フ
ァ
ン
ド
の
名
称
・
目
的
・
基
本
的
性
格



7

●
企
業
訪
問
等
を
も
と
に
し
た
ボ
ト
ム
ア
ッ
プ
に
よ
る
銘
柄
分
析
で

割
安
銘
柄
を
適
確
に
判
断
し
ま
す
。

ク
レ
ジ
ッ
ト
分
析
の
他
、
流
動
性
・
債
券
の
ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
ー
を

勘
案
し
債
券
の
本
質
的
価
値
を
算
出
し
、
市
場
価
値
と
比
較
す
る

こ
と
に
よ
り
、
割
安
銘
柄
を
発
掘
し
ま
す
。

※
資
金
動
向
や
市
況
動
向
に
よ
っ
て
は
、
前
記
の
よ
う
な
運
用
が
で
き
な
い
場
合
が
あ

り
ま
す
。

ターゲットイールドスプレッド※�

クレジット相当分�

※当社が、個別銘柄を売買する際の基準とする対国債比利回り格差�

発行額や投資家の
保有状況などの、市
場での流動性を加
味して決定します。�

繰上げ償還条件や
担保条件などの、そ
の債券固有の各種
条件や証券構造を
加味して決定します。�

財務内容や債務返
済能力などの、発行
体の信用力を加味
して決定します。�

発行体の属する業
種の動向等を加味
して決定します。�

民間企業の一般的
な信用リスクを示し
ており、国債からの
上乗せ金利水準の
目安となります。�

流動性プレミアム�
債券ストラクチャー・
プレミアム� 発行体リスク� 種別リスク� スワップ・スプレッド�

フ
ァ
ン
ド
の
概
要

フ
ァ
ン
ド
の
特
徴

運
用
実
績

リ
ス
ク
と

留
意
点

取
得
の
お
申
込
み
に

つ
い
て
（
概
要
）

ご
換
金
の
お
申
込
み
に

つ
い
て
（
概
要
）

フ
ァ
ン
ド
の
取
得
・
保
有
・

換
金
に
係
る
費
用
や
税
金
等

フ
ァ
ン
ド
の
運
営
の

仕
組
み
・
体
制
等

そ
の
他

定量分析
企業を評価する際に、財務内容や現在の株価な
どの数値で計測できるものを対象に行う分析の
ことをいいます。

クレジット分析
社債等、一般債券の発行体の財務内容・債務返
済能力など、その信用力等を調査・分析するこ
とで、当該債券の元利金の支払いの確実性を分
析することをいいます。

デュレーション
債券を保有することによって得る利子および元本
を受け取るまでの期間を加重平均したものです。同
時に金利の一定の変化に対する債券価格の変動の
割合を表しています。一般的に満期までの期間が
長いほどデュレーションが大きくなり、金利の変化
に対する債券価格の変動の割合が大きくなります。

●
ト
ッ
プ
・
ダ
ウ
ン
・
ア
プ
ロ
ー
チ
は
左
記
の
手
順
で
行
い
、
リ
ス

ク
と
リ
タ
ー
ン
の
バ
ラ
ン
ス
が
取
れ
た
資
産
配
分
を
決
定
し
ま
す
。

シナリオの設定�

◆メインシナリオ�
◆強気シナリオ�
◆弱気シナリオ�

2.各資産のスペシャリストが
3通りのシナリオで市場予測
を実施�

メインシナリオ�
確率60%

強気シナリオ�
確率20%

弱気シナリオ�
確率20%

※但し、各シナリオの確率付与は状況
によって変化する�

資産配分決定�

◆債券市場配分�
◆通貨市場配分�
◆デュレーション及び�
　イールドカーブ�
◆種別配分�

3.シナリオ分析の結果に基づき
個々の資産レベルでリスク・
リターンチャートを作成�
�
期待収益率が高い資産を選好
するばかりではなく、弱気シナ
リオの下でのダウンサイドを
も考慮�
�
将来のリスクを見通した上で
リスクとリターンのバランスが
取れた資産配分戦略を決定�

投資環境調査�

◆マクロ経済�
◆資金フロー�
◆信用リスク動向�

GDP予測�
財政収支�
金融/財政政策�
商品市況�

物価上昇率�
経常収支�
政治要因�
通貨供給量�

マクロ経済要因�

債券需給動向�
テクニカル分析�

ポジションの偏り�
投資家動向�

資金フロー�

スワップスプレッド動向　�
外部環境�
企業収益・キャッシュフロー環境�

信用リスク動向�

1.グローバルに展開する当社
のネットワークを活かし、
各資産のスペシャリストが
リサーチを担当�

モデルポート�
フォリオ作成�
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用語解説�

8 ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン

信託約款
信託約款において、ファンド毎の運営・管理上の基本とな
る運用方針や仕組みなどが定められています。信託約款は、
「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づいて作成さ
れ、その内容については、あらかじめ監督官庁に届出が行
われます。委託会社と受託会社は、この信託約款に基づい
て信託契約を締結し、ファンドの運営・管理を行います。

イールドカーブ
満期が異なる債券の利回りがどのような関係に
なっているか（金利の期間構造）を表わす曲線
のことです。横軸に債券の残存年数、縦軸に利
回りをとり、各債券の利回りを結んだ曲線で表
わされます。

ド
イ
チ
ェ
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
イ
ン
カ
ム
オ
ー
プ
ン
マ
ザ
ー
フ
ァ
ン
ド

受
益
証
券
を
主
要
投
資
対
象
と
し
ま
す
。

な
お
、
直
接
債
券
に
投
資
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

※
詳
し
く
は
、「
信
託
約
款
」
を
ご
参
照
下
さ
い
。

〈
信
託
約
款
で
定
め
る
主
な
投
資
制
限
〉

①
株
式
へ
の
実
質
投
資
割
合
※

は
信
託
財
産
の
純
資
産
総
額
の
10
%
以

内
と
し
ま
す
。（
信
託
約
款「
運
用
の
基
本
方
針
」
２
運
用
方
法
（
３
）

投
資
制
限
）

※
実
質
投
資
割
合
と
は
、
フ
ァ
ン
ド
に
属
す
る
当
該
資
産
と
マ
ザ
ー
フ
ァ
ン
ド
に
属
す

る
当
該
資
産
の
う
ち
フ
ァ
ン
ド
に
属
す
る
と
み
な
し
た
額（
フ
ァ
ン
ド
に
属
す
る
マ

ザ
ー
フ
ァ
ン
ド
の
時
価
総
額
に
マ
ザ
ー
フ
ァ
ン
ド
の
信
託
財
産
の
純
資
産
総
額
に
占

め
る
当
該
資
産
の
時
価
総
額
の
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
を
い
い
ま
す
。）と
の
合
計
額

の
信
託
財
産
の
純
資
産
総
額
に
占
め
る
割
合
を
い
い
ま
す
。

②
外
貨
建
資
産
へ
の
実
質
投
資
割
合
に
は
制
限
を
設
け
ま
せ
ん
。（
信

託
約
款
第
30
条
）

③
新
株
引
受
権
証
券
お
よ
び
新
株
予
約
権
証
券
へ
の
投
資
制
限（
信
託

約
款
21
条
第
３
項
）

新
株
引
受
権
証
券
お
よ
び
新
株
予
約
権
証
券
へ
の
実
質
投
資
割
合

は
、
取
得
時
に
お
い
て
信
託
財
産
の
純
資
産
総
額
の
５
%
以
内
と

し
ま
す
。

④
同
一
銘
柄
の
株
式
等
へ
の
投
資
制
限（
信
託
約
款
第
24
条
第
１
項
）

同
一
銘
柄
の
株
式
へ
の
実
質
投
資
割
合
は
、
取
得
時
に
お
い
て
信

託
財
産
の
純
資
産
総
額
の
５
%
以
内
と
し
ま
す
。

⑤
同
一
銘
柄
の
新
株
引
受
権
証
券
お
よ
び
新
株
予
約
権
証
券
へ
の
投

資
制
限（
信
託
約
款
第
24
条
第
２
項
）

同
一
銘
柄
の
新
株
引
受
権
証
券
お
よ
び
新
株
予
約
権
証
券
へ
の
実
質

投
資
割
合
は
、
信
託
財
産
の
純
資
産
総
額
の
５
%
以
内
と
し
ま
す
。

⑥
同
一
銘
柄
の
転
換
社
債
等
へ
の
投
資
制
限（
信
託
約
款
第
28
条
第
１

項
お
よ
び
第
２
項
）

同
一
銘
柄
の
転
換
社
債
、
な
ら
び
に
新
株
予
約
権
付
社
債
の
う
ち

会
社
法
第
２
３
６
条
第
１
項
第
３
号
の
財
産
が
当
該
新
株
予
約
権

付
社
債
に
つ
い
て
の
社
債
で
あ
っ
て
当
該
社
債
と
当
該
新
株
予
約

権
が
そ
れ
ぞ
れ
単
独
で
存
在
し
得
な
い
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め
明
確

に
し
て
い
る
も
の（
以
下
会
社
法
施
行
前
の
旧
商
法
第
３
４
１
条
ノ

３
第
１
項
第
７
号
お
よ
び
第
８
号
の
定
め
が
あ
る
新
株
予
約
権
付

社
債
を
含
め「
転
換
社
債
型
新
株
予
約
権
付
社
債
」と
い
い
ま
す
。）

へ
の
投
資
は
、
信
託
財
産
の
純
資
産
総
額
の
５
%
以
内
と
し
ま
す
。

（
注
）
マ
ザ
ー
フ
ァ
ン
ド
の
「
投
資
制
限
」
に
つ
い
て
は
、
当
フ
ァ
ン
ド
と
実
質
的
に
同

一
で
す
。

※
詳
し
く
は
「
信
託
約
款
」
を
ご
参
照
下
さ
い
。

〈
法
令
で
定
め
る
投
資
制
限
〉

①
同
一
法
人
の
発
行
す
る
株
式（
投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る

法
律
第
16
条
）

委
託
会
社
は
、
同
一
の
法
人
の
発
行
す
る
株
式
に
つ
い
て
、
次
の

ａ．

の
数
が
ｂ．

の
数
を
超
え
る
こ
と
と
な
る
場
合
に
は
、
当
該
株

式
を
信
託
財
産
で
取
得
す
る
こ
と
を
受
託
会
社
に
指
図
し
な
い
も
の

と
し
ま
す
。

ａ．

委
託
会
社
が
運
用
の
指
図
を
行
う
す
べ
て
の
フ
ァ
ン
ド
で
保
有
す

る
当
該
株
式
に
係
る
議
決
権
の
総
数

ｂ．

当
該
株
式
に
係
る
議
決
権
の
総
数
に
１
０
０
分
の
50
の
率
を
乗
じ

て
得
た
数

②
先
物
取
引
等
の
評
価
損
の
制
限
（
投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す

る
法
律
施
行
規
則
第
27
条
第
１
項
第
５
号
）

委
託
会
社
は
、
先
物
取
引
等
の
有
価
証
券
関
連
・
金
融
関
連
デ
リ
バ

テ
ィ
ブ
取
引
等
の
評
価
損
が
フ
ァ
ン
ド
の
純
資
産
総
額
の
１
０
０
分

の
50
に
相
当
す
る
額
を
上
回
る
こ
と
に
な
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
当

該
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
等
を
行
う
こ
と
、
ま
た
は
継
続
す
る
こ
と
を

受
託
会
社
に
指
図
し
な
い
も
の
と
し
ま
す
。

フ
ァ
ン
ド
の
取
得
・
保
有
・

換
金
に
係
る
費
用
や
税
金
等

フ
ァ
ン
ド
の
運
営
の

仕
組
み
・
体
制
等

そ
の
他

フ
ァ
ン
ド
の
概
要

フ
ァ
ン
ド
の
特
徴

運
用
実
績

リ
ス
ク
と

留
意
点

取
得
の
お
申
込
み
に

つ
い
て
（
概
要
）

ご
換
金
の
お
申
込
み
に

つ
い
て
（
概
要
）

主
な
投
資
対
象

主
な
投
資
対
象

主
な
投
資
制
限

主
な
投
資
制
限



基準価額
純資産総額をその日の受益権の口数で割ったも
のです。ただし、便宜上１万口単位に換算した
価額で表示することがあります。

受益者
ファンドを取得した投資者のことです。受益者
は保有口数に応じて収益分配金や償還金に対す
る請求権、換金請求権などの権利を有していま
す。

リスク
投資の世界では、予想されるリターン（収益）のブレ（変動）の大
きさのことをいいます。「リスクが高い」ということは、当初に期
待した通りのリターン（収益）にならない可能性が高いというこ
とです。期待に反して大きな損失を被る可能性もあります。リ
スクとリターンは一般的に比例の関係にあり、高いリターン（収
益）が期待できる商品はリスク（変動性）も高くなります。

9

フ
ァ
ン
ド
の
概
要

運
用
実
績

リ
ス
ク
と

留
意
点

取
得
の
お
申
込
み
に

つ
い
て
（
概
要
）

ご
換
金
の
お
申
込
み
に

つ
い
て
（
概
要
）

フ
ァ
ン
ド
の
取
得
・
保
有
・

換
金
に
係
る
費
用
や
税
金
等

フ
ァ
ン
ド
の
運
営
の

仕
組
み
・
体
制
等

そ
の
他

フ
ァ
ン
ド
の
特
徴

3
運
用
実
績

①
基
準
価
額
及
び
解
約
価
額

原
則
と
し
て
委
託
会
社
の
営
業
日
に
お
い
て
日
々
算
出
さ
れ
ま
す
。

ａ
委
託
会
社

・
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ア
ド
レ
ス
　h

ttp
://w

w
w
.d
a
m
j.c
o
.jp
/

・
電
話
番
号
　
０
３
ー
５
１
５
６
ー
５
２
４
７

（
受
付
時
間
　
営
業
日
の
午
前
９
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で
）

ｂ
販
売
会
社

・
販
売
会
社
の
本
支
店
の
窓
口
で
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

ｃ
日
本
経
済
新
聞

・
原
則
と
し
て
、
日
本
経
済
新
聞
（
朝
刊
）
の
「
オ
ー
プ
ン
基
準

価
格
」
欄
に
、「
イ
ン
カ
ム
」
と
し
て
、
前
日
付
の
基
準
価
額
が

掲
載
さ
れ
ま
す
。

②
受
益
者
へ
の
定
期
報
告

委
託
会
社
は
、
当
フ
ァ
ン
ド
の
特
定
期
間
の
終
了
後
お
よ
び
償
還

後
に
期
中
の
運
用
経
過
、
組
入
有
価
証
券
の
内
容
お
よ
び
有
価
証

券
の
売
買
状
況
な
ど
を
記
載
し
た
「
運
用
報
告
書
」
を
作
成
し
、

知
ら
れ
た
る
受
益
者
に
対
し
て
販
売
会
社
を
通
じ
て
交
付
し
ま
す
。

③
受
益
者
へ
の
お
知
ら
せ

信
託
約
款
の
変
更
時
等
、
委
託
会
社
が
受
益
者
に
対
し
て
す
る
公

告
は
、
日
本
経
済
新
聞
に
掲
載
し
ま
す
。

分
配
方
針

分
配
方
針

年
４
回
の
毎
決
算
日（
原
則
と
し
て
２
月
、
５
月
、
８
月
、
11
月
の
各

15
日
。
た
だ
し
、
当
該
日
が
休
業
日
の
場
合
は
翌
営
業
日
。）に
、
原

則
と
し
て
以
下
の
方
針
に
基
づ
き
収
益
分
配
を
行
い
ま
す
。

ａ
分
配
対
象
額
の
範
囲
は
、
繰
越
分
を
含
め
た
経
費
控
除
後
の
利

子
・
配
当
収
入
と
売
買
益（
評
価
益
を
含
み
ま
す
。）等
の
全
額
と

し
ま
す
。

ｂ
収
益
分
配
額
は
、
委
託
会
社
が
基
準
価
額
水
準
等
を
勘
案
し
て
決

定
致
し
ま
す
。
た
だ
し
、
分
配
対
象
額
が
少
額
の
場
合
は
分
配
を

行
わ
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

ｃ
留
保
益
の
運
用
に
付
い
て
は
特
に
制
限
を
設
け
ず
、
委
託
会
社
の

判
断
に
基
づ
き
元
本
部
分
と
同
一
の
運
用
を
行
い
ま
す
。

※

原
則
と
し
て
、
利
子
・
配
当
収
入
を
中
心
に
、
毎
決
算
時
に
安
定
的
に
分
配
を
行
う

こ
と
を
目
指
し
ま
す
。

（
注
）当
フ
ァ
ン
ド
の
受
益
権
は
、
平
成
19
年
１
月
４
日
よ
り
振
替
制
度
に
移
行
す
る
予
定

で
あ
り
、
そ
の
場
合
の
分
配
金
は
、
決
算
日
に
お
い
て
振
替
機
関
等
の
振
替
口
座
簿

に
記
載
ま
た
は
記
録
さ
れ
て
い
る
受
益
者（
当
該
収
益
分
配
金
に
か
か
る
決
算
日
以

前
に
お
い
て
一
部
解
約
が
行
わ
れ
た
受
益
権
に
か
か
る
受
益
者
を
除
き
ま
す
。
ま

た
、
当
該
収
益
分
配
金
に
か
か
る
決
算
日
以
前
に
設
定
さ
れ
た
受
益
権
で
取
得
申
込

代
金
支
払
前
の
た
め
販
売
会
社
の
名
義
で
記
載
ま
た
は
記
録
さ
れ
て
い
る
受
益
権
に

つ
い
て
は
原
則
と
し
て
取
得
申
込
者
と
し
ま
す
。）に
、
原
則
と
し
て
決
算
日
か
ら
起

算
し
て
５
営
業
日
目（
予
定
）か
ら
お
支
払
い
し
ま
す
。
な
お
、
平
成
19
年
１
月
４
日

以
降
に
お
い
て
も
、
時
効
前
の
収
益
分
配
金
に
か
か
る
収
益
分
配
金
交
付
票
は
、
な

お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
収
益
分
配
金
交
付
票
と
引
き
換
え
に
受
益

者
に
お
支
払
い
し
ま
す
。「
自
動
け
い
ぞ
く
投
資
コ
ー
ス
」を
お
申
込
み
の
場
合
は
、

分
配
金
は
税
引
き
後
無
手
数
料
で
再
投
資
さ
れ
ま
す
が
、
再
投
資
に
よ
り
増
加
し
た

受
益
権
は
、
振
替
口
座
簿
に
記
載
ま
た
は
記
録
さ
れ
ま
す
。
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債務不履行
一般に公社債などの発行者が事前に約束された
利払いが遅延したり、元本の償還が不能になる
ことをいいます。

デフォルト
事前に約束されたキャッシュフローが発行者の
倒産・破産などにより果たされないことなどを
いいます。

10 ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン

フ
ァ
ン
ド
の
取
得
・
保
有
・

換
金
に
係
る
費
用
や
税
金
等

フ
ァ
ン
ド
の
運
営
の

仕
組
み
・
体
制
等

そ
の
他

フ
ァ
ン
ド
の
概
要

運
用
実
績

ご
換
金
の
お
申
込
み
に

つ
い
て
（
概
要
）

フ
ァ
ン
ド
の
特
徴

し
、
当
フ
ァ
ン
ド
の
基
準
価
額
が
下
が
る
要
因
と
な
り
ま
す
。

当
フ
ァ
ン
ド
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
為
替
ヘ
ッ
ジ
を
行
い
ま
せ

ん
の
で
、
基
準
価
額
は
為
替
変
動
に
よ
る
影
響
を
直
接
受
け
ま
す
。

■
そ
の
他
の
留
意
点

・
証
券
取
引
所
等
に
お
け
る
取
引
の
停
止
、
外
国
為
替
取
引
の
停
止

そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
情（
投
資
対
象
国
に
お
け
る
非
常
事
態

（
金
融
危
機
、
デ
フ
ォ
ル
ト
、
重
大
な
政
策
変
更
、
ク
ー
デ
タ
ー
等

政
変
、
戦
争
等
）に
よ
る
市
場
の
閉
鎖
ま
た
は
流
動
性
の
極
端
な
減

少
な
ら
び
に
資
金
の
受
渡
し
に
関
す
る
障
害
等
）が
あ
る
と
き
は
、

追
加
設
定
・
解
約
の
申
込
み
を
中
止
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
こ

の
場
合
、
既
に
お
申
込
み
の
追
加
設
定
・
解
約
で
あ
っ
て
も
取
り

消
し
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

・
当
フ
ァ
ン
ド
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
は
ベ
ン
チ
マ
ー
ク
を
上
回
る
場

合
も
あ
れ
ば
下
回
る
場
合
も
あ
り
、
ベ
ン
チ
マ
ー
ク
は
一
定
の
投

資
成
果
を
保
証
す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
金
融
・
債

券
市
場
の
構
造
変
化
等
に
よ
っ
て
は
ベ
ン
チ
マ
ー
ク
を
変
更
す
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。

・
一
部
解
約
代
金
の
支
払
い
資
金
を
手
当
て
す
る
た
め
に
保
有
証
券

を
大
量
に
売
却
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
の

際
に
は
、
市
況
動
向
や
流
動
性
の
状
況
に
よ
っ
て
は
基
準
価
額
が

大
き
く
変
動
す
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

・
当
フ
ァ
ン
ド
の
資
産
規
模
に
よ
っ
て
は
、
本
書
で
説
明
す
る
よ
う

な
投
資
が
効
率
的
に
で
き
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
場
合
に

は
、
適
切
な
資
産
規
模
の
場
合
と
比
較
し
て
収
益
性
が
劣
る
可
能

性
が
あ
り
ま
す
。

・
当
フ
ァ
ン
ド
は
、
受
益
権
の
口
数
が
10
億
口
を
下
回
っ
た
場
合
等

に
必
要
な
手
続
等
を
経
て
繰
上
償
還
さ
れ
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
。

・
資
金
動
向
、
市
況
動
向
そ
の
他
の
要
因
に
よ

り
、「
２
　
フ
ァ
ン
ド
の
特
徴
　
具
体
的
な

運
用
プ
ロ
セ
ス
」に
基
づ
い
た
運
用
が
で
き

な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

取
得
の
お
申
込
み
に

つ
い
て
（
概
要
）

4
リ
ス
ク
と
留
意
点

当
フ
ァ
ン
ド
は
、
マ
ザ
ー
フ
ァ
ン
ド
受
益
証
券
へ
の
投
資
を
通
じ
て
、

公
社
債
な
ど
の
値
動
き
の
あ
る
証
券（
ま
た
、
外
貨
建
資
産
に
は
、
こ

の
他
に
為
替
変
動
リ
ス
ク
も
あ
り
ま
す
。）に
投
資
し
ま
す
の
で
、
基

準
価
額
は
変
動
し
ま
す
。
従
っ
て
、
元
金
が
保
証
さ
れ
て
い
る
も
の

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
当
フ
ァ
ン
ド
に
生
じ
た
利
益
お
よ
び
損
失
は
、

全
て
受
益
者
に
帰
属
す
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

主
に
以
下
の
リ
ス
ク
要
因
の
影
響
を
受
け
、
当
フ
ァ
ン
ド
の
基
準
価

額
は
、
変
動
す
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
ま
す
。

■
金
利
変
動
リ
ス
ク

一
般
に
金
利
が
低
下
し
た
場
合
、
債
券
価
格
は
上
昇
傾
向
と
な
り
ま

す
が
、
逆
に
金
利
が
上
昇
し
た
場
合
に
は
債
券
の
価
格
は
下
落
傾
向

と
な
り
ま
す
。
当
フ
ァ
ン
ド
は
、
マ
ザ
ー
フ
ァ
ン
ド
受
益
証
券
へ
の

投
資
を
通
じ
て
主
に
欧
州
通
貨
建
の
債
券
に
投
資
し
ま
す
の
で
、
欧

州
各
国
の
金
利
が
上
昇
し
た
場
合
、
基
準
価
額
は
下
落
す
る
可
能
性

が
高
い
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

■
信
用
リ
ス
ク

公
社
債
お
よ
び
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
・
ペ
ー
パ
ー
等
短
期
金
融
商
品
は
、

発
行
者
の
経
営
・
財
務
状
況
の
変
化
及
び
そ
れ
ら
に
関
す
る
外
部
評

価
の
変
化
に
よ
り
当
該
商
品
の
価
格
は
大
き
く
変
動
し
ま
す
。
ま
た
、

デ
フ
ォ
ル
ト（
債
務
不
履
行
）が
生
じ
た
場
合
ま
た
は
予
想
さ
れ
る
場

合
に
は
、
当
該
商
品
の
価
格
は
大
き
く
下
落（
価
格
が
ゼ
ロ
に
な
る
こ

と
も
あ
り
ま
す
。）し
ま
す
。

当
フ
ァ
ン
ド
は
、
相
対
的
に
格
付
け
が
低
く
信
用
リ
ス
ク
が
高
い
債

券（
Ｂ
格
相
当
等
の
投
機
的
格
付
け
）に
投
資
す
る
こ
と
も
あ
り
、
保

有
す
る
債
券
に
デ
フ
ォ
ル
ト
が
発
生
し
た
場
合
、
基
準
価
額
の
下
落

要
因
と
な
り
ま
す
。

■
為
替
変
動
リ
ス
ク

外
国
通
貨
建
証
券
に
つ
い
て
は
、
当
該
証
券
が
現
地
通
貨
建
で
は
値

上
が
り
し
て
い
る
場
合
で
も
、
当
該
通
貨
の
為
替
相
場
の
下
落
度
合

に
よ
っ
て
は
、
当
該
証
券
の
円
ベ
ー
ス
の
評
価
額
が
減
価（
値
下
が
り
）

リ
ス
ク
と

留
意
点



販売会社
ファンドの販売を行う会社（証券会社や銀行、生
保、損保などの金融機関）をいいます。販売会社
は、募集の取扱のほか、換金（解約）の取扱、収益
分配金・償還金の支払いの取扱などを行い、ファ
ンドに関する投資家への窓口となります。

受益証券
ファンドの収益を受ける権利（受益権）を表わ
す有価証券のことで、委託会社が発行します。

委託会社
信託財産の運用指図、受益証券の発行などを行う運用会社
で、委託者ともいいます。商品の性格や運用方針などを決め、
受託会社への指図を通じて実質的な運用を行う会社です。ま
た、投資者に商品を説明する投資信託説明書（目論見書）や運
用内容・結果を説明する運用報告書の作成などを行います。
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フ
ァ
ン
ド
の
概
要

運
用
実
績

リ
ス
ク
と

留
意
点

取
得
の
お
申
込
み
に

つ
い
て
（
概
要
）

ご
換
金
の
お
申
込
み
に

つ
い
て
（
概
要
）

フ
ァ
ン
ド
の
取
得
・
保
有
・

換
金
に
係
る
費
用
や
税
金
等

フ
ァ
ン
ド
の
運
営
の

仕
組
み
・
体
制
等

そ
の
他

フ
ァ
ン
ド
の
特
徴

5
取
得
の
お
申
込
み
に

つ
い
て
（
概
要
）

①
取
得
申
込
み
の
受
付
は
、
原
則
と
し
て
販
売
会
社
の
営
業
日
の
午

後
３
時（
半
日
営
業
日
は
午
前
11
時
）ま
で
に
、
取
得
申
込
み
の
受

付
が
行
わ
れ
、
か
つ
、
当
該
取
得
申
込
み
の
受
付
に
係
る
販
売
会

社
所
定
の
事
務
手
続
が
完
了
し
た
も
の
を
当
日
の
受
付
分
と
し
ま

す
。
な
お
、
当
該
受
付
時
間
を
過
ぎ
た
場
合
は
翌
営
業
日
の
受
付

分
に
な
り
ま
す
。

当
フ
ァ
ン
ド
は
、
収
益
分
配
金
の
受
取
方
法
に
よ
り
、
収
益
の
分

配
時
に
収
益
分
配
金
を
受
け
取
る「
一
般
コ
ー
ス
」と
、
収
益
分
配

金
が
税
引
き
後
無
手
数
料
で
再
投
資
さ
れ
る「
自
動
け
い
ぞ
く
投
資

コ
ー
ス
」
の
２
つ
の
申
込
方
法
が
あ
り
ま
す
。
当
該
取
得
申
込
者

は
、
取
得
申
込
み
を
す
る
際
に
、「
一
般
コ
ー
ス
」か「
自
動
け
い
ぞ

く
投
資
コ
ー
ス
」か
、
ど
ち
ら
か
の
コ
ー
ス
を
申
出
る
も
の
と
し
ま

す
。
た
だ
し
、
申
込
取
扱
場
所
に
よ
っ
て
は
、
ど
ち
ら
か
一
方
の

み
の
取
扱
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
詳
し
く
は
、
販
売
会
社
に

お
問
合
せ
下
さ
い
。
な
お
、
分
配
金
の
受
取
方
法
は
途
中
で
変
更

す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

「
自
動
け
い
ぞ
く
投
資
コ
ー
ス
」を
選
択
す
る
場
合
、
取
得
申
込
者

は
、
当
該
販
売
会
社
と
の
間
で
「
自
動
け
い
ぞ
く
投
資
約
款
」※
に
し

た
が
っ
て
契
約（
以
下「
自
動
け
い
ぞ
く
投
資
契
約
」と
い
い
ま
す
。）

を
締
結
し
ま
す
。

※

販
売
会
社
に
よ
っ
て
は
、
当
該
契
約
ま
た
は
規
定
に
つ
い
て
は
、
同
様
の
権
利
義

務
関
係
を
規
定
す
る
名
称
の
異
な
る
契
約
ま
た
は
規
定
を
用
い
る
こ
と
が
あ
り
、

こ
の
場
合
、
該
当
す
る
別
の
名
称
に
読
み
替
え
る
も
の
と
し
ま
す
。

（
注
）当
フ
ァ
ン
ド
の
受
益
権
は
、
平
成
19
年
１
月
４
日
よ
り
、
振
替
制
度
に
移
行
す
る
予

定
で
あ
り
、
受
益
証
券
は
発
行
さ
れ
ず
、
受
益
権
の
帰
属
は
、
振
替
機
関
等
の
振
替

口
座
簿
に
記
載
ま
た
は
記
録
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
定
ま
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
保

護
預
り
の
形
態
は
な
く
な
り
ま
す
。

②
当
フ
ァ
ン
ド
の
取
得
価
額
は
、
取
得
申
込
受
付
日
の
翌
営
業
日
の
基

準
価
額
と
し
ま
す
。

③
申
込
単
位
は
、
販
売
会
社
が
そ
れ
ぞ
れ
定
め
る
単
位
と
し
ま
す
。

詳
細
に
つ
き
ま
し
て
は
、
販
売
会
社
ま
た
は
委
託
会
社
の
次
ペ
ー

ジ
照
会
先
ま
で
お
問
合
せ
下
さ
い
。

④
申
込
手
数
料
は
、
取
得
申
込
受
付
日
の
翌
営
業
日
の
基
準
価
額
に

２
・
６
２
５
%（
税
抜
２
・
５
%
）を
上
限
と
し
て
、
販
売
会
社
が
そ

れ
ぞ
れ
定
め
る
申
込
手
数
料
率
を
乗
じ
て
得
た
額
と
し
ま
す
。
申

込
手
数
料
の
詳
細
に
つ
き
ま
し
て
は
、
販
売
会
社
ま
た
は
委
託
会

社
の
次
ペ
ー
ジ
照
会
先
に
お
問
合
せ
下
さ
い
。

「
自
動
け
い
ぞ
く
投
資
コ
ー
ス
」に
よ
り
収
益
分
配
金
を
再
投
資
す

る
場
合
の
申
込
手
数
料
は
、
無
手
数
料
と
し
ま
す
。

⑤
当
フ
ァ
ン
ド
の
取
得
申
込
者
は
、
申
込
代
金
を
取
得
申
込
受
付
日

か
ら
起
算
し
て
、
原
則
と
し
て
、
５
営
業
日
目
ま
で
に
販
売
会
社

に
支
払
う
も
の
と
し
ま
す
。
な
お
、
販
売
会
社
が
別
に
定
め
る
所

定
の
方
法
に
よ
り
、
前
記
の
期
日
以
前
に
取
得
申
込
代
金
を
お
支

払
い
い
た
だ
く
場
合
が
あ
り
ま
す
。

⑥
取
得
申
込
み
の
受
付
の
中
止
、
既
に
受
付
け
た
取
得
申
込
み
の
受

付
の
取
消
等

（
１
）
信
託
財
産
の
効
率
的
な
運
用
に
資
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と

委
託
会
社
が
判
断
す
る
場
合
、
委
託
会
社
は
、
受
益
証
券
の

取
得
申
込
み
の
受
付
を
制
限
ま
た
は
停
止
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

（
２
）
証
券
取
引
所
等
に
お
け
る
取
引
の
停
止
、
外
国
為
替
取
引
の

停
止
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
と
き
は
、
委
託
会

社
は
、
受
益
証
券
の
取
得
申
込
み
の
受
付
を
中
止
す
る
こ
と

お
よ
び
既
に
受
付
け
た
取
得
申
込
み
を
取
り
消
す
こ
と
が
で

き
ま
す
。

※
当
フ
ァ
ン
ド
の
受
益
権
は
、
平
成
19
年
１
月
４
日
よ
り
振
替
制
度
に
移
行
す
る
予

定
で
あ
り
、
取
得
申
込
者
は
販
売
会
社
に
、
取
得
申
込
と
同
時
に
ま
た
は
予
め
当

該
取
得
申
込
者
が
受
益
権
の
振
替
を
行
う
た
め
の
振
替
機
関
等
の
口
座
を
申
し
出

る
も
の
と
し
、
当
該
口
座
に
当
該
取
得
申
込
者
に
係
る
口
数
の
増
加
の
記
載
ま
た

申
込
（
販
売
）
手
続
等

申
込
（
販
売
）
手
続
等



Deutsche Asset Management

用語解説�

受益権
ファンドの収益を受ける権利のことです。

申込手数料
ファンドの取得申込みの際に投資家が販売会社
に支払う手数料のことです。申込手数料はファン
ド毎に販売会社がそれぞれ独自に定めています。

12 ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン

フ
ァ
ン
ド
の
運
営
の

仕
組
み
・
体
制
等

そ
の
他

フ
ァ
ン
ド
の
概
要

運
用
実
績

リ
ス
ク
と

留
意
点

ご
換
金
の
お
申
込
み
に

つ
い
て
（
概
要
）

フ
ァ
ン
ド
の
特
徴

フ
ァ
ン
ド
の
取
得
・
保
有
・

換
金
に
係
る
費
用
や
税
金
等

は
記
録
が
行
わ
れ
ま
す
。
な
お
、
販
売
会
社
は
、
当
該
取
得
申
込
の
代
金
の
支
払

い
と
引
き
換
え
に
、
当
該
口
座
に
当
該
取
得
申
込
者
に
係
る
口
数
の
増
加
の
記
載

ま
た
は
記
録
を
行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
委
託
会
社
は
、
追
加
信
託
に
よ
り
分
割

さ
れ
た
受
益
権
に
つ
い
て
、
振
替
機
関
等
の
振
替
口
座
簿
へ
の
新
た
な
記
載
ま
た

は
記
録
を
す
る
た
め
社
振
法
に
定
め
る
事
項
の
振
替
機
関
へ
の
通
知
を
行
う
も
の

と
し
ま
す
。
振
替
機
関
等
は
、
委
託
会
社
か
ら
振
替
機
関
へ
の
通
知
が
あ
っ
た
場

合
、
社
振
法
の
規
定
に
し
た
が
い
、
そ
の
備
え
る
振
替
口
座
簿
へ
の
新
た
な
記
載

ま
た
は
記
録
を
行
い
ま
す
。
受
託
会
社
は
、
追
加
信
託
に
よ
り
生
じ
た
受
益
権
に

つ
い
て
は
追
加
信
託
の
つ
ど
、
振
替
機
関
の
定
め
る
方
法
に
よ
り
、
振
替
機
関
へ

当
該
受
益
権
に
係
る
信
託
を
設
定
し
た
旨
の
通
知
を
行
い
ま
す
。

購入を申し込む� 申込代金の決定� 申込代金を支払う�

1 営 業日目 � 2 営 業日目 � 5 営 業日目まで�

取得申込受付日の翌営業日
の基準価額が適用されます。�

原則として取得申込受付日から起算して5営業日目までにお申込代金を販売会社に
お支払い下さい。（なお、販売会社が別に定める日がある場合にはその期日までにお
支払いください。）�

お申込代金のお支払いまで（イメージ図）

取
得
の
お
申
込
み
に

つ
い
て
（
概
要
）

委託会社（ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社）

ホームページアドレス http://www.damj.co.jp/

電話番号 03ー5156ー5247

（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）



受益者
ファンドを取得した投資者のことです。受益者
は保有口数に応じて収益分配金や償還金に対
する請求権、換金請求権などの権利を有してい
ます。

受益証券
ファンドの収益を受ける権利（受益権）を表わ
す有価証券のことで、委託会社が発行します。

買取請求
ファンドの換金方法の一つで、受益証券を販売会
社に買い取ってもらうことにより換金する方法を
いいます。
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フ
ァ
ン
ド
の
概
要

運
用
実
績

リ
ス
ク
と

留
意
点

取
得
の
お
申
込
み
に

つ
い
て
（
概
要
）

ご
換
金
の
お
申
込
み
に

つ
い
て
（
概
要
）

フ
ァ
ン
ド
の
取
得
・
保
有
・

換
金
に
係
る
費
用
や
税
金
等

フ
ァ
ン
ド
の
運
営
の

仕
組
み
・
体
制
等

そ
の
他

フ
ァ
ン
ド
の
特
徴

※
２

税
率
は
平
成
20
年
４
月
１
日
か
ら
20
%（
所
得
税
15
%
お
よ
び
地
方
税
５
%
）と
な

る
予
定
で
す
。

※
３

税
率
は
平
成
20
年
４
月
１
日
か
ら
15
%（
所
得
税
15
%
）と
な
る
予
定
で
す
。

（
注
）税
法
が
改
正
さ
れ
た
場
合
等
に
は
、
前
記
の
内
容
が
変
更
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

④
解
約
代
金
は
、
原
則
と
し
て
一
部
解
約
の
実
行
の
請
求
を
受
付
け

た
日
か
ら
起
算
し
て
５
営
業
日
目
か
ら
販
売
会
社
に
お
い
て
支
払

わ
れ
ま
す
。

⑤
信
託
財
産
の
資
金
管
理
を
円
滑
に
行
う
た
め
、
１
顧
客
１
日
当
り

10
億
円
を
超
え
る
一
部
解
約
は
で
き
ま
せ
ん
。
な
お
、
１
顧
客
１

日
当
た
り
10
億
円
以
下
の
金
額
で
あ
っ
て
も
、
フ
ァ
ン
ド
の
残
高

減
少
、
市
場
の
流
動
性
の
状
況
等
に
よ
っ
て
は
、
委
託
会
社
の
判

断
に
よ
り
、
一
定
の
金
額
を
超
え
る
一
部
解
約
の
金
額
に
別
途
制

限
を
設
け
る
場
合
や
一
定
の
金
額
を
超
え
る
一
部
解
約
の
実
行
の

請
求
の
受
付
時
間
に
制
限
を
設
け
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

⑥
委
託
会
社
は
、
証
券
取
引
所
等
に
お
け
る
取
引
の
停
止
、
外
国
為

替
取
引
の
停
止
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
と
き
は
、
一

部
解
約
の
実
行
の
請
求
の
受
付
を
中
止
す
る
こ
と
お
よ
び
既
に
受

付
け
た
一
部
解
約
の
実
行
の
請
求
の
受
付
を
中
止
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
そ
の
場
合
に
は
、
受
益
者
は
当
該
受
付
中
止
以
前
に
行

っ
た
当
日
の
一
部
解
約
の
実
行
の
請
求
を
撤
回
で
き
ま
す
。
た
だ

し
、
受
益
者
が
そ
の
一
部
解
約
の
実
行
の
請
求
を
撤
回
し
な
い
場

合
に
は
、
当
該
受
益
証
券
の
一
部
解
約
の
価
額
は
、
当
該
受
付
中

止
を
解
除
し
た
後
の
最
初
の
基
準
価
額
の
計
算
日
に
一
部
解
約
の

実
行
の
請
求
を
受
付
け
た
も
の
と
し
て
当
該
計
算
日
の
基
準
価
額

か
ら
信
託
財
産
留
保
額
を
控
除
し
た
解
約
価
額
と
し
ま
す
。

（
注
）前
記
の
ほ
か
、
販
売
会
社
に
よ
っ
て
は
受
益
証
券
を
買
い
取
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

詳
し
く
は
、
販
売
会
社
に
お
問
合
せ
下
さ
い
。

※
当
フ
ァ
ン
ド
の
受
益
権
は
、
平
成
19
年
１
月
４
日
よ
り
振
替
制
度
に
移
行
す
る
予
定

で
あ
り
、
換
金
の
請
求
を
行
う
受
益
者
は
、
そ
の
口
座
が
開
設
さ
れ
て
い
る
振
替
機

関
等
に
対
し
て
当
該
受
益
者
の
請
求
に
係
る
こ
の
信
託
契
約
の
一
部
解
約
を
委
託
会

社
が
行
う
の
と
引
き
換
え
に
、
当
該
一
部
解
約
に
係
る
受
益
権
の
口
数
と
同
口
数
の

抹
消
の
申
請
を
行
う
も
の
と
し
、
社
振
法
の
規
定
に
し
た
が
い
当
該
振
替
機
関
等
の

口
座
に
お
い
て
当
該
口
数
の
減
少
の
記
載
ま
た
は
記
録
が
行
わ
れ
ま
す
。

平
成
19
年
１
月
４
日
以
降
の
換
金
に
係
る
換
金
の
請
求
を
受
益
者
が
す
る
と
き
は
、

振
替
受
益
権
を
も
っ
て
行
う
も
の
と
し
ま
す
。
た
だ
し
、
平
成
19
年
１
月
４
日
以
降

に
換
金
代
金
が
受
益
者
に
支
払
わ
れ
る
こ
と
と
な
る
換
金
の
請
求
で
、
平
成
19
年
１

月
４
日
前
に
行
わ
れ
る
当
該
請
求
に
つ
い
て
は
、
振
替
受
益
権
と
な
る
こ
と
が
確
実

①
受
益
者
は
、
自
己
の
有
す
る
受
益
証
券
に
つ
き
、
委
託
会
社
に
１

口
単
位
を
も
っ
て
一
部
解
約
の
実
行
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
一
部
解
約
の
実
行
の
請
求
の
受
付
は
、
原
則
と
し
て
販
売
会

社
の
営
業
日
の
午
後
３
時（
半
日
営
業
日
は
午
前
11
時
）ま
で
に
一

部
解
約
の
実
行
の
請
求
が
行
わ
れ
か
つ
当
該
請
求
の
受
付
に
係
る

販
売
会
社
所
定
の
事
務
手
続
が
完
了
し
た
も
の
を
当
日
の
受
付
分

と
し
ま
す
。

②
解
約
価
額
※
１

は
、
一
部
解
約
の
実
行
の
請
求
を
受
付
け
た
日
の
翌

営
業
日
の
基
準
価
額
か
ら
信
託
財
産
留
保
額
※
２
（
当
該
基
準
価
額

に
０
・
１
５
%
の
率
を
乗
じ
て
得
た
額
）を
控
除
し
た
価
額
と
し
ま

す
。

※
１
解
約
価
額
＝
基
準
価
額
ー
信
託
財
産
留
保
額（
基
準
価
額
×
０
・
１
５
%
）

※
２
信
託
財
産
留
保
額
と
は
、
引
続
き
受
益
証
券
を
保
有
す
る
受
益
者
と
解
約
者
と
の

公
平
性
の
確
保
や
フ
ァ
ン
ド
残
高
の
安
定
的
な
推
移
を
図
る
た
め
、
ク
ロ
ー
ズ
ド

期
間
の
有
無
に
関
係
な
く
、
信
託
満
了
前
の
解
約
に
対
し
解
約
者
か
ら
徴
収
す
る

一
定
の
金
額
を
い
い
、
信
託
財
産
に
繰
り
入
れ
ら
れ
ま
す
。

解
約
価
額
は
、
原
則
と
し
て
委
託
会
社
の
営
業
日
に
日
々
算
出
さ

れ
ま
す
。
な
お
、
解
約
価
額
に
つ
い
て
は
、
販
売
会
社
ま
た
は
委

託
会
社
の
次
ペ
ー
ジ
照
会
先
に
お
問
合
せ
下
さ
い
。

③
お
手
取
額
は
、
解
約
価
額
が
個
別
元
本
※
１

を
上
回
っ
た
場
合
そ
の

超
過
額
に
対
し
て
、
次
の
所
定
の
税
金
を
差
し
引
い
た
額
と
な
り

ま
す
。

・
個
人
の
受
益
者
の
場
合
は
、
10
%
（
所
得
税
７
%
お
よ
び
地
方

税
３
%
）※
２

・
法
人
の
受
益
者
の
場
合
は
、
７
%
（
所
得
税
７
%
）※
３

※
１
「
個
別
元
本
」と
は
、
受
益
者
毎
の
信
託
時
の
受
益
証
券
の
価
額
等
を
い
い
ま
す
。

6
ご
換
金
の
お
申
込
み
に

つ
い
て
（
概
要
）

換
金
（
販
売
）
手
続
等

換
金
（
販
売
）
手
続
等



Deutsche Asset Management

用語解説�

個別元本
各受益者の取得元本（申込手数料および当該申
込手数料にかかる消費税など相当額は含まれ
ません。）のことです。

基準価額
純資産総額をその日の受益権の口数で割った
ものです。ただし、便宜上１万口単位に換算し
た価額で表示することがあります。

14 ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン

フ
ァ
ン
ド
の
運
営
の

仕
組
み
・
体
制
等

そ
の
他

フ
ァ
ン
ド
の
概
要

運
用
実
績

リ
ス
ク
と

留
意
点

取
得
の
お
申
込
み
に

つ
い
て
（
概
要
）

フ
ァ
ン
ド
の
特
徴

フ
ァ
ン
ド
の
取
得
・
保
有
・

換
金
に
係
る
費
用
や
税
金
等

な
受
益
証
券
を
も
っ
て
行
う
も
の
と
し
ま
す
。

平
成
18
年
12
月
29
日
時
点
で
の
保
護
預
り
を
ご
利
用
の
方
の
受
益
証
券
は
、
原
則
と

し
て
一
括
し
て
全
て
振
替
受
益
権
へ
移
行
し
ま
す
。
受
益
証
券
を
お
手
許
で
保
有
さ

れ
て
い
る
方
で
、
平
成
19
年
１
月
４
日
以
降
も
引
き
続
き
保
有
さ
れ
た
場
合
は
、
換

金
の
お
申
込
み
に
際
し
て
、
個
別
に
振
替
受
益
権
と
す
る
た
め
の
所
要
の
手
続
き
が

必
要
で
あ
り
、
こ
の
手
続
き
に
は
時
間
を
要
し
ま
す
の
で
、
ご
留
意
下
さ
い
。

換金を申し込む� 換金価額の決定� 換金代金の受取�

1 営 業日目 � 2 営 業日目 � 5 営 業日目 �

換金請求受付日の翌営業日
の基準価額を基にご換金価額
が決まります。�

原則としてご換金申込受付日
から起算して5営業日目から
お受取できます。�

ご換金代金のお支払いまで（イメージ図）
ご
換
金
の
お
申
込
み
に

つ
い
て
（
概
要
）

委託会社（ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社）

ホームページアドレス http://www.damj.co.jp/

電話番号 03ー5156ー5247

（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）



信託報酬
受益者が信託財産から間接的に負担する費用
です。委託会社、受託会社、販売会社がそれぞ
れの業務に対する報酬として受け取るもので、
ファンド毎に一定の率が契約によって決められ
ています。

純資産総額
ファンドに組み入れられている株式や公社債な
どを時価で評価し、株式や公社債などから得ら
れる配当金や利息などの収入を加えた資産の
総額から、ファンドの運用に必要な費用などを
差し引いた金額のことです。

信託財産留保額
引続き受益証券を保有する受益者と解約者と
の公平性の確保やファンド残高の安定的な推
移を図るため、クローズド期間の有無に関係
なく、信託満了前の解約に対し解約者から徴
収する一定の金額をいい、信託財産に繰り入
れられます。
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フ
ァ
ン
ド
の
概
要

運
用
実
績

リ
ス
ク
と

留
意
点

取
得
の
お
申
込
み
に

つ
い
て
（
概
要
）

ご
換
金
の
お
申
込
み
に

つ
い
て
（
概
要
）

フ
ァ
ン
ド
の
取
得
・
保
有
・

換
金
に
係
る
費
用
や
税
金
等

フ
ァ
ン
ド
の
運
営
の

仕
組
み
・
体
制
等

そ
の
他

フ
ァ
ン
ド
の
特
徴

■
個
人
の
受
益
者
の
場
合

※
税
率
は
、
平
成
20
年
４
月
１
日
か
ら
20
%
（
所
得
税
15
%
、
地
方
税
５
%
）
と
な
る

予
定
で
す
。

な
お
、
法
人
の
受
益
者
の
場
合
、
原
則
と
し
て
所
得
税
７
%
（
平
成
20
年
４
月
１
日

か
ら
所
得
税
15
%
）
の
税
率
に
よ
る
源
泉
徴
収
が
行
わ
れ
ま
す
。

（
注
）税
法
が
改
正
さ
れ
た
場
合
等
に
は
、
前
記
の
内
容
が
変
更
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

※
詳
し
く
は
、
後
掲
「
課
税
上
の
取
扱
い
」
を
ご
参
照
下
さ
い
。

7
フ
ァ
ン
ド
の
取
得
・

保
有
・
換
金
に
係
る

費
用
や
税
金
等

項

目
�

お申込時�投資期間中�
解約請求�
による�
ご換金時�

収益�
分配金�
受取時�

受
益
者
の
費
用
・
税
金�

�
申
込
手
数
料
は
、取
得
申
込
受
付
日
の
翌
営
業
日
の
基
準

価
額
に
２
・
６
２
５
%
（
税
抜
２
・
５
%
）
を
上
限
と
し
て

販
売
会
社
が
別
に
定
め
る
手
数
料
率
を
乗
じ
て
得
た
額

と
し
ま
す
。�

�

信
託
報
酬�

〔
信
託
財
産
の
純
資
産
総
額
に
対
し
て
〕�

年
率
１
・
１
５
５
%（
税
抜
１
・
１
０
%
）�

〔
信
託
報
酬
の
内
訳
〕�

委
託
会
社 

年
率
０
・
５
７
７
５
%（
税
抜
０
・
５
５
%
）�

販
売
会
社 

年
率
０
・
５
２
５
０
%（
税
抜
０
・
５
０
%
）�

受
託
会
社 

年
率
０
・
０
５
２
５
%（
税
抜
０
・
０
５
%
）�

�

信
託
財
産
留
保
額
…
解
約
請
求
受
付
日
の
翌
営
業
日
の

基
準
価
額
×
０
・
１
５
%�

税
金
…
解
約
請
求
受
付
日
の
翌
営
業
日
の
基
準
価
額
の

個
別
元
本
超
過
額
×
10�
%�

（
所
得
税
７
%
、地
方
税
３
%
）※�

�

税
金
…
普
通
分
配
金
×
10�
%�

（
所
得
税
７
%
、地
方
税
３
%
）※�

�

税
金
…
償
還
価
額
の
個
別
元
本
超
過
額
×
10�
%��

（
所
得
税
７
%
、地
方
税
３
%
）※�

ファンド�
の�

償還時�

お申込みからご換金および償還までの費用の概要（イメージ図）

お申込時� 収益分配時�

信託報酬（毎日）等�

ご換金時� 償還時�

申込申込�
手数料手数料�

 所得税所得税・�
地方税地方税�

 所得税所得税・�
地方税地方税�

申込�
手数料�

 所得税・�
地方税�

所得税・地方税�
＋�

信託財産留保額�

所得税・地方税�
＋�

信託財産留保額�

 所得税・�
地方税�

【
費
用
・
税
金 

等
】�
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用語解説�

個別元本
各受益者の取得元本（申込手数料および当該申
込手数料にかかる消費税など相当額は含まれ
ません。）のことです。

信託財産
ファンドにおいて運用される株式や債券などの
有価証券や現金などの財産をいいます。信託財
産は、受託会社により保管・管理されています。

16 ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン

そ
の
他

フ
ァ
ン
ド
の
概
要

運
用
実
績

リ
ス
ク
と

留
意
点

取
得
の
お
申
込
み
に

つ
い
て
（
概
要
）

ご
換
金
の
お
申
込
み
に

つ
い
て
（
概
要
）

フ
ァ
ン
ド
の
特
徴

フ
ァ
ン
ド
の
運
営
の

仕
組
み
・
体
制
等

・
信
託
報
酬
の
支
払
は
、
毎
計
算
期
間
終
了
日
に
当
該
終
了
日
ま
で
に
計
上
さ
れ
た

金
額
、
な
ら
び
に
信
託
の
終
了
時
に
終
了
時
ま
で
に
計
上
さ
れ
た
金
額
が
信
託
財

産
か
ら
支
弁
さ
れ
ま
す
。

・
委
託
会
社
お
よ
び
販
売
会
社
に
対
す
る
信
託
報
酬
は
、
フ
ァ
ン
ド
か
ら
委
託
会
社

に
対
し
て
支
弁
さ
れ
ま
す
。

・
信
託
報
酬
の
販
売
会
社
へ
の
配
分
は
、
販
売
会
社
が
行
う
フ
ァ
ン
ド
の
募
集
の
取

扱
い
等
に
関
す
る
業
務
に
対
す
る
代
行
手
数
料
で
あ
り
、
フ
ァ
ン
ド
か
ら
委
託
会

社
に
支
弁
さ
れ
た
後
、
委
託
会
社
よ
り
販
売
会
社
に
対
し
て
支
払
わ
れ
ま
す
。
受

託
会
社
の
報
酬
は
、
フ
ァ
ン
ド
か
ら
受
託
会
社
に
対
し
て
支
弁
さ
れ
ま
す
。

・
な
お
、
マ
ザ
ー
フ
ァ
ン
ド
の
運
用
の
指
図
を
行
う
ド
イ
チ
ェ
・
ア
セ
ッ
ト
・
マ
ネ

ジ
メ
ン
ト
・
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ルG

m
b
H

（
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
）に
対
す
る
投
資

顧
問
報
酬（
信
託
財
産
の
純
資
産
総
額
に
年
０
・
２
８
８
７
５
%
の
率
を
乗
じ
て
得

た
額
以
下
）は
委
託
会
社
の
信
託
報
酬
か
ら
支
払
わ
れ
ま
す
。

当
フ
ァ
ン
ド
は
、
以
下
の
費
用
を
受
益
者
の
負
担
と
し
、
信
託
財
産

中
か
ら
支
弁
し
ま
す
。

①
信
託
財
産
に
関
す
る
租
税
、
信
託
事
務
の
処
理
に
要
す
る
諸
費
用

（
監
査
費
用
、
法
律
顧
問
・
税
務
顧
問
へ
の
報
酬
、
印
刷
費
用
、
郵

送
費
用
、
公
告
費
用
、
格
付
費
用
、
受
益
証
券
の
管
理
事
務
に
関

連
す
る
費
用
、
受
益
証
券
作
成
に
関
す
る
費
用
等
を
含
み
ま
す
。）

お
よ
び
受
託
会
社
の
立
替
え
た
立
替
金
の
利
息（
以
下「
諸
経
費
」と

い
い
ま
す
。）は
、
受
益
者
の
負
担
と
し
、
信
託
財
産
中
か
ら
支
弁

し
ま
す
。

②
委
託
会
社
は
、
前
記
①
に
定
め
る
信
託
事
務
の
処
理
等
に
要
す
る

諸
費
用
の
支
払
い
を
信
託
財
産
の
た
め
に
行
い
、
支
払
金
額
の
支

弁
を
信
託
財
産
か
ら
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
の
場
合
、
委

託
会
社
は
、
現
に
信
託
財
産
の
た
め
に
支
払
っ
た
金
額
の
支
弁
を

受
け
る
際
に
、
あ
ら
か
じ
め
受
領
す
る
金
額
に
上
限
を
付
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、
委
託
会
社
は
、
実
際
に
支
払
う
金
額
の

支
弁
を
受
け
る
代
わ
り
に
、
か
か
る
諸
費
用
の
金
額
を
あ
ら
か
じ

め
合
理
的
に
見
積
も
っ
た
う
え
で
、
実
際
の
費
用
額
に
か
か
わ
ら

ず
固
定
率
ま
た
は
固
定
金
額
に
て
信
託
財
産
か
ら
そ
の
支
弁
を
受

け
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

そ
の
他
の
手
数
料
等

そ
の
他
の
手
数
料
等

③
前
記
②
に
お
い
て
諸
費
用
の
上
限
、
固
定
率
ま
た
は
固
定
金
額
を

定
め
る
場
合
、
委
託
会
社
は
、
信
託
財
産
の
規
模
等
を
考
慮
し
て
、

期
中
に
、
あ
ら
か
じ
め
委
託
会
社
が
定
め
た
範
囲
内
で
か
か
る
上
限
、

固
定
率
ま
た
は
固
定
金
額
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

④
前
記
②
に
お
い
て
諸
費
用
の
固
定
率
ま
た
は
固
定
金
額
を
定
め
る

場
合
、
か
か
る
諸
費
用
の
額
は
、
当
フ
ァ
ン
ド
の
計
算
期
間
を
通

じ
て
毎
日
、
信
託
財
産
の
純
資
産
総
額
に
応
じ
て
計
上
さ
れ
ま
す
。

か
か
る
諸
費
用
は
、
毎
計
算
期
末
ま
た
は
信
託
終
了
の
と
き
に
信

託
財
産
か
ら
支
弁
し
ま
す
。

な
お
、
本
書
提
出
日
現
在
、
前
記
②
に
よ
り
定
め
る
上
限
は
、
信

託
財
産
の
純
資
産
総
額
に
年
０
・
１
０
%
の
率
を
乗
じ
て
得
た
金
額

と
し
ま
す
。

⑤
信
託
財
産
の
組
入
有
価
証
券
の
売
買
の
際
に
発
生
す
る
売
買
委
託

手
数
料
等
の
証
券
取
引
に
伴
う
手
数
料
・
税
金
は
、
信
託
財
産
が

負
担
し
ま
す
。
こ
の
他
に
、
売
買
委
託
手
数
料
に
対
す
る
消
費
税

相
当
額
お
よ
び
外
貨
建
資
産
の
保
管
等
に
要
す
る
費
用
お
よ
び
先

物
取
引
・
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
等
に
要
す
る
費
用
に
つ
い
て
も
信
託

財
産
が
負
担
す
る
も
の
と
し
ま
す
。

日
本
の
居
住
者
で
あ
る
受
益
者
に
対
す
る
課
税
に
つ
い
て
は
、
左
記

の
取
扱
い
と
な
り
ま
す
。

■
個
別
元
本
方
式
に
つ
い
て

ａ
個
別
元
本
に
つ
い
て

追
加
型
株
式
投
資
信
託
に
つ
い
て
は
、
受
益
者
毎
の
信
託
時
の
受

益
証
券
の
価
額
等（
申
込
手
数
料
お
よ
び
申
込
手
数
料
に
対
す
る

消
費
税
に
相
当
す
る
額
は
含
ま
れ
ま
せ
ん
。）が
当
該
受
益
者
の
元

本（
個
別
元
本
）に
あ
た
り
ま
す
。

受
益
者
が
同
一
フ
ァ
ン
ド
の
受
益
証
券
を
複
数
回
取
得
し
た
場

合
、
原
則
と
し
て
、
個
別
元
本
は
、
当
該
受
益
者
が
追
加
信
託
を

行
う
つ
ど
当
該
受
益
者
の
受
益
権
口
数
で
加
重
平
均
す
る
こ
と
に

フ
ァ
ン
ド
の
取
得
・
保
有
・

換
金
に
係
る
費
用
や
税
金
等

課
税
上
の
取
扱
い

課
税
上
の
取
扱
い



保護預り
販売会社が顧客との契約に基づいて有価証券
を保管することをいいます。

収益分配
ファンドの決算時に、運用の結果あげられた収
益などを受益証券の口数に応じて受益者に分
配することです。収益分配金は、通常、決算日
から起算して5営業日目以降に販売会社を通じ
て支払われます。

普通分配金
ファンドの決算のときに受け取る分配金の中
で、課税される分配金のことです。
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フ
ァ
ン
ド
の
概
要

運
用
実
績

リ
ス
ク
と

留
意
点

取
得
の
お
申
込
み
に

つ
い
て
（
概
要
）

ご
換
金
の
お
申
込
み
に

つ
い
て
（
概
要
）

フ
ァ
ン
ド
の
取
得
・
保
有
・

換
金
に
係
る
費
用
や
税
金
等

フ
ァ
ン
ド
の
運
営
の

仕
組
み
・
体
制
等

そ
の
他

フ
ァ
ン
ド
の
特
徴

よ
り
算
出
さ
れ
ま
す
。

た
だ
し
、
保
護
預
り
で
は
な
い
受
益
証
券
お
よ
び
記
名
式
受
益
証

券
に
つ
い
て
は
各
受
益
証
券
毎
に
、
同
一
フ
ァ
ン
ド
を
複
数
の
販

売
会
社
で
取
得
す
る
場
合
に
つ
い
て
は
各
販
売
会
社
毎
に
、
個
別

元
本
の
算
出
が
行
わ
れ
ま
す
。
ま
た
、
同
一
販
売
会
社
で
あ
っ
て

も
複
数
口
座
で
同
一
フ
ァ
ン
ド
を
取
得
す
る
場
合
は
当
該
口
座
毎

に
、「
一
般
コ
ー
ス
」と「
自
動
け
い
ぞ
く
投
資
コ
ー
ス
」の
両
コ
ー

ス
で
取
得
す
る
場
合
は
コ
ー
ス
別
に
、
個
別
元
本
の
算
出
が
行
わ

れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

受
益
者
が
特
別
分
配
金
を
受
け
取
っ
た
場
合
、
収
益
分
配
金
発
生

時
に
そ
の
個
別
元
本
か
ら
当
該
特
別
分
配
金
を
控
除
し
た
額
が
、

そ
の
後
の
当
該
受
益
者
の
個
別
元
本
と
な
り
ま
す
。（「
特
別
分
配

金
」に
つ
い
て
は
左
記「
ｃ
収
益
分
配
金
の
課
税
に
つ
い
て
」を
ご

参
照
下
さ
い
。）

ｂ
一
部
解
約
金
お
よ
び
償
還
時
の
課
税
に
つ
い
て

一
部
解
約
時
お
よ
び
償
還
時
の
個
別
元
本
超
過
額
が
課
税
対
象
と

な
り
ま
す
。

ｃ
収
益
分
配
金
の
課
税
に
つ
い
て

追
加
型
株
式
投
資
信
託
の
収
益
分
配
金
に
は
、
課
税
扱
い
と
な
る

「
普
通
分
配
金
」と
非
課
税
扱
い
と
な
る「
特
別
分
配
金
」（
受
益
者

の
元
本
の
一
部
払
戻
し
に
相
当
す
る
部
分
）の
区
別
が
あ
り
ま
す
。

受
益
者
が
収
益
分
配
金
を
受
け
取
る
際
、（
ｉ
）当
該
収
益
分
配
金

落
ち
後
の
基
準
価
額
が
当
該
受
益
者
の
個
別
元
本
と
同
額
の
場
合

ま
た
は
当
該
受
益
者
の
個
別
元
本
を
上
回
っ
て
い
る
場
合
に
は
、

当
該
収
益
分
配
金
の
全
額
が
普
通
分
配
金
と
な
り
、（
ii
）当
該
収

益
分
配
金
落
ち
後
の
基
準
価
額
が
当
該
受
益
者
の
個
別
元
本
を
下

回
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
下
回
る
部
分
が
特
別
分
配
金
と
な

り
、
当
該
収
益
分
配
金
か
ら
当
該
特
別
分
配
金
を
控
除
し
た
額
が

普
通
分
配
金
と
な
り
ま
す
。

な
お
、
受
益
者
が
特
別
分
配
金
を
受
け
取
っ
た
場
合
、
収
益
分
配

金
発
生
時
に
そ
の
個
別
元
本
か
ら
当
該
特
別
分
配
金
を
控
除
し
た

額
が
、
そ
の
後
の
当
該
受
益
者
の
個
別
元
本
と
な
り
ま
す
。

■
課
税
の
取
扱
い
に
つ
い
て

ａ
個
人
の
受
益
者
に
対
す
る
課
税

個
人
の
受
益
者
が
支
払
い
を
受
け
る
収
益
分
配
金
の
う
ち
課
税
扱

い
と
な
る
普
通
分
配
金
な
ら
び
に
一
部
解
約
時
お
よ
び
償
還
時
の

個
別
元
本
超
過
額
に
つ
い
て
は
、
10
%
※（
所
得
税
７
%
お
よ
び
地

方
税
３
%
）の
税
率
に
よ
る
源
泉
徴
収
が
行
わ
れ
、
申
告
不
要
制
度

が
適
用
さ
れ
ま
す
。
な
お
、
確
定
申
告
を
行
い
、
総
合
課
税
を
選

択
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
収
益
分
配
金
の
う
ち
所
得
税
法
上
課

税
対
象
と
な
る
の
は
普
通
分
配
金
の
み
で
あ
り
、
特
別
分
配
金
は

課
税
さ
れ
ま
せ
ん
。

※
税
率
は
平
成
20
年
４
月
１
日
か
ら
20
%（
所
得
税
15
%
お
よ
び
地
方
税
５
%
）と
な
る

予
定
で
す
。

ｂ
法
人
の
受
益
者
に
対
す
る
課
税

法
人
の
受
益
者
が
支
払
い
を
受
け
る
収
益
分
配
金
の
う
ち
課
税
扱

い
と
な
る
普
通
分
配
金
な
ら
び
に
一
部
解
約
時
お
よ
び
償
還
時
の

個
別
元
本
超
過
額
に
つ
い
て
は
、
７
%
※
（
所
得
税
７
%
）の
税
率

で
源
泉
徴
収
さ
れ
、
法
人
の
受
取
額
と
な
り
ま
す
。
な
お
、
地
方

税
の
源
泉
徴
収
は
あ
り
ま
せ
ん
。

収
益
分
配
金
の
う
ち
所
得
税
法
上
課
税
対
象
と
な
る
の
は
普
通
分

配
金
の
み
で
あ
り
、
特
別
分
配
金
は
課
税
さ
れ
ま
せ
ん
。

ま
た
、
益
金
不
算
入
制
度
は
適
用
さ
れ
ま
せ
ん
。

※
税
率
は
平
成
20
年
４
月
１
日
か
ら
15
%（
所
得
税
15
%
）と
な
る
予
定
で
す
。

※
右
記
の
ほ
か
、
販
売
会
社
に
よ
っ
て
は
、
受
益
証
券
を
買
取
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

買
取
請
求
時
の
課
税
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
詳
し
く
は
販
売
会
社
に
お
問
合
せ
下

さ
い
。

（
注
）
税
法
が
改
正
さ
れ
た
場
合
等
に
は
、
前
記
の
内
容
が
変
更
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り

ま
す
。



Deutsche Asset Management

用語解説�

信託財産
ファンドにおいて運用される株式や債券などの
有価証券や現金などの財産をいいます。信託財
産は、受託会社により保管・管理されています。

目論見書
各ファンドの内容を詳しく説明している法定文
書です。ファンドの申込者に必ず交付しなけれ
ばならない「交付目論見書」と、投資家から請求
があった場合に交付される「請求目論見書」があ
ります。なお、目論見書の別称として「投資信託
説明書」と称して使用する場合があります。

18 ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン

フ
ァ
ン
ド
の
取
得
・
保
有
・

換
金
に
係
る
費
用
や
税
金
等

そ
の
他

フ
ァ
ン
ド
の
概
要

運
用
実
績

リ
ス
ク
と

留
意
点

取
得
の
お
申
込
み
に

つ
い
て
（
概
要
）

ご
換
金
の
お
申
込
み
に

つ
い
て
（
概
要
）

フ
ァ
ン
ド
の
特
徴

フ
ァ
ン
ド
の
運
営
の

仕
組
み
・
体
制
等

■
委
託
会
社
及
び
フ
ァ
ン
ド
の
関
係
法
人

委
託
会
社
及
び
フ
ァ
ン
ド
の
関
係
法
人
の
名
称
、
フ
ァ
ン
ド
の
運
営

上
の
役
割
は
次
の
と
お
り
で
す
。

①
ド
イ
チ
ェ
・
ア
セ
ッ
ト
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
株
式
会
社（「
委
託
会
社
」）

当
フ
ァ
ン
ド
の
委
託
会
社
と
し
て
、
信
託
財
産
の
運
用
指
図
、
受
託

会
社
と
の
信
託
契
約
の
締
結
、
受
益
証
券
の
発
行
、
目
論
見
書
・
運

用
報
告
書
の
作
成
等
を
行
い
ま
す
。

②
三
菱
Ｕ
Ｆ
Ｊ
信
託
銀
行
株
式
会
社（「
受
託
会
社
」）（
再
信
託
受
託
会

社：

日
本
マ
ス
タ
ー
ト
ラ
ス
ト
信
託
銀
行
株
式
会
社
）

委
託
会
社
と
の
間
で「
証
券
投
資
信
託
契
約
」を
締
結
し
、
こ
れ
に

基
づ
き
、
当
フ
ァ
ン
ド
の
受
託
会
社
と
し
て
、
信
託
財
産
の
保

管
・
管
理
、
基
準
価
額
の
計
算
、
受
益
証
券
の
認
証
、
外
国
証
券

を
保
管
・
管
理
す
る
外
国
の
金
融
機
関
へ
の
指
図
等
を
行
い
ま
す
。

な
お
、
信
託
事
務
の
一
部
に
つ
き
日
本
マ
ス
タ
ー
ト
ラ
ス
ト
信
託

銀
行
株
式
会
社
に
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

③「
販
売
会
社
」

委
託
会
社
と
の
間
で「
受
益
証
券
の
募
集
・
販
売
の
取
扱
い
等
に
関

す
る
契
約
」を
締
結
し
、
こ
れ
に
基
づ
き
、
当
フ
ァ
ン
ド
の
販
売
会

社
と
し
て
、
受
益
証
券
の
募
集
の
取
扱
い
お
よ
び
販
売
、
一
部
解

約
の
実
行
の
請
求
の
受
付
、
収
益
分
配
金
・
償
還
金
お
よ
び
一
部

解
約
金
の
支
払
い
等
を
行
い
ま
す
。

④
ド
イ
チ
ェ
・
ア
セ
ッ
ト
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
・
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ

ルG
m
b
H

（
所
在
地：

M
a
in
ze
r
L
a
n
d
s
tra
s
s
e
1
7
8
-1
9
0
D
-

6
0
3
2
7
F
ra
n
kfu
rt

）（「
投
資
顧
問
会
社
」）

委
託
会
社
か
ら
運
用
の
指
図
に
関
す
る
権
限
の
委
託
を
受
け
、
マ

ザ
ー
フ
ァ
ン
ド
の
運
用
の
指
図
を
行
い
ま
す
。
な
お
、
委
託
を
受

け
た
者
が
、
法
律
に
違
反
し
た
場
合
、
信
託
契
約
に
違
反
し
た
場

合
、
信
託
財
産
に
重
大
な
損
失
を
生
ぜ
し
め
た
場
合
等
に
お
い
て
、

委
託
会
社
は
、
運
用
の
指
図
に
関
す
る
権
限
の
委
託
を
中
止
ま
た

は
委
託
の
内
容
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

ファンドの仕組み

●買付／解約の申込�

信託金�
損益�

投資�

損益�

運用の指図�
●信託契約�

●投資顧問契約�

投
資
家（
受
益
者
）�

③
販
売
会
社�

①委託会社�

④投資顧問会社�

主
な
投
資
対
象（
欧
州
債
券
）�

●分配金／償還金の
支払�

●一部解約代金の�
支払�

●運用報告書の交付�

お申込金�

分配金・償還金�

●受益証券の募集／�
　販売に関する契約�

投資�

損益�

ベビーファンド�

ドイチェ・�
ヨーロッパ�

インカム オープン�

マザーファンド�

ドイチェ・�
ヨーロッパ�

インカム オープン�
マザーファンド�

②受託会社�

8
フ
ァ
ン
ド
の
運
営
の

仕
組
み
・
体
制
等

■
当
フ
ァ
ン
ド
は
フ
ァ
ミ
リ
ー
フ
ァ
ン
ド
方
式
に
よ
り
運
用
し
ま
す
。

フ
ァ
ミ
リ
ー
フ
ァ
ン
ド
方
式
と
は
、
取
得
申
込
者
か
ら
の
資
金
を

ま
と
め
て
ベ
ビ
ー
フ
ァ
ン
ド
と
し
、
そ
の
資
金
を
主
と
し
て
マ
ザ

ー
フ
ァ
ン
ド
に
投
資
し
て
実
質
的
な
運
用
を
マ
ザ
ー
フ
ァ
ン
ド
で

行
う
仕
組
み
で
す
。
複
数
の
ベ
ビ
ー
フ
ァ
ン
ド
の
資
金
を
ま
と
め

て
マ
ザ
ー
フ
ァ
ン
ド
で
運
用
す
る
こ
と
が
で
き
、
運
用
の
効
率
を

向
上
さ
せ
る
こ
と
が
可
能
な
仕
組
み
で
す
。

フ
ァ
ン
ド
の
仕
組
み

フ
ァ
ン
ド
の
仕
組
み



委託会社
信託財産の運用指図、受益証券の発行などを行う
運用会社で、委託者ともいいます。商品の性格や運
用方針などを決め、受託会社への指図を通じて実
質的な運用を行う会社です。また、投資者に商品を
説明する投資信託説明書（目論見書）や運用内容・
結果を説明する運用報告書の作成などを行います。

マザーファンド
投資家が取得するファンドを「ベビーファンド」
といい、複数のベビーファンドの資金をまとめ
て運用するためのファンドを「マザーファンド」
といいます。

ポートフォリオ
ファンド等の運用資産全体や、株・債券等の有
価証券の銘柄群などを指します。
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フ
ァ
ン
ド
の
概
要

運
用
実
績

リ
ス
ク
と

留
意
点

取
得
の
お
申
込
み
に

つ
い
て
（
概
要
）

ご
換
金
の
お
申
込
み
に

つ
い
て
（
概
要
）

フ
ァ
ン
ド
の
取
得
・
保
有
・

換
金
に
係
る
費
用
や
税
金
等

フ
ァ
ン
ド
の
運
営
の

仕
組
み
・
体
制
等

そ
の
他

フ
ァ
ン
ド
の
特
徴

委託会社の概況

昭和60年 �

昭和62年 �

平成 2 年 �

平成 7 年 �

平成 7 年 �

平成 8 年 �

平成11年 �

平成14年 �

モルガン グレンフェル インターナショナル アセット マネジメント株式会社設立�

投資顧問業登録、投資一任業務認可�

ドイツ銀投資顧問株式会社と合併、社名をディービー モルガン グレンフェル アセット マネジメント株式会社に改称�

投信業務兼営のため、社名をディービー モルガン グレンフェル投信投資顧問株式会社に改称�

証券投資信託委託会社免許取得�

社名をドイチェ・モルガン・グレンフェル投信投資顧問株式会社に改称�

バンカース・トラスト投信投資顧問株式会社と合併、社名をドイチェ・アセット・マネジメント株式会社に改称�

チューリッヒ・スカダー投資顧問株式会社と合併�

名 　 　 称  �

住 　 　 所  �

所 有 株 式  �

所 有 比 率  �

ドイチェ・アジア・パシフィック・ホールディングス・ピーティーイー・リミテッド�

シンガポール038985 サンテックタワーファイブ＃12-08 テマセックブールバード5�

39,960株�

100％�

資本金の額� 1,998百万円（平成18年8月末日現在）�

■ 沿革�

■ 資本金の額�

■ 大株主の状況　平成18年8月末日現在の大株主の状況�

■
フ
ァ
ン
ド
の
運
用
体
制

委
託
会
社
は
マ
ザ
ー
フ
ァ
ン
ド
の
運
用
指
図
に
関
す
る
権
限
を
、
ド

イ
チ
ェ
・
ア
セ
ッ
ト
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
・
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル

G
m
b
H

（
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
）に
委
託
し
、
同
社
が
投
資
判
断
お
よ
び

売
買
の
執
行
を
行
い
ま
す
。

●資産別動向予測�
●運用戦略の方向性の決定�

●顧客運用ガイドライン�
●執行状況のモニタリング�

●ファンド運用�
  計画の作成�

●ファンド運用�
  計画の承認�

●資産配分の執行�
●ポートフォリオの構築�

●パフォーマンス分析�
●均一性のチェック�
●リスクコントロール�

●運用上の改善点の検討�
●ガイドラインの遵守状況�
●その他法令遵守状況�

●投資環境調査�

ポ ー ト フ ォ リ オ の 構 築 �

運用評価会議�

インベストメント・�
コントロール・コミッティー�

ドイチェ・アセット・�
マネジメント・グループ�
（グローバル）�

●再委任�

ドイチェ・アセット・マネジメント・�
インターナショナルGmbH�
（フランクフルト）�

運用部�

投資戦略会議�

外国債券�
為替�

コンプライアンス部・�
モニタリングチーム�

チーフ・インベストメント・オフィサー�

運用担当者�

運用体制

委
託
会
社
の
概
況

委
託
会
社
の
概
況

運
用
体
制

運
用
体
制



Deutsche Asset Management

用語解説�

ファンド
一般に「基金」のことをいいます。ある一定の
目的を持った資金のひとまとまりを指します。
また、ひとつの投資信託をファンドと呼ぶこと
もあります。

ファンド・マネージャー
ファンドの運用に携わる専門家のことをいいます。
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フ
ァ
ン
ド
の
取
得
・
保
有
・

換
金
に
係
る
費
用
や
税
金
等

フ
ァ
ン
ド
の
概
要

運
用
実
績

リ
ス
ク
と

留
意
点

取
得
の
お
申
込
み
に

つ
い
て
（
概
要
）

ご
換
金
の
お
申
込
み
に

つ
い
て
（
概
要
）

フ
ァ
ン
ド
の
特
徴

そ
の
他

運用の流れ

●
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
部
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
・

チ
ー
ム
が
、個
々
の
売
買
に
つ
い
て
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン
違
反
等
が
な
い
か
チ
ェ
ッ
ク

を
行
い
ま
す
。
�

●
イ
ン
ベ
ス
ト
メ
ン
ト
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
・

コ
ミ
ッ
テ
ィ
ー
に
お
い
て
、ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

の
遵
守
状
況
や
運
用
上
の
改
善
す
べ
き

点
な
ど
に
つ
い
て
検
討
を
行
い
ま
す
。
�

●
運
用
評
価
会
議
で
は
、各
フ
ァ
ン
ド
の
運

用
成
績
を
分
析
す
る
と
共
に
、リ
ス
ク
管

理
の
状
況
や
他
フ
ァ
ン
ド
と
の
均
一
性
に

つ
い
て
レ
ビ
ュ
ー
を
行
い
ま
す
。
�

SEE

モニタリング／レビュー�

●
承
認
さ
れ
た
運
用
計
画
に
従
っ
て
、運
用

担
当
者
は
売
買
を
指
示
し
、ポ
ー
ト
フ
ォ

リ
オ
の
構
築
を
行
い
ま
す
。
�

●
運
用
業
務
管
理
規
程
等
の
社
内
規
程
に

則
り
、ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
の
管
理
を
行
い

ま
す
。
�

●
個
々
の
投
資
判
断
に
つ
い
て
は
、必
要
に

応
じ
て
、ド
イ
チ
ェ
・
ア
セ
ッ
ト
・
マ
ネ
ジ

メ
ン
ト
・
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
G
m
b
H

（
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
）
に
所
属
す
る
運
用

チ
ー
ム
へ
再
委
任
を
行
い
ま
す
。
�

DO

ポートフォリオの構築�

●
運
用
計
画
の
作
成
に
当
た
っ
て
は
、グ
ロ
ー

バ
ル
に
展
開
す
る
当
社
の
海
外
拠
点
と

情
報
交
換
を
行
い
、世
界
の
投
資
環
境
に

つ
い
て
分
析
を
行
い
ま
す
。
�

●
投
資
戦
略
会
議
に
お
い
て
、各
投
資
対
象

に
つ
い
て
の
大
ま
か
な
運
用
方
針
を
決
定

し
ま
す
。
�

●
運
用
担
当
者
は
、投
資
戦
略
会
議
の
方
針

に
従
っ
て
各
フ
ァ
ン
ド
の
運
用
計
画
を
作

成
し
、チ
ー
フ
・
イ
ン
ベ
ス
ト
メ
ン
ト
・
オ

フ
ィ
サ
ー
の
承
認
を
得
ま
す
。
�

PLAN

運用計画の作成�

ミルウォーキー�
シカゴ�

モントリオール�

パリ�

ワルシャワ�

チューリッヒ�

ウィーン�

ソウル�

香港�

東京�

シドニー�

メルボルン�

ミラノ�

モスクワ�

■運用・営業拠点�

●営業拠点�

ムンバイ�

ドバイ�

シンガポール�

ロンドン�

マドリード�

エッシュボーン�
フランクフルト�
ミュンヘン�
ニュルンベルク�

ルクセンブルグ�
デュッセンドルフ�

ニューヨーク�

ボストン�

サンフランシスコ�

ダブリン・CA
アービン・CA

フィラデルフィア�

（
注
）
運
用
体
制
は
、
今
後
変
更
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

フ
ァ
ン
ド
の
運
営
の

仕
組
み
・
体
制
等

（2006年8月末現在）

■
ド
イ
チ
ェ
・
ア
セ
ッ
ト
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
・
グ
ル
ー
プ
の
概
要

●
ド
イ
ツ
銀
行
グ
ル
ー
プ
の
一
員
と
し
て
、
世
界
約
30
都
市
に
拠
点
を

設
け
、
グ
ロ
ー
バ
ル
に
資
産
運
用
サ
ー
ビ
ス
を
展
開
し
て
い
ま
す
。

●
フ
ァ
ン
ド
・
マ
ネ
ジ
ャ
ー
お
よ
び
リ
サ
ー
チ
・
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト

が
、
緊
密
な
チ
ー
ム
体
制
の
も
と
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
観
点
と
独
自

の
洞
察
力
で
調
査
・
分
析
、
運
用
業
務
な
ど
を
推
進
し
て
い
ま
す
。



リスク
投資の世界では、予想されるリターン（収益）のブレ（変動）の大
きさのことをいいます。「リスクが高い」ということは、当初に
期待した通りのリターン（収益）にならない可能性が高いとい
うことです。期待に反して大きな損失を被る可能性もあります。
リスクとリターンは一般的に比例の関係にあり、高いリターン
（収益）が期待できる商品はリスク（変動性）も高くなります。

受益者
ファンドを取得した投資者のことです。受益者
は保有口数に応じて収益分配金や償還金に対
する請求権、換金請求権などの権利を有してい
ます。

受益証券
ファンドの収益を受ける権利（受益権）を表わ
す有価証券のことで、委託会社が発行します。
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フ
ァ
ン
ド
の
概
要

運
用
実
績

リ
ス
ク
と

留
意
点

取
得
の
お
申
込
み
に

つ
い
て
（
概
要
）

ご
換
金
の
お
申
込
み
に

つ
い
て
（
概
要
）

フ
ァ
ン
ド
の
取
得
・
保
有
・

換
金
に
係
る
費
用
や
税
金
等

フ
ァ
ン
ド
の
運
営
の

仕
組
み
・
体
制
等

そ
の
他

フ
ァ
ン
ド
の
特
徴

委
託
会
社
の
リ
ス
ク
管
理
体
制
は
以
下
の
通
り
で
す
。

①
リ
ス
ク
管
理
体
制
に
つ
い
て

②
各
コ
ミ
ッ
テ
ィ
ー
等
の
概
要

◆
エ
グ
ゼ
ク
テ
ィ
ブ
・
コ
ミ
ッ
テ
ィ
ー

・
業
務
運
営
、
リ
ス
ク
管
理
及
び
内
部
統
制
等
に
係
る
諸
問
題
を
把

握
し
、
取
締
役
会
決
議
事
項
に
つ
い
て
は
取
締
役
会
に
対
す
る
諮

問
機
関
で
あ
る
と
と
も
に
、
そ
れ
以
外
の
事
項
に
つ
い
て
は
、
代

表
取
締
役
が
行
う
意
思
決
定
を
補
佐
す
る
機
関
と
し
て
の
役
割
を

担
い
ま
す
。

・
毎
月
開
催

◆
リ
ス
ク
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
・
コ
ミ
ッ
テ
ィ
ー

・
リ
ス
ク
管
理（
主
と
し
て
自
己
勘
定
及
び
委
託
会
社
全
体
に
係
る
リ

ス
ク
）及
び
内
部
統
制
に
係
る
事
項
に
つ
い
て
決
議
す
る
機
関
で
す
。

・
毎
月
開
催

◆
イ
ン
ベ
ス
ト
メ
ン
ト
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
・
コ
ミ
ッ
テ
ィ
ー

・
顧
客
勘
定
に
お
け
る
運
用
リ
ス
ク
に
係
る
諸
問
題
等
を
把
握
し
、

意
思
決
定
を
行
う
決
議
機
関
で
す
。

・
毎
月
開
催

◆
ニ
ュ
ー
・
プ
ロ
ダ
ク
ト
・
ア
プ
ル
ー
バ
ル
・
コ
ミ
ッ
テ
ィ
ー

・
新
商
品
の
導
入
及
び
新
規
顧
客
口
座
開
設
に
あ
た
り
、
付
随
す
る

諸
問
題
等
を
導
入
前
に
検
討
し
、
導
入
の
承
認
を
決
議
す
る
機
関

で
す
。
ま
た
、
本
コ
ミ
ッ
テ
ィ
ー
は
、
既
存
の
商
品
及
び
取
引
等

の
変
更
に
つ
い
て
も
、
同
様
に
検
討
し
、
当
該
変
更
に
つ
い
て
承

認
す
る
も
の
と
し
ま
す
。

・
随
時
開
催

◆
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
＆
イ
ン
タ
ー
ナ
ル
・
オ
ー
デ
ィ
ッ
ト
・
コ
ミ

ッ
テ
ィ
ー

・
法
務
、
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
及
び
監
査
に
係
る
諸
問
題
等
（
役
職

員
の
表
彰
・
懲
戒
に
係
る
事
項
を
含
む
）
を
把
握
し
、
必
要
な
意

思
決
定
を
行
う
決
議
機
関
で
す
。

・
３
ヵ
月
毎
に
開
催

◆
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
部

・
法
令
及
び
諸
規
則
の
遵
守
状
況
・
運
用
業
務
等
の
適
正
な
執
行
の

管
理
を
行
い
ま
す
。

・
違
反
等
の
是
正
・
改
善
及
び
未
然
防
止
の
た
め
の
助
言
、
チ
ェ
ッ

ク
、
取
締
役
会
へ
の
報
告
を
行
い
ま
す
。

・
資
産
運
用
は
、
運
用
部
に
よ
る
内
部
管
理
の
ほ
か
に
、
コ
ン
プ
ラ

イ
ア
ン
ス
部
・
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
チ
ー
ム
が
顧
客
投
資
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
の
遵
守
等
、
運
用
部
か
ら
独
立
し
た
立
場
で
以
下
の
項
目
を
チ

ェ
ッ
ク
し
ま
す
。

・
運
用
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
モ
ニ
タ
ー

・
取
引
の
妥
当
性
の
チ
ェ
ッ
ク

・
利
益
相
反
取
引
の
チ
ェ
ッ
ク

◆
監
査
部

・
監
査
部
は
、
内
部
監
査
の
立
案
、
実
施
等
を
行
い
、
委
託
会
社
に

投
資
リ
ス
ク
に
対
す
る
管
理
体
制

投
資
リ
ス
ク
に
対
す
る
管
理
体
制

取締役会�

代表取締役社長�

エグゼクティブ・�
コミッティー�

コンプライアンス＆�
インターナル・�

オーディット・コミッティー�

リスク・マネジメント・�
コミッティー�

インベストメント・�
コントロール・�
コミッティー�

ニュー・プロダクト・�
アプルーバル・�
コミッティー�
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用語解説�

公告
国、公共団体、企業が、ある事項を広く一般に
知らせること。官報・新聞への掲載や掲示など
文書によるものをいいます。

受益権
ファンドの収益を受ける権利のことです。
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フ
ァ
ン
ド
の
取
得
・
保
有
・

換
金
に
係
る
費
用
や
税
金
等

フ
ァ
ン
ド
の
概
要

運
用
実
績

リ
ス
ク
と

留
意
点

取
得
の
お
申
込
み
に

つ
い
て
（
概
要
）

ご
換
金
の
お
申
込
み
に

つ
い
て
（
概
要
）

フ
ァ
ン
ド
の
特
徴

そ
の
他

お
け
る
内
部
管
理
態
勢
、
リ
ス
ク
管
理
態
勢
の
適
切
性
、
有
効
性

の
検
証
を
行
い
ま
す
。

(

注)

投
資
リ
ス
ク
に
対
す
る
管
理
体
制
は
、
今
後
変
更
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

9
そ
の
他

●
資
産
の
評
価

１
基
準
価
額
の
計
算
方
法
等

基
準
価
額
と
は
、
信
託
財
産
に
属
す
る
資
産（
受
入
担
保
金
代
用

有
価
証
券
を
除
き
ま
す
。）を
法
令
お
よ
び
社
団
法
人
投
資
信
託
協

会
規
則
に
従
っ
て
時
価
評
価
し
て
得
た
信
託
財
産
の
資
産
総
額
か

ら
負
債
総
額
を
控
除
し
た
金
額(
以
下「
純
資
産
総
額
」と
い
い
ま

す
。)

を
、
計
算
日
に
お
け
る
受
益
権
総
口
数
で
除
し
た
金
額
を
い

い
ま
す
。

な
お
、
信
託
財
産
に
属
す
る
外
貨
建
資
産
の
円
換
算
に
つ
い
て
は
、

原
則
と
し
て
わ
が
国
に
お
け
る
計
算
日
の
対
顧
客
電
信
売
買
相
場

の
仲
値
に
よ
っ
て
計
算
し
ま
す
。
予
約
為
替
の
評
価
に
つ
い
て
は
、

原
則
と
し
て
、
わ
が
国
に
お
け
る
計
算
日
の
対
顧
客
先
物
売
買
相

場
の
仲
値
に
よ
る
も
の
と
し
ま
す
。

受
益
証
券
１
口
当
た
り
の
純
資
産
額
が
基
準
価
額
で
す
。
た
だ
し
、

便
宜
上
１
万
口
当
た
り
に
換
算
し
た
価
額
で
表
示
さ
れ
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
。

２
運
用
資
産
の
評
価
基
準
お
よ
び
評
価
方
法

法
令
お
よ
び
社
団
法
人
投
資
信
託
協
会
規
則
に
従
っ
て
、
原
則
と

し
て
時
価
に
よ
り
評
価
し
て
お
り
ま
す
。

●
信
託
期
間

信
託
契
約
締
結
日（
平
成
14
年
８
月
29
日
）以
降
、
無
期
限
と
し
ま
す
。

●
計
算
期
間

１
当
フ
ァ
ン
ド
の
計
算
期
間
は
、
毎
年
２
月
16
日
か
ら
５
月
15
日
ま

で
、
５
月
16
日
か
ら
８
月
15
日
ま
で
、
８
月
16
日
か
ら
11
月
15
日

ま
で
、
11
月
16
日
か
ら
翌
年
２
月
15
日
ま
で
と
す
る
こ
と
を
原
則

と
し
ま
す
。

２
前
記
１
に
か
か
わ
ら
ず
、
前
記
１
の
原
則
に
よ
り
各
計
算
期
間
終

了
日
に
該
当
す
る
日（
以
下「
該
当
日
」と
い
い
ま
す
。）が
休
業
日

の
と
き
、
各
計
算
期
間
終
了
日
は
該
当
日
の
翌
営
業
日
と
し
、
そ

の
翌
日
よ
り
次
の
計
算
期
間
が
開
始
さ
れ
る
も
の
と
し
ま
す
。
た

だ
し
、
最
終
計
算
期
間
の
終
了
日
は
、
前
記「
●
信
託
期
間
」に
定

め
る
信
託
期
間
の
終
了
日
と
し
ま
す
。

●
保
管

１
「
一
般
コ
ー
ス
」を
選
択
し
た
受
益
者
は
、
販
売
会
社
と
の
保
護
預

り
契
約
に
基
づ
き
、
受
益
証
券
を
販
売
会
社
に
保
管（
保
護
預
り
）

さ
せ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
保
護
預
り
の
場
合
、
受
益
証
券
は
混

蔵
保
管
さ
れ
ま
す
。
保
護
預
り
を
行
わ
な
い
場
合
、
受
益
証
券
は
、

受
益
者
の
責
任
に
お
い
て
受
益
者
に
よ
り
保
管
さ
れ
ま
す
。

２
「
自
動
け
い
ぞ
く
投
資
コ
ー
ス
」を
選
択
し
た
受
益
者
の
受
益
証
券

は
す
べ
て
販
売
会
社
に
お
け
る
保
護
預
り
と
な
り
ま
す
。
な
お
、

受
益
者
か
ら
返
還
請
求
が
あ
っ
た
場
合
、
販
売
会
社
は
当
該
受
益

者
か
ら
一
部
解
約
の
実
行
の
請
求
が
あ
っ
た
も
の
と
し
て
取
扱
い

を
す
る
も
の
と
し
ま
す
。「
自
動
け
い
ぞ
く
投
資
コ
ー
ス
」を
選
択

し
た
受
益
者
は
、
受
益
証
券
の
引
出
し
を
請
求
す
る
こ
と
は
で
き

ま
せ
ん
。

※

当
フ
ァ
ン
ド
の
受
益
権
は
、
平
成
19
年
１
月
４
日
よ
り
、
振
替
制
度
に
移
行
す
る
予

定
で
あ
り
、
受
益
権
の
帰
属
は
、
振
替
機
関
等
の
振
替
口
座
簿
に
記
載
ま
た
は
記
録

さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
定
ま
り
、
受
益
証
券
を
発
行
し
ま
せ
ん
の
で
、
受
益
証
券
の
保

管
に
関
す
る
該
当
事
項
は
な
く
な
り
ま
す
。

●
信
託
の
終
了

１
委
託
会
社
は
、
前
記「
●
信
託
期
間
」に
よ
る
信
託
終
了
前
に
、

こ
の
信
託
契
約
を
解
約
す
る
こ
と
が
受
益
者
の
た
め
有
利
で
あ

る
と
認
め
る
と
き
、
信
託
契
約
の
一
部
を
解
約
す
る
こ
と
に
よ

り
こ
の
信
託
に
係
る
受
益
権
の
口
数
が
10
億
口
を
下
回
る
こ
と

と
な
っ
た
場
合
、
ま
た
は
や
む
を
得
な
い
事
情
が
発
生
し
た
と

フ
ァ
ン
ド
管
理
の
概
要
お
よ
び

運
営
等
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て

フ
ァ
ン
ド
管
理
の
概
要
お
よ
び

運
営
等
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て

フ
ァ
ン
ド
の
運
営
の

仕
組
み
・
体
制
等



信託約款
信託約款において、ファンド毎の運営・管理上の基本とな
る運用方針や仕組みなどが定められています。信託約款
は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づいて作成
され、その内容については、あらかじめ監督官庁に届出が
行われます。委託会社と受託会社は、この信託約款に基づ
いて信託契約を締結し、ファンドの運営・管理を行います。

委託会社
信託財産の運用指図、受益証券の発行などを行う
運用会社で、委託者ともいいます。商品の性格や運
用方針などを決め、受託会社への指図を通じて実
質的な運用を行う会社です。また、投資者に商品を
説明する投資信託説明書（目論見書）や運用内容・
結果を説明する運用報告書の作成などを行います。

受託会社
信託財産の保管や管理を行う信託会社または信託業務
を行う銀行で、受託者ともいいます。委託会社と締結
した信託契約に基づいて、信託財産の保管や管理、信
託財産の計算（受益証券の基準価額の計算を含みます）、
受益証券の認証、外国証券を保管や管理する外国の保
管銀行への指示または連絡などの業務を行います。
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フ
ァ
ン
ド
の
概
要

運
用
実
績

リ
ス
ク
と

留
意
点

取
得
の
お
申
込
み
に

つ
い
て
（
概
要
）

ご
換
金
の
お
申
込
み
に

つ
い
て
（
概
要
）

フ
ァ
ン
ド
の
取
得
・
保
有
・

換
金
に
係
る
費
用
や
税
金
等

フ
ァ
ン
ド
の
運
営
の

仕
組
み
・
体
制
等

そ
の
他

フ
ァ
ン
ド
の
特
徴

き
は
、
受
託
会
社
と
合
意
の
う
え
、
こ
の
信
託
契
約
を
解
約
し
、

信
託
を
終
了
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

委
託
会
社
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
解
約
し
よ
う
と
す
る
旨
を
監
督

官
庁
に
届
け
出
ま
す
。

２
委
託
会
社
は
、
前
記
１
の
事
項
に
つ
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
、
解

約
し
よ
う
と
す
る
旨
を
公
告
し
、
か
つ
、
そ
の
旨
を
記
載
し
た

書
面
を
こ
の
信
託
契
約
に
係
る
知
ら
れ
た
る
受
益
者
に
対
し
て

交
付
し
ま
す
。
た
だ
し
、
こ
の
信
託
契
約
に
係
る
す
べ
て
の
受

益
者
に
対
し
て
書
面
を
交
付
し
た
と
き
は
、
原
則
と
し
て
、
公

告
を
行
い
ま
せ
ん
。

３
前
記
２
の
公
告
お
よ
び
書
面
に
は
、
受
益
者
で
異
議
の
あ
る
者

は
一
定
の
期
間
内
に
委
託
会
社
に
対
し
て
異
議
を
述
べ
る
べ
き

旨
を
付
記
し
ま
す
。
な
お
、
一
定
の
期
間
は
一
月
を
下
ら
な
い

も
の
と
し
ま
す
。

４
前
記
３
の
期
間
内
に
異
議
を
述
べ
た
受
益
者
の
受
益
権
の
口
数

が
受
益
権
の
総
口
数
の
二
分
の
一
を
超
え
る
と
き
は
、
前
記
１

の
信
託
契
約
の
解
約
を
し
ま
せ
ん
。

５
委
託
会
社
は
、
こ
の
信
託
契
約
の
解
約
を
し
な
い
こ
と
と
し
た

と
き
は
、
解
約
し
な
い
旨
お
よ
び
そ
の
理
由
を
公
告
し
、
か
つ
、

こ
れ
ら
の
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
知
ら
れ
た
る
受
益
者
に
対

し
て
交
付
し
ま
す
。
た
だ
し
、
全
て
の
受
益
者
に
対
し
て
書
面

を
交
付
し
た
と
き
は
、
原
則
と
し
て
、
公
告
を
行
い
ま
せ
ん
。

６
前
記
３
か
ら
５
ま
で
の
規
定
は
、
信
託
財
産
の
状
態
に
照
ら
し
、

真
に
や
む
を
得
な
い
事
情
が
生
じ
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
、
前

記
３
の
一
定
の
期
間
が
一
月
を
下
ら
ず
に
そ
の
公
告
お
よ
び
書

面
の
交
付
を
行
う
こ
と
が
困
難
な
場
合
に
は
適
用
し
ま
せ
ん
。

●
信
託
約
款
の
変
更

１
委
託
会
社
は
、
受
益
者
の
利
益
の
た
め
必
要
と
認
め
る
と
き
、

ま
た
は
や
む
を
得
な
い
事
情
が
発
生
し
た
と
き
は
、
受
託
会
社

と
合
意
の
う
え
、
こ
の
信
託
約
款
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る

も
の
と
し
、
あ
ら
か
じ
め
、
変
更
し
よ
う
と
す
る
旨
お
よ
び
そ

の
内
容
を
監
督
官
庁
に
届
け
出
ま
す
。

２
委
託
会
社
は
、
前
記
の
変
更
事
項
の
う
ち
、
そ
の
内
容
が
重
大

な
も
の
に
つ
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
、
変
更
し
よ
う
と
す
る
旨
お

よ
び
そ
の
内
容
を
公
告
し
、
か
つ
、
こ
れ
ら
の
事
項
を
記
載
し

た
書
面
を
信
託
契
約
に
係
る
知
ら
れ
た
る
受
益
者
に
対
し
て
交

付
し
ま
す
。
た
だ
し
、
信
託
契
約
に
係
る
す
べ
て
の
受
益
者
に

対
し
て
書
面
を
交
付
し
た
と
き
は
、
原
則
と
し
て
、
公
告
を
行

い
ま
せ
ん
。

３
前
記
２
の
公
告
お
よ
び
書
面
に
は
、
受
益
者
で
異
議
の
あ
る
者

は
一
定
の
期
間
内
に
委
託
会
社
に
対
し
て
異
議
を
述
べ
る
べ
き

旨
を
付
記
し
ま
す
。
な
お
、
一
定
の
期
間
は
一
月
を
下
ら
な
い

も
の
と
し
ま
す
。

４
前
記
３
の
一
定
の
期
間
内
に
異
議
を
述
べ
た
受
益
者
の
受
益
権

の
口
数
が
受
益
権
の
総
口
数
の
二
分
の
一
を
超
え
る
と
き
は
、

信
託
約
款
の
変
更
を
し
ま
せ
ん
。

５
委
託
会
社
は
、
信
託
約
款
の
変
更
を
し
な
い
こ
と
と
し
た
と
き

は
、
変
更
し
な
い
旨
お
よ
び
そ
の
理
由
を
公
告
し
、
か
つ
、
こ

れ
ら
の
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
知
ら
れ
た
る
受
益
者
に
対
し

て
交
付
し
ま
す
。
た
だ
し
、
全
て
の
受
益
者
に
対
し
て
書
面
を

交
付
し
た
と
き
は
、
原
則
と
し
て
、
公
告
を
行
い
ま
せ
ん
。

６
委
託
会
社
は
、
委
託
会
社
が
受
益
者
を
代
理
し
て
こ
の
信
託
の

受
益
権
を
振
替
受
入
簿
に
記
載
ま
た
は
記
録
を
申
請
す
る
こ
と

が
で
き
る
旨
の
信
託
約
款
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
そ

の
変
更
の
内
容
が
重
大
な
も
の
と
し
て
前
記
１
か
ら
５
の
規
定

に
し
た
が
い
ま
す
。
た
だ
し
、
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
振
替
受
入

簿
の
記
載
ま
た
は
記
録
を
申
請
す
る
こ
と
に
つ
い
て
委
託
会
社

に
代
理
権
を
付
与
す
る
こ
と
に
つ
い
て
同
意
を
し
て
い
る
受
益

者
へ
は
、
前
記
２
の
書
面
の
交
付
を
原
則
と
し
て
行
い
ま
せ
ん
。

●
関
係
法
人
と
の
契
約
の
更
改
等

１
受
益
証
券
の
募
集
・
販
売
の
取
扱
い
等
に
関
す
る
契
約
書

当
初
の
契
約
の
有
効
期
間
は
、
当
初
契
約
日
か
ら
１
年
間
と
し

ま
す
。
た
だ
し
、
期
間
満
了
３
ヵ
月
前
ま
で
に
、
委
託
会
社
お

よ
び
販
売
会
社
い
ず
れ
か
ら
も
、
何
ら
の
意
思
表
示
の
な
い
と

き
は
、
自
動
的
に
１
年
間
更
新
さ
れ
る
も
の
と
し
、
自
動
延
長
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収益分配
ファンドの決算時に、運用の結果あげられた収
益などを受益証券の口数に応じて受益者に分
配することです。収益分配金は、通常、決算日
から起算して5営業日目以降に販売会社を通じ
て支払われます。

販売会社
ファンドの販売を行う会社（証券会社や銀行、
生保、損保などの金融機関）をいいます。販売
会社は、募集の取扱のほか、換金（解約）の取
扱、収益分配金・償還金の支払いの取扱などを
行い、ファンドに関する投資家への窓口となり
ます。

24 ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン

フ
ァ
ン
ド
の
取
得
・
保
有
・

換
金
に
係
る
費
用
や
税
金
等

フ
ァ
ン
ド
の
運
営
の

仕
組
み
・
体
制
等

フ
ァ
ン
ド
の
概
要

運
用
実
績

リ
ス
ク
と

留
意
点

取
得
の
お
申
込
み
に

つ
い
て
（
概
要
）

ご
換
金
の
お
申
込
み
に

つ
い
て
（
概
要
）

フ
ァ
ン
ド
の
特
徴

そ
の
他

後
の
取
扱
い
に
つ
い
て
も
こ
れ
と
同
様
と
し
ま
す
。
ま
た
、
委

託
会
社
ま
た
は
販
売
会
社
は
、
他
方
に
対
し
て
書
面
に
よ
る
通

知
を
３
ヵ
月
前
に
な
す
こ
と
に
よ
り
当
該
契
約
を
解
約
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

２
投
資
顧
問
契
約

・
契
約
の
期
間
は
、
１
年
間
と
し
、
以
下
の
規
定
に
従
っ
て
終

了
し
な
い
限
り
、
更
に
１
年
間
自
動
的
に
更
新
さ
れ
る
も
の

と
し
ま
す
。

・
30
日
以
上
前
の
書
面
に
よ
る
相
手
方
へ
の
通
知
に
よ
り
、
ど
ち
ら

の
当
事
者
も
投
資
顧
問
契
約
を
終
了
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

・
終
了
の
通
知
に
際
し
、
投
資
顧
問
会
社
は
委
託
会
社
に
よ
り

別
段
指
示
さ
れ
な
い
限
り
、
終
了
日
ま
で
運
用
の
指
図
を
続

け
る
も
の
と
し
ま
す
。

●
運
用
報
告
書

委
託
会
社
は
、
当
フ
ァ
ン
ド
の
特
定
期
間
の
終
了
後
お
よ
び
償
還

後
に
期
中
の
運
用
経
過
、
組
入
有
価
証
券
の
内
容
お
よ
び
有
価
証

券
の
売
買
状
況
な
ど
を
記
載
し
た
運
用
報
告
書
を
作
成
し
、
知
ら

れ
た
る
受
益
者
に
対
し
て
販
売
会
社
を
通
じ
て
交
付
し
ま
す
。

委
託
会
社
は
、
証
券
取
引
法
の
規
定
に
基
づ
き
、
特
定
期
間（
当
フ

ァ
ン
ド
に
お
い
て
は
２
計
算
期
間
）の
終
了
毎
に
有
価
証
券
報
告
書

を
作
成
し
ま
す
。

●
信
託
契
約
に
関
す
る
監
督
官
庁
の
命
令

１
委
託
会
社
は
、
監
督
官
庁
よ
り
こ
の
信
託
契
約
の
解
約
の
命
令

を
受
け
た
と
き
は
、
そ
の
命
令
に
し
た
が
い
、
信
託
契
約
を
解

約
し
信
託
を
終
了
さ
せ
ま
す
。

２
委
託
会
社
は
、
監
督
官
庁
の
命
令
に
基
づ
い
て
こ
の
信
託
約
款

を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、「
●
信
託
約
款
の
変
更
」の
規

定
に
し
た
が
い
ま
す
。

●
委
託
会
社
の
認
可
取
消
等
に
伴
う
取
扱
い

１
委
託
会
社
が
監
督
官
庁
よ
り
認
可
の
取
消
を
受
け
た
と
き
、
解

散
し
た
と
き
ま
た
は
業
務
を
廃
止
し
た
と
き
は
、
委
託
会
社
は
、

こ
の
信
託
契
約
を
解
約
し
、
信
託
を
終
了
さ
せ
ま
す
。

２
前
記
１
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
監
督
官
庁
が
、
こ
の
信
託
契

約
に
関
す
る
委
託
会
社
の
業
務
を
他
の
投
資
信
託
委
託
業
者
に

引
継
ぐ
こ
と
を
命
じ
た
と
き
は
、「
●
信
託
約
款
の
変
更
」
４

に
該
当
す
る
場
合
を
除
き
、
こ
の
信
託
は
当
該
投
資
信
託
委
託

業
者
と
受
託
会
社
と
の
間
に
お
い
て
存
続
し
ま
す
。

●
委
託
会
社
の
事
業
の
譲
渡
お
よ
び
承
継
に
伴
う
取
扱
い

委
託
会
社
は
、
事
業
の
全
部
ま
た
は
一
部
を
譲
渡
す
る
こ
と
が
あ

り
、
こ
れ
に
伴
い
、
こ
の
信
託
契
約
に
関
す
る
事
業
を
譲
渡
す
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
。
委
託
会
社
は
、
分
割
に
よ
り
事
業
の
全
部
又

は
一
部
を
承
継
さ
せ
る
こ
と
が
あ
り
、
こ
れ
に
伴
い
、
こ
の
信
託

契
約
に
関
す
る
事
業
を
承
継
さ
せ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

●
受
託
会
社
の
辞
任
に
伴
う
取
扱
い

受
託
会
社
は
、
委
託
会
社
の
承
諾
を
受
け
て
そ
の
任
務
を
辞
任
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
の
場
合
、
委
託
会
社
は
「
●
信
託
約
款

の
変
更
」
の
規
定
に
し
た
が
い
、
新
受
託
会
社
を
選
任
し
ま
す
。

委
託
会
社
が
新
受
託
会
社
を
選
任
で
き
な
い
と
き
は
、
委
託
会
社

は
こ
の
信
託
契
約
を
解
約
し
、
信
託
を
終
了
さ
せ
ま
す
。

受
託
会
社
が
辞
任
し
た
後
、
委
託
会
社
が
新
受
託
会
社
を
選
任
で

き
な
い
と
き
は
、
委
託
会
社
は
、
こ
の
信
託
契
約
を
解
約
し
、
信

託
を
終
了
さ
せ
ま
す
。

●
公
告

委
託
会
社
が
受
益
者
に
対
し
て
す
る
公
告
は
、
日
本
経
済
新
聞
に

掲
載
し
ま
す
。

●
信
託
約
款
に
関
す
る
疑
義
の
取
扱
い

信
託
約
款
の
解
釈
に
つ
い
て
疑
義
を
生
じ
た
と
き
は
、
委
託
会
社

と
受
託
会
社
と
の
協
議
に
よ
り
定
め
ま
す
。

●
再
信
託

受
託
会
社
は
、
当
フ
ァ
ン
ド
に
か
か
る
信
託
事
務
の
処
理
の
一
部

に
つ
い
て
日
本
マ
ス
タ
ー
ト
ラ
ス
ト
信
託
銀
行
株
式
会
社
と
再
信

託
契
約
を
締
結
し
、
こ
れ
を
委
託
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
の

場
合
に
は
、
再
信
託
に
か
か
る
契
約
書
類
に
基
づ
い
て
所
定
の
事

務
を
行
い
ま
す
。
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フ
ァ
ン
ド
の
概
要

運
用
実
績

リ
ス
ク
と

留
意
点

取
得
の
お
申
込
み
に

つ
い
て
（
概
要
）

ご
換
金
の
お
申
込
み
に

つ
い
て
（
概
要
）

フ
ァ
ン
ド
の
取
得
・
保
有
・

換
金
に
係
る
費
用
や
税
金
等

フ
ァ
ン
ド
の
運
営
の

仕
組
み
・
体
制
等

そ
の
他

フ
ァ
ン
ド
の
特
徴

受
益
者
の
有
す
る
主
な
権
利
は
次
の
通
り
で
す
。

①
収
益
分
配
金
に
対
す
る
請
求
権

受
益
者
は
、
委
託
会
社
が
支
払
を
決
定
し
た
収
益
分
配
金
を
持
分

に
応
じ
て
請
求
す
る
権
利
を
有
し
ま
す
。
収
益
分
配
金
は
、
毎
計

算
期
間
の
終
了
日
後
１
ヵ
月
以
内
の
委
託
会
社
の
指
定
す
る
日

（
原
則
と
し
て
計
算
期
間
終
了
日
か
ら
起
算
し
て
５
営
業
日
目
）か

ら
収
益
分
配
金
交
付
票
と
引
換
え
に
受
益
者
に
支
払
い
ま
す
。
収

益
分
配
金
の
支
払
は
、
販
売
会
社
に
お
い
て
行
い
ま
す
。

前
記
に
か
か
わ
ら
ず
、「
自
動
け
い
ぞ
く
投
資
契
約
」に
基
づ
い
て

収
益
分
配
金
を
再
投
資
す
る
受
益
者
に
対
し
て
は
、
委
託
会
社
は
、

原
則
と
し
て
、
毎
計
算
期
間
終
了
日
の
翌
営
業
日
に
収
益
分
配
金

を
販
売
会
社
に
支
払
い
ま
す
。
こ
の
場
合
販
売
会
社
は
、
受
益
者

に
対
し
遅
滞
な
く
収
益
分
配
金
の
再
投
資
に
係
る
受
益
証
券
の
売

り
付
け
を
行
い
ま
す
。

受
益
者
が
収
益
分
配
金
に
つ
い
て
支
払
開
始
日
か
ら
５
年
間
そ
の

支
払
い
を
請
求
し
な
い
と
き
は
、
そ
の
権
利
を
失
い
、
委
託
会
社

が
受
託
会
社
か
ら
交
付
を
受
け
た
金
銭
は
委
託
会
社
に
帰
属
す
る

も
の
と
し
ま
す
。

（
注
）当
フ
ァ
ン
ド
の
受
益
権
は
、
平
成
19
年
１
月
４
日
よ
り
振
替
制
度
に
移
行
す
る
予
定

で
あ
り
、
そ
の
場
合
の
分
配
金
は
、
決
算
日
に
お
い
て
振
替
機
関
等
の
振
替
口
座
簿

に
記
載
ま
た
は
記
録
さ
れ
て
い
る
受
益
者（
当
該
収
益
分
配
金
に
か
か
る
決
算
日
以

前
に
お
い
て
一
部
解
約
が
行
わ
れ
た
受
益
権
に
か
か
る
受
益
者
を
除
き
ま
す
。
ま

た
、
当
該
収
益
分
配
金
に
か
か
る
計
算
期
間
の
末
日
以
前
に
設
定
さ
れ
た
受
益
権

で
取
得
申
込
代
金
支
払
前
の
た
め
販
売
会
社
の
名
義
で
記
載
ま
た
は
記
録
さ
れ
て

い
る
受
益
権
に
つ
い
て
は
原
則
と
し
て
取
得
申
込
者
と
し
ま
す
。）に
、
原
則
と
し
て

決
算
日
か
ら
起
算
し
て
５
営
業
日
目
（
予
定
）か
ら
お
支
払
い
し
ま
す
。
な
お
、
平

成
19
年
１
月
４
日
以
降
に
お
い
て
も
、
時
効
前
の
収
益
分
配
金
に
か
か
る
収
益
分

配
金
交
付
票
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
収
益
分
配
金
交
付
票

と
引
き
換
え
に
受
益
者
に
お
支
払
い
し
ま
す
。「
自
動
け
い
ぞ
く
投
資
コ
ー
ス
」を
お

申
込
み
の
場
合
は
、
分
配
金
は
税
引
き
後
無
手
数
料
で
再
投
資
さ
れ
ま
す
が
、
再
投

資
に
よ
り
増
加
し
た
受
益
権
は
、
振
替
口
座
簿
に
記
載
ま
た
は
記
録
さ
れ
ま
す
。

②
償
還
金
に
関
す
る
請
求
権

受
益
者
は
、
当
フ
ァ
ン
ド
の
償
還
金
を
持
分
に
応
じ
て
請
求
す
る

権
利
を
有
し
ま
す
。

償
還
金
は
、
信
託
終
了
日
後
１
ヵ
月
以
内
の
委
託
会
社
の
指
定
す

る
日（
原
則
と
し
て
償
還
日（
償
還
日
が
休
業
日
の
場
合
は
当
該
償

還
日
の
翌
営
業
日
）か
ら
起
算
し
て
５
営
業
日
目
）か
ら
受
益
証
券

と
引
き
換
え
に
受
益
者
に
支
払
い
ま
す
。
償
還
金
の
支
払
は
、
販

売
会
社
に
お
い
て
行
い
ま
す
。

受
益
者
が
信
託
終
了
に
よ
る
償
還
金
に
つ
い
て
支
払
開
始
日
か
ら

10
年
間
そ
の
支
払
い
を
請
求
し
な
い
と
き
は
、
そ
の
権
利
を
失
い
、

委
託
会
社
が
受
託
会
社
か
ら
交
付
を
受
け
た
金
銭
は
、
委
託
会
社

に
帰
属
す
る
も
の
と
し
ま
す
。

③
受
益
証
券
の
一
部
解
約
請
求
権

受
益
者
は
、
自
己
の
有
す
る
受
益
証
券
に
つ
い
て
、
販
売
会
社
を
通

じ
て
、
１
口
単
位
を
も
っ
て
一
部
解
約
を
委
託
会
社
に
請
求
す
る
権

利
を
有
し
ま
す
。
一
部
解
約
金
は
、
原
則
と
し
て
受
益
者
の
請
求

を
受
付
け
た
日
か
ら
起
算
し
て
５
営
業
日
目
か
ら
受
益
者
に
支
払

わ
れ
ま
す
。

④
反
対
者
の
買
取
請
求
権

前
記「
フ
ァ
ン
ド
の
管
理
の
概
要
お
よ
び
運
営
等
に
関
す
る
事
項
に

つ
い
て
」に
規
定
す
る「
●
信
託
の
終
了
」ま
た
は「
●
信
託
約
款
の
変

更
」に
規
定
す
る
信
託
約
款
の
変
更
の
う
ち
、
そ
の
内
容
が
重
大
な

変
更
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
一
定
の
期
間
内
に
委
託
会
社
に
対
し

て
異
議
を
述
べ
た
受
益
者
は
、
投
信
法
第
30
条
の
２
の
規
定
に
基
づ

き
、
受
託
会
社
に
対
し
、
自
己
の
有
す
る
受
益
証
券
を
、
信
託
財
産

を
も
っ
て
買
取
る
べ
き
旨
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

こ
の
買
取
請
求
権
の
内
容
お
よ
び
買
取
請
求
の
手
続
に
関
す
る
事

項
は
、
前
記「
フ
ァ
ン
ド
の
管
理
の
概
要
お
よ
び
運
営
等
に
関
す
る

事
項
に
つ
い
て

●
信
託
の
終
了

２
」ま
た
は「
フ
ァ
ン
ド
の
管
理

の
概
要
お
よ
び
運
営
等
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
●
信
託
約
款
の

変
更
２
」に
規
定
す
る
公
告
ま
た
は
書
面
に
付
記
し
ま
す
。

⑤
帳
簿
閲
覧
権

受
益
者
は
、
委
託
会
社
に
対
し
、
そ
の
営
業
時
間
内
に
当
フ
ァ
ン

ド
の
信
託
財
産
に
関
す
る
帳
簿
書
類
の
閲
覧
ま
た
は
謄
写
を
請
求

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

買取請求
ファンドの換金方法の一つで、受益証券を販売
会社に買い取ってもらうことにより換金する方
法をいいます。

受益証券
ファンドの収益を受ける権利（受益権）を表わ
す有価証券のことで、委託会社が発行します。

受益権
ファンドの収益を受ける権利のことです。

受
益
者
の
権
利
等

受
益
者
の
権
利
等
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フ
ァ
ン
ド
の
取
得
・
保
有
・

換
金
に
係
る
費
用
や
税
金
等

フ
ァ
ン
ド
の
運
営
の

仕
組
み
・
体
制
等

フ
ァ
ン
ド
の
概
要

運
用
実
績

リ
ス
ク
と

留
意
点

取
得
の
お
申
込
み
に

つ
い
て
（
概
要
）

ご
換
金
の
お
申
込
み
に

つ
い
て
（
概
要
）

フ
ァ
ン
ド
の
特
徴

そ
の
他

契
約
型
の
追
加
型
証
券
投
資
信
託
で
あ
り
、
無
記
名
式
の
受
益
証
券

（
以
下「
受
益
証
券
」と
い
い
ま
す
。）を
発
行
し
ま
す
。

格
付
け
は
取
得
し
て
い
ま
せ
ん
。

当
フ
ァ
ン
ド
の
受
益
権
は
、
平
成
19
年
１
月
４
日
よ
り
、
社
債
等
の

振
替
に
関
す
る
法
律（
政
令
で
定
め
る
日
以
降「
社
債
、
株
式
等
の
振

替
に
関
す
る
法
律
」と
な
っ
た
場
合
は
読
み
替
え
る
も
の
と
し
、「
社

債
、
株
式
等
の
振
替
に
関
す
る
法
律
」を
含
め「
社
振
法
」と
い
い
ま
す
。

以
下
同
じ
。）の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
予
定
で
あ
り
、
受
益
権
の
帰

属
は
、
後
述
の「
振
替
機
関
に
関
す
る
事
項
」に
記
載
の
振
替
機
関
及

び
当
該
振
替
機
関
の
下
位
の
口
座
管
理
機
関（
社
振
法
第
２
条
に
規
定

す
る「
口
座
管
理
機
関
」を
い
い
、
振
替
機
関
を
含
め
、
以
下「
振
替
機

関
等
」と
い
い
ま
す
。）の
振
替
口
座
簿
に
記
載
ま
た
は
記
録
さ
れ
る
こ

と
に
よ
り
定
ま
り
ま
す（
以
下
、
振
替
口
座
簿
に
記
載
ま
た
は
記
録
さ

れ
る
こ
と
に
よ
り
定
ま
る
受
益
権
を「
振
替
受
益
権
」と
い
い
ま
す
。）。

委
託
会
社
で
あ
る
ド
イ
チ
ェ
・
ア
セ
ッ
ト
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
株
式
会

社
は
、
や
む
を
得
な
い
事
情
等
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
当
該
振
替
受

益
権
を
表
示
す
る
受
益
証
券
を
発
行
し
ま
せ
ん
。
ま
た
、
振
替
受
益

権
に
は
無
記
名
式
や
記
名
式
の
形
態
は
あ
り
ま
せ
ん
。

１
、０
０
０
億
円
を
上
限
と
し
ま
す
。

平
成
18
年
11
月
14
日
か
ら
平
成
19
年
11
月
14
日
ま
で（
継
続
申
込
期
間
）

※
継
続
申
込
期
間
は
、
前
記
期
間
満
了
前
に
有
価
証
券
届
出
書
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
更
新
さ
れ
ま
す
。

該
当
事
項
は
あ
り
ま
せ
ん
。
な
お
、
当
フ
ァ
ン
ド
の
受
益
権
は
、
平

成
19
年
１
月
４
日
よ
り
振
替
制
度
に
移
行
す
る
予
定
で
あ
り
、
そ
の

場
合
の
振
替
機
関
は
左
記
の
通
り
で
す
。

株
式
会
社
証
券
保
管
振
替
機
構

当
フ
ァ
ン
ド
の
取
得
申
込
者
は
、
原
則
と
し
て
、
取
得
申
込
受
付
日

か
ら
起
算
し
て
５
営
業
日
目
ま
で
に
申
込
金
額
を
申
込
み
の
販
売
会

社
に
支
払
う
も
の
と
し
ま
す
。
な
お
、
販
売
会
社
が
別
に
定
め
る
所

定
の
方
法
に
よ
り
、
前
記
の
期
日
以
前
に
申
込
代
金
を
お
支
払
い
い

た
だ
く
場
合
が
あ
り
ま
す
。

各
取
得
申
込
日
の
発
行
価
額
の
総
額
は
、
販
売
会
社
に
よ
り
、
委
託

会
社
の
口
座
を
経
由
し
て
、
追
加
信
託
を
行
う
日
に
、
受
託
会
社
の

指
定
す
る
フ
ァ
ン
ド
の
口
座
に
払
い
込
ま
れ
ま
す
。
な
お
、
当
フ
ァ

ン
ド
の
受
益
権
は
、
平
成
19
年
１
月
４
日
よ
り
投
資
信
託
振
替
制
度

（「
振
替
制
度
」と
称
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。）に
移
行
す
る
予
定
で
あ

り
、
振
替
受
益
権
に
係
る
各
取
得
申
込
日
の
発
行
価
額
の
総
額
は
、

追
加
信
託
が
行
わ
れ
る
日
に
委
託
会
社
の
指
定
す
る
口
座
を
経
由
し

て
、
受
託
会
社
の
指
定
す
る
フ
ァ
ン
ド
口
座
に
払
い
込
ま
れ
ま
す
。

原
則
と
し
て
販
売
会
社
の
本
・
支
店
、
営
業
所
等
に
お
い
て
取
扱
い

を
行
い
ま
す
。
払
込
み
は
原
則
と
し
て
、
申
込
み
の
取
扱
い
を
行
っ

た
販
売
会
社
に
お
い
て
取
扱
い
ま
す
。

取
扱
場
所
の
詳
細
に
つ
き
ま
し
て
は
、
委
託
会
社
の
左
記
照
会
先
に

お
問
合
せ
下
さ
い
。

ド
イ
チ
ェ
・
ア
セ
ッ
ト
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
株
式
会
社

・
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ア
ド
レ
ス
　h

ttp
://w

w
w
.d
a
m
j.c
o
.jp
/

内
国
投
資
信
託
受
益
証
券
の
形
態
等

内
国
投
資
信
託
受
益
証
券
の
形
態
等

申
込
期
間

申
込
期
間

振
替
機
関
に
関
す
る
事
項

振
替
機
関
に
関
す
る
事
項

発
行
（
売
出
）
価
額
の
総
額

発
行
（
売
出
）
価
額
の
総
額

販売会社
ファンドの販売を行う会社（証券会社や銀行、
生保、損保などの金融機関）をいいます。販売
会社は、募集の取扱のほか、換金（解約）の取
扱、収益分配金・償還金の支払いの取扱などを
行い、ファンドに関する投資家への窓口となり
ます。

追加型株式投資信託
当初設定後も追加設定が行われ、追加設定分も
当初の信託財産とともに運用される株式投資
信託で、オープン型投資信託ともいいます。基
本的にいつでも時価で買付・売却が可能です。

払
込
期
日

払
込
期
日

申
込
取
扱
場
所
・
払
込
取
扱
場
所

申
込
取
扱
場
所
・
払
込
取
扱
場
所
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フ
ァ
ン
ド
の
概
要

運
用
実
績

リ
ス
ク
と

留
意
点

取
得
の
お
申
込
み
に

つ
い
て
（
概
要
）

ご
換
金
の
お
申
込
み
に

つ
い
て
（
概
要
）

フ
ァ
ン
ド
の
取
得
・
保
有
・

換
金
に
係
る
費
用
や
税
金
等

フ
ァ
ン
ド
の
運
営
の

仕
組
み
・
体
制
等

そ
の
他

フ
ァ
ン
ド
の
特
徴

・
電
話
番
号
　
０
３
―
５
１
５
６
―
５
２
４
７（
受
付
時
間：

営
業

日
の
午
前
９
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で
）

①
振
替
受
益
権
に
つ
い
て

当
フ
ァ
ン
ド
の
受
益
権
は
、
平
成
19
年
１
月
４
日
よ
り
振
替
制
度

に
移
行
す
る
予
定
で
あ
り
、
社
振
法
の
規
定
の
適
用
を
受
け
、
前

記「
振
替
機
関
に
関
す
る
事
項
」に
記
載
の
振
替
機
関
の
振
替
業
に

か
か
る
業
務
規
程
等
の
規
則
に
し
た
が
っ
て
取
り
扱
わ
れ
る
も
の

と
し
ま
す
。

当
フ
ァ
ン
ド
の
分
配
金
、
償
還
金
、
換
金
代
金
は
、
社
振
法
お
よ

び
前
記「
振
替
機
関
に
関
す
る
事
項
」に
記
載
の
振
替
機
関
の
業
務

規
程
そ
の
他
の
規
則
に
し
た
が
っ
て
支
払
わ
れ
ま
す
。

（
参
考
）

◆
投
資
信
託
振
替
制
度
と
は
、

フ
ァ
ン
ド
の
受
益
権
の
発
生
、
消
滅
、
移
転
を
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ

シ
ス
テ
ム
に
て
管
理
し
ま
す
。

・
フ
ァ
ン
ド
の
設
定
、
解
約
、
償
還
等
が
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
シ
ス

テ
ム
上
の
帳
簿（「
振
替
口
座
簿
」と
い
い
ま
す
。）へ
の
記
載
・

記
録
に
よ
っ
て
行
わ
れ
ま
す
の
で
、
受
益
証
券
は
発
行
さ
れ

ま
せ
ん
。

◆
振
替
制
度
に
移
行
す
る
と

・
原
則
と
し
て
受
益
証
券
を
保
有
す
る
こ
と
は
で
き
な
く
な
り

ま
す
。

・
受
益
証
券
を
発
行
し
ま
せ
ん
の
で
、
盗
難
や
紛
失
の
リ
ス
ク

が
削
減
さ
れ
ま
す
。

・
フ
ァ
ン
ド
の
設
定
、
解
約
等
に
お
け
る
決
済
リ
ス
ク
が
削
減

さ
れ
ま
す
。

・
振
替
口
座
簿
に
記
録
さ
れ
ま
す
の
で
、
受
益
権
の
所
在
が
明

確
に
な
り
ま
す
。

・
非
課
税
な
ど
の
税
制
優
遇
措
置
が
平
成
20
年
１
月
以
降
も
継

続
さ
れ
ま
す
。

②
既
発
行
受
益
証
券
の
振
替
受
益
権
化
に
つ
い
て

委
託
会
社
は
、「
９

そ
の
他
　
フ
ァ
ン
ド
の
管
理
の
概
要
お
よ
び

運
営
等
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
●
信
託
約
款
の
変
更
６
」の
手

続
き
に
よ
り
信
託
約
款
の
変
更
を
行
う
予
定
で
あ
り
、
こ
の
信
託

約
款
の
変
更
が
成
立
し
た
場
合
、
受
益
者
を
代
理
し
て
当
フ
ァ
ン

ド
の
受
益
権
を
振
替
受
入
簿
に
記
載
ま
た
は
記
録
を
申
請
す
る
こ

と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
原
則
と
し
て
当
フ
ァ
ン
ド
の
平
成
18
年

12
月
29
日
現
在
の
全
て
の
受
益
権（
受
益
権
に
つ
き
、
既
に
信
託
契

約
の
一
部
解
約
が
行
わ
れ
た
も
の
で
、
当
該
一
部
解
約
に
か
か
る

一
部
解
約
金
の
支
払
開
始
日
が
平
成
19
年
１
月
４
日
以
降
と
な
る

も
の
を
含
み
ま
す
。）を
受
益
者
を
代
理
し
て
平
成
19
年
１
月
４
日

に
振
替
受
入
簿
に
記
載
ま
た
は
記
録
す
る
よ
う
申
請
し
ま
す
。
た

だ
し
、
保
護
預
か
り
で
は
な
い
受
益
証
券
に
係
る
受
益
権
に
つ
い

て
は
、
信
託
期
間
中
に
お
い
て
委
託
会
社
が
受
益
証
券
を
確
認
し

た
後
当
該
申
請
を
行
う
も
の
と
し
ま
す
。
振
替
受
入
簿
に
記
載
ま

た
は
記
録
さ
れ
た
受
益
権
に
か
か
る
受
益
証
券（
当
該
記
載
ま
た
は

記
録
以
降
に
到
来
す
る
計
算
期
間
の
末
日
に
か
か
る
収
益
分
配
金

交
付
票
を
含
み
ま
す
。）は
無
効
と
な
り
、
当
該
記
載
ま
た
は
記
録

に
よ
り
振
替
受
益
権
と
な
り
ま
す
。
ま
た
、
委
託
会
社
は
、
受
益

者
を
代
理
し
て
こ
の
信
託
の
受
益
権
を
振
替
受
入
簿
に
記
載
ま
た

は
記
録
を
申
請
す
る
場
合
に
お
い
て
、
販
売
会
社
に
当
該
申
請
の

手
続
き
を
委
任
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

③
日
本
以
外
の
地
域
に
お
け
る
発
行

該
当
事
項
は
あ
り
ま
せ
ん
。

■
名
義
書
換
等
に
つ
い
て

名
義
書
換
手
続
お
よ
び
記
名
式
か
ら
無
記
名
式
へ
の
、
ま
た
は
無
記

名
式
か
ら
記
名
式
へ
の
変
更
は
、
委
託
会
社
の
定
め
る
手
続
に
従
い
、

販
売
会
社
経
由
で
委
託
会
社
に
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

名
義
書
換
手
数
料
は
、
徴
収
し
ま
せ
ん
。

名
義
書
換
の
手
続
は
、
各
計
算
期
間
の
末
日
の
翌
日
か
ら
15
日
間
停

内
国
投
資
信
託
受
益
証
券
事
務
の
概
要

内
国
投
資
信
託
受
益
証
券
事
務
の
概
要

信託約款
信託約款において、ファンド毎の運営・管理上の基本とな
る運用方針や仕組みなどが定められています。信託約款
は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づいて作成
され、その内容については、あらかじめ監督官庁に届出が
行われます。委託会社と受託会社は、この信託約款に基づ
いて信託契約を締結し、ファンドの運営・管理を行います。

受益者
ファンドを取得した投資者のことです。受益者
は保有口数に応じて収益分配金や償還金に対
する請求権、換金請求権などの権利を有してい
ます。

受益証券
ファンドの収益を受ける権利（受益権）を表わ
す有価証券のことで、委託会社が発行します。

そ
の
他

そ
の
他



Deutsche Asset Management

用語解説�

28 ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン

フ
ァ
ン
ド
の
取
得
・
保
有
・

換
金
に
係
る
費
用
や
税
金
等

フ
ァ
ン
ド
の
運
営
の

仕
組
み
・
体
制
等

フ
ァ
ン
ド
の
概
要

運
用
実
績

リ
ス
ク
と

留
意
点

取
得
の
お
申
込
み
に

つ
い
て
（
概
要
）

ご
換
金
の
お
申
込
み
に

つ
い
て
（
概
要
）

フ
ァ
ン
ド
の
特
徴

そ
の
他

止
し
ま
す
。

取
扱
機
関：

ド
イ
チ
ェ
・
ア
セ
ッ
ト
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
株
式
会
社

取
扱
住
所：

東
京
都
千
代
田
区
永
田
町
２
丁
目
11
番
１
号

山
王
パ
ー
ク
タ
ワ
ー

■
受
益
者
名
簿
に
つ
い
て

作
成
し
ま
せ
ん
。

■
受
益
者
集
会
に
つ
い
て

受
益
者
集
会
は
開
催
し
ま
せ
ん
。
し
た
が
っ
て
そ
の
議
決
権
は
存
在

し
ま
せ
ん
。

■
受
益
者
に
対
す
る
特
典

該
当
す
る
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
。

■
内
国
投
資
信
託
受
益
証
券
の
譲
渡
制
限
の
内
容

受
益
証
券
の
譲
渡
制
限
は
設
け
て
お
り
ま
せ
ん
。
た
だ
し
、
記
名
式

の
受
益
証
券
の
譲
渡
は
、
委
託
会
社
の
定
め
る
手
続
に
よ
る
名
義
書

換
に
よ
ら
な
け
れ
ば
、
委
託
会
社
お
よ
び
受
託
会
社
に
対
抗
す
る
こ

と
は
で
き
ま
せ
ん
。

■
再
発
行

（
１
）
受
益
証
券
を
喪
失
し
た
受
益
者
が
、
公
示
催
告
に
よ
る
除
権
判

決
の
謄
本
を
添
え
、
委
託
会
社
の
定
め
る
手
続
に
よ
り
再
交
付

を
請
求
し
た
と
き
は
、
委
託
会
社
は
、
受
益
証
券
を
再
交
付
し

ま
す
。

（
２
）
受
益
証
券
を
毀
損
ま
た
は
汚
損
し
た
受
益
者
が
、
受
益
証
券
を

添
え
、
委
託
会
社
の
定
め
る
手
続
に
よ
り
再
交
付
を
請
求
し
た

と
き
は
、
委
託
会
社
は
、
受
益
証
券
を
再
交
付
し
ま
す
。

（
３
）
受
益
証
券
を
再
交
付
す
る
と
き
は
、
委
託
会
社
は
、
受
益
者
に

対
し
て
実
費
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

（
注
）当
フ
ァ
ン
ド
の
受
益
権
は
、
平
成
19
年
１
月
４
日
よ
り
、
振
替
受
益
権
と
な
る
予
定

で
あ
り
、
委
託
会
社
は
、
こ
の
信
託
の
受
益
権
を
取
り
扱
う
振
替
機
関
が
社
振
法
の

規
定
に
よ
り
主
務
大
臣
の
指
定
を
取
り
消
さ
れ
た
場
合
ま
た
は
当
該
指
定
が
効
力
を

失
っ
た
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
振
替
機
関
の
振
替
業
を
承
継
す
る
者
が
存
在
し
な
い

場
合
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
当
該
振
替
受
益
権
を
表
示

す
る
受
益
証
券
を
発
行
し
ま
せ
ん
。

な
お
、
受
益
者
は
、
委
託
会
社
が
や
む
を
得
な
い
事
情
等
に
よ
り
受
益
証
券
を
発
行

す
る
場
合
を
除
き
、
無
記
名
式
受
益
証
券
か
ら
記
名
式
受
益
証
券
へ
の
変
更
の
請
求
、

記
名
式
受
益
証
券
か
ら
無
記
名
式
受
益
証
券
へ
の
変
更
の
請
求
、
受
益
証
券
の
再
発

行
の
請
求
を
行
わ
な
い
も
の
と
し
ま
す
。

○
受
益
権
の
譲
渡

①
受
益
者
は
、
そ
の
保
有
す
る
受
益
権
を
譲
渡
す
る
場
合
に
は
、
当
該
受
益
者
の
譲

渡
の
対
象
と
す
る
受
益
権
が
記
載
ま
た
は
記
録
さ
れ
て
い
る
振
替
口
座
簿
に
係
る

振
替
機
関
等
に
振
替
の
申
請
を
す
る
も
の
と
し
ま
す
。

②
前
項
の
申
請
の
あ
る
場
合
に
は
、
前
記
①
の
振
替
機
関
等
は
、
当
該
譲
渡
に
係
る

譲
渡
人
の
保
有
す
る
受
益
権
の
口
数
の
減
少
お
よ
び
譲
受
人
の
保
有
す
る
受
益
権

の
口
数
の
増
加
に
つ
き
、
そ
の
備
え
る
振
替
口
座
簿
に
記
載
ま
た
は
記
録
す
る
も

の
と
し
ま
す
。

た
だ
し
、
前
記
①
の
振
替
機
関
等
が
振
替
先
口
座
を
開
設
し
た
も
の
で
な
い
場
合

に
は
、
譲
受
人
の
振
替
先
口
座
を
開
設
し
た
他
の
振
替
機
関
等（
当
該
他
の
振
替

機
関
等
の
上
位
機
関
を
含
み
ま
す
。）に
社
振
法
の
規
定
に
し
た
が
い
、
譲
受
人
の

振
替
先
口
座
に
受
益
権
の
口
数
の
増
加
の
記
載
ま
た
は
記
録
が
行
わ
れ
る
よ
う
通

知
す
る
も
の
と
し
ま
す
。

③
前
記
①
の
振
替
に
つ
い
て
、
委
託
会
社
は
、
当
該
受
益
者
の
譲
渡
の
対
象
と
す
る

受
益
権
が
記
載
ま
た
は
記
録
さ
れ
て
い
る
振
替
口
座
簿
に
係
る
振
替
機
関
等
と
譲

受
人
の
振
替
先
口
座
を
開
設
し
た
振
替
機
関
等
が
異
な
る
場
合
等
に
お
い
て
、
委

託
会
社
が
必
要
と
認
め
た
と
き
ま
た
は
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
と
判
断
し
た

と
き
は
、
振
替
停
止
日
や
振
替
停
止
期
間
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

○
受
益
権
の
譲
渡
の
対
抗
要
件

受
益
権
の
譲
渡
は
、
振
替
口
座
簿
へ
の
記
載
ま
た
は
記
録
に
よ
ら
な
け
れ
ば
、
委

託
会
社
お
よ
び
受
託
会
社
に
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

○
受
益
権
の
再
分
割

委
託
会
社
は
、
受
益
権
の
再
分
割
を
行
い
ま
せ
ん
。
た
だ
し
、
社
債
、
株
式
等
の

振
替
に
関
す
る
法
律
が
施
行
さ
れ
た
場
合
に
は
、
受
託
会
社
と
協
議
の
う
え
、
同

法
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
し
た
が
い
、
一
定
日
現
在
の
受
益
権
を
均
等
に
再
分
割
で

き
る
も
の
と
し
ま
す
。

○
償
還
金

償
還
金
は
、
償
還
日
に
お
い
て
振
替
機
関
等
の
振
替
口
座
簿
に
記
載
ま
た
は
記
録

さ
れ
て
い
る
受
益
者（
償
還
日
以
前
に
お
い
て
一
部
解
約
が
行
わ
れ
た
受
益
権
に

か
か
る
受
益
者
を
除
き
ま
す
。
ま
た
、
当
該
償
還
日
以
前
に
設
定
さ
れ
た
受
益
権

で
取
得
申
込
代
金
支
払
前
の
た
め
販
売
会
社
の
名
義
で
記
載
ま
た
は
記
録
さ
れ
て

い
る
受
益
権
に
つ
い
て
は
原
則
と
し
て
取
得
申
込
者
と
し
ま
す
。）に
支
払
い
ま
す
。

○
質
権
口
記
載
又
は
記
録
の
受
益
権
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て

振
替
機
関
等
の
振
替
口
座
簿
の
質
権
口
に
記
載
ま
た
は
記
録
さ
れ
て
い
る
受
益
権

に
か
か
る
収
益
分
配
金
の
支
払
い
、
一
部
解
約
の
実
行
の
請
求
の
受
付
け
、
一
部

解
約
金
お
よ
び
償
還
金
の
支
払
い
等
に
つ
い
て
は
、
約
款
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、

民
法
そ
の
他
の
法
令
等
に
し
た
が
っ
て
取
り
扱
わ
れ
ま
す
。

目論見書
各ファンドの内容を詳しく説明している法定文
書です。ファンドの申込者に必ず交付しなけれ
ばならない「交付目論見書」と、投資家から請求
があった場合に交付される「請求目論見書」が
あります。なお、目論見書の別称として「投資
信託説明書」と称して使用する場合があります。

受益権
ファンドの収益を受ける権利のことです。
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フ
ァ
ン
ド
の
概
要

運
用
実
績

リ
ス
ク
と

留
意
点

取
得
の
お
申
込
み
に

つ
い
て
（
概
要
）

ご
換
金
の
お
申
込
み
に

つ
い
て
（
概
要
）

フ
ァ
ン
ド
の
取
得
・
保
有
・

換
金
に
係
る
費
用
や
税
金
等

フ
ァ
ン
ド
の
運
営
の

仕
組
み
・
体
制
等

そ
の
他

フ
ァ
ン
ド
の
特
徴

合計（純資産総額）

国債証券

3,176,912,024
1,053,193,725
170,302,065
499,305,976
368,749,500
5,268,463,290
1,377,751,983
634,483,633
709,290,678
1,344,963,864
76,120,432
812,490,607
527,969,340
1,116,605,039
5,221,923,593
102,670,396
349,183,550
67,071,519
105,040,929
167,124,798
1,899,312,591
225,050,721
103,249,860
431,509,985
177,347,438
101,479,862
109,014,961
101,701,112
110,283,282
59,421,348

4,109,462,352
1,294,213,872
17,271,815,090

18.39
6.09
0.98
2.89
2.13
30.50
7.97
3.67
4.10
7.78
0.44
4.70
3.05
6.46
30.23
0.59
2.02
0.38
0.60
0.96
10.99
1.30
0.59
2.49
1.02
0.58
0.63
0.58
0.63
0.34
23.79
7.49

100.00

親投資信託受益証券

コール・ローン・その他の資産
（負債控除後）

合計（純資産総額）

17,271,634,381

△ 58,759,050

17,212,875,331

地域別（国名） 時価合計（円） 投資比率（%）

日本

―

―

100.34

△ 0.34

100.00

資産の種類

（平成18年8月31日現在）

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

地域別（国名） 時価合計（円） 投資比率（％）

ドイツ
イタリア
ブラジル
ハンガリー
ポーランド

小　計
ドイツ
アメリカ
ドイツ
イギリス
オランダ
スペイン
デンマーク
国際機関

小　計
日本
アメリカ
カナダ
ドイツ
フランス
イギリス
オランダ
スペイン
スウェーデン
ルクセンブルグ
デンマーク
アイルランド
ケイマン島
チャネル諸島
その他

小　計
－
－

資産の種類

（平成18年8月31日現在）

（注）投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

地方債証券

特殊債券

社債券

現金・預金・その他の資産（負債控除後）

運
用
状
況

運
用
状
況

（参考情報）

ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン マザーファンド

（1）投資状況

ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン
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フ
ァ
ン
ド
の
取
得
・
保
有
・

換
金
に
係
る
費
用
や
税
金
等

フ
ァ
ン
ド
の
運
営
の

仕
組
み
・
体
制
等

フ
ァ
ン
ド
の
概
要

運
用
実
績

リ
ス
ク
と

留
意
点

取
得
の
お
申
込
み
に

つ
い
て
（
概
要
）

ご
換
金
の
お
申
込
み
に

つ
い
て
（
概
要
）

フ
ァ
ン
ド
の
特
徴

為替予約取引

買　　建

イギリスポンド

ノルウェークローネ

ポーランドズロチ

ユーロ

売　　建

イギリスポンド

スウェーデンクローネ

ハンガリーフォリント

ユーロ

64,986,120

55,500,000

129,438,000

2,907,033,618

2,849,118,570

15,428,000

233,813,700

64,841,454

日本

日本

日本

日本

日本

日本

日本

日本

0.37

0.32

0.74

16.83

△ 16.49

△ 0.08

△ 1.35

△ 0.37

資産の種類

（平成18年8月31日現在）

（注1）投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（注2）為替予約取引の評価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。

地域別（国名） 時価合計（円） 投資比率（%）

国／
地域

種類 銘柄名 数量（口）
簿価単価
評価単価
（円）

簿価金額
評価金額
（円）

投資
比率
（%）

日本 親投資信託
受益証券

ドイチェ・ヨーロッパインカム
オープンマザーファンド 11,119,316,540 1.5154

1.5533
16,850,212,285
17,271,634,381 100.34

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

（平成18年8月31日現在）

（種類別投資比率）
（平成18年8月31日現在）

種類

親投資信託受益証券

合計

投資比率（%）

100.34

100.34

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。そ
の
他

（2）投資資産

■投資有価証券の主要銘柄

ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン
（評価額（全銘柄））

その他の資産として下記の通り為替予約取引を利用しております。
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フ
ァ
ン
ド
の
概
要

運
用
実
績

リ
ス
ク
と

留
意
点

取
得
の
お
申
込
み
に

つ
い
て
（
概
要
）

ご
換
金
の
お
申
込
み
に

つ
い
て
（
概
要
）

フ
ァ
ン
ド
の
取
得
・
保
有
・

換
金
に
係
る
費
用
や
税
金
等

フ
ァ
ン
ド
の
運
営
の

仕
組
み
・
体
制
等

そ
の
他

フ
ァ
ン
ド
の
特
徴

（平成18年8月31日現在）

（注）投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

国／地域 種類 銘柄名 数量（額面） 簿価単価
評価単価（円）

簿価金額
評価金額（円）

投資比率
（%）

利率（%）
償還期限

イタリア

ドイツ

ドイツ

ドイツ

イギリス

スペイン

国際機関

イギリス

ドイツ

イギリス

デンマーク

ハンガリー

ドイツ

イギリス

ドイツ

ポーランド

国際機関

ドイツ

ドイツ

ドイツ

スウェーデン

アメリカ

アメリカ

イギリス

ブラジル

オランダ

スウェーデン

イギリス

イギリス

ドイツ

国債証券

国債証券

国債証券

地方債証券

社債券

特殊債券

特殊債券

社債券

地方債証券

特殊債券

特殊債券

国債証券

国債証券

特殊債券

特殊債券

国債証券

特殊債券

特殊債券

国債証券

国債証券

社債券

特殊債券

特殊債券

特殊債券

国債証券

社債券

社債券

社債券

特殊債券

国債証券

BTPS 4% 02/01/37

OBL 3.25% 04/09/10

OBL 3.5% 10/10/08

BADWUR 3.375% 01/23/09

HBOS 6.375% 04/03/08

SANTCF 3.875% 03/23/16

EIB 4.375% 07/08/15

UKRAIL 4.75% 11/29/35

NRW 3.5% 10/30/08

ABBEY 4.25% 04/12/21

NYKRE 5% 10/01/38

HGB 6% 10/12/11

DBR 5% 07/04/11

IBRD 5.75% 06/07/32

KFW 4.5% 12/07/08

POLAND 4.2% 04/15/20

EIB 6.25% 12/07/08

ARIES 7.75% 10/25/09

OBL 3.5% 10/09/09

DBR 5% 07/04/12

SVSKHB 6 %12/16/09

MBNAS CCM 5.6% 07/17/14

KRB 4.5% 01/17/14

CHESTR 6% 01/18/11

BRAZIL 7.375% 02/03/15

RWE 5.625% 12/06/23

SVSKHB FRN 11/29/49

HSBC FRN 09/29/20

PERMA 5.1% 06/11/07

DBR 4% 07/04/16

7,500,000

6,450,000

6,200,000

5,500,000

3,600,000

5,500,000

3,600,000

2,900,000

3,700,000

3,700,000

27,000,000

1,000,000,000

3,100,000

1,500,000

1,700,000

2,500,000

1,500,000

2,000,000

2,200,000

2,000,000

16,000,000

1,500,000

1,360,000

840,000

1,000,000

700,000

700,000

700,000

950,000

900,000

1,017,184,207
1,053,193,725
954,383,157
959,965,197
931,015,727
933,255,316
820,934,218
822,424,267
818,493,757
817,713,434
800,321,874
812,490,607
762,382,951
774,208,454
665,984,541
683,611,066
553,879,810
555,327,716
544,188,305
553,545,678
523,011,114
527,969,340
503,192,411
499,305,976
490,563,263
494,319,240
400,337,528
398,607,948
372,664,242
373,803,888
361,224,000
368,749,500
341,525,091
342,396,585
335,119,921
335,486,790
328,969,707
330,674,985
318,584,517
321,098,034
276,957,051
278,075,646
240,620,337
242,652,222
208,234,799
210,486,428
192,211,353
193,713,004
170,076,300
170,302,065
158,752,687
161,959,338
152,401,954
153,434,339
147,615,441
149,805,349
144,543,031
144,442,941
135,350,632
137,599,252

6.09

5.55

5.40

4.76

4.73

4.70

4.48

3.95

3.21

3.20

3.05

2.89

2.86

2.30

2.16

2.13

1.98

1.94

1.91

1.85

1.61

1.40

1.21

1.12

0.98

0.93

0.88

0.86

0.83

0.79

4.0
2037/2/1
3.25

2010/4/9
3.5

2008/10/10
3.375

2009/1/23
6.375

2008/4/3
3.875

2016/3/23
4.375

2015/7/8
4.75

2035/11/29
3.5

2008/10/30
4.25

2021/4/12
5.0

2038/10/1
6.0

2011/10/12
5.0

2011/7/4
5.75

2032/6/7
4.5

2008/12/7
4.2

2020/4/15
6.25

2008/12/7
7.75

2009/10/25
3.5

2009/10/9
5.0

2012/7/4
6.0

2009/12/16
5.6

2014/7/17
4.5

2014/1/17
6.0

2011/1/18
7.375

2015/2/3
5.625

2023/12/6
5.0

2049/11/29
4.75

2020/9/29
5.1

2007/6/11
4.0

2016/7/4

13,562.45
14,042.58
14,796.63
14,883.18
15,016.38
15,052.50
14,926.07
14,953.16
22,735.93
22,714.26
14,551.30
14,772.55
21,177.30
21,505.79
22,964.98
23,572.79
14,969.72
15,008.85
14,707.79
14,960.69
1,937.07
1,955.44
50.31
49.93

15,824.62
15,945.78
26,689.16
26,573.86
21,921.42
21,988.46
14,448.96
14,749.98
22,768.33
22,826.43
16,755.99
16,774.33
14,953.16
15,030.68
15,929.22
16,054.90
1,730.98
1,737.97
16,041.35
16,176.81
15,311.38
15,476.94
22,882.30
23,061.07
17,007.63
17,030.20
22,678.95
23,137.04
21,771.70
21,919.19
21,087.92
21,400.76
15,215.05
15,204.52
15,038.95
15,288.80

（種類別投資比率）
（平成18年8月31日現在）

種類
国債証券
地方債証券
特殊債券
社債券
合計

30.50
7.97
30.23
23.79
92.50

（注）投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。

投資比率（%）

（参考情報）

ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン マザーファンド
（評価額上位30銘柄）
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フ
ァ
ン
ド
の
取
得
・
保
有
・

換
金
に
係
る
費
用
や
税
金
等

フ
ァ
ン
ド
の
運
営
の

仕
組
み
・
体
制
等

フ
ァ
ン
ド
の
概
要

運
用
実
績

リ
ス
ク
と

留
意
点

取
得
の
お
申
込
み
に

つ
い
て
（
概
要
）

ご
換
金
の
お
申
込
み
に

つ
い
て
（
概
要
）

フ
ァ
ン
ド
の
特
徴

（平成18年8月31日現在）

資産の種類

為替予約取引

買　　建

イギリスポンド

ノルウェークローネ

ポーランドズロチ

ユーロ

売　　建

イギリスポンド

スウェーデンクローネ

ハンガリーフォリント

ユーロ

0.37

0.32

0.74

16.83

△ 16.49

△ 0.08

△ 1.35

△ 0.37

（注1）投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の評価金額の比率をいいます。
（注2）為替予約取引の評価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。

日本

日本

日本

日本

日本

日本

日本

日本

国／地域 数量
簿価金額
（円）

評価金額
（円）

投資比率
（%）

64,986,120

55,500,000

129,438,000 

2,907,033,618

2,849,118,570

15,428,000

233,813,700

64,841,454

64,594,931

55,244,039

129,270,040

2,872,966,951

2,806,983,242

15,335,850

228,383,285

64,594,931

291,000.00

3,000,000.00

3,400,000.00

19,362,152.79

12,801,000.00

950,000.00

430,200,000.00

430,983.41

■投資不動産物件
「ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン」
該当事項はありません。
（参考情報）
「ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン マザーファンド」
該当事項はありません。

■その他投資資産の主要なもの
「ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン」
該当事項はありません。

そ
の
他

（参考情報）

ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン マザーファンド
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（注）純資産総額は百万円未満切捨て。

計算期間末
または各月末

純資産総額
（百万円）
（分配落）

純資産総額
（百万円）
（分配付）

1口当たり
純資産額（円）
（分配落）

1口当たり
純資産額（円）
（分配付）

第1特定期間

第2特定期間

第3特定期間

第4特定期間

第5特定期間

第6特定期間

第7特定期間

第8特定期間

第1期
（平成14年11月15日）

第2期
（平成15年 2月17日）

第3期
（平成15年 5月15日）

第4期
（平成15年 8月15日）

第5期
（平成15年11月17日）

第6期
（平成16年 2月16日）

第7期
（平成16年 5月17日）

第8期
（平成16年 8月16日）

第9期
（平成16年11月15日）

第10期
（平成17年 2月15日）

第11期
（平成17年 5月16日）

第12期
（平成17年 8月15日）

第13期
（平成17年11月15日）

第14期
（平成18年 2月15日）

第15期
（平成18年 5月15日）

第16期
（平成18年 8月15日）

平成17年 8 月末日

平成17年 9 月末日

平成17年10月末日

平成17年11月末日

平成17年12月末日

平成18年 1 月末日

平成18年 2 月末日

平成18年 3 月末日

平成18年 4 月末日

平成18年 5 月末日

平成18年 6 月末日

平成18年 7 月末日

平成18年 8 月末日

7,265

13,710

18,400

15,703

16,477

17,543

17,800

18,517

17,903

16,377

15,975

18,775

18,507

17,501

16,936

16,981

19,044

18,890

19,099

18,693

17,972

18,049

17,129

17,312

17,247

17,221

17,079

17,057

17,212

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

1.2206

1.2235

1.2404

1.2416

1.2397

1.2593

1.2076

1.2308

1.2225

1.2262

1.2273

1.2466

1.2784

7,314

13,831

18,565

15,853

16,641

17,708

17,976

18,696

18,076

16,532

16,127

18,946

18,674

17,658

17,091

17,131

1.0427

1.1383

1.1694

1.1520

1.0996

1.1672

1.1605

1.1867

1.1954

1.2123

1.2054

1.2130

1.2204

1.2308

1.2014

1.2478

1.0497

1.1483

1.1799

1.1630

1.1106

1.1782

1.1720

1.1982

1.2069

1.2238

1.2169

1.2240

1.2314

1.2418

1.2124

1.2588

フ
ァ
ン
ド
の
概
要

運
用
実
績

リ
ス
ク
と

留
意
点

取
得
の
お
申
込
み
に

つ
い
て
（
概
要
）

ご
換
金
の
お
申
込
み
に

つ
い
て
（
概
要
）

フ
ァ
ン
ド
の
取
得
・
保
有
・

換
金
に
係
る
費
用
や
税
金
等

フ
ァ
ン
ド
の
運
営
の

仕
組
み
・
体
制
等

そ
の
他

フ
ァ
ン
ド
の
特
徴

（3）運用実績

■純資産の推移
平成18年8月末日及び同日前１年以内における各月末ならびに直近計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
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（注1）収益率は、各計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落ちの額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を、前
期末基準価額で除して算出しています。

（注2）収益率は、小数第2位を四捨五入しています。

平成14年11月15日

平成15年 2 月17日

平成15年 5 月15日

平成15年 8 月15日

平成15年11月17日

平成16年 2 月16日

平成16年 5 月17日

平成16年 8 月16日

平成16年11月15日

平成17年 2 月15日

平成17年 5 月16日

平成17年 8 月15日

平成17年11月15日

平成18年 2 月15日

平成18年 5 月15日

平成18年 8 月15日

0.0070

0.0100

0.0105

0.0110

0.0110

0.0110

0.0115

0.0115

0.0115

0.0115

0.0115

0.0110

0.0110

0.0110

0.0110

0.0110

計算期間 計算期間末 1口当たりの分配金（円）

計算期間 収益率（%）

第1期

第2期

第3期

第4期

第5期

第6期

第7期

第8期

第9期

第10期

第11期

第12期

第13期

第14期

第15期

第16期

第1特定期間

第2特定期間

第3特定期間

第4特定期間

第5特定期間

第6特定期間

第7特定期間

第8特定期間

第1特定期間

第2特定期間

第3特定期間

第4特定期間

第5特定期間

第6特定期間

第7特定期間

第8特定期間

5.0

10.1

3.7

△ 0.5

△ 3.6

7.1

0.4

3.2

1.7

2.4

0.4

1.5

1.5

1.8

△ 1.5

4.8

第1期（平成14年 8 月29日～平成14年11月15日）

第2期（平成14年11月16日～平成15年 2 月17日）

第3期（平成15年 2 月18日～平成15年 5 月15日）

第4期（平成15年 5 月16日～平成15年 8 月15日）

第5期（平成15年 8 月16日～平成15年11月17日）

第6期（平成15年11月18日～平成16年 2 月16日）

第7期（平成16年 2 月17日～平成16年 5 月17日）

第8期（平成16年 5 月18日～平成16年 8 月16日）

第9期（平成16年 8 月17日～平成16年11月15日）

第10期（平成16年11月16日～平成17年 2 月15日）

第11期（平成17年 2 月16日～平成17年 5 月16日）

第12期（平成17年 5 月17日～平成17年 8 月15日）

第13期（平成17年 8 月16日～平成17年11月15日）

第14期（平成17年11月16日～平成18年 2 月15日）

第15期（平成18年 2 月16日～平成18年 5 月15日）

第16期（平成18年 5 月16日～平成18年 8 月15日）

フ
ァ
ン
ド
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換
金
に
係
る
費
用
や
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金
等

フ
ァ
ン
ド
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み
・
体
制
等

フ
ァ
ン
ド
の
概
要
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用
実
績

リ
ス
ク
と
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意
点

取
得
の
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申
込
み
に

つ
い
て
（
概
要
）

ご
換
金
の
お
申
込
み
に

つ
い
て
（
概
要
）

フ
ァ
ン
ド
の
特
徴

そ
の
他

■分配の推移

■収益率の推移
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●
以
下
の
情
報
は
、
有
価
証
券
届
出
書
の「
第
三
部

フ
ァ
ン
ド
の
詳

細
情
報
　
第
４
フ
ァ
ン
ド
の
経
理
状
況
　
１
財
務
諸
表
」に
記
載

さ
れ
た
情
報
を
抜
粋
し
た
も
の
で
す
。

●
当
財
務
諸
表
に
つ
い
て
は
、
あ
ず
さ
監
査
法
人
に
よ
る
監
査
を
受

け
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、
当
該
監
査
法
人
に
よ
る
監
査
報
告
書
は
、

当
該
有
価
証
券
届
出
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る
財
務
諸
表
に
添
付
さ

れ
て
お
り
ま
す
。

資産の部

Ⅰ流動資産

親投資信託受益証券

流動資産合計

資産合計

負債の部

Ⅰ流動負債

未払収益分配金

未払解約金

未払受託者報酬

未払委託者報酬

その他未払費用

流動負債合計

負債合計

純資産の部

Ⅰ元本または元本等

1 元本

元本合計

2 剰余金

期末剰余金

（分配準備積立金）

剰余金合計

元本または元本等合計

純資産合計

負債・純資産合計

科目

第14期計算期間末
（平成18年 2月15日現在）

金額（円） 金額（円）

第16期計算期間末
（平成18年 8月15日現在）

17,767,225,517

17,767,225,517

17,767,225,517

156,413,060

54,129,301

2,408,153

50,571,170

2,061,668

265,583,352

265,583,352

14,219,369,100

14,219,369,100 

3,282,273,065

（1,071,160,251）

3,282,273,065

－

17,501,642,165

17,767,225,517

17,242,438,017

17,242,438,017

17,242,438,017 

149,706,418

60,783,724

2,267,876

47,625,428

471,147

260,854,593

260,854,593 

13,609,674,387

13,609,674,387 

3,371,909,037

－

3,371,909,037

16,981,583,424

16,981,583,424

17,242,438,017

期別

フ
ァ
ン
ド
の
概
要

運
用
実
績

リ
ス
ク
と

留
意
点

取
得
の
お
申
込
み
に

つ
い
て
（
概
要
）

ご
換
金
の
お
申
込
み
に

つ
い
て
（
概
要
）

フ
ァ
ン
ド
の
取
得
・
保
有
・

換
金
に
係
る
費
用
や
税
金
等

フ
ァ
ン
ド
の
運
営
の

仕
組
み
・
体
制
等

そ
の
他

フ
ァ
ン
ド
の
特
徴

財
務
ハ
イ
ラ
イ
ト
情
報

財
務
ハ
イ
ラ
イ
ト
情
報

（1）貸借対照表

ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン
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1.有価証券の評価基準及び評価方法

2.費用・収益の計上基準

親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、親投資信託受益証券
の基準価額で評価しております。

有価証券売買等損益の計上基準
約定日基準で計上しております。

親投資信託受益証券
同左

――――――

731,388,443

731,388,443

4,918,523

103,288,937

6,843,265

115,050,725

616,337,718

616,337,718

616,337,718

62,352,182

3,296,970,608

402,290,408

（402,290,408）

647,748,848

（647,748,848）

323,224,639

3,282,273,065

期別

金額（円）

第13期から第14期
（自　平成17年 8月16日
至　平成18年 2月15日）

金額（円）

第15期から第16期
（自　平成18年 2月16日
至　平成18年 8月15日）

経常損益の部

営業損益の部

Ⅰ営業収益

有価証券売買等損益

営業収益合計

Ⅱ営業費用

受託者報酬

委託者報酬

その他費用

営業費用合計

営業利益

経常利益

当期純利益

Ⅲ一部解約に伴う当期純利益分配額

Ⅳ期首剰余金

Ⅴ剰余金増加額

（当期追加信託に伴う剰余金増加額）

Ⅵ剰余金減少額

（当期一部解約に伴う剰余金減少額）

Ⅶ分配金

Ⅷ期末剰余金

－

－

632,909,743

632,909,743

4,486,243

94,211,105

957,014

99,654,362

533,255,381

533,255,381

533,255,381

23,618,003

3,282,273,065

234,769,009

（234,769,009）

350,002,299

（350,002,299）

304,768,116

3,371,909,037

科目

項目
第13期から第14期

（自　平成17 年 8月16日
至　平成18 年 2月15日）

第15期から第16期
（自　平成18年 2月16日
至　平成18年 8月15日）

フ
ァ
ン
ド
の
取
得
・
保
有
・

換
金
に
係
る
費
用
や
税
金
等

フ
ァ
ン
ド
の
運
営
の

仕
組
み
・
体
制
等

フ
ァ
ン
ド
の
概
要

運
用
実
績

リ
ス
ク
と

留
意
点

取
得
の
お
申
込
み
に

つ
い
て
（
概
要
）

ご
換
金
の
お
申
込
み
に

つ
い
て
（
概
要
）

フ
ァ
ン
ド
の
特
徴

そ
の
他

（2）損益及び剰余金計算書

ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン

（3）注記表

（重要な会計方針に係わる事項に関する注記）
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有
価
証
券
届
出
書
「
第
三
部

フ
ァ
ン
ド
の
詳
細
情
報
」の
記
載
項
目

は
次
の
通
り
で
す
。

※
前
記
の
情
報
に
つ
い
て
は
、Ｅ
Ｄ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
Ｔ（
エ
デ
ィ
ネ
ッ
ト
）で
も
閲
覧
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。�

第
1 

フ
ァ
ン
ド
の
沿
革�

第
2 

手
続
等 �

�

第
3 

管
理
及
び
運
営�

�����

第
4 

フ
ァ
ン
ド
の
経
理
状
況�

���������

第
5 

設
定
及
び
解
約
の
実
績�

�

1 

申
込（
販
売
）手
続
等�

2 

換
金（
解
約
）手
続
等�

1 

資
産
管
理
等
の
概
要�

����

2 

受
益
者
の
権
利
等�

1 

財
務
諸
表�

���

2 

フ
ァ
ン
ド
の
現
況�

���

（1） 

資
産
の
評
価�

（2） 

保
管�

（3） 

信
託
期
間�

（4） 

計
算
期
間�

（5） 

そ
の
他�

�

（1） 

貸
借
対
照
表�

（2） 
損
益
及
び
剰
余
金
計
算
書�

（3） 

注
記
表�

（4） 

附
属
明
細
表�

純
資
産
額
計
算
書�

    

Ⅰ 

資
産
総
額�

    

Ⅱ 

負
債
総
額�

    

Ⅲ 

純
資
産
総
額（
Ⅰ
ー
Ⅱ
）�

    

Ⅳ 

発
行
済
数
量�

    

Ⅴ 

１
単
位
当
た
り
純
資
産
額（
Ⅲ
／
Ⅳ
）�

�

有
価
証
券
届
出
書 

「
第
三
部
　
フ
ァ
ン
ド
の
詳
細
情
報
」 

の
記
載
項
目�

フ
ァ
ン
ド
の
概
要

運
用
実
績

リ
ス
ク
と

留
意
点

取
得
の
お
申
込
み
に

つ
い
て
（
概
要
）

ご
換
金
の
お
申
込
み
に

つ
い
て
（
概
要
）

フ
ァ
ン
ド
の
取
得
・
保
有
・

換
金
に
係
る
費
用
や
税
金
等

フ
ァ
ン
ド
の
運
営
の

仕
組
み
・
体
制
等

そ
の
他

フ
ァ
ン
ド
の
特
徴

フ
ァ
ン
ド
の
詳
細
情
報
の
項
目

フ
ァ
ン
ド
の
詳
細
情
報
の
項
目
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フ
ァ
ン
ド
の
取
得
・
保
有
・

換
金
に
係
る
費
用
や
税
金
等

フ
ァ
ン
ド
の
運
営
の

仕
組
み
・
体
制
等

フ
ァ
ン
ド
の
概
要

運
用
実
績

リ
ス
ク
と

留
意
点

取
得
の
お
申
込
み
に

つ
い
て
（
概
要
）

ご
換
金
の
お
申
込
み
に

つ
い
て
（
概
要
）

フ
ァ
ン
ド
の
特
徴

そ
の
他



運
　
用
　
の
　
基
　
本
　
方
　
針

約
款
第
22
条
に
基
づ
き
委
託
者
の
定
め
る
方
針
は
、次
の
も
の
と
し
ま
す
。

１
基
本
方
針

こ
の
投
資
信
託
は
、
信
託
財
産
の
着
実
な
成
長
と
安
定
し
た
収
益
の
確

保
を
め
ざ
し
て
運
用
を
行
な
う
こ
と
を
基
本
と
し
ま
す
。

２
運
用
方
法

（
１
）
投
資
対
象

ド
イ
チ
ェ
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
イ
ン
カ
ム
オ
ー
プ
ン
マ
ザ
ー
フ
ァ
ン
ド

受
益
証
券
を
主
要
投
資
対
象
と
し
ま
す
。
な
お
、
直
接
債
券
に
投
資

す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

（
２
）
投
資
態
度

①
主
要
投
資
対
象
国
は
、
ユ
ー
ロ
圏
、
非
ユ
ー
ロ
圏
を
合
わ
せ
た
欧

州
諸
国
と
し
ま
す
。

②
公
社
債
へ
の
投
資
は
、
原
則
と
し
て
Ｂ
格
相
当
以
上
の
債
券
と
し

ま
す
。

③
実
質
組
入
外
貨
建
資
産
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
為
替
ヘ
ッ
ジ

を
行
い
ま
せ
ん
。

④
資
金
動
向
や
市
況
動
向
に
よ
っ
て
は
、
前
記
の
よ
う
な
運
用
が
で

き
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

（
３
）
投
資
制
限

株
式
へ
の
実
質
投
資
割
合
は
信
託
財
産
の
純
資
産
総
額
の
10
%
以
内

と
し
ま
す
。

３
収
益
分
配
方
針

年
４
回
の
毎
決
算
時（
原
則
と
し
て
２
月
、
５
月
、
８
月
、
11
月
の
各

15
日
。
た
だ
し
、
同
日
が
休
業
日
の
場
合
は
翌
営
業
日
。）に
、
原
則
と

し
て
左
記
の
方
針
に
基
づ
き
収
益
分
配
を
行
い
ま
す
。

①
分
配
対
象
額
の
範
囲
は
、
繰
越
分
を
含
め
た
経
費
控
除
後
の
利

子
・
配
当
収
入
と
売
買
益
（
評
価
益
を
含
み
ま
す
。）
等
の
全
額

と
し
ま
す
。

②
収
益
分
配
額
は
、
委
託
者
が
基
準
価
額
水
準
等
を
勘
案
し
て
決
定

致
し
ま
す
。
た
だ
し
、
分
配
対
象
額
が
少
額
の
場
合
は
分
配
を
行

わ
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

③
留
保
益
の
運
用
に
付
い
て
は
特
に
制
限
を
設
け
ず
、
委
託
者
の
判

断
に
基
づ
き
元
本
部
分
と
同
一
の
運
用
を
行
い
ま
す
。

追
加
型
証
券
投
資
信
託

ド
イ
チ
ェ
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
イ
ン
カ
ム
オ
ー
プ
ン
　
約
款

（
信
託
の
種
類
、
委
託
者
お
よ
び
受
託
者
）

第
１
条
　
こ
の
信
託
は
、
証
券
投
資
信
託
で
あ
り
、
ド
イ
チ
ェ
・
ア
セ

ッ
ト
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
株
式
会
社
を
委
託
者
と
し
、
三
菱
Ｕ
Ｆ
Ｊ
信
託

銀
行
株
式
会
社
を
受
託
者
と
し
ま
す
。

（
信
託
事
務
の
委
託
）

第
１
条
の
２
　
受
託
者
は
、
信
託
事
務
の
処
理
の
一
部
に
つ
い
て
、
金

融
機
関
の
信
託
業
務
の
兼
営
等
に
関
す
る
法
律
第
１
条
第
１
項
の
規
定

に
よ
る
信
託
業
務
の
兼
営
の
認
可
を
受
け
た
１
の
金
融
機
関
と
信
託
契

約
を
締
結
し
、
こ
れ
を
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

（
信
託
の
目
的
と
金
額
）

第
２
条
　
委
託
者
は
、
金
２
０
０
億
円
を
上
限
と
し
て
受
益
者
の
た
め

に
利
殖
の
目
的
を
も
っ
て
信
託
し
、
受
託
者
は
こ
れ
を
引
き
受
け
ま
す
。

（
信
託
金
の
限
度
額
）

第
３
条
　
委
託
者
は
、
受
託
者
と
合
意
の
う
え
、
金
１,
０
０
０
億
円
を

限
度
と
し
て
信
託
金
を
追
加
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

②
追
加
信
託
が
行
な
わ
れ
た
と
き
は
、
受
託
者
は
そ
の
引
き
受
け
を

証
す
る
書
面
を
委
託
者
に
交
付
し
ま
す
。

③
委
託
者
は
、
受
託
者
と
合
意
の
う
え
、
第
１
項
の
限
度
額
を
変
更

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

（
信
託
期
間
）

第
４
条
　
こ
の
信
託
の
期
間
は
、
信
託
契
約
締
結
日
か
ら
第
53
条
第
１

項
、
第
54
条
第
１
項
、
第
55
条
第
１
項
お
よ
び
第
57
条
第
２
項
の
規
定

に
よ
る
解
約
の
日
ま
で
と
し
ま
す
。

（
受
益
証
券
の
取
得
申
込
み
の
勧
誘
の
種
類
）

第
５
条
　
こ
の
信
託
に
か
か
る
受
益
証
券
の
取
得
申
込
み
の
勧
誘
は
、

証
券
取
引
法
第
２
条
第
３
項
第
１
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
し
、
投
資

信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
第
２
条
第
13
項
で
定
め
る
公
募
に

よ
り
行
わ
れ
ま
す
。

（
当
初
の
受
益
者
）

第
６
条
　
こ
の
信
託
契
約
締
結
当
初
お
よ
び
追
加
信
託
当
初
の
受
益
者

は
、
委
託
者
の
指
定
す
る
受
益
証
券
取
得
申
込
者
と
し
、
第
７
条
の
規

定
に
よ
り
分
割
さ
れ
た
受
益
権
は
、
そ
の
取
得
申
込
口
数
に
応
じ
て
、

取
得
申
込
者
に
帰
属
し
ま
す
。

（
受
益
権
の
分
割
お
よ
び
再
分
割
）

第
７
条
　
委
託
者
は
、
第
２
条
の
規
定
に
よ
る
受
益
権
に
つ
い
て
は
２

０
０
億
口
を
上
限
と
し
て
、
追
加
信
託
に
よ
っ
て
生
じ
た
受
益
権
に
つ

い
て
は
、
こ
れ
を
追
加
信
託
の
つ
ど
第
８
条
第
１
項
の
追
加
口
数
に
、

そ
れ
ぞ
れ
均
等
に
分
割
し
ま
す
。

②
委
託
者
は
、
受
託
者
と
協
議
の
う
え
、
一
定
日
現
在
の
受
益
権
を

均
等
に
再
分
割
で
き
ま
す
。

39
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款
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追加型証券投資信託
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（
追
加
信
託
の
価
額
お
よ
び
口
数
、
基
準
価
額
の
計
算
方
法
）

第
８
条
　
追
加
信
託
金
は
、
追
加
信
託
を
行
な
う
日
の
前
営
業
日
の
基

準
価
額
に
、
当
該
追
加
信
託
に
か
か
る
受
益
権
の
口
数
を
乗
じ
た
額
と

し
ま
す
。

②
こ
の
約
款
に
お
い
て
基
準
価
額
と
は
、
信
託
財
産
に
属
す
る
資
産

（
受
入
担
保
金
代
用
有
価
証
券
を
除
き
ま
す
。）を
法
令
お
よ
び
社

団
法
人
投
資
信
託
協
会
規
則
に
従
っ
て
時
価
評
価
し
て
得
た
信
託

財
産
の
資
産
総
額
か
ら
負
債
総
額
を
控
除
し
た
金
額（
以
下
「
純

資
産
総
額
」
と
い
い
ま
す
。）を
、
計
算
日
に
お
け
る
受
益
権
口
数

で
除
し
た
金
額
を
い
い
ま
す
。

（
信
託
日
時
の
異
な
る
受
益
権
の
内
容
）

第
９
条
　
こ
の
信
託
の
受
益
権
は
、
信
託
の
日
時
を
異
に
す
る
こ
と
に

よ
り
差
異
を
生
ず
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

（
受
益
証
券
の
発
行
）

第
10
条
　
委
託
者
は
、
第
７
条
の
規
定
に
よ
り
分
割
さ
れ
た
受
益
権
を

表
示
す
る
収
益
分
配
金
交
付
票
付
の
無
記
名
式
の
受
益
証
券
を
発
行
し

ま
す
。

（
受
益
証
券
の
発
行
に
つ
い
て
の
受
託
者
の
認
証
）

第
11
条
　
委
託
者
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
受
益
証
券
を
発
行
す
る
と

き
は
、
そ
の
発
行
す
る
受
益
証
券
が
こ
の
信
託
約
款
に
適
合
す
る
旨
の

受
託
者
の
認
証
を
受
け
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

②
前
項
の
認
証
は
、
受
託
者
の
代
表
取
締
役
が
そ
の
旨
を
受
益
証
券

に
記
載
し
記
名
捺
印
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
な
い
ま
す
。

（
受
益
証
券
の
申
込
単
位
お
よ
び
価
額
）

第
12
条
　
委
託
者
の
指
定
す
る
証
券
会
社（
証
券
取
引
法
第
２
条
第
９

項
に
規
定
す
る
証
券
会
社
を
い
い
、
外
国
証
券
業
者
に
関
す
る
法
律
第

２
条
第
２
号
に
規
定
す
る
外
国
証
券
会
社
を
含
み
ま
す
。
以
下
同
じ
。）

お
よ
び
登
録
金
融
機
関（
証
券
取
引
法
第
65
条
の
２
第
３
項
に
規
定
す

る
登
録
金
融
機
関
を
い
い
ま
す
。
以
下
同
じ
。）は
、
第
10
条
の
規
定
に

よ
り
発
行
さ
れ
た
受
益
証
券
を
、
そ
の
取
得
申
込
者
に
対
し
、
１
口
単

位
を
も
っ
て
売
却
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

②
前
項
の
場
合
の
受
益
証
券
の
価
額
は
、
取
得
申
込
日
の
翌
営
業
日

の
基
準
価
額
に
手
数
料
お
よ
び
当
該
手
数
料
に
か
か
る
消
費
税
お

よ
び
地
方
消
費
税（
以
下「
消
費
税
等
」と
い
い
ま
す
。）に
相
当
す

る
金
額
を
加
算
し
た
価
額
と
し
ま
す
。
た
だ
し
、
こ
の
信
託
契
約

締
結
日
前
の
取
得
申
込
に
か
か
る
受
益
証
券
の
価
額
は
、
１
口
に

つ
き
１
円
に
、
手
数
料
お
よ
び
当
該
手
数
料
に
か
か
る
消
費
税
等

に
相
当
す
る
金
額
を
加
算
し
た
価
額
と
し
ま
す
。

③
前
項
の
手
数
料
の
額
は
、
委
託
者
の
指
定
す
る
証
券
会
社
ま
た
は

登
録
金
融
機
関
が
そ
れ
ぞ
れ
別
に
定
め
る
率
を
取
得
申
込
日
の
翌

営
業
日
の
基
準
価
額
に
乗
じ
て
得
た
額
と
し
ま
す
。
た
だ
し
、
こ
の
信

託
契
約
締
結
日
前
の
取
得
申
込
に
か
か
る
手
数
料
の
額
は
、
委
託

者
の
指
定
す
る
証
券
会
社
ま
た
は
登
録
金
融
機
関
が
そ
れ
ぞ
れ
別

に
定
め
る
率
を
１
口
に
つ
き
１
円
に
乗
じ
て
得
た
額
と
し
ま
す
。

④
第
２
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
受
益
者
が
別
に
定
め
る
契
約
に
基

づ
い
て
収
益
分
配
金
を
再
投
資
す
る
場
合
の
受
益
証
券
の
価
額
は
、

第
44
条
に
規
定
す
る
計
算
期
間
終
了
日
の
基
準
価
額
と
し
ま
す
。

⑤
委
託
者
は
、
証
券
取
引
所
等
に
お
け
る
取
引
の
停
止
そ
の
他
や
む

を
得
な
い
事
情
が
あ
る
と
き
は
、
受
益
証
券
の
取
得
申
込
の
受
付

を
中
止
す
る
こ
と
及
び
既
に
受
付
け
た
取
得
申
込
の
受
付
け
を
取

り
消
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。

（
受
益
証
券
の
種
類
）

第
13
条
　
委
託
者
が
発
行
す
る
受
益
証
券
は
、
１
万
口
券
、
５
万
口
券
、

10
万
口
券
、
50
万
口
券
、
１
０
０
万
口
券
、
５
０
０
万
口
券
、
１,
０
０

０
万
口
券
お
よ
び
１
億
口
券
の
８
種
類
と
し
ま
す
。

②
委
託
者
の
指
定
す
る
証
券
会
社
お
よ
び
登
録
金
融
機
関
は
、
第
１

項
の
受
益
証
券
を
原
則
と
し
て
保
護
預
り
契
約
に
基
づ
き
保
管
す

る
も
の
と
し
ま
す
。

③
委
託
者
の
指
定
す
る
証
券
会
社
お
よ
び
登
録
金
融
機
関
と
受
益
証

券
取
得
申
込
者
と
の
間
に
結
ば
れ
た
別
に
定
め
る
契
約
お
よ
び
保

護
預
り
契
約
に
基
づ
い
て
委
託
者
の
指
定
す
る
証
券
会
社
お
よ
び

登
録
金
融
機
関
が
保
管
す
る
受
益
証
券
の
種
類
は
第
２
項
に
定
め

る
も
の
の
ほ
か
、
１
口
の
整
数
倍
の
口
数
を
表
示
し
た
受
益
証
券

と
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

（
受
益
証
券
の
記
名
式
、
無
記
名
式
へ
の
変
更
な
ら
び
に
名
義
書
換
手
続
）

第
14
条
　
委
託
者
は
、
受
益
者
が
委
託
者
の
定
め
る
手
続
に
よ
っ
て
請

求
し
た
と
き
は
、
無
記
名
式
の
受
益
証
券
と
引
き
換
え
に
記
名
式
の
受

益
証
券
を
、
ま
た
は
記
名
式
の
受
益
証
券
と
引
き
換
え
に
無
記
名
式
の

受
益
証
券
を
交
付
し
ま
す
。

②
記
名
式
の
受
益
証
券
の
所
持
人
は
、
委
託
者
の
定
め
る
手
続
に
よ

っ
て
名
義
書
換
を
委
託
者
に
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

③
前
項
の
規
定
に
よ
る
名
義
書
換
の
手
続
は
、
第
44
条
に
規
定
す
る

毎
計
算
期
間
終
了
日
の
翌
日
か
ら
15
日
間
停
止
し
ま
す
。

（
記
名
式
受
益
証
券
譲
渡
の
対
抗
要
件
）

第
15
条
　
記
名
式
の
受
益
証
券
の
譲
渡
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
名
義

書
換
に
よ
ら
な
け
れ
ば
、
委
託
者
お
よ
び
受
託
者
に
対
抗
す
る
こ
と
が

で
き
ま
せ
ん
。

（
無
記
名
式
の
受
益
証
券
の
再
交
付
）

第
16
条
　
委
託
者
は
、
無
記
名
式
の
受
益
証
券
を
喪
失
し
た
受
益
者
が
、

公
示
催
告
に
よ
る
除
権
判
決
の
謄
本
を
添
え
、
委
託
者
の
定
め
る
手
続

に
よ
り
再
交
付
を
請
求
し
た
と
き
は
、
受
益
証
券
を
再
交
付
し
ま
す
。

（
記
名
式
の
受
益
証
券
の
再
交
付
）

第
17
条
　
委
託
者
は
、
記
名
式
の
受
益
証
券
を
喪
失
し
た
受
益
者
が
、

委
託
者
の
定
め
る
手
続
に
よ
っ
て
再
交
付
を
請
求
し
た
と
き
は
、
記
名

式
の
受
益
証
券
を
再
交
付
し
ま
す
。

（
受
益
証
券
を
毀
損
し
た
場
合
等
の
再
交
付
）

第
18
条
　
受
益
証
券
を
毀
損
ま
た
は
汚
損
し
た
受
益
者
が
、
受
益
証
券

を
添
え
、
委
託
者
の
定
め
る
手
続
に
よ
り
再
交
付
を
請
求
し
た
と
き
は
、

委
託
者
は
、
受
益
証
券
を
再
交
付
し
ま
す
。
た
だ
し
、
真
偽
を
鑑
別
し

が
た
い
と
き
は
、
前
２
条
の
規
定
を
準
用
し
ま
す
。

（
受
益
証
券
の
再
交
付
の
費
用
）

第
19
条
　
受
益
証
券
を
再
交
付
す
る
と
き
は
、
委
託
者
は
、
受
益
者
に

対
し
て
実
費
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

（
投
資
の
対
象
と
す
る
資
産
の
種
類
）

第
20
条
　
こ
の
信
託
に
お
い
て
投
資
の
対
象
と
す
る
資
産
の
種
類
は
、

次
に
掲
げ
る
も
の
と
し
ま
す
。

１
次
に
掲
げ
る
特
定
資
産（「
特
定
資
産
」と
は
、
投
資
信
託
及
び
投

資
法
人
に
関
す
る
法
律
第
２
条
第
１
項
で
定
め
る
も
の
を
い
い
ま

す
。
以
下
同
じ
。）

イ
　
有
価
証
券

ロ
　
有
価
証
券
指
数
等
先
物
取
引
に
係
る
権
利

ハ
　
有
価
証
券
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
に
係
る
権
利

ニ
　
外
国
市
場
証
券
先
物
取
引
に
係
る
権
利

ホ
　
金
銭
債
権

へ
　
約
束
手
形
（
証
券
取
引
法
第
２
条
第
１
項
第
８
号
に
掲
げ
る

も
の
を
除
き
ま
す
。）

ト
　
金
融
先
物
取
引
に
係
る
権
利

チ
　
金
融
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
係
る
権
利（
ロ
か
ら
二
ま
で
に

掲
げ
る
も
の
に
該
当
す
る
も
の
を
除
き
ま
す
。）

リ
　
金
銭
を
信
託
す
る
信
託
の
受
益
権

２
次
に
掲
げ
る
特
定
資
産
以
外
の
資
産

イ
　
外
国
有
価
証
券
市
場
に
お
い
て
行
な
わ
れ
る
有
価
証
券
先
物

取
引
と
類
似
の
取
引
に
係
る
権
利

ロ
　
為
替
手
形

（
有
価
証
券
お
よ
び
金
融
商
品
の
指
図
範
囲
等
）

第
21
条
　
委
託
者
は
、
信
託
金
を
、
主
と
し
て
ド
イ
チ
ェ
・
ア
セ
ッ

ト
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
株
式
会
社
を
委
託
者
と
し
、
三
菱
Ｕ
Ｆ
Ｊ
信
託
銀

行
株
式
会
社
を
受
託
者
と
し
て
締
結
さ
れ
た
親
投
資
信
託
で
あ
る
ド
イ

チ
ェ
　
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
イ
ン
カ
ム
オ
ー
プ
ン
マ
ザ
ー
フ
ァ
ン
ド
（
以
下

「
マ
ザ
ー
フ
ァ
ン
ド
」と
い
い
ま
す
。）の
受
益
証
券
の
ほ
か
、
次
の
有
価

証
券
に
投
資
す
る
こ
と
を
指
図
し
ま
す
。

１
株
券
ま
た
は
新
株
引
受
権
証
書

２
国
債
証
券

３
地
方
債
証
券

４
特
別
の
法
律
に
よ
り
法
人
の
発
行
す
る
債
券

５
社
債
券（
新
株
引
受
権
証
券
と
社
債
券
と
が
一
体
と
な
っ
た
新
株

引
受
権
付
社
債
券（
以
下「
分
離
型
新
株
引
受
権
付
社
債
券
」
と
い

い
ま
す
。）の
新
株
引
受
権
証
券
を
除
き
ま
す
。）

６
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
・
ペ
ー
パ
ー

７
外
国
ま
た
は
外
国
法
人
の
発
行
す
る
証
券
ま
た
は
証
書
で
、
第
１

号
か
ら
第
６
号
の
証
券
ま
た
は
証
書
の
性
質
を
有
す
る
も
の

８
新
株
引
受
権
証
券（
分
離
型
新
株
引
受
権
付
社
債
券
の
新
株
引
受

権
証
券
を
含
み
ま
す
。）お
よ
び
新
株
予
約
権
証
券（
外
国
ま
た
は

外
国
法
人
が
発
行
す
る
証
券
ま
た
は
証
書
で
、
か
か
る
性
質
を
有

す
る
も
の
を
含
み
ま
す
。）



９
投
資
信
託
ま
た
は
外
国
投
資
信
託
の
受
益
証
券（
証
券
取
引
法
第

２
条
第
１
項
第
７
号
で
定
め
る
も
の
を
い
い
ま
す
。）

10
投
資
証
券
ま
た
は
外
国
投
資
証
券（
証
券
取
引
法
第
２
条
第
１
項

第
７
号
の
２
で
定
め
る
も
の
を
い
い
ま
す
。）

11
外
国
貸
付
債
権
信
託
受
益
証
券（
証
券
取
引
法
第
２
条
第
１
項
第

１
０
号
で
定
め
る
も
の
を
い
い
ま
す
。）

12
外
国
法
人
が
発
行
す
る
譲
渡
性
預
金
証
書

13
貸
付
債
権
信
託
受
益
権（
証
券
取
引
法
第
２
条
第
２
項
第
１
号
で

定
め
る
も
の
を
い
い
ま
す
。）

14
外
国
法
人
に
対
す
る
権
利
で
前
号
の
権
利
の
性
質
を
有
す
る
も
の

な
お
、
第
１
号
の
証
券
ま
た
は
証
書
お
よ
び
第
７
号
の
証
券
ま

た
は
証
書
の
う
ち
第
１
号
の
証
券
ま
た
は
証
書
の
性
質
を
有
す
る

も
の
を
以
下「
株
式
」と
い
い
、
第
２
号
か
ら
第
５
号
ま
で
の
証

券
お
よ
び
第
７
号
の
証
券
の
う
ち
第
２
号
か
ら
第
５
号
ま
で
の
証

券
の
性
質
を
有
す
る
も
の
を
以
下「
公
社
債
」と
い
い
ま
す
。

②
委
託
者
は
、
信
託
金
を
、
前
項
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
ほ
か
、
次

に
掲
げ
る
金
融
商
品
に
よ
り
運
用
す
る
こ
と
を
指
図
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

１
預
金

２
指
定
金
銭
信
託

３
コ
ー
ル
・
ロ
ー
ン

４
手
形
割
引
市
場
に
お
い
て
売
買
さ
れ
る
手
形

③
委
託
者
は
、
取
得
時
に
お
い
て
信
託
財
産
に
属
す
る
新
株
引
受
権

証
券
お
よ
び
新
株
予
約
権
証
券
の
時
価
総
額
と
マ
ザ
ー
フ
ァ
ン
ド

の
信
託
財
産
に
属
す
る
新
株
引
受
権
証
券
お
よ
び
新
株
予
約
権
証

券
の
時
価
総
額
の
う
ち
信
託
財
産
に
属
す
る
と
み
な
し
た
額
と
の

合
計
額
が
、
信
託
財
産
の
純
資
産
総
額
の
１
０
０
分
の
５
を
超
え

る
こ
と
と
な
る
投
資
の
指
図
を
し
ま
せ
ん
。

④
前
項
に
お
い
て
マ
ザ
ー
フ
ァ
ン
ド
の
信
託
財
産
に
属
す
る
新
株
引

受
権
証
券
お
よ
び
新
株
予
約
権
証
券
の
時
価
総
額
の
う
ち
信
託
財

産
に
属
す
る
と
み
な
し
た
額
と
は
、
信
託
財
産
に
属
す
る
マ
ザ
ー

フ
ァ
ン
ド
の
時
価
総
額
に
マ
ザ
ー
フ
ァ
ン
ド
の
信
託
財
産
純
資
産

総
額
に
占
め
る
新
株
引
受
権
証
券
お
よ
び
新
株
予
約
権
証
券
の
時

価
総
額
の
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
を
い
い
ま
す
。

（
運
用
の
基
本
方
針
）

第
22
条
　
委
託
者
は
、
信
託
財
産
の
運
用
に
あ
た
っ
て
は
、
別
に
定
め

る
運
用
の
基
本
方
針
に
し
た
が
っ
て
、
そ
の
指
図
を
行
な
い
ま
す
。

（
投
資
す
る
株
式
等
の
範
囲
）

第
23
条
　
委
託
者
が
投
資
す
る
こ
と
を
指
図
す
る
株
式
、
新
株
引
受
権

証
券
お
よ
び
新
株
予
約
権
証
券
は
、
証
券
取
引
所
に
上
場（
上
場
予
定

を
含
み
ま
す
。）さ
れ
て
い
る
株
式
の
発
行
会
社
の
発
行
す
る
も
の
お

よ
び
証
券
取
引
所
に
準
ず
る
市
場
に
お
い
て
取
引
さ
れ
て
い
る
株
式
の

発
行
会
社
の
発
行
す
る
も
の
と
し
ま
す
。
た
だ
し
、
株
主
割
当
ま
た
は

社
債
権
者
割
当
に
よ
り
取
得
す
る
株
式
、
新
株
引
受
権
証
券
お
よ
び
新

株
予
約
権
証
券
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

（
同
一
銘
柄
の
株
式
等
へ
の
投
資
制
限
）

第
24
条
　
委
託
者
は
、
取
得
時
に
お
い
て
信
託
財
産
に
属
す
る
同
一
銘

柄
の
株
式
の
時
価
総
額
と
マ
ザ
ー
フ
ァ
ン
ド
の
信
託
財
産
に
属
す
る
当

該
株
式
の
時
価
総
額
の
う
ち
信
託
財
産
に
属
す
る
と
み
な
し
た
額
と
の

合
計
額
が
、
信
託
財
産
の
純
資
産
総
額
の
１
０
０
分
の
５
を
超
え
る
こ

と
と
な
る
投
資
の
指
図
を
し
ま
せ
ん
。

②
委
託
者
は
、
信
託
財
産
に
属
す
る
同
一
銘
柄
の
新
株
引
受
権
証
券

お
よ
び
新
株
予
約
権
証
券
の
時
価
総
額
と
マ
ザ
ー
フ
ァ
ン
ド
の
信

託
財
産
に
属
す
る
当
該
新
株
引
受
権
証
券
お
よ
び
新
株
予
約
権
証

券
の
時
価
総
額
の
う
ち
信
託
財
産
に
属
す
る
と
み
な
し
た
額
と
の

合
計
額
が
、
信
託
財
産
の
純
資
産
総
額
の
１
０
０
分
の
５
を
超
え

る
こ
と
と
な
る
投
資
の
指
図
を
し
ま
せ
ん
。

③
前
２
項
に
お
い
て
マ
ザ
ー
フ
ァ
ン
ド
の
信
託
財
産
に
属
す
る
当
該

株
式
の
時
価
総
額
の
う
ち
信
託
財
産
に
属
す
る
と
み
な
し
た
額
と

は
、
信
託
財
産
に
属
す
る
マ
ザ
ー
フ
ァ
ン
ド
の
時
価
総
額
に
マ
ザ

ー
フ
ァ
ン
ド
の
信
託
財
産
純
資
産
総
額
に
占
め
る
当
該
株
式
の
時

価
総
額
の
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
を
い
い
、
マ
ザ
ー
フ
ァ
ン
ド
の

信
託
財
産
に
属
す
る
当
該
新
株
引
受
権
証
券
お
よ
び
新
株
予
約
権

証
券
の
時
価
総
額
の
う
ち
信
託
財
産
に
属
す
る
と
み
な
し
た
額
と

は
、
信
託
財
産
に
属
す
る
マ
ザ
ー
フ
ァ
ン
ド
の
時
価
総
額
に
マ
ザ

ー
フ
ァ
ン
ド
の
信
託
財
産
純
資
産
総
額
に
占
め
る
当
該
新
株
引
受

権
証
券
お
よ
び
新
株
予
約
権
証
券
の
時
価
総
額
の
割
合
を
乗
じ
て

得
た
額
を
い
い
ま
す
。

（
信
用
取
引
の
指
図
範
囲
）

第
25
条
　
委
託
者
は
、
信
託
財
産
の
効
率
的
な
運
用
に
資
す
る
た
め
、

信
用
取
引
に
よ
り
株
券
を
売
り
付
け
る
こ
と
の
指
図
を
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
な
お
、
当
該
売
り
付
け
の
決
済
に
つ
い
て
は
、
株
券
の
引
き

渡
し
ま
た
は
買
い
戻
し
に
よ
り
行
な
う
こ
と
の
指
図
を
す
る
こ
と
が
で

き
る
も
の
と
し
ま
す
。

②
前
項
の
信
用
取
引
の
指
図
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の

発
行
会
社
の
発
行
す
る
株
券
に
つ
い
て
行
な
う
こ
と
が
で
き
る
も

の
と
し
、
か
つ
次
の
各
号
に
掲
げ
る
株
券
数
の
合
計
数
を
超
え
な

い
も
の
と
し
ま
す
。

１
信
託
財
産
に
属
す
る
株
券
お
よ
び
新
株
引
受
権
証
書
の
権
利
行

使
に
よ
り
取
得
す
る
株
券

２
株
式
分
割
に
よ
り
取
得
す
る
株
券

３
有
償
増
資
に
よ
り
取
得
す
る
株
券

４
売
り
出
し
に
よ
り
取
得
す
る
株
券

５
信
託
財
産
に
属
す
る
転
換
社
債
の
転
換
請
求
お
よ
び
新
株
予
約

権（
新
株
予
約
権
付
社
債
の
う
ち
会
社
法
第
２
３
６
条
第
１
項

第
３
号
の
財
産
が
当
該
新
株
予
約
権
付
社
債
に
つ
い
て
の
社
債

で
あ
っ
て
当
該
社
債
と
当
該
新
株
予
約
権
が
そ
れ
ぞ
れ
単
独
で

存
在
し
得
な
い
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め
明
確
に
し
て
い
る
も
の

（
以
下
会
社
法
施
行
前
の
旧
商
法
第
３
４
１
条
ノ
３
第
１
項
第

７
号
お
よ
び
第
８
号
の
定
め
が
あ
る
新
株
予
約
権
付
社
債
を
含

め「
転
換
社
債
型
新
株
予
約
権
付
社
債
」と
い
い
ま
す
。）の
新

株
予
約
権
に
限
り
ま
す
。）の
行
使
に
よ
り
取
得
可
能
な
株
券

６
信
託
財
産
に
属
す
る
新
株
引
受
権
証
券
お
よ
び
新
株
引
受
権
付

社
債
券
の
新
株
引
受
権
の
行
使
、
ま
た
は
信
託
財
産
に
属
す
る

新
株
予
約
権
証
券
お
よ
び
新
株
予
約
権
付
社
債
券
の
新
株
予
約

権（
前
号
に
定
め
る
も
の
を
除
き
ま
す
。）の
行
使
に
よ
り
取
得

可
能
な
株
券

（
先
物
取
引
等
の
運
用
指
図
・
目
的
・
範
囲
）

第
26
条
　
委
託
者
は
、
わ
が
国
の
証
券
取
引
所
に
お
け
る
有
価
証
券
先

物
取
引
、
有
価
証
券
指
数
等
先
物
取
引
お
よ
び
有
価
証
券
オ
プ
シ
ョ
ン

取
引
な
ら
び
に
外
国
の
取
引
所
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
取
引
と
類
似
の
取

引
を
行
な
う
こ
と
の
指
図
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
な
お
、
選
択
権

取
引
は
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
に
含
め
る
も
の
と
し
ま
す（
以
下
同
じ
。）。

②
委
託
者
は
、
わ
が
国
の
取
引
所
に
お
け
る
通
貨
に
係
る
先
物
取
引

な
ら
び
に
外
国
の
取
引
所
に
お
け
る
通
貨
に
係
る
先
物
取
引
お
よ

び
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
を
行
な
う
こ
と
の
指
図
を
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

③
委
託
者
は
、
わ
が
国
の
取
引
所
に
お
け
る
金
利
に
係
る
先
物
取
引

お
よ
び
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
な
ら
び
に
外
国
の
取
引
所
に
お
け
る
こ

れ
ら
の
取
引
と
類
似
の
取
引
を
行
な
う
こ
と
の
指
図
を
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

（
ス
ワ
ッ
プ
取
引
の
運
用
指
図
・
目
的
・
範
囲
）

第
27
条
　
委
託
者
は
、
異
な
っ
た
通
貨
、
異
な
っ
た
受
取
り
金
利
ま
た

は
異
な
っ
た
受
取
り
金
利
と
そ
の
元
本
を
一
定
の
条
件
の
も
と
に
交
換

す
る
取
引（
以
下「
ス
ワ
ッ
プ
取
引
」と
い
い
ま
す
。）を
行
な
う
こ
と
の

指
図
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

②
ス
ワ
ッ
プ
取
引
の
指
図
に
あ
た
っ
て
は
、
当
該
取
引
の
契
約
期
限

が
、
原
則
と
し
て
第
４
条
に
定
め
る
信
託
期
間
を
超
え
な
い
も
の

と
し
ま
す
。
た
だ
し
、
当
該
取
引
が
当
該
信
託
期
間
内
で
全
部
解

約
が
可
能
な
も
の
に
つ
い
て
は
こ
の
限
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

③
ス
ワ
ッ
プ
取
引
の
指
図
に
あ
た
っ
て
は
、
当
該
信
託
財
産
に
か
か

る
ス
ワ
ッ
プ
取
引
の
想
定
元
本
の
総
額
と
マ
ザ
ー
フ
ァ
ン
ド
の
信

託
財
産
に
か
か
る
ス
ワ
ッ
プ
取
引
の
想
定
元
本
の
総
額
の
う
ち
信

託
財
産
に
属
す
る
と
み
な
し
た
額
と
の
合
計
額（
以
下「
ス
ワ
ッ

プ
取
引
の
想
定
元
本
の
合
計
額
」と
い
い
ま
す
。
以
下
本
項
に
お

い
て
同
じ
。）が
、
信
託
財
産
の
純
資
産
総
額
を
超
え
な
い
も
の

と
し
ま
す
。
な
お
、
信
託
財
産
の
一
部
解
約
等
の
事
由
に
よ
り
、

前
記
純
資
産
総
額
が
減
少
し
て
、
ス
ワ
ッ
プ
取
引
の
想
定
元
本
の

合
計
額
が
信
託
財
産
の
純
資
産
総
額
を
超
え
る
こ
と
と
な
っ
た
場

合
に
は
、
委
託
者
は
速
や
か
に
、
そ
の
超
え
る
額
に
相
当
す
る
ス

ワ
ッ
プ
取
引
の
一
部
の
解
約
を
指
図
す
る
も
の
と
し
ま
す
。

④
前
項
に
お
い
て
マ
ザ
ー
フ
ァ
ン
ド
の
信
託
財
産
に
か
か
る
ス
ワ
ッ

プ
取
引
の
想
定
元
本
の
総
額
の
う
ち
信
託
財
産
に
属
す
る
と
み
な

し
た
額
と
は
、
マ
ザ
ー
フ
ァ
ン
ド
の
信
託
財
産
に
か
か
る
ス
ワ
ッ

プ
取
引
の
想
定
元
本
の
総
額
に
マ
ザ
ー
フ
ァ
ン
ド
の
信
託
財
産
の
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純
資
産
総
額
に
占
め
る
信
託
財
産
に
属
す
る
マ
ザ
ー
フ
ァ
ン
ド
の

時
価
総
額
の
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
を
い
い
ま
す
。

⑤
ス
ワ
ッ
プ
取
引
の
評
価
は
、
当
該
取
引
契
約
の
相
手
方
が
市
場
実

勢
金
利
等
を
も
と
に
算
出
し
た
価
額
で
評
価
す
る
も
の
と
し
ま

す
。

⑥
委
託
者
は
、
ス
ワ
ッ
プ
取
引
を
行
な
う
に
あ
た
り
担
保
の
提
供
あ

る
い
は
受
入
れ
が
必
要
と
認
め
た
と
き
は
、
担
保
の
提
供
あ
る
い

は
受
入
れ
の
指
図
を
行
な
う
も
の
と
し
ま
す
。

（
同
一
銘
柄
の
転
換
社
債
等
へ
の
投
資
制
限
）

第
28
条
　
委
託
者
は
、
信
託
財
産
に
属
す
る
同
一
銘
柄
の
転
換
社
債
、

な
ら
び
に
転
換
社
債
型
新
株
予
約
権
付
社
債
の
時
価
総
額
と
マ
ザ
ー
フ

ァ
ン
ド
の
信
託
財
産
に
属
す
る
当
該
同
一
銘
柄
の
転
換
社
債
、
な
ら
び

に
転
換
社
債
型
新
株
予
約
権
付
社
債
の
時
価
総
額
の
う
ち
信
託
財
産
に

属
す
る
と
み
な
し
た
額
と
の
合
計
額
が
、
信
託
財
産
の
純
資
産
総
額
の

１
０
０
分
の
５
を
超
え
る
こ
と
と
な
る
投
資
の
指
図
を
し
ま
せ
ん
。

②
前
項
に
お
い
て
信
託
財
産
に
属
す
る
と
み
な
し
た
額
と
は
、
信
託

財
産
に
属
す
る
マ
ザ
ー
フ
ァ
ン
ド
の
時
価
総
額
に
マ
ザ
ー
フ
ァ
ン

ド
の
信
託
財
産
純
資
産
総
額
に
占
め
る
当
該
同
一
銘
柄
の
転
換
社

債
、
な
ら
び
に
転
換
社
債
型
新
株
予
約
権
付
社
債
の
時
価
総
額
の

割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
を
い
い
ま
す
。

（
有
価
証
券
の
貸
付
の
指
図
お
よ
び
範
囲
）

第
29
条
　
委
託
者
は
、
信
託
財
産
の
効
率
的
な
運
用
に
資
す
る
た
め
、

信
託
財
産
に
属
す
る
株
式
お
よ
び
公
社
債
を
次
の
各
号
の
範
囲
内
で
貸

付
の
指
図
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

１
株
式
の
貸
付
は
、
貸
付
時
点
に
お
い
て
、
貸
付
株
式
の
時
価
合
計

額
が
、
信
託
財
産
で
保
有
す
る
株
式
の
時
価
合
計
額
の
50
%
を
超

え
な
い
も
の
と
し
ま
す
。

２
公
社
債
の
貸
付
は
、
貸
付
時
点
に
お
い
て
、
貸
付
公
社
債
の
額
面

金
額
の
合
計
額
が
、
信
託
財
産
で
保
有
す
る
公
社
債
の
額
面
金
額

の
合
計
額
の
50
%
を
超
え
な
い
も
の
と
し
ま
す
。

②
前
項
に
定
め
る
限
度
額
を
超
え
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
は
、

委
託
者
は
速
や
か
に
、
そ
の
超
え
る
額
に
相
当
す
る
契
約
の
一

部
の
解
約
を
指
図
す
る
も
の
と
し
ま
す
。

③
委
託
者
は
、
有
価
証
券
の
貸
付
に
あ
た
っ
て
必
要
と
認
め
た
と

き
は
、
担
保
の
受
入
れ
の
指
図
を
行
な
う
も
の
と
し
ま
す
。

（
外
貨
建
資
産
へ
の
投
資
制
限
）

第
30
条
　
委
託
者
は
、
信
託
財
産
に
属
す
る
外
貨
建
資
産
の
時
価
総
額

お
よ
び
マ
ザ
ー
フ
ァ
ン
ド
の
信
託
財
産
に
属
す
る
外
貨
建
資
産
の
う
ち

信
託
財
産
に
属
す
る
と
み
な
し
た
額（
信
託
財
産
に
属
す
る
マ
ザ
ー
フ

ァ
ン
ド
の
時
価
総
額
に
マ
ザ
ー
フ
ァ
ン
ド
の
信
託
財
産
純
資
産
総
額
に

占
め
る
外
貨
建
資
産
の
時
価
総
額
の
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
を
い
い
ま

す
。）な
ら
び
に
こ
れ
ら
の
合
計
額
の
信
託
財
産
の
純
資
産
総
額
に
対
す

る
割
合
に
つ
い
て
、
制
限
を
設
け
ま
せ
ん
。

（
特
別
の
場
合
の
外
貨
建
有
価
証
券
へ
の
投
資
制
限
）

第
31
条
　
外
貨
建
有
価
証
券
へ
の
投
資
に
つ
い
て
は
、
わ
が
国
の
国
際

収
支
上
の
理
由
等
に
よ
り
特
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
制
約

さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

（
外
国
為
替
予
約
の
指
図
）

第
32
条
　
委
託
者
は
、
信
託
財
産
に
属
す
る
外
貨
建
資
産
と
マ
ザ
ー
フ

ァ
ン
ド
の
信
託
財
産
に
属
す
る
外
貨
建
資
産
の
う
ち
信
託
財
産
に
属
す

る
と
み
な
し
た
額（
信
託
財
産
に
属
す
る
マ
ザ
ー
フ
ァ
ン
ド
の
時
価
総

額
に
マ
ザ
ー
フ
ァ
ン
ド
の
信
託
財
産
純
資
産
総
額
に
占
め
る
外
貨
建
資

産
の
時
価
総
額
の
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
を
い
い
ま
す
。）と
の
合
計
額

に
つ
い
て
、
当
該
外
貨
建
資
産
の
為
替
ヘ
ッ
ジ
の
た
め
、
外
国
為
替
の

売
買
の
予
約
を
指
図
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

（
外
貨
建
資
産
の
円
換
算
お
よ
び
予
約
為
替
の
評
価
）

第
33
条
　
信
託
財
産
に
属
す
る
外
貨
建
資
産
の
円
換
算
は
、
原
則
と
し

て
、
わ
が
国
に
お
け
る
計
算
日
の
対
顧
客
電
信
売
買
相
場
の
仲
値
に
よ

っ
て
計
算
し
ま
す
。

②
前
条
に
規
定
す
る
予
約
為
替
の
評
価
は
、
原
則
と
し
て
、
わ
が
国

に
お
け
る
計
算
日
の
対
顧
客
先
物
売
買
相
場
の
仲
値
に
よ
っ
て
計

算
し
ま
す
。

（
信
託
業
務
の
委
託
）

第
34
条
　
受
託
者
は
、
委
託
者
と
協
議
の
う
え
、
信
託
財
産
に
属
す
る

資
産
の
保
管
お
よ
び
処
分
並
び
に
こ
れ
に
付
随
す
る
業
務
の
全
部
ま
た

は
一
部
に
つ
い
て
、
金
融
機
関
、
証
券
会
社
、
外
国
の
法
令
に
準
拠
し

て
外
国
に
お
い
て
有
価
証
券
の
保
管
を
業
と
し
て
営
む
も
の
お
よ
び
こ

れ
ら
の
子
会
社
等
で
有
価
証
券
の
保
管
を
業
と
し
て
営
む
者
に
委
託
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

②
受
託
者
は
、
前
項
の
う
ち
信
託
業
法
22
条
第
１
項
に
定
め
る
信
託

業
務
の
委
託
を
す
る
と
き
は
、
左
記
に
掲
げ
る
基
準
の
す
べ
て
に

適
合
す
る
も
の
を
委
託
先
と
し
て
選
定
し
ま
す
。

１
委
託
先
の
信
用
力
に
照
ら
し
、
継
続
的
に
委
託
業
務
の
遂
行
に

懸
念
が
な
い
こ
と

２
委
託
先
の
委
託
業
務
に
係
る
実
績
等
に
照
ら
し
、
委
託
業
務
を

確
実
に
処
理
す
る
能
力
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と

３
信
託
財
産
の
保
管
等
を
委
託
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
財

産
の
分
別
管
理
を
行
な
う
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と

４
内
部
管
理
に
関
す
る
業
務
を
適
正
に
遂
行
す
る
た
め
の
体
制
が

整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

③
受
託
者
は
、
前
項
に
定
め
る
委
託
先
の
選
定
に
あ
た
っ
て
は
、
当

該
委
託
先
が
前
項
各
号
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
を

確
認
す
る
も
の
と
し
ま
す
。

（
有
価
証
券
の
保
管
）

第
35
条
　
受
託
者
は
、
信
託
財
産
に
属
す
る
有
価
証
券
を
、
法
令
等
に

基
づ
き
、
保
管
振
替
機
関
等
に
預
託
し
保
管
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

（
混
蔵
寄
託
）

第
36
条
　
金
融
機
関
ま
た
は
証
券
会
社
か
ら
、
売
買
代
金
お
よ
び
償
還

金
等
に
つ
い
て
円
貨
で
約
定
し
円
貨
で
決
済
す
る
取
引
に
よ
り
取
得
し

た
外
国
に
お
い
て
発
行
さ
れ
た
譲
渡
性
預
金
証
書
ま
た
は
コ
マ
ー
シ
ャ

ル
・
ペ
ー
パ
ー
は
、
当
該
金
融
機
関
ま
た
は
証
券
会
社
が
保
管
契
約
を

締
結
し
た
保
管
機
関
に
当
該
金
融
機
関
ま
た
は
証
券
会
社
の
名
義
で
混

蔵
寄
託
で
き
る
も
の
と
し
ま
す
。

第
37
条
　
（
削
除
）

（
信
託
財
産
の
表
示
お
よ
び
記
載
の
省
略
）

第
38
条
　
信
託
財
産
に
属
す
る
有
価
証
券
に
つ
い
て
は
、
委
託
者
ま
た

は
受
託
者
が
必
要
と
認
め
る
場
合
の
ほ
か
、
信
託
の
表
示
お
よ
び
記
載

を
し
ま
せ
ん
。

（
有
価
証
券
売
却
等
の
指
図
）

第
39
条
　
委
託
者
は
、
信
託
財
産
に
属
す
る
親
投
資
信
託
の
受
益
証
券

に
か
か
る
信
託
契
約
の
一
部
解
約
、
有
価
証
券
の
売
却
等
の
指
図
が
で

き
ま
す
。

（
再
投
資
の
指
図
）

第
40
条
　
委
託
者
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
親
投
資
信
託
の
受
益
証
券

の
一
部
解
約
金
、
有
価
証
券
の
売
却
代
金
、
有
価
証
券
に
係
る
償
還
金

等
、
株
式
の
清
算
分
配
金
、
有
価
証
券
等
に
係
る
利
子
等
、
株
式
の
配

当
金
お
よ
び
そ
の
他
の
収
入
金
を
再
投
資
す
る
こ
と
の
指
図
が
で
き
ま

す
。

（
資
金
の
借
入
れ
）

第
41
条
　
委
託
者
は
、
信
託
財
産
の
効
率
的
な
運
用
な
ら
び
に
運
用
の

安
定
性
を
は
か
る
た
め
、
一
部
解
約
に
伴
う
支
払
資
金
の
手
当
て（
一

部
解
約
に
伴
う
支
払
資
金
の
手
当
て
の
た
め
に
借
入
れ
た
資
金
の
返
済

を
含
み
ま
す
。）を
目
的
と
し
て
、
資
金
借
入
れ（
コ
ー
ル
市
場
を
通
じ

る
場
合
を
含
み
ま
す
。）の
指
図
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
な
お
、
当

該
借
入
金
を
も
っ
て
有
価
証
券
等
の
運
用
は
行
な
わ
な
い
も
の
と
し
ま

す
。②

一
部
解
約
に
伴
う
支
払
資
金
の
手
当
て
に
か
か
る
借
入
期
間
は
、

受
益
者
へ
の
解
約
代
金
支
払
開
始
日
か
ら
信
託
財
産
で
保
有
す
る

有
価
証
券
の
売
却
代
金
の
受
渡
日
ま
で
の
間
ま
た
は
受
益
者
へ
の

解
約
代
金
支
払
開
始
日
か
ら
信
託
財
産
で
保
有
す
る
金
融
商
品
の

解
約
代
金
入
金
日
ま
で
の
間
も
し
く
は
受
益
者
へ
の
解
約
代
金
支

払
開
始
日
か
ら
信
託
財
産
で
保
有
す
る
有
価
証
券
等
の
償
還
金
の

入
金
日
ま
で
の
期
間
が
５
営
業
日
以
内
で
あ
る
場
合
の
当
該
期
間

と
し
、
資
金
借
入
額
は
当
該
有
価
証
券
の
売
却
代
金
、
金
融
商
品

の
解
約
代
金
お
よ
び
有
価
証
券
等
の
償
還
金
の
合
計
額
を
限
度
と

し
ま
す
。
た
だ
し
、
資
金
の
借
入
額
は
、
借
入
れ
指
図
を
行
な
う

日
に
お
け
る
信
託
財
産
の
純
資
産
総
額
の
10
%
を
超
え
な
い
こ
と

と
し
ま
す
。

③
借
入
金
の
利
息
は
信
託
財
産
中
よ
り
支
弁
し
ま
す
。

（
損
益
の
帰
属
）

第
42
条
　
委
託
者
の
指
図
に
基
づ
く
行
為
に
よ
り
信
託
財
産
に
生
じ
た

利
益
お
よ
び
損
失
は
、
す
べ
て
受
益
者
に
帰
属
し
ま
す
。

（
受
託
者
に
よ
る
資
金
の
立
替
え
）



第
43
条
　
信
託
財
産
に
属
す
る
有
価
証
券
に
つ
い
て
、
借
替
、
転
換
、

新
株
発
行
ま
た
は
株
式
割
当
が
あ
る
場
合
で
、
委
託
者
の
申
出
が
あ
る

と
き
は
、
受
託
者
は
資
金
の
立
替
え
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

②
信
託
財
産
に
属
す
る
有
価
証
券
に
係
る
償
還
金
等
、
株
式
の
清
算

分
配
金
、
有
価
証
券
等
に
係
る
利
子
等
、
株
式
の
配
当
金
お
よ
び

そ
の
他
の
未
収
入
金
で
、
信
託
終
了
日
ま
で
に
そ
の
金
額
を
見
積

り
う
る
も
の
が
あ
る
と
き
は
、
受
託
者
が
こ
れ
を
立
替
え
て
信
託

財
産
に
繰
り
入
れ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

③
前
２
項
の
立
替
金
の
決
済
お
よ
び
利
息
に
つ
い
て
は
、
受
託
者
と

委
託
者
と
の
協
議
に
よ
り
そ
の
つ
ど
別
に
こ
れ
を
定
め
ま
す
。

（
信
託
の
計
算
期
間
）

第
44
条
　
こ
の
信
託
の
計
算
期
間
は
、
毎
年
２
月
16
日
か
ら
５
月
15
日

ま
で
、
５
月
16
日
か
ら
８
月
15
日
ま
で
、
８
月
16
日
か
ら
11
月
15
日
ま

で
お
よ
び
11
月
16
日
か
ら
翌
年
２
月
15
日
ま
で
と
す
る
こ
と
を
原
則
と

し
ま
す
。
た
だ
し
、
第
１
計
算
期
間
は
、
平
成
14
年
８
月
29
日
か
ら
平

成
14
年
11
月
15
日
ま
で
と
し
ま
す
。

②
前
項
に
か
か
わ
ら
ず
、
前
項
の
原
則
に
よ
り
各
計
算
期
間
終
了
日

に
該
当
す
る
日（
以
下
本
項
に
お
い
て「
該
当
日
」と
い
い
ま
す
。）

が
休
業
日
の
と
き
、
各
計
算
期
間
終
了
日
は
該
当
日
の
翌
営
業
日

と
し
、
そ
の
翌
日
よ
り
次
の
計
算
期
間
が
開
始
さ
れ
る
も
の
と
し

ま
す
。
た
だ
し
、
最
終
計
算
期
間
の
終
了
日
は
、
第
４
条
に
定
め

る
信
託
期
間
の
終
了
日
と
し
ま
す
。

（
信
託
財
産
に
関
す
る
報
告
）

第
45
条
　
受
託
者
は
、
毎
計
算
期
末
に
損
益
計
算
を
行
な
い
、
信
託
財

産
に
関
す
る
報
告
書
を
作
成
し
て
、
こ
れ
を
委
託
者
に
提
出
し
ま
す
。

②
受
託
者
は
、
信
託
終
了
の
と
き
に
最
終
計
算
を
行
な
い
、
信
託
財

産
に
関
す
る
報
告
書
を
作
成
し
て
、
こ
れ
を
委
託
者
に
提
出
し
ま

す
。

（
信
託
事
務
の
諸
費
用
お
よ
び
監
査
費
用
）

第
46
条
　
信
託
財
産
に
関
す
る
租
税
、
信
託
事
務
の
処
理
に
要
す
る
諸

費
用（
監
査
費
用
、
法
律
顧
問
・
税
務
顧
問
へ
の
報
酬
、
印
刷
費
用
、

郵
送
費
用
、
公
告
費
用
、
格
付
費
用
、
受
益
証
券
の
管
理
事
務
に
関
連

す
る
費
用
、
受
益
証
券
作
成
に
関
す
る
費
用
等
を
含
み
ま
す
。）お
よ
び

受
託
者
の
立
替
え
た
立
替
金
の
利
息（
以
下「
諸
経
費
」と
い
い
ま
す
。）

は
、
受
益
者
の
負
担
と
し
、
信
託
財
産
中
か
ら
支
弁
し
ま
す
。

②
委
託
者
は
、
前
項
に
定
め
る
信
託
事
務
の
処
理
等
に
要
す
る
諸
費

用
の
支
払
い
を
信
託
財
産
の
た
め
に
行
い
、
支
払
金
額
の
支
弁
を

信
託
財
産
か
ら
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
の
場
合
、
委
託
者

は
、
現
に
信
託
財
産
の
た
め
に
支
払
っ
た
金
額
の
支
弁
を
受
け
る

際
に
、
あ
ら
か
じ
め
受
領
す
る
金
額
に
上
限
を
付
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
ま
た
、
委
託
者
は
、
実
際
に
支
払
う
金
額
の
支
弁
を
受

け
る
代
わ
り
に
、
か
か
る
諸
費
用
の
金
額
を
あ
ら
か
じ
め
合
理
的

に
見
積
も
っ
た
う
え
で
、
実
際
の
費
用
額
に
か
か
わ
ら
ず
固
定
率

ま
た
は
固
定
金
額
に
て
信
託
財
産
か
ら
そ
の
支
弁
を
受
け
る
こ
と

も
で
き
ま
す
。

③
前
項
に
お
い
て
諸
費
用
の
上
限
、
固
定
率
ま
た
は
固
定
金
額
を
定

め
る
場
合
、
委
託
者
は
、
信
託
財
産
の
規
模
等
を
考
慮
し
て
、
期

中
に
、
あ
ら
か
じ
め
委
託
者
が
定
め
た
範
囲
内
で
か
か
る
上
限
、

固
定
率
ま
た
は
固
定
金
額
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

④
第
２
項
に
お
い
て
諸
費
用
の
固
定
率
ま
た
は
固
定
金
額
を
定
め
る

場
合
、
か
か
る
諸
費
用
の
額
は
、
第
44
条
に
規
定
す
る
計
算
期
間

を
通
じ
て
毎
日
、
信
託
財
産
の
純
資
産
総
額
に
応
じ
て
計
上
さ
れ

ま
す
。
か
か
る
諸
費
用
は
、
毎
計
算
期
末
ま
た
は
信
託
終
了
の
時

に
信
託
財
産
か
ら
支
弁
し
ま
す
。

（
信
託
報
酬
等
の
総
額
）

第
47
条
　
委
託
者
お
よ
び
受
託
者
の
信
託
報
酬
の
総
額
は
、
第
44
条
に

規
定
す
る
計
算
期
間
を
通
じ
て
毎
日
、
信
託
財
産
の
純
資
産
総
額
に
年

１
０,
０
０
０
分
の
１
１
０
の
率
を
乗
じ
て
得
た
額
と
し
ま
す
。

②
前
項
の
信
託
報
酬
は
、
毎
計
算
期
末
ま
た
は
信
託
終
了
の
と
き
信

託
財
産
中
か
ら
支
弁
す
る
も
の
と
し
、
委
託
者
と
受
託
者
と
の
間

の
配
分
は
別
に
定
め
ま
す
。

③
第
１
項
の
信
託
報
酬
に
係
る
消
費
税
等
に
相
当
す
る
金
額
を
信
託

報
酬
支
弁
の
と
き
に
信
託
財
産
中
か
ら
支
弁
し
ま
す
。

④
委
託
者
は
、
信
託
金
の
主
要
投
資
対
象
で
あ
る
親
投
資
信
託
の
運

用
の
指
図
に
関
す
る
権
限
の
委
託
を
受
け
た
者
が
受
け
る
報
酬

を
、
第
１
項
に
基
づ
い
て
委
託
者
が
受
け
る
報
酬
か
ら
支
弁
す
る

も
の
と
し
、
そ
の
報
酬
額
は
、
第
44
条
に
規
定
す
る
計
算
期
間
を

通
じ
て
毎
日
、
信
託
財
産
の
純
資
産
総
額
に
年
１
０,
０
０
０
分
の

27
・
５
の
率
を
乗
じ
て
得
た
金
額
と
し
ま
す
。

（
収
益
分
配
）

第
48
条
　
信
託
財
産
か
ら
生
ず
る
毎
計
算
期
末
に
お
け
る
利
益
は
、
次

の
方
法
に
よ
り
処
理
し
ま
す
。

１
配
当
金
、
利
子
、
貸
付
有
価
証
券
に
か
か
る
品
貸
料
お
よ
び
こ
れ

ら
に
類
す
る
収
益
か
ら
支
払
利
息
を
控
除
し
た
額（
以
下「
配
当
等

収
益
」と
い
い
ま
す
。）は
、
諸
経
費
、
信
託
報
酬
お
よ
び
当
該
信

託
報
酬
に
か
か
る
消
費
税
等
に
相
当
す
る
金
額
を
控
除
し
た
後
、

そ
の
残
金
を
受
益
者
に
分
配
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
な
お
、
次

期
以
降
の
分
配
金
に
充
て
る
た
め
、
そ
の
一
部
を
分
配
準
備
積
立

金
と
し
て
積
み
立
て
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

２
売
買
損
益
に
評
価
損
益
を
加
減
し
た
利
益
金
額（
以
下「
売
買
益
」

と
い
い
ま
す
。）は
、
諸
経
費
、
信
託
報
酬
お
よ
び
当
該
信
託
報
酬

に
か
か
る
消
費
税
等
に
相
当
す
る
金
額
を
控
除
し
、
繰
越
欠
損
金

の
あ
る
時
は
、
そ
の
全
額
を
売
買
益
を
も
っ
て
補
填
し
た
後
、
受

益
者
に
分
配
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
な
お
、
次
期
以
降
の
分
配

に
充
て
る
た
め
、
分
配
準
備
積
立
金
と
し
て
積
み
立
て
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

②
毎
計
算
期
末
に
お
い
て
、
信
託
財
産
に
つ
き
生
じ
た
損
失
は
、
次

期
に
繰
り
越
し
ま
す
。

（
収
益
分
配
金
、
償
還
金
お
よ
び
一
部
解
約
金
の
支
払
い
）

第
49
条
　
収
益
分
配
金
は
、
毎
計
算
期
間
終
了
後
１
ヶ
月
以
内
の
委
託

者
の
指
定
す
る
日
か
ら
収
益
分
配
金
交
付
票
と
引
き
換
え
に
受
益
者
に

支
払
い
ま
す
。

②
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
別
に
定
め
る
契
約
に
基
づ
い
て
収

益
分
配
金
を
再
投
資
す
る
受
益
者
に
対
し
て
は
、
委
託
者
は
、
原

則
と
し
て
、
毎
計
算
期
間
終
了
日
の
翌
営
業
日
に
、
収
益
分
配
金

を
委
託
者
の
指
定
す
る
証
券
会
社
お
よ
び
登
録
金
融
機
関
に
交
付

し
ま
す
。
こ
の
場
合
、
委
託
者
の
指
定
す
る
証
券
会
社
お
よ
び
登

録
金
融
機
関
は
、
受
益
者
に
対
し
遅
滞
な
く
収
益
分
配
金
の
再
投

資
に
か
か
る
受
益
証
券
の
売
付
け
を
行
い
ま
す
。

③
償
還
金（
信
託
終
了
時
に
お
け
る
信
託
財
産
の
純
資
産
総
額
を
受

益
権
口
数
で
除
し
た
額
を
い
い
ま
す
。
以
下
同
じ
。）は
、
信
託
終

了
日
後
１
ヵ
月
以
内
の
委
託
者
の
指
定
す
る
日
か
ら
受
益
証
券
と

引
き
換
え
に
受
益
者
に
支
払
い
ま
す
。

④
一
部
解
約
金（
第
52
条
第
３
項
の
一
部
解
約
の
価
額
に
当
該
一
部

解
約
口
数
を
乗
じ
て
得
た
額
。
以
下
同
じ
。）は
、
受
益
者
の
請
求

を
受
け
付
け
た
日
か
ら
起
算
し
て
、
原
則
と
し
て
、
５
営
業
日
目

か
ら
受
益
者
に
支
払
い
ま
す
。

⑤
前
各
項（
第
２
項
を
除
き
ま
す
。）に
規
定
す
る
収
益
分
配
金
、
償

還
金
お
よ
び
一
部
解
約
金
の
支
払
い
は
、
委
託
者
の
指
定
す
る
証

券
会
社
ま
た
は
登
録
金
融
機
関
の
営
業
所
等
に
お
い
て
行
な
う
も

の
と
し
ま
す
。

⑥
収
益
分
配
金
、
償
還
金
お
よ
び
一
部
解
約
金
に
か
か
る
収
益
調
整

金
は
、
原
則
と
し
て
、
受
益
者
毎
の
信
託
時
の
受
益
証
券
の
価
額

等
に
応
じ
て
計
算
さ
れ
る
も
の
と
し
ま
す
。

⑦
記
名
式
の
受
益
証
券
を
有
す
る
受
益
者
は
、
あ
ら
か
じ
め
そ
の
印

鑑
を
届
け
出
る
も
の
と
し
、
第
１
項
の
場
合
に
は
収
益
分
配
金
交

付
票
に
、
第
３
項
お
よ
び
第
４
項
の
場
合
に
は
受
益
証
券
に
、
記

名
し
届
出
印
を
押
捺
す
る
も
の
と
し
ま
す
。

⑧
委
託
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
押
捺
さ
れ
た
印
影
を
届
出
印
と

照
合
し
、
相
違
な
い
も
の
と
認
め
て
償
還
金
も
し
く
は
一
部
解
約

金
の
支
払
い
を
し
た
と
き
は
、
印
鑑
の
盗
用
そ
の
他
の
事
情
が
あ

っ
て
も
、
そ
の
た
め
に
生
じ
た
損
害
に
つ
い
て
、
そ
の
責
を
負
わ

な
い
も
の
と
し
ま
す
。

⑨
第
６
項
に
規
定
す
る「
収
益
調
整
金
」は
、
所
得
税
法
施
行
令
第
27

条
の
規
定
に
よ
る
も
の
と
し
、
受
益
者
毎
の
信
託
時
の
受
益
証
券

の
価
額
と
元
本
と
の
差
額
を
い
い
、
原
則
と
し
て
、
追
加
信
託
の

つ
ど
当
該
口
数
に
よ
り
加
重
平
均
さ
れ
、
収
益
分
配
の
つ
ど
調
整

さ
れ
る
も
の
と
し
ま
す
。
ま
た
、
同
項
に
規
定
す
る「
受
益
者
毎

の
信
託
時
の
受
益
証
券
の
価
額
等
」と
は
、
原
則
と
し
て
、
受
益

者
毎
の
信
託
時
の
受
益
証
券
の
価
額
を
い
い
、
追
加
信
託
の
つ
ど

当
該
口
数
に
よ
り
加
重
平
均
さ
れ
る
も
の
と
し
ま
す
。

（
収
益
分
配
金
お
よ
び
償
還
金
の
時
効
）

第
50
条
　
受
益
者
が
、
収
益
分
配
金
に
つ
い
て
は
前
条
第
１
項
に
規
定

す
る
支
払
開
始
日
か
ら
５
年
間
そ
の
支
払
い
を
請
求
し
な
い
と
き
、
な

ら
び
に
信
託
終
了
に
よ
る
償
還
金
に
つ
い
て
前
条
第
３
項
に
規
定
す
る
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支
払
開
始
日
か
ら
10
年
間
そ
の
支
払
い
を
請
求
し
な
い
と
き
は
、
そ
の

権
利
を
失
い
、
委
託
者
が
受
託
者
か
ら
交
付
を
受
け
た
金
銭
は
、
委
託

者
に
帰
属
し
ま
す
。

（
収
益
分
配
金
、
償
還
金
お
よ
び
一
部
解
約
金
の
委
託
者
へ
の
交
付
と

支
払
い
に
関
す
る
受
託
者
の
免
責
）

第
51
条
　
受
託
者
は
、
収
益
分
配
金
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
毎
計

算
期
間
終
了
日
の
翌
営
業
日
ま
で
に
、
償
還
金
に
つ
い
て
は
第
49
条
第

３
項
に
規
定
す
る
支
払
開
始
日
の
前
日
ま
で
に
、
一
部
解
約
金
に
つ
い

て
は
第
49
条
第
４
項
に
規
定
す
る
支
払
日
ま
で
に
、
そ
の
全
額
を
委
託

者
に
交
付
し
ま
す
。

②
受
託
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
委
託
者
に
収
益
分
配
金
、
償
還

金
お
よ
び
一
部
解
約
金
を
交
付
し
た
後
は
、
受
益
者
に
対
す
る
支

払
い
に
つ
き
、
そ
の
責
に
任
じ
ま
せ
ん
。

（
信
託
の
一
部
解
約
）

第
52
条
　
受
益
者
は
、
自
己
の
有
す
る
受
益
証
券
に
つ
き
、
委
託
者
に

１
口
単
位
を
も
っ
て
一
部
解
約
の
実
行
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

②
委
託
者
は
、
前
項
の
一
部
解
約
の
実
行
の
請
求
を
受
け
付
け
た
場

合
に
は
、
こ
の
信
託
契
約
の
一
部
を
解
約
し
ま
す
。

③
前
項
の
一
部
解
約
の
価
額
は
、
一
部
解
約
の
実
行
の
請
求
日
の
翌

営
業
日
の
基
準
価
額
か
ら
当
該
基
準
価
額
に
０
・
15
%
の
率
を
乗
じ

て
得
た
額
を
信
託
財
産
留
保
額
と
し
て
控
除
し
た
価
額
と
し
ま

す
。

④
受
益
者
が
第
１
項
の
一
部
解
約
の
実
行
の
請
求
を
す
る
と
き
は
、

委
託
者
の
指
定
す
る
証
券
会
社
ま
た
は
登
録
金
融
機
関
に
対
し
、

受
益
証
券
を
も
っ
て
行
な
う
も
の
と
し
ま
す
。

⑤
委
託
者
は
、
証
券
取
引
所
等
に
お
け
る
取
引
の
停
止
そ
の
他
や
む

を
得
な
い
事
情
が
あ
る
と
き
は
、
第
１
項
に
よ
る
一
部
解
約
の
実

行
の
請
求
の
受
け
付
け
を
中
止
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

⑥
前
項
に
よ
り
一
部
解
約
の
実
行
の
請
求
の
受
け
付
け
が
中
止
さ
れ

た
場
合
に
は
、
受
益
者
は
当
該
受
け
付
け
中
止
以
前
に
行
な
っ
た

当
日
の
一
部
解
約
の
実
行
の
請
求
を
撤
回
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、

受
益
者
が
そ
の
一
部
解
約
の
実
行
の
請
求
を
撤
回
し
な
い
場
合
に

は
、
当
該
証
券
の
一
部
解
約
の
価
額
は
、
当
該
受
け
付
け
中
止
を

解
除
し
た
後
の
最
初
の
基
準
価
額
の
計
算
日
に
一
部
解
約
の
実
行

の
請
求
を
受
け
付
け
た
も
の
と
し
て
第
３
項
の
規
定
に
準
じ
て
計

算
さ
れ
た
価
額
と
し
ま
す
。

⑦
委
託
者
は
、
信
託
契
約
の
一
部
を
解
約
す
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
の

信
託
の
受
益
権
口
数
が
10
億
口
を
下
回
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合

は
、
受
託
者
と
合
意
の
う
え
こ
の
信
託
契
約
を
解
約
し
、
信
託
を

終
了
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
委
託
者
は
、

あ
ら
か
じ
め
、
解
約
し
よ
う
と
す
る
旨
を
監
督
官
庁
に
届
け
出
ま

す
。

⑧
委
託
者
は
、
前
項
の
事
項
に
基
づ
い
て
、
こ
の
信
託
契
約
を
解
約

す
る
場
合
は
、
第
53
条
の
規
定
に
従
い
ま
す
。

（
信
託
契
約
の
解
約
）

第
53
条
　
委
託
者
は
、
信
託
期
間
中
に
お
い
て
、
こ
の
信
託
契
約
を
解

約
す
る
こ
と
が
受
益
者
の
た
め
有
利
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
、
も
し
く

は
や
む
を
得
な
い
事
情
が
発
生
し
た
と
き
は
、
受
託
者
と
合
意
の
う
え
、

こ
の
信
託
契
約
を
解
約
し
、
信
託
を
終
了
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
委
託
者
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
解
約
し
よ
う
と
す

る
旨
を
監
督
官
庁
に
届
け
出
ま
す
。

②
委
託
者
は
、
前
項
の
事
項
に
つ
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
、
解
約
し
よ

う
と
す
る
旨
を
公
告
し
、
か
つ
、
そ
の
旨
を
記
載
し
た
書
面
を
こ

の
信
託
契
約
に
係
る
知
ら
れ
た
る
受
益
者
に
対
し
て
交
付
し
ま

す
。
た
だ
し
、
こ
の
信
託
契
約
に
係
る
す
べ
て
の
受
益
者
に
対
し

て
書
面
を
交
付
し
た
と
き
は
、
原
則
と
し
て
、
公
告
を
行
い
ま
せ

ん
。

③
前
項
の
公
告
お
よ
び
書
面
に
は
、
受
益
者
で
異
議
の
あ
る
者
は
一
定

の
期
間
内
に
委
託
者
に
対
し
て
異
議
を
述
べ
る
べ
き
旨
を
付
記
し
ま

す
。
な
お
、
一
定
の
期
間
は
一
月
を
下
ら
な
い
も
の
と
し
ま
す
。

④
前
項
の
一
定
の
期
間
内
に
異
議
を
述
べ
た
受
益
者
の
受
益
権
の
口

数
が
受
益
権
の
総
口
数
の
二
分
の
一
を
超
え
る
と
き
は
、
第
１
項

の
信
託
契
約
の
解
約
を
し
ま
せ
ん
。

⑤
委
託
者
は
、
こ
の
信
託
契
約
の
解
約
を
し
な
い
こ
と
と
し
た
と
き

は
、
解
約
し
な
い
旨
お
よ
び
そ
の
理
由
を
公
告
し
、
か
つ
、
こ
れ

ら
の
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
こ
の
信
託
契
約
に
係
る
知
ら
れ
た

る
受
益
者
に
対
し
て
交
付
し
ま
す
。
た
だ
し
、
こ
の
信
託
契
約
に

係
る
す
べ
て
の
受
益
者
に
対
し
て
書
面
を
交
付
し
た
と
き
は
、
原

則
と
し
て
、
公
告
を
行
い
ま
せ
ん
。

⑥
第
３
項
か
ら
前
項
ま
で
の
規
定
は
、
信
託
財
産
の
状
態
に
照
ら
し
、

真
に
や
む
を
得
な
い
事
情
が
生
じ
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
、
第
３

項
の
一
定
の
期
間
が
一
月
を
下
ら
ず
に
そ
の
公
告
お
よ
び
書
面
の

交
付
を
行
う
こ
と
が
困
難
な
場
合
に
は
適
用
し
ま
せ
ん
。

（
信
託
契
約
に
関
す
る
監
督
官
庁
の
命
令
）

第
54
条
　
委
託
者
は
、
監
督
官
庁
よ
り
こ
の
信
託
契
約
の
解
約
の
命
令

を
受
け
た
と
き
は
、
そ
の
命
令
に
し
た
が
い
、
信
託
契
約
を
解
約
し
信

託
を
終
了
さ
せ
ま
す
。

②
委
託
者
は
、
監
督
官
庁
の
命
令
に
基
づ
い
て
こ
の
信
託
約
款
を
変

更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
第
58
条
の
規
定
に
し
た
が
い
ま
す
。

（
委
託
者
の
認
可
取
消
等
に
伴
う
取
扱
い
）

第
55
条
　
委
託
者
が
監
督
官
庁
よ
り
認
可
の
取
消
を
受
け
た
と
き
、
解

散
し
た
と
き
ま
た
は
業
務
を
廃
止
し
た
と
き
は
、
委
託
者
は
、
こ
の
信

託
契
約
を
解
約
し
、
信
託
を
終
了
さ
せ
ま
す
。

②
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
監
督
官
庁
が
こ
の
信
託
契
約
に
関

す
る
委
託
者
の
業
務
を
他
の
投
資
信
託
委
託
業
者
に
引
き
継
ぐ
こ

と
を
命
じ
た
と
き
は
、
こ
の
信
託
は
、
第
58
条
第
４
項
の
規
定
に

該
当
す
る
場
合
を
除
き
、
当
該
投
資
信
託
委
託
業
者
と
受
託
者
と

の
間
に
お
い
て
存
続
し
ま
す
。

（
委
託
者
の
事
業
の
譲
渡
お
よ
び
承
継
に
伴
う
取
扱
い
）

第
56
条
　
委
託
者
は
、
事
業
の
全
部
又
は
一
部
を
譲
渡
す
る
こ
と
が
あ

り
、
こ
れ
に
伴
い
、
こ
の
信
託
契
約
に
関
す
る
事
業
を
譲
渡
す
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
。

②
委
託
者
は
、
分
割
に
よ
り
事
業
の
全
部
又
は
一
部
を
承
継
さ
せ
る

こ
と
が
あ
り
、
こ
れ
に
伴
い
、
こ
の
信
託
契
約
に
関
す
る
事
業
を

承
継
さ
せ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

（
受
託
者
の
辞
任
に
伴
う
取
扱
い
）

第
57
条
　
受
託
者
は
、
委
託
者
の
承
諾
を
受
け
て
そ
の
任
務
を
辞
任
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
の
場
合
、
委
託
者
は
、
第
58
条
の
規
定
に
し

た
が
い
、
新
受
託
者
を
選
任
し
ま
す
。

②
委
託
者
が
新
受
託
者
を
選
任
で
き
な
い
と
き
は
、
委
託
者
は
こ
の

信
託
契
約
を
解
約
し
、
信
託
を
終
了
さ
せ
ま
す
。

（
信
託
約
款
の
変
更
）

第
58
条
　
委
託
者
は
、
受
益
者
の
利
益
の
た
め
必
要
と
認
め
る
と
き
ま

た
は
や
む
を
得
な
い
事
情
が
発
生
し
た
と
き
は
、
受
託
者
と
合
意
の
う

え
、
こ
の
信
託
約
款
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
あ
ら
か

じ
め
、
変
更
し
よ
う
と
す
る
旨
お
よ
び
そ
の
内
容
を
監
督
官
庁
に
届
け

出
ま
す
。

②
委
託
者
は
、
前
項
の
変
更
事
項
の
う
ち
、
そ
の
内
容
が
重
大
な
も

の
に
つ
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
、
変
更
し
よ
う
と
す
る
旨
お
よ
び
そ

の
内
容
を
公
告
し
、
か
つ
、
こ
れ
ら
の
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を

こ
の
信
託
約
款
に
係
る
知
ら
れ
た
る
受
益
者
に
対
し
て
交
付
し
ま

す
。
た
だ
し
、
こ
の
信
託
約
款
に
係
る
す
べ
て
の
受
益
者
に
対
し

て
書
面
を
交
付
し
た
と
き
は
、
原
則
と
し
て
、
公
告
を
行
い
ま
せ

ん
。

③
前
項
の
公
告
お
よ
び
書
面
に
は
、
受
益
者
で
異
議
の
あ
る
者
は
一

定
の
期
間
内
に
委
託
者
に
対
し
て
異
議
を
述
べ
る
べ
き
旨
を
付
記

し
ま
す
。
な
お
、
一
定
の
期
間
は
一
月
を
下
ら
な
い
も
の
と
し
ま

す
。

④
前
項
の
一
定
の
期
間
内
に
異
議
を
述
べ
た
受
益
者
の
受
益
権
の
口

数
が
受
益
権
の
総
口
数
の
二
分
の
一
を
超
え
る
と
き
は
、
第
１
項

の
信
託
約
款
の
変
更
を
し
ま
せ
ん
。

⑤
委
託
者
は
、
当
該
信
託
約
款
の
変
更
を
し
な
い
こ
と
と
し
た
と
き

は
、
変
更
し
な
い
旨
お
よ
び
そ
の
理
由
を
公
告
し
、
か
つ
、
こ
れ

ら
の
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
知
ら
れ
た
る
受
益
者
に
対
し
て
交

付
し
ま
す
。
た
だ
し
、
す
べ
て
の
受
益
者
に
対
し
て
書
面
を
交
付

し
た
と
き
は
、
原
則
と
し
て
、
公
告
を
行
い
ま
せ
ん
。

（
反
対
者
の
買
取
請
求
権
）

第
59
条
　
第
53
条
に
規
定
す
る
信
託
契
約
の
解
約
ま
た
は
前
条
に
規
定

す
る
信
託
約
款
の
変
更
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
第
53
条
第
３
項
ま
た

は
前
条
第
３
項
の
一
定
の
期
間
内
に
委
託
者
に
対
し
て
異
議
を
述
べ
た

受
益
者
は
、
受
託
者
に
対
し
、
自
己
の
有
す
る
受
益
証
券
を
、
信
託
財

産
を
も
っ
て
買
取
る
べ
き
旨
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
の
買

取
請
求
権
の
内
容
お
よ
び
買
取
請
求
の
手
続
に
関
す
る
事
項
は
、
第
53

条
第
２
項
ま
た
は
前
条
第
２
項
に
規
定
す
る
公
告
ま
た
は
書
面
に
付
記

し
ま
す
。



（
公
告
）

第
60
条
　
委
託
者
が
受
益
者
に
対
し
て
す
る
公
告
は
、
日
本
経
済
新
聞

に
掲
載
し
ま
す
。

（
信
託
約
款
に
関
す
る
疑
義
の
取
扱
い
）

第
61
条
　
こ
の
信
託
約
款
の
解
釈
に
つ
い
て
疑
義
を
生
じ
た
と
き
は
、

委
託
者
と
受
託
者
と
の
協
議
に
よ
り
定
め
ま
す
。

（
付
則
）

第
１
条
　
こ
の
信
託
の
受
益
権
は
、
平
成
19
年
１
月
４
日
よ
り
、
社
債

等
の
振
替
に
関
す
る
法
律（
政
令
で
定
め
る
日
以
降「
社
債
、
株
式
等
の

振
替
に
関
す
る
法
律
」と
な
っ
た
場
合
は
読
み
替
え
る
も
の
と
し
、「
社

債
、
株
式
等
の
振
替
に
関
す
る
法
律
」を
含
め「
社
振
法
」と
い
い
ま
す
。

以
下
同
じ
。）の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
と
し
、
同
日
以
降
に
追
加

信
託
さ
れ
る
受
益
権
の
帰
属
は
、
委
託
者
が
あ
ら
か
じ
め
こ
の
投
資
信

託
の
受
益
権
を
取
り
扱
う
こ
と
に
つ
い
て
同
意
し
た
一
の
振
替
機
関

（
社
振
法
第
２
条
に
規
定
す
る「
振
替
機
関
」を
い
い
、
以
下「
振
替
機
関
」

と
い
い
ま
す
。）及
び
当
該
振
替
機
関
の
下
位
の
口
座
管
理
機
関（
社
振

法
第
２
条
に
規
定
す
る「
口
座
管
理
機
関
」を
い
い
ま
す
。）の
振
替
口
座

簿
に
記
載
ま
た
は
記
録
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
定
ま
り
ま
す（
以
下
、
振

替
口
座
簿
に
記
載
ま
た
は
記
録
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
定
ま
る
受
益
権
を

「
振
替
受
益
権
」と
い
い
ま
す
。）。
当
該
振
替
受
益
権
は
、
受
益
証
券
と

み
な
さ
れ
、
こ
の
信
託
約
款
の
適
用
を
受
け
る
も
の
と
し
、
委
託
者
は
、

こ
の
信
託
の
受
益
権
を
取
り
扱
う
振
替
機
関
が
社
振
法
の
規
定
に
よ
り

主
務
大
臣
の
指
定
を
取
り
消
さ
れ
た
場
合
ま
た
は
当
該
指
定
が
効
力
を

失
っ
た
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
振
替
機
関
の
振
替
業
を
承
継
す
る
者
が

存
在
し
な
い
場
合
を
除
き
、
当
該
振
替
受
益
権
を
表
示
す
る
受
益
証
券

を
発
行
し
ま
せ
ん
。

ま
た
、
約
款
本
文
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
平
成
19
年
１
月
４
日
以
降
、

委
託
者
は
、
受
益
権
の
再
分
割
を
行
な
い
ま
せ
ん
。
た
だ
し
、
社
債
、

株
式
等
の
振
替
に
関
す
る
法
律
が
施
行
さ
れ
た
場
合
に
は
、
受
託
者
と

協
議
の
う
え
、
同
法
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
し
た
が
い
、
一
定
日
現
在
の

受
益
権
を
均
等
に
再
分
割
で
き
る
も
の
と
し
ま
す
。

②
平
成
19
年
１
月
４
日
前
に
信
託
さ
れ
た
受
益
権
に
係
る
受
益
証
券

を
保
有
す
る
受
益
者
は
、
自
己
の
有
す
る
受
益
証
券
に
つ
き
、
委

託
者
に
振
替
受
入
簿
に
記
載
ま
た
は
記
録
を
申
請
す
る
よ
う
請
求

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

③
委
託
者
は
、
前
項
の
振
替
受
入
簿
に
記
載
ま
た
は
記
録
の
申
請
の

請
求
を
受
け
付
け
た
場
合
に
は
、
当
該
請
求
に
基
づ
き
当
該
受
益

証
券
に
係
る
受
益
権
を
振
替
受
入
簿
に
記
載
ま
た
は
記
録
を
申
請

し
ま
す
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
委
託
者
は
、
委
託
者
の
指
定
す

る
証
券
会
社
お
よ
び
登
録
金
融
機
関
に
当
該
申
請
の
手
続
き
を
委

任
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

④
受
益
者
が
第
２
項
の
振
替
受
入
簿
に
記
載
ま
た
は
記
録
の
申
請
の

請
求
を
す
る
と
き
は
、
委
託
者
の
指
定
す
る
証
券
会
社
ま
た
は
登

録
金
融
機
関
に
対
し
、
受
益
証
券
を
も
っ
て
行
な
う
も
の
と
し
ま

す
。
な
お
、
振
替
受
入
簿
に
記
載
ま
た
は
記
録
さ
れ
た
受
益
権
に

か
か
る
受
益
証
券（
当
該
記
載
ま
た
は
記
録
以
降
に
到
来
す
る
計

算
期
間
の
末
日
に
か
か
る
収
益
分
配
金
交
付
票
を
含
み
ま
す
。）

は
無
効
と
な
り
、
当
該
記
載
ま
た
は
記
録
に
よ
る
振
替
受
益
権
は
、

受
益
証
券
と
み
な
さ
れ
、
こ
の
信
託
約
款
の
適
用
を
受
け
る
も
の

と
し
ま
す
。
た
だ
し
、
一
旦
、
振
替
受
入
簿
に
記
載
ま
た
は
記
録

さ
れ
た
受
益
権
に
つ
い
て
は
、
こ
の
信
託
の
受
益
権
を
取
り
扱
う

振
替
機
関
が
社
振
法
の
規
定
に
よ
り
主
務
大
臣
の
指
定
を
取
り
消

さ
れ
た
場
合
ま
た
は
当
該
指
定
が
効
力
を
失
っ
た
場
合
で
あ
っ

て
、
当
該
振
替
機
関
の
振
替
業
を
承
継
す
る
者
が
存
在
し
な
い
場

合
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
受
益
者
は

受
益
証
券
の
発
行
を
請
求
し
な
い
も
の
と
し
ま
す
。

⑤
委
託
者
は
、
委
託
者
が
受
益
者
を
代
理
し
て
こ
の
信
託
の
受
益
権

を
振
替
受
入
簿
に
記
載
ま
た
は
記
録
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る

旨
の
信
託
約
款
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
そ
の
変
更
の
内

容
が
重
大
な
も
の
と
し
て
約
款
本
文
の
信
託
約
款
変
更
の
規
定
に

し
た
が
い
ま
す
。
た
だ
し
、
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
振
替
受
入
簿

の
記
載
ま
た
は
記
録
を
申
請
す
る
こ
と
に
つ
い
て
委
託
者
に
代
理

権
を
付
与
す
る
こ
と
に
つ
い
て
同
意
を
し
て
い
る
受
益
者
へ
は
、

変
更
し
よ
う
と
す
る
旨
お
よ
び
そ
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面
の
交

付
を
原
則
と
し
て
行
な
い
ま
せ
ん
。

⑥
委
託
者
が
、
前
項
の
信
託
約
款
変
更
を
行
な
っ
た
場
合
、
原
則
と

し
て
こ
の
信
託
の
平
成
18
年
12
月
29
日
現
在
の
全
て
の
受
益
権

（
受
益
権
に
つ
き
、
既
に
信
託
契
約
の
一
部
解
約
が
行
わ
れ
た
も

の
で
、
当
該
一
部
解
約
に
か
か
る
一
部
解
約
金
の
支
払
開
始
日
が

平
成
19
年
１
月
４
日
以
降
と
な
る
も
の
を
含
み
ま
す
。）を
受
益
者

を
代
理
し
て
平
成
19
年
１
月
４
日
に
振
替
受
入
簿
に
記
載
ま
た
は

記
録
す
る
よ
う
申
請
し
ま
す
。
た
だ
し
、
保
護
預
か
り
で
は
な
い

受
益
証
券
に
係
る
受
益
権
に
つ
い
て
は
、
信
託
期
間
中
に
お
い
て

委
託
者
が
受
益
証
券
を
確
認
し
た
後
当
該
申
請
を
行
な
う
も
の
と

し
ま
す
。

⑦
委
託
者
が
第
５
項
の
信
託
約
款
変
更
を
行
な
っ
た
場
合
、
平
成
19

年
１
月
４
日
以
降
の
信
託
契
約
の
一
部
解
約
に
係
る
一
部
解
約
の

実
行
の
請
求
を
受
益
者
が
す
る
と
き
は
、
委
託
者
の
指
定
す
る
証

券
会
社
ま
た
は
登
録
金
融
機
関
に
対
し
、
振
替
受
益
権
を
も
っ
て

行
な
う
も
の
と
し
ま
す
。
た
だ
し
、
平
成
19
年
１
月
４
日
以
降
に

一
部
解
約
金
が
受
益
者
に
支
払
わ
れ
る
こ
と
と
な
る
一
部
解
約
の

実
行
の
請
求
で
、
平
成
19
年
１
月
４
日
前
に
行
な
わ
れ
る
当
該
請

求
に
つ
い
て
は
、
振
替
受
益
権
と
な
る
こ
と
が
確
実
な
受
益
証
券

を
も
っ
て
行
な
う
も
の
と
し
ま
す
。

⑧
委
託
者
が
第
５
項
の
信
託
約
款
変
更
を
行
な
っ
た
場
合
に
お
い
て

も
、
平
成
19
年
１
月
４
日
以
降
約
款
本
文
に
規
定
す
る
時
効
前
の

収
益
分
配
金
に
か
か
る
収
益
分
配
金
交
付
票
は
、
な
お
そ
の
効
力

を
有
す
る
も
の
と
し
、
当
該
収
益
分
配
金
交
付
票
と
引
き
換
え
に

受
益
者
に
支
払
い
ま
す
。

前
記
条
項
に
よ
り
信
託
契
約
を
締
結
し
ま
す
。

信
託
契
約
締
結
日
　
　
平
成
14
年
８
月
29
日

委
託
者
　
ド
イ
チ
ェ
・
ア
セ
ッ
ト
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
株
式
会
社

受
託
者
　
三
菱
Ｕ
Ｆ
Ｊ
信
託
銀
行
株
式
会
社

45
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（
重
大
な
約
款
変
更
後
の
約
款
の
内
容
）

（
受
益
権
の
取
得
申
込
み
の
勧
誘
の
種
類
）

第
５
条
　
こ
の
信
託
に
か
か
る
受
益
権
の
取
得
申
込
み
の
勧
誘
は
、
証
券
取
引

法
第
２
条
第
３
項
第
１
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
し
、
投
資
信
託
及
び
投
資
法

人
に
関
す
る
法
律
第
２
条
第
13
項
で
定
め
る
公
募
に
よ
り
行
わ
れ
ま
す
。

（
当
初
の
受
益
者
）

第
６
条
　
こ
の
信
託
契
約
締
結
当
初
お
よ
び
追
加
信
託
当
初
の
受
益
者
は
、
委

託
者
の
指
定
す
る
受
益
権
取
得
申
込
者
と
し
、
第
７
条
の
規
定
に
よ
り
分
割
さ

れ
た
受
益
権
は
、
そ
の
取
得
申
込
口
数
に
応
じ
て
取
得
申
込
者
に
帰
属
す
る
も

の
と
し
ま
す
。

（
受
益
権
の
分
割
お
よ
び
再
分
割
）

第
７
条
　
委
託
者
は
、
第
２
条
の
規
定
に
よ
る
受
益
権
に
つ
い
て
は
２
０
０
億

口
を
上
限
と
し
て
、
追
加
信
託
に
よ
っ
て
生
じ
た
受
益
権
に
つ
い
て
は
、
こ
れ

を
追
加
信
託
の
つ
ど
第
８
条
第
１
項
の
追
加
口
数
に
、
そ
れ
ぞ
れ
均
等
に
分
割

し
ま
す
。

②
委
託
者
は
、
受
益
権
の
再
分
割
を
行
な
い
ま
せ
ん
。
た
だ
し
、
社
債
、
株
式

等
の
振
替
に
関
す
る
法
律
が
施
行
さ
れ
た
場
合
に
は
、受
託
者
と
協
議
の
う
え
、

同
法
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
し
た
が
い
、
一
定
日
現
在
の
受
益
権
を
均
等
に
再
分

割
で
き
る
も
の
と
し
ま
す
。

（
信
託
日
時
の
異
な
る
受
益
権
の
内
容
）

第
９
条
　
こ
の
信
託
の
受
益
権
は
、
信
託
の
日
時
を
異
に
す
る
こ
と
に
よ
り
差

異
を
生
ず
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

（
受
益
権
の
帰
属
と
受
益
証
券
の
不
発
行
）

第
10
条
　
こ
の
信
託
の
受
益
権
は
、
平
成
19
年
１
月
４
日
よ
り
、
社
債
等
の
振

替
に
関
す
る
法
律（
政
令
で
定
め
る
日
以
降「
社
債
、
株
式
等
の
振
替
に
関
す

る
法
律
」と
な
っ
た
場
合
は
読
み
替
え
る
も
の
と
し
、「
社
債
、
株
式
等
の
振
替

に
関
す
る
法
律
」を
含
め「
社
振
法
」と
い
い
ま
す
。
以
下
同
じ
。）の
規
定
の
適

用
を
受
け
る
こ
と
と
し
、
同
日
以
降
に
追
加
信
託
さ
れ
る
受
益
権
の
帰
属
は
、

委
託
者
が
あ
ら
か
じ
め
こ
の
投
資
信
託
の
受
益
権
を
取
り
扱
う
こ
と
に
つ
い
て

同
意
し
た
一
の
振
替
機
関（
社
振
法
第
２
条
に
規
定
す
る「
振
替
機
関
」を
い
い
、

以
下「
振
替
機
関
」と
い
い
ま
す
。）及
び
当
該
振
替
機
関
の
下
位
の
口
座
管
理

機
関（
社
振
法
第
２
条
に
規
定
す
る「
口
座
管
理
機
関
」を
い
い
、
振
替
機
関
を

含
め
、
以
下「
振
替
機
関
等
」と
い
い
ま
す
。）の
振
替
口
座
簿
に
記
載
ま
た
は

記
録
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
定
ま
り
ま
す（
以
下
、
振
替
口
座
簿
に
記
載
ま
た
は

記
録
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
定
ま
る
受
益
権
を「
振
替
受
益
権
」と
い
い
ま
す
。）。

②
　
委
託
者
は
、
こ
の
信
託
の
受
益
権
を
取
り
扱
う
振
替
機
関
が
社
振
法
の
規

定
に
よ
り
主
務
大
臣
の
指
定
を
取
り
消
さ
れ
た
場
合
ま
た
は
当
該
指
定
が
効
力

を
失
っ
た
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
振
替
機
関
の
振
替
業
を
承
継
す
る
者
が
存
在

し
な
い
場
合
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
振
替
受
益
権

（
受
益
証
券
の
取
得
申
込
み
の
勧
誘
の
種
類
）

第
５
条
　
こ
の
信
託
に
か
か
る
受
益
証
券
の
取
得
申
込
み
の
勧
誘
は
、
証
券
取

引
法
第
２
条
第
３
項
第
１
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
し
、
投
資
信
託
及
び
投
資

法
人
に
関
す
る
法
律
第
２
条
第
13
項
で
定
め
る
公
募
に
よ
り
行
わ
れ
ま
す
。

（
当
初
の
受
益
者
）

第
６
条
　
こ
の
信
託
契
約
締
結
当
初
お
よ
び
追
加
信
託
当
初
の
受
益
者
は
、
委

託
者
の
指
定
す
る
受
益
証
券
取
得
申
込
者
と
し
、
第
７
条
の
規
定
に
よ
り
分
割

さ
れ
た
受
益
権
は
、
そ
の
取
得
申
込
口
数
に
応
じ
て
取
得
申
込
者
に
帰
属
す
る

も
の
と
し
ま
す
。

（
受
益
権
の
分
割
お
よ
び
再
分
割
）

第
７
条
　
委
託
者
は
、
第
２
条
の
規
定
に
よ
る
受
益
権
に
つ
い
て
は
２
０
０
億

口
を
上
限
と
し
て
、
追
加
信
託
に
よ
っ
て
生
じ
た
受
益
権
に
つ
い
て
は
、
こ
れ

を
追
加
信
託
の
つ
ど
第
８
条
第
１
項
の
追
加
口
数
に
、
そ
れ
ぞ
れ
均
等
に
分
割

し
ま
す
。

②
委
託
者
は
、
受
託
者
と
協
議
の
う
え
、
一
定
日
現
在
の
受
益
権
を
均
等
に
再

分
割
で
き
ま
す
。

（
信
託
日
時
の
異
な
る
受
益
権
の
内
容
）

第
９
条
　
こ
の
信
託
の
受
益
権
は
、
信
託
の
日
時
を
異
に
す
る
こ
と
に
よ
り
差

異
を
生
ず
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

（
受
益
証
券
の
発
行
）

第
10
条
　
委
託
者
は
、
第
７
条
の
規
定
に
よ
り
分
割
さ
れ
た
受
益
権
を
表
示
す

る
収
益
分
配
金
交
付
票
付
の
無
記
名
式
の
受
益
証
券
を
発
行
し
ま
す
。

（
新
設
）

（
平
成
18
年
５
月
15
日
現
在
の
約
款
の
内
容
）
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平成18年12月29日現在存在する受益証券を含むファンドの受益証券を原則としてすべて

振替受益権とするため、委託者は、平成19年1月4日適用予定で重大な約款変更を行なう

予定です。下記の表は、この場合の信託約款の変更内容について記載しております。

なお、重大な約款変更の内容について予めお知らせすることを目的としておりますので、

単純な参照条文の変更（読み替え）は割愛している場合があります。

赤
線
部
　
　
　
は
変
更
部
分
を
示
し
ま
す
。
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を
表
示
す
る
受
益
証
券
を
発
行
し
ま
せ
ん
。

な
お
、
受
益
者
は
、
委
託
者
が
や
む
を
得
な
い
事
情
等
に
よ
り
受
益
証
券
を
発

行
す
る
場
合
を
除
き
、
無
記
名
式
受
益
証
券
か
ら
記
名
式
受
益
証
券
へ
の
変
更

の
請
求
、
記
名
式
受
益
証
券
か
ら
無
記
名
式
受
益
証
券
へ
の
変
更
の
請
求
、
受

益
証
券
の
再
発
行
の
請
求
を
行
な
わ
な
い
も
の
と
し
ま
す
。

③
委
託
者
は
、
第
７
条
の
規
定
に
よ
り
分
割
さ
れ
た
受
益
権
に
つ
い
て
、
振
替

機
関
等
の
振
替
口
座
簿
へ
の
新
た
な
記
載
ま
た
は
記
録
を
す
る
た
め
社
振
法
に

定
め
る
事
項
の
振
替
機
関
へ
の
通
知
を
行
な
う
も
の
と
し
ま
す
。
振
替
機
関
等

は
、
委
託
者
か
ら
振
替
機
関
へ
の
通
知
が
あ
っ
た
場
合
、
社
振
法
の
規
定
に
し

た
が
い
、
そ
の
備
え
る
振
替
口
座
簿
へ
の
新
た
な
記
載
ま
た
は
記
録
を
行
な
い

ま
す
。

④
委
託
者
は
、
受
益
者
を
代
理
し
て
こ
の
信
託
の
受
益
権
を
振
替
受
入
簿
に
記

載
ま
た
は
記
録
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
原
則
と
し
て
こ
の
信

託
の
平
成
18
年
12
月
29
日
現
在
の
全
て
の
受
益
権（
受
益
権
に
つ
き
、
既
に
信

託
契
約
の
一
部
解
約
が
行
な
わ
れ
た
も
の
で
、
当
該
一
部
解
約
に
か
か
る
一
部

解
約
金
の
支
払
開
始
日
が
平
成
19
年
１
月
４
日
以
降
と
な
る
も
の
を
含
み
ま

す
。）を
受
益
者
を
代
理
し
て
平
成
19
年
１
月
４
日
に
振
替
受
入
簿
に
記
載
ま

た
は
記
録
す
る
よ
う
申
請
し
ま
す
。
た
だ
し
、
保
護
預
か
り
で
は
な
い
受
益
証

券
に
係
る
受
益
権
に
つ
い
て
は
、
信
託
期
間
中
に
お
い
て
委
託
者
が
受
益
証
券

を
確
認
し
た
後
当
該
申
請
を
行
な
う
も
の
と
し
ま
す
。
振
替
受
入
簿
に
記
載
ま

た
は
記
録
さ
れ
た
受
益
権
に
か
か
る
受
益
証
券（
当
該
記
載
ま
た
は
記
録
以
降

に
到
来
す
る
計
算
期
間
の
末
日
に
か
か
る
収
益
分
配
金
交
付
票
を
含
み
ま
す
。）

は
無
効
と
な
り
、
当
該
記
載
ま
た
は
記
録
に
よ
り
振
替
受
益
権
と
な
り
ま
す
。

ま
た
、
委
託
者
は
、
受
益
者
を
代
理
し
て
こ
の
信
託
の
受
益
権
を
振
替
受
入
簿

に
記
載
ま
た
は
記
録
を
申
請
す
る
場
合
に
お
い
て
、
委
託
者
の
指
定
す
る
証
券

会
社（
証
券
取
引
法
第
２
条
第
９
項
に
規
定
す
る
証
券
会
社
を
い
い
、
外
国
証

券
業
者
に
関
す
る
法
律
第
２
条
第
２
号
に
規
定
す
る
外
国
証
券
会
社
を
含
み
ま

す
。
以
下
同
じ
。）お
よ
び
登
録
金
融
機
関（
証
券
取
引
法
第
65
条
の
２
第
３
項

に
規
定
す
る
登
録
金
融
機
関
を
い
い
ま
す
。
以
下
同
じ
。）に
当
該
申
請
の
手

続
き
を
委
任
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

（
受
益
権
の
設
定
に
係
る
受
託
者
の
通
知
）

第
11
条
　
受
託
者
は
、
追
加
信
託
に
よ
り
生
じ
た
受
益
権
に
つ
い
て
は
追
加
信

託
の
つ
ど
、
振
替
機
関
の
定
め
る
方
法
に
よ
り
、
振
替
機
関
へ
当
該
受
益
権
に

係
る
信
託
を
設
定
し
た
旨
の
通
知
を
行
な
い
ま
す
。

（
削
除
）

（
受
益
権
の
申
込
単
位
、
価
額
お
よ
び
手
数
料
）

第
12
条
　
委
託
者
の
指
定
す
る
証
券
会
社
お
よ
び
登
録
金
融
機
関
は
、
第
10
条

第
１
項
の
規
定
に
よ
り
分
割
さ
れ
る
受
益
権
を
、
そ
の
取
得
申
込
者
に
対
し
、

１
口
単
位
を
も
っ
て
取
得
申
込
に
応
じ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

（
新
設
）

（
新
設
）

（
受
益
証
券
の
発
行
に
つ
い
て
の
受
託
者
の
認
証
）

第
11
条
　
委
託
者
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
受
益
証
券
を
発
行
す
る
と
き
は
、

そ
の
発
行
す
る
受
益
証
券
が
こ
の
信
託
約
款
に
適
合
す
る
旨
の
受
託
者
の
認
証

を
受
け
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

②
前
項
の
認
証
は
、
受
託
者
の
代
表
取
締
役
が
そ
の
旨
を
受
益
証
券
に
記
載
し

記
名
捺
印
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
な
い
ま
す
。

（
受
益
証
券
の
申
込
単
位
お
よ
び
価
額
）

第
12
条
　
委
託
者
の
指
定
す
る
証
券
会
社（
証
券
取
引
法
第
２
条
第
９
項
に
規

定
す
る
証
券
会
社
を
い
い
、
外
国
証
券
業
者
に
関
す
る
法
律
第
２
条
第
２
号
に

規
定
す
る
外
国
証
券
会
社
を
含
み
ま
す
。
以
下
同
じ
。）お
よ
び
登
録
金
融
機

関（
証
券
取
引
法
第
65
条
の
２
第
３
項
に
規
定
す
る
登
録
金
融
機
関
を
い
い
ま

す
。
以
下
同
じ
。）は
、
第
10
条
の
規
定
に
よ
り
発
行
さ
れ
た
受
益
証
券
を
、
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②
前
項
の
取
得
申
込
者
は
委
託
者
の
指
定
す
る
証
券
会
社
ま
た
は
登
録
金
融
機

関
に
、
取
得
申
込
と
同
時
に
ま
た
は
予
め
、
自
己
の
た
め
に
開
設
さ
れ
た
こ
の

信
託
の
受
益
権
の
振
替
を
行
な
う
た
め
の
振
替
機
関
等
の
口
座
を
示
す
も
の
と

し
、
当
該
口
座
に
当
該
取
得
申
込
者
に
係
る
口
数
の
増
加
の
記
載
ま
た
は
記
録

が
行
な
わ
れ
ま
す
。
な
お
、
委
託
者
の
指
定
す
る
証
券
会
社
お
よ
び
登
録
金
融

機
関
は
、
当
該
取
得
申
込
の
代
金（
第
３
項
の
受
益
権
の
価
額
に
当
該
取
得
申

込
の
口
数
を
乗
じ
て
得
た
額
を
い
い
ま
す
。）の
支
払
い
と
引
き
換
え
に
、
当

該
口
座
に
当
該
取
得
申
込
者
に
係
る
口
数
の
増
加
の
記
載
ま
た
は
記
録
を
行
な

う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

③
第
１
項
の
場
合
の
受
益
権
の
価
額
は
、
取
得
申
込
日
の
基
準
価
額
に
手
数
料

お
よ
び
当
該
手
数
料
に
か
か
る
消
費
税
お
よ
び
地
方
消
費
税（
以
下「
消
費
税

等
」と
い
い
ま
す
。）に
相
当
す
る
金
額
を
加
算
し
た
価
額
と
し
ま
す
。
た
だ
し
、

こ
の
信
託
契
約
締
結
日
前
の
取
得
申
込
に
か
か
る
受
益
権
の
価
額
は
、
１
口
に

つ
き
１
円
に
、
に
手
数
料
お
よ
び
当
該
手
数
料
に
か
か
る
消
費
税
等
に
相
当
す

る
金
額
を
加
算
し
た
価
額
と
し
ま
す
。

④
前
項
の
手
数
料
の
額
は
、
委
託
者
の
指
定
す
る
証
券
会
社
ま
た
は
登
録
金
融

機
関
が
そ
れ
ぞ
れ
別
に
定
め
る
率
を
取
得
申
込
日
の
翌
営
業
日
の
基
準
価
額
に

乗
じ
て
得
た
額
と
し
ま
す
。

⑤
第
２
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
受
益
者
が
別
に
定
め
る
契
約
に
基
づ
い
て

収
益
分
配
金
を
再
投
資
す
る
場
合
の
受
益
権
の
価
額
は
、
第
44
条
に
規
定
す
る

計
算
期
間
終
了
日
の
基
準
価
額
と
し
ま
す
。

⑥
委
託
者
は
、
証
券
取
引
所
等
に
お
け
る
取
引
の
停
止
そ
の
他
や
む
を
得
な
い

事
情
が
あ
る
と
き
は
、
受
益
権
の
取
得
申
込
の
受
付
を
中
止
す
る
こ
と
及
び
既

に
受
付
け
た
取
得
申
込
の
受
付
け
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。

第
13
条
（
削
除
）

（
受
益
権
の
譲
渡
に
係
る
記
載
ま
た
は
記
録
）

第
14
条
　
受
益
者
は
、
そ
の
保
有
す
る
受
益
権
を
譲
渡
す
る
場
合
に
は
、
当
該

受
益
者
の
譲
渡
の
対
象
と
す
る
受
益
権
が
記
載
ま
た
は
記
録
さ
れ
て
い
る
振
替

口
座
簿
に
係
る
振
替
機
関
等
に
振
替
の
申
請
を
す
る
も
の
と
し
ま
す
。

そ
の
取
得
申
込
者
に
対
し
、１
口
単
位
を
も
っ
て
売
却
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

（
新
設
）

②
前
項
の
場
合
の
受
益
証
券
の
価
額
は
、
取
得
申
込
日
の
翌
営
業
日
の
基
準
価

額
に
手
数
料
お
よ
び
当
該
手
数
料
に
か
か
る
消
費
税
お
よ
び
地
方
消
費
税
（
以

下「
消
費
税
等
」と
い
い
ま
す
。）に
相
当
す
る
金
額
を
加
算
し
た
価
額
と
し
ま

す
。
た
だ
し
、
こ
の
信
託
契
約
締
結
日
前
の
取
得
申
込
に
か
か
る
受
益
証
券
の

価
額
は
、
１
口
に
つ
き
１
円
に
、
手
数
料
お
よ
び
当
該
手
数
料
に
か
か
る
消
費

税
等
に
相
当
す
る
金
額
を
加
算
し
た
価
額
と
し
ま
す
。

③
前
項
の
手
数
料
の
額
は
、
委
託
者
の
指
定
す
る
証
券
会
社
ま
た
は
登
録
金
融

機
関
が
そ
れ
ぞ
れ
別
に
定
め
る
率
を
取
得
申
込
日
の
翌
営
業
日
の
基
準
価
額
に

乗
じ
て
得
た
額
と
し
ま
す
。

④
第
２
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
受
益
者
が
別
に
定
め
る
契
約
に
基
づ
い
て

収
益
分
配
金
を
再
投
資
す
る
場
合
の
受
益
証
券
の
価
額
は
、
第
44
条
に
規
定
す

る
計
算
期
間
終
了
日
の
基
準
価
額
と
し
ま
す
。

⑤
委
託
者
は
、
証
券
取
引
所
等
に
お
け
る
取
引
の
停
止
そ
の
他
や
む
を
得
な
い

事
情
が
あ
る
と
き
は
、
受
益
証
券
の
取
得
申
込
の
受
付
を
中
止
す
る
こ
と
及
び

既
に
受
付
け
た
取
得
申
込
の
受
付
け
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。

（
受
益
証
券
の
種
類
）

第
13
条
　
委
託
者
が
発
行
す
る
受
益
証
券
は
、
１
万
口
券
、
５
万
口
券
、
10
万

口
券
、
50
万
口
券
、
１
０
０
万
口
券
、
５
０
０
万
口
券
、
１,
０
０
０
万
口
券

お
よ
び
１
億
口
券
の
８
種
類
と
し
ま
す
。

②
委
託
者
の
指
定
す
る
証
券
会
社
お
よ
び
登
録
金
融
機
関
は
、
第
１
項
の
受
益

証
券
を
原
則
と
し
て
保
護
預
り
契
約
に
基
づ
き
保
管
す
る
も
の
と
し
ま
す
。

③
委
託
者
の
指
定
す
る
証
券
会
社
お
よ
び
登
録
金
融
機
関
と
受
益
証
券
取
得
申

込
者
と
の
間
に
結
ば
れ
た
別
に
定
め
る
契
約
お
よ
び
保
護
預
り
契
約
に
基
づ
い

て
委
託
者
の
指
定
す
る
証
券
会
社
お
よ
び
登
録
金
融
機
関
が
保
管
す
る
受
益
証

券
の
種
類
は
第
２
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
１
口
の
整
数
倍
の
口
数
を
表
示

し
た
受
益
証
券
と
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

（
受
益
証
券
の
記
名
式
、
無
記
名
式
へ
の
変
更
な
ら
び
に
名
義
変
更
手
続
）

第
14
条
　
委
託
者
は
、
受
益
者
が
委
託
者
の
定
め
る
手
続
に
よ
っ
て
請
求
し
た

と
き
は
、
無
記
名
式
の
受
益
証
券
と
引
き
換
え
に
記
名
式
の
受
益
証
券
を
、
ま

た
は
記
名
式
の
受
益
証
券
と
引
き
換
え
に
無
記
名
式
の
受
益
証
券
を
交
付
し
ま

す
。

信
託
約
款



Deutsche Asset Management

50 ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン

②
前
項
の
申
請
の
あ
る
場
合
に
は
、
前
項
の
振
替
機
関
等
は
、
当
該
譲
渡
に
係

る
譲
渡
人
の
保
有
す
る
受
益
権
の
口
数
の
減
少
お
よ
び
譲
受
人
の
保
有
す
る
受

益
権
の
口
数
の
増
加
に
つ
き
、
そ
の
備
え
る
振
替
口
座
簿
に
記
載
ま
た
は
記
録

す
る
も
の
と
し
ま
す
。
た
だ
し
、
前
項
の
振
替
機
関
等
が
振
替
先
口
座
を
開
設

し
た
も
の
で
な
い
場
合
に
は
、
譲
受
人
の
振
替
先
口
座
を
開
設
し
た
他
の
振
替

機
関
等（
当
該
他
の
振
替
機
関
等
の
上
位
機
関
を
含
み
ま
す
。）に
社
振
法
の
規

定
に
し
た
が
い
、
譲
受
人
の
振
替
先
口
座
に
受
益
権
の
口
数
の
増
加
の
記
載
ま

た
は
記
録
が
行
な
わ
れ
る
よ
う
通
知
す
る
も
の
と
し
ま
す
。

③
委
託
者
は
、
第
１
項
に
規
定
す
る
振
替
に
つ
い
て
、
当
該
受
益
者
の
譲
渡
の

対
象
と
す
る
受
益
権
が
記
載
ま
た
は
記
録
さ
れ
て
い
る
振
替
口
座
簿
に
係
る
振

替
機
関
等
と
譲
受
人
の
振
替
先
口
座
を
開
設
し
た
振
替
機
関
等
が
異
な
る
場
合

等
に
お
い
て
、
委
託
者
が
必
要
と
認
め
る
と
き
ま
た
は
や
む
を
え
な
い
事
情
が

あ
る
と
判
断
し
た
と
き
は
、
振
替
停
止
日
や
振
替
停
止
期
間
を
設
け
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

（
受
益
権
の
譲
渡
の
対
抗
要
件
）

第
15
条
　
受
益
権
の
譲
渡
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
振
替
口
座
簿
へ
の
記
載
ま

た
は
記
録
に
よ
ら
な
け
れ
ば
、
委
託
者
お
よ
び
受
託
者
に
対
抗
す
る
こ
と
が
で

き
ま
せ
ん
。

第
16
条
（
削
除
）

第
17
条
（
削
除
）

第
18
条
（
削
除
）

第
19
条
（
削
除
）

（
収
益
分
配
金
、
償
還
金
お
よ
び
一
部
解
約
金
の
支
払
い
）

第
49
条
　
収
益
分
配
金
は
、
毎
計
算
期
間
終
了
後
１
ヶ
月
以
内
の
委
託
者
の
指

定
す
る
日
か
ら
、
毎
計
算
期
間
の
末
日
に
お
い
て
振
替
機
関
等
の
振
替
口
座
簿

に
記
載
ま
た
は
記
録
さ
れ
て
い
る
受
益
者（
当
該
収
益
分
配
金
に
か
か
る
計
算

②
記
名
式
の
受
益
証
券
の
所
持
人
は
、
委
託
者
の
定
め
る
手
続
に
よ
っ
て
名
義

書
換
を
委
託
者
に
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

③
前
項
の
規
定
に
よ
る
名
義
書
換
の
手
続
は
、
第
44
条
に
規
定
す
る
毎
計
算
期

間
終
了
日
の
翌
日
か
ら
15
日
間
停
止
し
ま
す
。

（
記
名
式
受
益
証
券
譲
渡
の
対
抗
要
件
）

第
15
条
　
記
名
式
の
受
益
証
券
の
譲
渡
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
名
義
書
換
に

よ
ら
な
け
れ
ば
、
委
託
者
お
よ
び
受
託
者
に
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

（
無
記
名
式
の
受
益
証
券
の
再
交
付
）

第
16
条
　
委
託
者
は
、
無
記
名
式
の
受
益
証
券
を
喪
失
し
た
受
益
者
が
、
公
示

催
告
に
よ
る
除
権
判
決
の
謄
本
を
添
え
、
委
託
者
の
定
め
る
手
続
に
よ
り
再
交

付
を
請
求
し
た
と
き
は
、
受
益
証
券
を
再
交
付
し
ま
す
。

（
記
名
式
の
受
益
証
券
の
再
交
付
）

第
17
条
　
委
託
者
は
、
記
名
式
の
受
益
証
券
を
喪
失
し
た
受
益
者
が
、
委
託
者

の
定
め
る
手
続
に
よ
っ
て
再
交
付
を
請
求
し
た
と
き
は
、
記
名
式
の
受
益
証
券

を
再
交
付
し
ま
す
。

（
受
益
証
券
を
毀
損
し
た
場
合
等
の
再
交
付
）

第
18
条
　
受
益
証
券
を
毀
損
ま
た
は
汚
染
し
た
受
益
者
が
、受
益
証
券
を
添
え
、

委
託
者
の
定
め
る
手
続
に
よ
り
再
交
付
を
請
求
し
た
と
き
は
、
委
託
者
は
、
受

益
証
券
を
再
交
付
し
ま
す
。
た
だ
し
、
真
偽
を
鑑
別
し
が
た
い
と
き
は
、
前
２

条
の
規
定
を
準
用
し
ま
す
。

（
受
益
証
券
の
再
交
付
の
費
用
）

第
19
条
　
受
益
証
券
を
再
交
付
を
す
る
と
き
は
、
委
託
者
は
、
受
益
者
に
対
し

て
実
費
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

（
収
益
分
配
金
、
償
還
金
お
よ
び
一
部
解
約
金
の
支
払
い
）

第
49
条
　
収
益
分
配
金
は
、
毎
計
算
期
間
終
了
後
１
ヶ
月
以
内
の
委
託
者
の
指

定
す
る
日
か
ら
収
益
分
配
金
交
付
票
と
引
き
換
え
に
受
益
者
に
支
払
い
ま
す
。

信
託
約
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期
間
の
末
日
以
前
に
お
い
て
一
部
解
約
が
行
な
わ
れ
た
受
益
権
に
か
か
る
受
益

者
を
除
き
ま
す
。
ま
た
、
当
該
収
益
分
配
金
に
か
か
る
計
算
期
間
の
末
日
以
前

に
設
定
さ
れ
た
受
益
権
で
取
得
申
込
代
金
支
払
前
の
た
め
委
託
者
の
指
定
す
る

証
券
会
社
ま
た
は
登
録
金
融
機
関
の
名
義
で
記
載
ま
た
は
記
録
さ
れ
て
い
る
受

益
権
に
つ
い
て
は
原
則
と
し
て
取
得
申
込
者
と
し
ま
す
。）に
支
払
い
ま
す
。

な
お
、
平
成
19
年
１
月
４
日
以
降
に
お
い
て
も
、
第
50
条
の
規
定
す
る
時
効
前

の
収
益
分
配
金
に
か
か
る
収
益
分
配
金
交
付
票
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る

も
の
と
し
、
当
該
収
益
分
配
交
付
票
と
引
き
換
え
に
受
益
者
に
支
払
い
ま
す
。

②
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
別
に
定
め
る
契
約
に
基
づ
い
て
収
益
分
配
金

を
再
投
資
す
る
受
益
者
に
対
し
て
は
、
受
託
者
が
委
託
者
の
指
定
す
る
預
金
口

座
等
に
払
い
込
む
こ
と
に
よ
り
、
原
則
と
し
て
、
毎
計
算
期
間
終
了
日
の
翌
営

業
日
に
、
収
益
分
配
金
が
委
託
者
の
指
定
す
る
証
券
会
社
お
よ
び
登
録
金
融
機

関
に
交
付
さ
れ
ま
す
。
こ
の
場
合
、
委
託
者
の
指
定
す
る
証
券
会
社
お
よ
び
登

録
金
融
機
関
は
、
受
益
者
に
対
し
遅
滞
な
く
収
益
分
配
金
の
再
投
資
に
か
か
る

受
益
権
の
売
付
け
を
行
い
ま
す
。
当
該
売
付
け
に
よ
り
増
加
し
た
受
益
権
は
、

第
10
条
第
３
項
の
規
定
に
し
た
が
い
、
振
替
口
座
簿
に
記
載
ま
た
は
記
録
さ
れ

ま
す
。

③
償
還
金（
信
託
終
了
時
に
お
け
る
信
託
財
産
の
純
資
産
総
額
を
受
益
権
口
数

で
除
し
た
額
を
い
い
ま
す
。
以
下
同
じ
。）は
、
信
託
終
了
日
後
１
ヵ
月
以
内

の
委
託
者
の
指
定
す
る
日
か
ら
、
信
託
終
了
日
に
お
い
て
振
替
機
関
等
の
振
替

口
座
簿
に
記
載
ま
た
は
記
録
さ
れ
て
い
る
受
益
者（
信
託
終
了
日
以
前
に
お
い

て
一
部
解
約
が
行
な
わ
れ
た
受
益
権
に
か
か
る
受
益
者
を
除
き
ま
す
。
ま
た
、

当
該
信
託
終
了
日
以
前
に
設
定
さ
れ
た
受
益
権
で
取
得
申
込
代
金
支
払
前
の
た

め
委
託
者
の
指
定
す
る
証
券
会
社
ま
た
は
登
録
金
融
機
関
の
名
義
で
記
載
ま
た

は
記
録
さ
れ
て
い
る
受
益
権
に
つ
い
て
は
原
則
と
し
て
取
得
申
込
者
と
し
ま

す
。）に
受
益
者
に
支
払
い
ま
す
。
な
お
、
当
該
受
益
者
は
、
そ
の
口
座
が
開

設
さ
れ
て
い
る
振
替
機
関
等
に
対
し
て
委
託
者
が
こ
の
信
託
の
償
還
を
す
る
の

と
引
き
換
え
に
、
当
該
償
還
に
係
る
受
益
権
の
口
数
と
同
口
数
の
抹
消
の
申
請

を
行
な
う
も
の
と
し
、
社
振
法
の
規
定
に
し
た
が
い
当
該
振
替
機
関
等
の
口
座

に
お
い
て
当
該
口
数
の
減
少
の
記
載
ま
た
は
記
録
が
行
な
わ
れ
ま
す
。
ま
た
、

受
益
証
券
を
保
有
し
て
い
る
受
益
者
に
対
し
て
は
、
償
還
金
は
、
信
託
終
了
日

後
１
カ
月
以
内
の
委
託
者
の
指
定
す
る
日
か
ら
受
益
証
券
と
引
き
換
え
に
当
該

受
益
者
に
支
払
い
ま
す
。

④
一
部
解
約
金（
第
52
条
第
３
項
の
一
部
解
約
の
価
額
に
当
該
一
部
解
約
口
数

を
乗
じ
て
得
た
額
。
以
下
同
じ
。）は
、
第
52
条
第
１
項
の
受
益
者
の
請
求
を

受
け
付
け
た
日
か
ら
起
算
し
て
、
原
則
と
し
て
、
５
営
業
日
目
か
ら
当
該
受
益

者
に
支
払
い
ま
す
。

⑤
前
各
項（
第
２
項
を
除
き
ま
す
。）に
規
定
す
る
収
益
分
配
金
、
償
還
金
お
よ

び
一
部
解
約
金
の
支
払
い
は
、
委
託
者
の
指
定
す
る
証
券
会
社
ま
た
は
登
録
金

融
機
関
の
営
業
所
等
に
お
い
て
行
な
う
も
の
と
し
ま
す
。

⑥
収
益
分
配
金
、
償
還
金
お
よ
び
一
部
解
約
金
に
か
か
る
収
益
調
整
金
は
、
原

則
と
し
て
、
受
益
者
毎
の
信
託
時
の
受
益
権
の
価
額
等
に
応
じ
て
計
算
さ
れ
る

も
の
と
し
ま
す
。

（
削
除
）

②
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
別
に
定
め
る
契
約
に
基
づ
い
て
収
益
分
配
金

を
再
投
資
す
る
受
益
者
に
対
し
て
は
、
委
託
者
は
、
原
則
と
し
て
、
毎
計
算
期

間
終
了
日
の
翌
営
業
日
に
、
収
益
分
配
金
を
委
託
者
の
指
定
す
る
証
券
会
社
お

よ
び
登
録
金
融
機
関
に
交
付
し
ま
す
。
こ
の
場
合
、
委
託
者
の
指
定
す
る
証
券

会
社
お
よ
び
登
録
金
融
機
関
は
、
受
益
者
に
対
し
遅
滞
な
く
収
益
分
配
金
の
再

投
資
に
か
か
る
受
益
証
券
の
売
付
け
を
行
い
ま
す
。

③
償
還
金（
信
託
終
了
時
に
お
け
る
信
託
財
産
の
純
資
産
総
額
を
受
益
権
口
数

で
除
し
た
額
を
い
い
ま
す
。
以
下
同
じ
。）は
、
信
託
終
了
日
後
１
ヵ
月
以
内

の
委
託
者
の
指
定
す
る
日
か
ら
受
益
証
券
と
引
き
換
え
に
受
益
者
に
支
払
い
ま

す
。

④
一
部
解
約
金（
第
52
条
第
３
項
の
一
部
解
約
の
価
額
に
当
該
一
部
解
約
口
数

を
乗
じ
て
得
た
額
。
以
下
同
じ
。）は
、
受
益
者
の
請
求
を
受
け
付
け
た
日
か

ら
起
算
し
て
、
原
則
と
し
て
、
５
営
業
日
目
か
ら
受
益
者
に
支
払
い
ま
す
。

⑤
前
各
項（
第
２
項
を
除
き
ま
す
。）に
規
定
す
る
収
益
分
配
金
、
償
還
金
お
よ

び
一
部
解
約
金
の
支
払
い
は
、
委
託
者
の
指
定
す
る
証
券
会
社
ま
た
は
登
録
金

融
機
関
の
営
業
所
等
に
お
い
て
行
な
う
も
の
と
し
ま
す
。

⑥
収
益
分
配
金
、
償
還
金
お
よ
び
一
部
解
約
金
に
か
か
る
収
益
調
整
金
は
、
原

則
と
し
て
、
受
益
者
毎
の
信
託
時
の
受
益
証
券
の
価
額
等
に
応
じ
て
計
算
さ
れ

る
も
の
と
し
ま
す
。

⑦
記
名
式
の
受
益
証
券
を
有
す
る
受
益
者
は
、
あ
ら
か
じ
め
そ
の
印
鑑
を
届
け

信
託
約
款
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（
削
除
）

（
収
益
分
配
金
お
よ
び
償
還
金
の
時
効
）

第
50
条
　
受
益
者
が
、
収
益
分
配
金
に
つ
い
て
前
条
第
１
項
に
規
定
す
る
支
払

開
始
日
か
ら
５
年
間
そ
の
支
払
い
を
請
求
し
な
い
と
き
、
な
ら
び
に
信
託
終
了

に
よ
る
償
還
金
に
つ
い
て
は
前
条
第
３
項
に
規
定
す
る
支
払
開
始
日
か
ら
10
年

間
そ
の
支
払
い
を
請
求
し
な
い
と
き
は
、
そ
の
権
利
を
失
い
、
受
託
者
か
ら
交

付
を
受
け
た
金
銭
は
、
委
託
者
に
帰
属
し
ま
す
。

（
収
益
分
配
金
、
償
還
金
お
よ
び
一
部
解
約
金
の
払
い
込
み
と
支
払
い
に
関
す
る

受
託
者
の
免
責
）

第
51
条
　
受
託
者
は
、
収
益
分
配
金
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
毎
計
算
期
間

終
了
日
の
翌
営
業
日
ま
で
に
、
償
還
金
に
つ
い
て
は
第
49
条
第
３
項
に
規
定
す

る
支
払
開
始
日
の
前
日
ま
で
に
、
一
部
解
約
金
に
つ
い
て
は
第
49
条
第
４
項
に

規
定
す
る
支
払
日
ま
で
に
、
そ
の
全
額
を
委
託
者
の
指
定
す
る
預
金
口
座
等
に

払
い
込
み
ま
す
。

②
受
託
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
委
託
者
の
指
定
す
る
預
金
口
座
等
に
収
益

分
配
金
、
償
還
金
お
よ
び
一
部
解
約
金
を
払
い
込
ん
だ
後
は
、
受
益
者
に
対
す

る
支
払
い
に
つ
き
、
そ
の
責
に
任
じ
ま
せ
ん
。

（
信
託
の
一
部
解
約
）

第
52
条
　
受
益
者
は
、
自
己
に
帰
属
す
る
受
益
権
に
つ
き
、
委
託
者
に
１
口
単

位
を
も
っ
て
一
部
解
約
の
実
行
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

②
委
託
者
は
、
前
項
の
一
部
解
約
の
実
行
の
請
求
を
受
け
付
け
た
場
合
に
は
、

こ
の
信
託
契
約
の
一
部
を
解
約
し
ま
す
。
な
お
、
前
項
の
一
部
解
約
の
実
行
の

請
求
を
行
な
う
受
益
者
は
、
そ
の
口
座
が
開
設
さ
れ
て
い
る
振
替
機
関
等
に
対

し
て
当
該
受
益
者
の
請
求
に
係
る
こ
の
信
託
契
約
の
一
部
解
約
を
委
託
者
が
行

な
う
の
と
引
き
換
え
に
、
当
該
一
部
解
約
に
係
る
受
益
権
の
口
数
と
同
口
数
の

抹
消
の
申
請
を
行
な
う
も
の
と
し
、
社
振
法
の
規
定
に
し
た
が
い
当
該
振
替
機

関
等
の
口
座
に
お
い
て
当
該
口
数
の
減
少
の
記
載
ま
た
は
記
録
が
行
な
わ
れ
ま

す
。

出
る
も
の
と
し
、
第
１
項
の
場
合
に
は
収
益
分
配
金
交
付
票
に
、
第
３
項
お
よ

び
第
４
項
の
場
合
に
は
受
益
証
券
に
、
記
名
し
届
出
印
を
押
捺
す
る
も
の
と
し

ま
す
。

⑧
委
託
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
押
捺
さ
れ
た
印
影
を
届
出
印
と
照
合
し
、

相
違
な
い
も
の
と
認
め
て
償
還
金
も
し
く
は
一
部
解
約
金
の
支
払
い
を
し
た
と

き
は
、
印
鑑
の
盗
用
そ
の
他
の
事
情
が
あ
っ
て
も
、
そ
の
た
め
に
生
じ
た
損
害

に
つ
い
て
、
そ
の
責
を
負
わ
な
い
も
の
と
し
ま
す
。

⑨
第
６
項
に
規
定
す
る「
収
益
調
整
金
」は
、
所
得
税
法
施
行
令
第
27
条
の
規

定
に
よ
る
も
の
と
し
、
受
益
者
毎
の
信
託
時
の
受
益
証
券
の
価
額
と
元
本
と
の

差
額
を
い
い
、
原
則
と
し
て
、
追
加
信
託
の
つ
ど
当
該
口
数
に
よ
り
加
重
平
均

さ
れ
、
収
益
分
配
の
つ
ど
調
整
さ
れ
る
も
の
と
し
ま
す
。
ま
た
、
同
項
に
規
定

す
る
「
受
益
者
毎
の
信
託
時
の
受
益
証
券
の
価
額
等
」
と
は
、
原
則
と
し
て
、

受
益
者
毎
の
信
託
時
の
受
益
証
券
の
価
額
を
い
い
、
追
加
信
託
の
つ
ど
当
該
口

数
に
よ
り
加
重
平
均
さ
れ
る
も
の
と
し
ま
す
。

（
収
益
分
配
金
お
よ
び
償
還
金
の
時
効
）

第
50
条
　
受
益
者
が
、
収
益
分
配
金
に
つ
い
て
前
条
第
１
項
に
規
定
す
る
支
払

開
始
日
か
ら
５
年
間
そ
の
支
払
い
を
請
求
し
な
い
と
き
、
な
ら
び
に
信
託
終
了

に
よ
る
償
還
金
に
つ
い
て
は
前
条
第
３
項
に
規
定
す
る
支
払
開
始
日
か
ら
10
年

間
そ
の
支
払
い
を
請
求
し
な
い
と
き
は
、
そ
の
権
利
を
失
い
、
委
託
者
が
受
託

者
か
ら
交
付
を
受
け
た
金
銭
は
、
委
託
者
に
帰
属
し
ま
す
。

（
収
益
分
配
金
、
償
還
金
お
よ
び
一
部
解
約
金
の
委
託
者
へ
の
交
付
と
支
払
い
に

関
す
る
受
託
者
の
免
責
）

第
51
条
　
受
託
者
は
、
収
益
分
配
金
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
毎
計
算
期
間

終
了
日
の
翌
営
業
日
ま
で
に
、
償
還
金
に
つ
い
て
は
第
49
条
第
３
項
に
規
定
す

る
支
払
開
始
日
の
前
日
ま
で
に
、
一
部
解
約
金
に
つ
い
て
は
第
49
条
第
４
項
に

規
定
す
る
支
払
日
ま
で
に
、
そ
の
全
額
を
委
託
者
に
交
付
し
ま
す
。

②
受
託
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
委
託
者
に
収
益
分
配
金
、
償
還
金
お
よ
び

一
部
解
約
金
を
交
付
し
た
後
は
、
受
益
者
に
対
す
る
支
払
い
に
つ
き
、
そ
の
責

に
任
じ
ま
せ
ん
。

（
信
託
の
一
部
解
約
）

第
52
条
　
受
益
者
は
、
自
己
の
有
す
る
受
益
証
券
に
つ
き
、
委
託
者
に
１
口
単

位
を
も
っ
て
一
部
解
約
の
実
行
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

②
委
託
者
は
、
前
項
の
一
部
解
約
の
実
行
の
請
求
を
受
け
付
け
た
場
合
に
は
、

こ
の
信
託
契
約
の
一
部
を
解
約
し
ま
す
。

信
託
約
款
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③
前
項
の
一
部
解
約
の
価
額
は
、
一
部
解
約
の
実
行
の
請
求
日
の
翌
営
業
日
の

基
準
価
額
か
ら
当
該
基
準
価
額
に
０
・
15
%
の
率
を
乗
じ
て
得
た
額
を
信
託
財

産
留
保
額
と
し
て
控
除
し
た
価
額
と
し
ま
す
。

④
平
成
19
年
１
月
４
日
以
降
の
信
託
契
約
の
一
部
解
約
に
係
る
一
部
解
約
の
実

行
の
請
求
を
受
益
者
が
す
る
と
き
は
、
委
託
者
の
指
定
す
る
証
券
会
社
ま
た
は

登
録
金
融
機
関
に
対
し
、
振
替
受
益
権
を
も
っ
て
行
な
う
も
の
と
し
ま
す
。
た

だ
し
、
平
成
19
年
１
月
４
日
以
降
に
一
部
解
約
金
が
受
益
者
に
支
払
わ
れ
る
こ

と
と
な
る
一
部
解
約
の
実
行
の
請
求
で
、
平
成
19
年
１
月
４
日
前
に
行
な
わ
れ

る
当
該
請
求
に
つ
い
て
は
、
振
替
受
益
権
と
な
る
こ
と
が
確
実
な
受
益
証
券
を

も
っ
て
行
な
う
も
の
と
し
ま
す
。

⑤
委
託
者
は
、
証
券
取
引
所
等
に
お
け
る
取
引
の
停
止
そ
の
他
や
む
を
得
な
い

事
情
が
あ
る
と
き
は
、
第
１
項
に
よ
る
一
部
解
約
の
実
行
の
請
求
の
受
け
付
け

を
中
止
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

⑥
前
項
に
よ
り
一
部
解
約
の
実
行
の
請
求
の
受
け
付
け
が
中
止
さ
れ
た
場
合
に

は
、
受
益
者
は
当
該
受
け
付
け
中
止
以
前
に
行
な
っ
た
当
日
の
一
部
解
約
の
実

行
の
請
求
を
撤
回
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、
受
益
者
が
そ
の
一
部
解
約
の
実
行
の

請
求
を
撤
回
し
な
い
場
合
に
は
、
当
該
受
益
権
の
一
部
解
約
の
価
額
は
、
当
該

受
け
付
け
中
止
を
解
除
し
た
後
の
最
初
の
基
準
価
額
の
計
算
日
に
一
部
解
約
の

実
行
の
請
求
を
受
け
付
け
た
も
の
と
し
て
第
３
項
の
規
定
に
準
じ
て
計
算
さ
れ

た
価
額
と
し
ま
す
。

⑦
委
託
者
は
、
信
託
契
約
の
一
部
を
解
約
す
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
信
託
の
受

益
権
口
数
が
10
億
口
を
下
回
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
は
、
受
託
者
と
合
意
の
う

え
こ
の
信
託
契
約
を
解
約
し
、
信
託
を
終
了
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
委
託
者
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
解
約
し
よ
う
と
す
る
旨
を
監
督
官

庁
に
届
け
出
ま
す
。

⑧
委
託
者
は
、
前
項
の
事
項
に
基
づ
い
て
、
こ
の
信
託
契
約
を
解
約
す
る
場
合

は
、
第
53
条
の
規
定
に
従
い
ま
す
。

（
質
権
口
記
載
又
は
記
録
の
受
益
権
の
取
り
扱
い
）

第
52
条
の
２
　
振
替
機
関
等
の
振
替
口
座
簿
の
質
権
口
に
記
載
ま
た
は
記
録
さ

れ
て
い
る
受
益
権
に
か
か
る
収
益
分
配
金
の
支
払
い
、
一
部
解
約
の
実
行
の
請

求
の
受
付
け
、
一
部
解
約
金
お
よ
び
償
還
金
の
支
払
い
等
に
つ
い
て
は
、
こ
の

約
款
に
よ
る
ほ
か
、民
法
そ
の
他
の
法
令
等
に
し
た
が
っ
て
取
り
扱
わ
れ
ま
す
。

（
信
託
契
約
の
解
約
）

第
53
条（
略
）

（
反
対
者
の
買
取
請
求
権
）

第
59
条
　
第
53
条
に
規
定
す
る
信
託
契
約
の
解
約
ま
た
は
前
条
に
規
定
す
る
信

託
約
款
の
変
更
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
第
53
条
第
３
項
ま
た
は
前
条
第
３
項

の
一
定
の
期
間
内
に
委
託
者
に
対
し
て
異
議
を
述
べ
た
受
益
者
は
、
受
託
者
に

対
し
、
自
己
に
帰
属
す
る
受
益
権
を
、
信
託
財
産
を
も
っ
て
買
取
る
べ
き
旨
を

請
求
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
の
買
取
請
求
権
の
内
容
お
よ
び
買
取
請
求
の

③
前
項
の
一
部
解
約
の
価
額
は
、
一
部
解
約
の
実
行
の
請
求
日
の
翌
営
業
日
の

基
準
価
額
か
ら
当
該
基
準
価
額
に
０
・
15
%
の
率
を
乗
じ
て
得
た
額
を
信
託
財

産
留
保
額
と
し
て
控
除
し
た
価
額
と
し
ま
す
。

④
受
益
者
が
第
１
項
の
一
部
解
約
の
実
行
の
請
求
を
す
る
と
き
は
、
委
託
者
の

指
定
す
る
証
券
会
社
ま
た
は
登
録
金
融
機
関
に
対
し
、
受
益
証
券
を
も
っ
て
行

な
う
も
の
と
し
ま
す
。

⑤
委
託
者
は
、
証
券
取
引
所
等
に
お
け
る
取
引
の
停
止
そ
の
他
や
む
を
得
な
い

事
情
が
あ
る
と
き
は
、
第
１
項
に
よ
る
一
部
解
約
の
実
行
の
請
求
の
受
け
付
け

を
中
止
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

⑥
前
項
に
よ
り
一
部
解
約
の
実
行
の
請
求
の
受
け
付
け
が
中
止
さ
れ
た
場
合
に

は
、
受
益
者
は
当
該
受
け
付
け
中
止
以
前
に
行
な
っ
た
当
日
の
一
部
解
約
の
実

行
の
請
求
を
撤
回
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、
受
益
者
が
そ
の
一
部
解
約
の
実
行
の

請
求
を
撤
回
し
な
い
場
合
に
は
、
当
該
証
券
の
一
部
解
約
の
価
額
は
、
当
該
受

け
付
け
中
止
を
解
除
し
た
後
の
最
初
の
基
準
価
額
の
計
算
日
に
一
部
解
約
の
実

行
の
請
求
を
受
け
付
け
た
も
の
と
し
て
第
３
項
の
規
定
に
準
じ
て
計
算
さ
れ
た

価
額
と
し
ま
す
。

⑦
委
託
者
は
、
信
託
契
約
の
一
部
を
解
約
す
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
信
託
の
受

益
権
口
数
が
10
億
口
を
下
回
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
は
、
受
託
者
と
合
意
の
う

え
こ
の
信
託
契
約
を
解
約
し
、
信
託
を
終
了
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
委
託
者
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
解
約
し
よ
う
と
す
る
旨
を
監
督
官

庁
に
届
け
出
ま
す
。

⑧
委
託
者
は
、
前
項
の
事
項
に
基
づ
い
て
、
こ
の
信
託
契
約
を
解
約
す
る
場
合

は
、
第
53
条
の
規
定
に
従
い
ま
す
。

（
新
設
）

（
信
託
契
約
の
解
約
）

第
53
条（
同
左
）

（
反
対
者
の
買
取
請
求
権
）

第
59
条
　
第
53
条
に
規
定
す
る
信
託
契
約
の
解
約
ま
た
は
前
条
に
規
定
す
る
信

託
約
款
の
変
更
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
第
53
条
第
３
項
ま
た
は
前
条
第
３
項

の
一
定
の
期
間
内
に
委
託
者
に
対
し
て
異
議
を
述
べ
た
受
益
者
は
、
受
託
者
に

対
し
、
自
己
の
有
す
る
受
益
証
券
を
、
信
託
財
産
を
も
っ
て
買
取
る
べ
き
旨
を

請
求
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
の
買
取
請
求
権
の
内
容
お
よ
び
買
取
請
求
の
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手
続
に
関
す
る
事
項
は
、
第
53
条
第
２
項
ま
た
は
前
条
第
２
項
に
規
定
す
る
公

告
ま
た
は
書
面
に
付
記
し
ま
す
。

（
付
則
）

（
添
付
信
託
約
款
付
則
第
１
条
を
削
除
し
、
以
下
の
内
容
に
置
き
換
え
ま
す
。）

第
１
条
　
平
成
18
年
12
月
29
日
現
在
の
信
託
約
款
第
９
条
、
第
10
条
、
第
12
条

（
受
益
証
券
の
記
名
式
、
無
記
名
式
へ
の
変
更
な
ら
び
に
名
義
変
更
手
続
）か

ら
第
17
条（
受
益
証
券
の
再
交
付
の
費
用
）の
規
定
お
よ
び
受
益
権
と
読
み
替

え
ら
れ
た
受
益
証
券
に
関
す
る
規
定
は
、
委
託
者
が
や
む
を
得
な
い
事
情
等
に

よ
り
受
益
証
券
を
発
行
す
る
場
合
に
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
し

ま
す
。

手
続
に
関
す
る
事
項
は
、
第
53
条
第
２
項
ま
た
は
前
条
第
２
項
に
規
定
す
る
公

告
ま
た
は
書
面
に
付
記
し
ま
す
。

（
付
則
）

第
１
条

（
添
付
信
託
約
款
付
則
第
１
条
を
ご
参
照
く
だ
さ
い
。）

信
託
約
款



運
　
用
　
の
　
基
　
本
　
方
　
針

約
款
第
13
条
に
基
づ
き
委
託
者
の
定
め
る
方
針
は
、次
の
も
の
と
し
ま
す
。

１
基
本
方
針

こ
の
投
資
信
託
は
、
信
託
財
産
の
着
実
な
成
長
と
安
定
し
た
収
益
の

確
保
を
め
ざ
し
て
運
用
を
行
な
う
こ
と
を
基
本
と
し
ま
す
。

２
運
用
方
法

（
１
）
投
資
対
象

欧
州
諸
国
の
現
地
通
貨
建
債
券
を
主
要
投
資
対
象
と
し
ま
す
。

（
２
）
投
資
態
度

①
主
要
投
資
対
象
国
は
、
ユ
ー
ロ
圏
、
非
ユ
ー
ロ
圏
を
合
わ
せ
た

欧
州
諸
国
と
し
ま
す
。

②
公
社
債
へ
の
投
資
は
、
原
則
と
し
て
Ｂ
格
相
当
以
上
の
債
券
と

し
ま
す
。

③
外
貨
建
資
産
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
為
替
ヘ
ッ
ジ
を
行
い

ま
せ
ん
。

④
資
金
動
向
や
市
況
動
向
に
よ
っ
て
は
、
前
記
の
よ
う
な
運
用
が

で
き
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

（
３
）
投
資
制
限

株
式
へ
の
投
資
割
合
は
信
託
財
産
の
純
資
産
総
額
の
10
%
以
内
と

し
ま
す
。

３
収
益
分
配
方
針

運
用
に
よ
る
収
益
は
、
期
中
に
分
配
を
行
な
わ
ず
、
信
託
終
了
時
ま

で
信
託
財
産
内
に
留
保
し
、
運
用
の
基
本
方
針
に
基
づ
い
て
運
用
し

ま
す
。

親
投
資
信
託

ド
イ
チ
ェ
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
イ
ン
カ
ム
オ
ー
プ
ン
マ
ザ
ー
フ
ァ
ン
ド
　
約
款

（
信
託
の
種
類
、
委
託
者
お
よ
び
受
託
者
）

第
１
条
　
こ
の
信
託
は
、
そ
の
受
益
権
を
他
の
投
資
信
託
の
受
託
者
に

取
得
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
証
券
投
資
信
託
で
あ
り
、
ド
イ
チ

ェ
・
ア
セ
ッ
ト
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
株
式
会
社
を
委
託
者
と
し
、
三
菱
Ｕ

Ｆ
Ｊ
信
託
銀
行
株
式
会
社
を
受
託
者
と
し
ま
す
。

（
信
託
事
務
の
委
託
）

第
１
条
の
２
　
受
託
者
は
、
信
託
事
務
の
処
理
の
一
部
に
つ
い
て
、
金

融
機
関
の
信
託
業
務
の
兼
営
等
に
関
す
る
法
律
第
１
条
第
１
項
の
規
定

に
よ
る
信
託
業
務
の
兼
営
の
認
可
を
受
け
た
一
の
金
融
機
関
と
信
託
契

約
を
締
結
し
、
こ
れ
を
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

（
信
託
の
目
的
と
金
額
）

第
２
条
　
委
託
者
は
、
金
２
０
０
億
円
を
上
限
と
し
て
受
益
者
の
た
め

に
利
殖
の
目
的
を
も
っ
て
信
託
し
、受
託
者
は
こ
れ
を
引
き
受
け
ま
す
。

（
信
託
金
の
限
度
額
）

第
３
条
　
委
託
者
は
、
受
託
者
と
合
意
の
う
え
、
５,
０
０
０
億
円
を

限
度
と
し
て
信
託
金
を
追
加
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

②
追
加
信
託
が
行
な
わ
れ
た
と
き
は
、
受
託
者
は
そ
の
引
き
受
け
を

証
す
る
書
面
を
委
託
者
に
交
付
し
ま
す
。

③
委
託
者
は
、
受
託
者
と
合
意
の
う
え
、
第
１
項
の
限
度
額
を
変
更

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

（
信
託
期
間
）

第
４
条
　
こ
の
信
託
の
期
間
は
、
信
託
契
約
締
結
日
か
ら
第
43
条
第
１

項
、
第
44
条
第
１
項
、
第
45
条
第
１
項
お
よ
び
第
47
条
第
２
項
の
規
定

に
よ
る
解
約
の
日
ま
で
と
し
ま
す
。

（
受
益
証
券
の
取
得
申
込
み
の
勧
誘
の
種
類
）

第
４
条
の
２
　
こ
の
信
託
に
か
か
る
受
益
証
券
の
取
得
申
込
み
の
勧
誘

は
、証
券
取
引
法
第
２
条
第
３
項
第
２
号
イ
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
し
、

投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
第
２
条
第
14
項
で
定
め
る
適

格
機
関
投
資
家
私
募
に
よ
り
行
わ
れ
ま
す
。

（
受
益
者
）

第
５
条
　
こ
の
信
託
の
元
本
お
よ
び
収
益
の
受
益
者
は
、
こ
の
信
託
の

受
益
証
券
を
投
資
対
象
と
す
る
ド
イ
チ
ェ
・
ア
セ
ッ
ト
・
マ
ネ
ジ
メ
ン

ト
株
式
会
社
の
証
券
投
資
信
託
の
受
益
者
で
あ
る
信
託
業
務
を
営
む
銀

行
と
し
ま
す
。

（
受
益
権
の
分
割
お
よ
び
再
分
割
）

第
６
条
　
委
託
者
は
、
第
２
条
の
規
定
に
よ
る
受
益
権
に
つ
い
て
は
２

０
０
億
口
に
、
追
加
信
託
に
よ
っ
て
生
じ
た
受
益
権
に
つ
い
て
は
、
こ

れ
を
追
加
信
託
の
つ
ど
第
７
条
第
１
項
の
追
加
口
数
に
、
そ
れ
ぞ
れ
均

等
に
分
割
し
ま
す
。

②
委
託
者
は
、
受
託
者
と
協
議
の
う
え
、
一
定
日
現
在
の
受
益
権
を

均
等
に
再
分
割
で
き
ま
す
。

（
追
加
信
託
の
計
算
方
法
）

第
７
条
　
追
加
信
託
金
は
、
追
加
信
託
を
行
う
日
の
追
加
信
託
ま
た
は

信
託
契
約
の
一
部
解
約（
以
下「
一
部
解
約
」と
い
い
ま
す
。）の
処
理
を

行
な
う
前
の
信
託
財
産
に
属
す
る
資
産（
受
入
担
保
金
代
用
有
価
証
券

を
除
き
ま
す
。）を
法
令
お
よ
び
社
団
法
人
投
資
信
託
協
会
規
則
に
従

っ
て
時
価
評
価
し
て
得
た
信
託
財
産
の
資
産
総
額
か
ら
負
債
総
額
を
控

除
し
た
金
額（
以
下「
純
資
産
総
額
」と
い
い
ま
す
。）を
、
追
加
信
託
ま

た
は
一
部
解
約
を
行
な
う
前
の
受
益
権
総
口
数
で
除
し
た
金
額
に
、
当

該
追
加
信
託
に
か
か
る
受
益
権
の
口
数
を
乗
じ
た
額
と
し
ま
す
。

（
信
託
日
時
の
異
な
る
受
益
権
の
内
容
）

第
８
条
　
こ
の
信
託
の
受
益
権
は
、
信
託
の
日
時
を
異
に
す
る
こ
と
に

よ
り
差
異
を
生
ず
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

（
受
益
証
券
の
発
行
）

第
９
条
　
委
託
者
は
、
第
６
条
の
規
定
に
よ
り
分
割
さ
れ
た
受
益
権
を

55
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表
示
す
る
無
記
名
式
の
受
益
証
券
を
発
行
し
ま
す
。

②
委
託
者
が
発
行
す
る
受
益
証
券
は
、
１
口
の
整
数
倍
の
口
数
を
表

示
し
た
受
益
証
券
と
し
ま
す
。

③
受
益
者
は
、
当
該
受
益
証
券
を
他
に
譲
渡
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

（
受
益
証
券
の
発
行
に
つ
い
て
の
受
託
者
の
認
証
）

第
10
条
　
委
託
者
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
受
益
証
券
を
発
行
す
る
と

き
は
、
そ
の
発
行
す
る
受
益
証
券
が
こ
の
信
託
約
款
に
適
合
す
る
旨
の

受
託
者
の
認
証
を
受
け
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

②
前
項
の
認
証
は
、
受
託
者
の
代
表
取
締
役
が
そ
の
旨
を
受
益
証
券

に
記
載
し
記
名
捺
印
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
な
い
ま
す
。

（
投
資
の
対
象
と
す
る
資
産
の
種
類
）

第
11
条
　
こ
の
信
託
に
お
い
て
投
資
の
対
象
と
す
る
資
産
の
種
類
は
、

次
に
掲
げ
る
も
の
と
し
ま
す
。

１
次
に
掲
げ
る
特
定
資
産（「
特
定
資
産
」と
は
、
投
資
信
託
及
び
投

資
法
人
に
関
す
る
法
律
第
２
条
第
１
項
で
定
め
る
も
の
を
い
い
ま

す
。
以
下
同
じ
。）

イ
　
有
価
証
券

ロ
　
有
価
証
券
指
数
等
先
物
取
引
に
係
る
権
利

ハ
　
有
価
証
券
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
に
係
る
権
利

ニ
　
外
国
市
場
証
券
先
物
取
引
に
係
る
権
利

ホ
　
金
銭
債
権

へ
　
約
束
手
形（
証
券
取
引
法
第
２
条
第
１
項
第
８
号
に
掲
げ
る

も
の
を
除
き
ま
す
。）

ト
　
金
融
先
物
取
引
に
係
る
権
利

チ
　
金
融
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
係
る
権
利（（
ロ
）か
ら（
二
）ま

で
に
掲
げ
る
も
の
に
該
当
す
る
も
の
を
除
き
ま
す
。）

リ
　
金
銭
を
信
託
す
る
信
託
の
受
益
権

２
次
に
掲
げ
る
特
定
資
産
以
外
の
資
産

イ

外
国
有
価
証
券
市
場
に
お
い
て
行
な
わ
れ
る
有
価
証
券
先
物

取
引
と
類
似
の
取
引
に
係
る
権
利

ロ
　
為
替
手
形

（
有
価
証
券
お
よ
び
金
融
商
品
の
指
図
範
囲
等
）

第
12
条
　
委
託
者
は
、
信
託
金
を
、
主
と
し
て
次
の
有
価
証
券
に
投
資

す
る
こ
と
を
指
図
し
ま
す
。

１
株
券
ま
た
は
新
株
引
受
権
証
書

２
国
債
証
券

３
地
方
債
証
券

４
特
別
の
法
律
に
よ
り
法
人
の
発
行
す
る
債
券

５
社
債
券（
新
株
引
受
権
証
券
と
社
債
券
と
が
一
体
と
な
っ
た
新
株

引
受
権
付
社
債
券（
以
下「
分
離
型
新
株
引
受
権
付
社
債
券
」と
い

い
ま
す
。）の
新
株
引
受
権
証
券
を
除
き
ま
す
。）

６
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
・
ペ
ー
パ
ー

７
外
国
ま
た
は
外
国
法
人
の
発
行
す
る
証
券
ま
た
は
証
書
で
、
第
１

号
か
ら
第
６
号
の
証
券
ま
た
は
証
書
の
性
質
を
有
す
る
も
の

８
新
株
引
受
権
証
券（
分
離
型
新
株
引
受
権
付
社
債
券
の
新
株
引
受

権
証
券
を
含
み
ま
す
。）お
よ
び
新
株
予
約
権
証
券（
外
国
ま
た
は

外
国
法
人
が
発
行
す
る
証
券
ま
た
は
証
書
で
、
か
か
る
性
質
を
有

す
る
も
の
を
含
み
ま
す
。）

９
投
資
信
託
ま
た
は
外
国
投
資
信
託
の
受
益
証
券（
証
券
取
引
法
第

２
条
第
１
項
第
７
号
で
定
め
る
も
の
を
い
い
ま
す
。）

10
投
資
証
券
ま
た
は
外
国
投
資
証
券（
証
券
取
引
法
第
２
条
第
１
項

第
７
号
の
２
で
定
め
る
も
の
を
い
い
ま
す
。）

11
外
国
貸
付
債
権
信
託
受
益
証
券（
証
券
取
引
法
第
２
条
第
１
項
第

10
号
で
定
め
る
も
の
を
い
い
ま
す
。）

12
外
国
法
人
が
発
行
す
る
譲
渡
性
預
金
証
書

13
貸
付
債
権
信
託
受
益
権（
証
券
取
引
法
第
２
条
第
２
項
第
１
号
で

定
め
る
も
の
を
い
い
ま
す
。）

14
外
国
法
人
に
対
す
る
権
利
で
前
号
の
権
利
の
性
質
を
有
す
る
も
の

な
お
、
第
１
号
の
証
券
ま
た
は
証
書
お
よ
び
第
７
号
の
証
券
ま
た

は
証
書
の
う
ち
第
１
号
の
証
券
ま
た
は
証
書
の
性
質
を
有
す
る
も
の

を
以
下「
株
式
」と
い
い
、
第
２
号
か
ら
第
５
号
ま
で
の
証
券
お
よ

び
第
７
号
の
証
券
の
う
ち
第
２
号
か
ら
第
５
号
ま
で
の
証
券
の
性
質

を
有
す
る
も
の
を
以
下「
公
社
債
」と
い
い
ま
す
。

②
委
託
者
は
、
信
託
金
を
、
前
項
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
ほ
か
、
次

に
掲
げ
る
金
融
商
品
に
よ
り
運
用
す
る
こ
と
を
指
図
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

１
預
金

２
指
定
金
銭
信
託

３
コ
ー
ル
・
ロ
ー
ン

４
手
形
割
引
市
場
に
お
い
て
売
買
さ
れ
る
手
形

③
委
託
者
は
、
取
得
時
に
お
い
て
信
託
財
産
に
属
す
る
新
株
引
受
権

証
券
お
よ
び
新
株
予
約
権
証
券
の
時
価
総
額
が
、
信
託
財
産
の
純

資
産
総
額
の
１
０
０
分
の
５
を
超
え
る
こ
と
と
な
る
投
資
の
指
図

を
し
ま
せ
ん
。

（
運
用
の
基
本
方
針
）

第
13
条
　
委
託
者
は
、
信
託
財
産
の
運
用
に
あ
た
っ
て
は
、
別
に
定
め

る
運
用
の
基
本
方
針
に
し
た
が
っ
て
、
そ
の
指
図
を
行
な
い
ま
す
。

（
運
用
の
権
限
委
託
）

第
13
条
の
２
　
委
託
者
は
、
運
用
の
指
図
に
関
す
る
権
限
を
次
の
も
の

に
委
託
し
ま
す
。

ド
イ
チ
ェ
・
ア
セ
ッ
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・
マ
ネ
ジ
メ
ン
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・
イ
ン
タ
ー
ナ
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ョ
ナ
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②
前
項
の
委
託
を
受
け
た
者
が
受
け
る
報
酬
は
、
こ
の
信
託
の
受
益

証
券
を
主
要
投
資
対
象
と
す
る
証
券
投
資
信
託
の
委
託
者
が
、
当

該
証
券
投
資
信
託
に
か
か
る
信
託
報
酬
の
う
ち
当
該
委
託
者
が
受

け
る
報
酬
か
ら
、
毎
計
算
期
末
ま
た
は
信
託
終
了
の
と
き
支
弁
す

る
も
の
と
し
、
そ
の
額
に
つ
い
て
は
当
該
証
券
投
資
信
託
約
款
に

お
い
て
定
め
る
も
の
と
し
ま
す
。

③
第
１
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
１
項
に
よ
り
委
託
を
受
け
た

も
の
が
、
法
律
に
違
反
し
た
場
合
、
信
託
契
約
に
違
反
し
た
場
合
、

信
託
財
産
に
重
大
な
損
失
を
生
じ
せ
し
め
た
場
合
等
に
お
い
て
、

委
託
者
は
、
運
用
の
指
図
に
関
す
る
権
限
の
委
託
を
中
止
ま
た
は

委
託
の
内
容
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

（
投
資
す
る
株
式
等
の
範
囲
）

第
14
条
　
委
託
者
が
投
資
す
る
こ
と
を
指
図
す
る
株
式
、
新
株
引
受
権

証
券
お
よ
び
新
株
予
約
権
証
券
は
、
証
券
取
引
所
に
上
場（
上
場
予
定

を
含
み
ま
す
。）さ
れ
て
い
る
株
式
の
発
行
会
社
の
発
行
す
る
も
の
お

よ
び
証
券
取
引
所
に
準
ず
る
市
場
に
お
い
て
取
引
さ
れ
て
い
る
株
式
の

発
行
会
社
の
発
行
す
る
も
の
と
し
ま
す
。
た
だ
し
、
株
主
割
当
ま
た
は

社
債
権
者
割
当
に
よ
り
取
得
す
る
株
式
、
新
株
引
受
権
証
券
お
よ
び
新

株
予
約
権
証
券
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

（
同
一
銘
柄
の
株
式
等
へ
の
投
資
制
限
）

第
15
条
　
委
託
者
は
、
取
得
時
に
お
い
て
信
託
財
産
に
属
す
る
同
一
銘

柄
の
株
式
の
時
価
総
額
が
、
信
託
財
産
の
純
資
産
総
額
の
１
０
０
分
の

５
を
超
え
る
こ
と
と
な
る
投
資
の
指
図
を
し
ま
せ
ん
。

②
委
託
者
は
、
信
託
財
産
に
属
す
る
同
一
銘
柄
の
新
株
引
受
権
証
券

お
よ
び
新
株
予
約
権
証
券
の
時
価
総
額
が
、
信
託
財
産
の
純
資
産

総
額
の
１
０
０
分
の
５
を
超
え
る
こ
と
と
な
る
投
資
の
指
図
を
し

ま
せ
ん
。

（
信
用
取
引
の
指
図
範
囲
）

第
16
条
　
委
託
者
は
、
信
託
財
産
の
効
率
的
な
運
用
に
資
す
る
た
め
、

信
用
取
引
に
よ
り
株
券
を
売
り
付
け
る
こ
と
の
指
図
を
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
な
お
、
当
該
売
り
付
け
の
決
済
に
つ
い
て
は
、
株
券
の
引
き

渡
し
ま
た
は
買
い
戻
し
に
よ
り
行
な
う
こ
と
の
指
図
を
す
る
こ
と
が
で

き
る
も
の
と
し
ま
す
。

②
前
項
の
信
用
取
引
の
指
図
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の

発
行
会
社
の
発
行
す
る
株
券
に
つ
い
て
行
な
う
こ
と
が
で
き
る
も

の
と
し
、
か
つ
次
の
各
号
に
掲
げ
る
株
券
数
の
合
計
数
を
超
え
な

い
も
の
と
し
ま
す
。

１
信
託
財
産
に
属
す
る
株
券
お
よ
び
新
株
引
受
権
証
書
の
権
利
行

使
に
よ
り
取
得
す
る
株
券

２
株
式
分
割
に
よ
り
取
得
す
る
株
券

３
有
償
増
資
に
よ
り
取
得
す
る
株
券

４
売
り
出
し
に
よ
り
取
得
す
る
株
券

５
信
託
財
産
に
属
す
る
転
換
社
債
の
転
換
請
求
お
よ
び
新
株
予
約

権（
新
株
予
約
権
付
社
債
の
う
ち
会
社
法
第
２
３
６
条
第
１
項

第
３
号
の
財
産
が
当
該
新
株
予
約
権
付
社
債
に
つ
い
て
の
社
債

で
あ
っ
て
当
該
社
債
と
当
該
新
株
予
約
権
が
そ
れ
ぞ
れ
単
独
で

存
在
し
得
な
い
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め
明
確
に
し
て
い
る
も
の

（
以
下
会
社
法
施
行
前
の
旧
商
法
第
３
４
１
条
ノ
３
第
１
項
第

７
号
お
よ
び
第
８
号
の
定
め
が
あ
る
新
株
予
約
権
付
社
債
を
含

め「
転
換
社
債
型
新
株
予
約
権
付
社
債
」と
い
い
ま
す
。）の
新

株
予
約
権
に
限
り
ま
す
。）の
行
使
に
よ
り
取
得
可
能
な
株
券
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６
信
託
財
産
に
属
す
る
新
株
引
受
権
証
券
お
よ
び
新
株
引
受
権
付
社

債
券
の
新
株
引
受
権
の
行
使
、
ま
た
は
信
託
財
産
に
属
す
る
新
株

予
約
権
証
券
お
よ
び
新
株
予
約
権
付
社
債
券
の
新
株
予
約
権
（
前

号
に
定
め
る
も
の
を
除
き
ま
す
。）の
行
使
に
よ
り
取
得
可
能
な

株
券

（
先
物
取
引
等
の
運
用
指
図
・
目
的
・
範
囲
）

第
17
条
　
委
託
者
は
、
わ
が
国
の
証
券
取
引
所
に
お
け
る
有
価
証
券
先

物
取
引
、
有
価
証
券
指
数
等
先
物
取
引
お
よ
び
有
価
証
券
オ
プ
シ
ョ
ン

取
引
な
ら
び
に
外
国
の
取
引
所
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
取
引
と
類
似
の
取

引
を
行
な
う
こ
と
の
指
図
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
な
お
、
選
択
権

取
引
は
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
に
含
め
る
も
の
と
し
ま
す（
以
下
同
じ
。）。

②
委
託
者
は
、
わ
が
国
の
取
引
所
に
お
け
る
通
貨
に
係
る
先
物
取
引

な
ら
び
に
外
国
の
取
引
所
に
お
け
る
通
貨
に
係
る
先
物
取
引
お
よ

び
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
を
行
な
う
こ
と
の
指
図
を
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

③
委
託
者
は
、
わ
が
国
の
取
引
所
に
お
け
る
金
利
に
係
る
先
物
取
引

お
よ
び
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
な
ら
び
に
外
国
の
取
引
所
に
お
け
る
こ

れ
ら
の
取
引
と
類
似
の
取
引
を
行
な
う
こ
と
の
指
図
を
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

（
ス
ワ
ッ
プ
取
引
の
運
用
指
図
・
目
的
・
範
囲
）

第
18
条
　
委
託
者
は
、
異
な
っ
た
通
貨
、
異
な
っ
た
受
取
り
金
利
ま
た

は
異
な
っ
た
受
取
り
金
利
と
そ
の
元
本
を
一
定
の
条
件
の
も
と
に
交
換

す
る
取
引（
以
下「
ス
ワ
ッ
プ
取
引
」と
い
い
ま
す
。）を
行
な
う
こ
と
の

指
図
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

②
ス
ワ
ッ
プ
取
引
の
指
図
に
あ
た
っ
て
は
、
当
該
取
引
の
契
約
期
限

が
、
原
則
と
し
て
第
４
条
に
定
め
る
信
託
期
間
を
超
え
な
い
も
の

と
し
ま
す
。
た
だ
し
、
当
該
取
引
が
当
該
信
託
期
間
内
で
全
部
解

約
が
可
能
な
も
の
に
つ
い
て
は
こ
の
限
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

③
ス
ワ
ッ
プ
取
引
の
指
図
に
あ
た
っ
て
は
、
当
該
信
託
財
産
に
か
か

る
ス
ワ
ッ
プ
取
引
の
想
定
元
本
の
総
額
と
の
合
計
額（
以
下「
ス

ワ
ッ
プ
取
引
の
想
定
元
本
の
合
計
額
」と
い
い
ま
す
。
以
下
本
項

に
お
い
て
同
じ
。）が
、
信
託
財
産
の
純
資
産
総
額
を
超
え
な
い

も
の
と
し
ま
す
。
な
お
、
信
託
財
産
の
一
部
解
約
等
の
事
由
に
よ

り
、
前
記
純
資
産
総
額
が
減
少
し
て
、
ス
ワ
ッ
プ
取
引
の
想
定
元

本
の
合
計
額
が
信
託
財
産
の
純
資
産
総
額
を
超
え
る
こ
と
と
な
っ

た
場
合
に
は
、
委
託
者
は
速
や
か
に
、
そ
の
超
え
る
額
に
相
当
す

る
ス
ワ
ッ
プ
取
引
の
一
部
の
解
約
を
指
図
す
る
も
の
と
し
ま
す
。

④
ス
ワ
ッ
プ
取
引
の
評
価
は
、
当
該
取
引
契
約
の
相
手
方
が
市
場
実

勢
金
利
等
を
も
と
に
算
出
し
た
価
額
で
評
価
す
る
も
の
と
し
ま
す
。

⑤
委
託
者
は
、
ス
ワ
ッ
プ
取
引
を
行
な
う
に
あ
た
り
担
保
の
提
供
あ

る
い
は
受
入
れ
が
必
要
と
認
め
た
と
き
は
、
担
保
の
提
供
あ
る
い

は
受
入
れ
の
指
図
を
行
な
う
も
の
と
し
ま
す
。

（
同
一
銘
柄
の
転
換
社
債
等
へ
の
投
資
制
限
）

第
19
条
　
委
託
者
は
、
信
託
財
産
に
属
す
る
同
一
銘
柄
の
転
換
社
債
、

な
ら
び
に
転
換
社
債
型
新
株
予
約
権
付
社
債
の
時
価
総
額
が
、
信
託
財

産
の
純
資
産
総
額
の
１
０
０
分
の
５
を
超
え
る
こ
と
と
な
る
投
資
の
指

図
を
し
ま
せ
ん
。

（
有
価
証
券
の
貸
付
の
指
図
お
よ
び
範
囲
）

第
20
条
　
委
託
者
は
、
信
託
財
産
の
効
率
的
な
運
用
に
資
す
る
た
め
、

信
託
財
産
に
属
す
る
株
式
お
よ
び
公
社
債
を
次
の
各
号
の
範
囲
内
で
貸

付
の
指
図
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

１
株
式
の
貸
付
は
、
貸
付
時
点
に
お
い
て
、
貸
付
株
式
の
時
価
合

計
額
が
、
信
託
財
産
で
保
有
す
る
株
式
の
時
価
合
計
額
の
50
%

を
超
え
な
い
も
の
と
し
ま
す
。

２
公
社
債
の
貸
付
は
、
貸
付
時
点
に
お
い
て
、
貸
付
公
社
債
の
額

面
金
額
の
合
計
額
が
、
信
託
財
産
で
保
有
す
る
公
社
債
の
額
面

金
額
の
合
計
額
の
50
%
を
超
え
な
い
も
の
と
し
ま
す
。

②
前
項
に
定
め
る
限
度
額
を
超
え
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
は
、
委

託
者
は
速
や
か
に
、
そ
の
超
え
る
額
に
相
当
す
る
契
約
の
一
部
の

解
約
を
指
図
す
る
も
の
と
し
ま
す
。

③
委
託
者
は
、
有
価
証
券
の
貸
付
に
あ
た
っ
て
必
要
と
認
め
た
と
き

は
、
担
保
の
受
入
れ
の
指
図
を
行
な
う
も
の
と
し
ま
す
。

（
外
貨
建
資
産
へ
の
投
資
制
限
）

第
21
条
　
委
託
者
は
、
信
託
財
産
に
属
す
る
外
貨
建
資
産
の
時
価
総
額

の
信
託
財
産
の
純
資
産
総
額
に
対
す
る
割
合
に
つ
い
て
、
制
限
を
設
け

ま
せ
ん
。

（
特
別
の
場
合
の
外
貨
建
有
価
証
券
へ
の
投
資
制
限
）

第
22
条
　
外
貨
建
有
価
証
券
へ
の
投
資
に
つ
い
て
は
、
わ
が
国
の
国
際

収
支
上
の
理
由
等
に
よ
り
特
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
制
約

さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

（
外
国
為
替
予
約
の
指
図
）

第
23
条
　
委
託
者
は
、
信
託
財
産
に
属
す
る
外
貨
建
資
産
に
つ
い
て
、

当
該
外
貨
建
資
産
の
為
替
ヘ
ッ
ジ
の
た
め
、
外
国
為
替
の
売
買
の
予
約

を
指
図
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

（
外
貨
建
資
産
の
円
換
算
お
よ
び
予
約
為
替
の
評
価
）

第
24
条
　
信
託
財
産
に
属
す
る
外
貨
建
資
産
の
円
換
算
は
、
原
則
と
し

て
、
わ
が
国
に
お
け
る
計
算
日
の
対
顧
客
電
信
売
買
相
場
の
仲
値
に
よ

っ
て
計
算
し
ま
す
。

②
前
条
に
規
定
す
る
予
約
為
替
の
評
価
は
、
原
則
と
し
て
、
わ
が
国

に
お
け
る
計
算
日
の
対
顧
客
先
物
売
買
相
場
の
仲
値
に
よ
っ
て
計

算
し
ま
す
。

（
信
託
業
務
の
委
託
）

第
25
条
　
受
託
者
は
、
委
託
者
と
協
議
の
う
え
、
信
託
財
産
に
属
す
る

資
産
の
保
管
お
よ
び
処
分
並
び
に
こ
れ
に
付
随
す
る
業
務
の
全
部
ま
た

は
一
部
に
つ
い
て
、
金
融
機
関
、
証
券
会
社
、
外
国
の
法
令
に
準
拠
し

て
外
国
に
お
い
て
有
価
証
券
の
保
管
を
業
と
し
て
営
む
も
の
お
よ
び
こ

れ
ら
の
子
会
社
等
で
有
価
証
券
の
保
管
を
業
と
し
て
営
む
者
に
委
託
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

②
受
託
者
は
、
前
項
の
う
ち
信
託
業
法
22
条
第
１
項
に
定
め
る
信
託

業
務
の
委
託
を
す
る
と
き
は
、
以
後
に
掲
げ
る
基
準
の
す
べ
て
に

適
合
す
る
も
の
を
委
託
先
と
し
て
選
定
し
ま
す
。

１
委
託
先
の
信
用
力
に
照
ら
し
、
継
続
的
に
委
託
業
務
の
遂
行
に

懸
念
が
な
い
こ
と

２
委
託
先
の
委
託
業
務
に
係
る
実
績
等
に
照
ら
し
、
委
託
業
務
を

確
実
に
処
理
す
る
能
力
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と

３
信
託
財
産
の
保
管
等
を
委
託
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
財

産
の
分
別
管
理
を
行
な
う
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と

４
内
部
管
理
に
関
す
る
業
務
を
適
正
に
遂
行
す
る
た
め
の
体
制
が

整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

③
受
託
者
は
、
前
項
に
定
め
る
委
託
先
の
選
定
に
あ
た
っ
て
は
、
当

該
委
託
先
が
前
項
各
号
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
を

確
認
す
る
も
の
と
し
ま
す
。

（
有
価
証
券
の
保
管
）

第
26
条
　
受
託
者
は
、
信
託
財
産
に
属
す
る
有
価
証
券
を
、
法
令
等
に

基
づ
き
、保
管
振
替
機
関
等
に
預
託
し
保
管
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

（
混
蔵
寄
託
）

第
27
条
　
金
融
機
関
ま
た
は
証
券
会
社
か
ら
、
売
買
代
金
お
よ
び
償
還

金
等
に
つ
い
て
円
貨
で
約
定
し
円
貨
で
決
済
す
る
取
引
に
よ
り
取
得
し

た
外
国
に
お
い
て
発
行
さ
れ
た
譲
渡
性
預
金
証
書
ま
た
は
コ
マ
ー
シ
ャ

ル
・
ペ
ー
パ
ー
は
、
当
該
金
融
機
関
ま
た
は
証
券
会
社
が
保
管
契
約
を

締
結
し
た
保
管
機
関
に
当
該
金
融
機
関
ま
た
は
証
券
会
社
の
名
義
で
混

蔵
寄
託
で
き
る
も
の
と
し
ま
す
。

第
28
条
　
（
削
除
）

（
信
託
財
産
の
表
示
お
よ
び
記
載
の
省
略
）

第
29
条
　
信
託
財
産
に
属
す
る
有
価
証
券
に
つ
い
て
は
、
委
託
者
ま
た

は
受
託
者
が
必
要
と
認
め
る
場
合
の
ほ
か
、
信
託
の
表
示
お
よ
び
記
載

を
し
ま
せ
ん
。

（
有
価
証
券
売
却
等
の
指
図
）

第
30
条
　
委
託
者
は
、
信
託
財
産
に
属
す
る
有
価
証
券
の
売
却
等
の
指

図
が
で
き
ま
す
。

（
再
投
資
の
指
図
）

第
31
条
　
委
託
者
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
有
価
証
券
の
売
却
代
金
、

有
価
証
券
に
係
る
償
還
金
等
、
株
式
の
清
算
分
配
金
、
有
価
証
券
等
に

係
る
利
子
等
、
株
式
の
配
当
金
お
よ
び
そ
の
他
の
収
入
金
を
再
投
資
す

る
こ
と
の
指
図
が
で
き
ま
す
。

（
損
益
の
帰
属
）

第
32
条
　
委
託
者
の
指
図
に
基
づ
く
行
為
に
よ
り
信
託
財
産
に
生
じ
た

利
益
お
よ
び
損
失
は
、
す
べ
て
受
益
者
に
帰
属
し
ま
す
。

（
受
託
者
に
よ
る
資
金
の
立
替
え
）

第
33
条
　
信
託
財
産
に
属
す
る
有
価
証
券
に
つ
い
て
、
借
替
、
転
換
、

新
株
発
行
ま
た
は
株
式
割
当
が
あ
る
場
合
で
、
委
託
者
の
申
出
が
あ
る

と
き
は
、
受
託
者
は
資
金
の
立
替
え
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

②
信
託
財
産
に
属
す
る
有
価
証
券
に
係
る
償
還
金
等
、
株
式
の
清
算
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分
配
金
、
有
価
証
券
等
に
係
る
利
子
等
、
株
式
の
配
当
金
お
よ
び

そ
の
他
の
未
収
入
金
で
、
信
託
終
了
日
ま
で
に
そ
の
金
額
を
見
積

り
う
る
も
の
が
あ
る
と
き
は
、
受
託
者
が
こ
れ
を
立
替
え
て
信
託

財
産
に
繰
り
入
れ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

③
前
２
項
の
立
替
金
の
決
済
お
よ
び
利
息
に
つ
い
て
は
、
受
託
者
と

委
託
者
と
の
協
議
に
よ
り
そ
の
つ
ど
別
に
こ
れ
を
定
め
ま
す
。

（
信
託
の
計
算
期
間
）

第
34
条
　
こ
の
信
託
の
計
算
期
間
は
、
毎
年
８
月
16
日
か
ら
翌
年
８
月

15
日
ま
で
と
す
る
こ
と
を
原
則
と
し
ま
す
。
た
だ
し
、
第
１
計
算
期
間

は
、
平
成
14
年
８
月
29
日
か
ら
平
成
15
年
８
月
15
日
ま
で
と
し
ま
す
。

②
前
項
に
か
か
わ
ら
ず
、
前
項
の
原
則
に
よ
り
各
計
算
期
間
終
了
日

に
該
当
す
る
日（
以
下
本
項
に
お
い
て「
該
当
日
」と
い
い
ま
す
。）

が
休
業
日
の
と
き
、
各
計
算
期
間
終
了
日
は
該
当
日
の
翌
営
業
日

と
し
、
そ
の
翌
日
よ
り
次
の
計
算
期
間
が
開
始
さ
れ
る
も
の
と
し

ま
す
。
た
だ
し
、
最
終
計
算
期
間
の
終
了
日
は
、
第
４
条
に
定
め

る
信
託
期
間
の
終
了
日
と
し
ま
す
。

（
信
託
財
産
に
関
す
る
報
告
）

第
35
条
　
受
託
者
は
、
毎
計
算
期
末
に
損
益
計
算
を
行
な
い
、
信
託
財

産
に
関
す
る
報
告
書
を
作
成
し
て
、
こ
れ
を
委
託
者
に
提
出
し
ま
す
。

②
受
託
者
は
、
信
託
終
了
の
と
き
に
最
終
計
算
を
行
な
い
、
信
託
財
産

に
関
す
る
報
告
書
を
作
成
し
て
、
こ
れ
を
委
託
者
に
提
出
し
ま
す
。

（
信
託
事
務
の
諸
費
用
お
よ
び
監
査
費
用
）

第
36
条
　
信
託
財
産
に
関
す
る
租
税
、
信
託
事
務
の
処
理
に
要
す
る
諸

費
用
お
よ
び
受
託
者
の
立
替
え
た
立
替
金
の
利
息（
以
下「
諸
経
費
」と

い
い
ま
す
。）は
、
受
益
者
の
負
担
と
し
、
信
託
財
産
中
か
ら
支
弁
し

ま
す
。

（
信
託
報
酬
等
）

第
37
条
　
委
託
者
お
よ
び
受
託
者
は
、
こ
の
信
託
に
関
し
信
託
報
酬
を

収
受
し
ま
せ
ん
。

（
利
益
の
留
保
）

第
38
条
　
信
託
財
産
か
ら
生
ず
る
利
益
は
、
信
託
終
了
時
ま
で
信
託
財

産
内
に
留
保
し
、
期
中
に
は
分
配
を
行
な
い
ま
せ
ん
。

（
追
加
信
託
金
お
よ
び
一
部
解
約
金
の
計
理
処
理
）

第
39
条
　
追
加
信
託
金
ま
た
は
信
託
の
一
部
解
約
金
は
、
当
該
金
額
と
元

本
に
相
当
す
る
金
額
と
の
差
額
を
、
追
加
信
託
に
あ
っ
て
は
追
加
信
託
差

金
、
信
託
の
一
部
解
約
に
あ
っ
て
は
解
約
差
金
と
し
て
処
理
し
ま
す
。

（
償
還
金
の
委
託
者
へ
の
交
付
と
支
払
い
に
関
す
る
受
託
者
の
免
責
）

第
40
条
　
受
託
者
は
、
信
託
が
終
了
し
た
と
き
は
、
償
還
金（
信
託
終

了
時
に
お
け
る
信
託
財
産
の
純
資
産
総
額
を
受
益
権
口
数
で
除
し
た
額

を
い
い
ま
す
。
以
下
同
じ
。）の
全
額
を
委
託
者
に
交
付
し
ま
す
。

②
受
託
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
委
託
者
に
償
還
金
を
交
付
し
た
後

は
、
受
益
者
に
対
す
る
支
払
い
に
つ
き
、
そ
の
責
に
任
じ
ま
せ
ん
。

（
償
還
金
の
支
払
い
）

第
41
条
　
委
託
者
は
、
受
託
者
よ
り
償
還
金
の
交
付
を
受
け
た
後
、
受

益
証
券
と
引
き
換
え
に
当
該
償
還
金
を
受
益
者
に
支
払
い
ま
す
。

（
一
部
解
約
）

第
42
条
　
委
託
者
は
、
受
益
者
の
請
求
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
信
託
の
一

部
を
解
約
し
ま
す
。
解
約
金
は
、
一
部
解
約
を
行
な
う
日
の
一
部
解
約
ま

た
は
追
加
信
託
を
行
な
う
前
の
信
託
財
産
の
純
資
産
総
額
を
、
一
部
解
約

ま
た
は
追
加
信
託
を
行
な
う
前
の
受
益
権
総
口
数
で
除
し
た
金
額
に
、
当

該
一
部
解
約
に
か
か
る
受
益
権
の
口
数
を
乗
じ
た
額
と
し
ま
す
。

（
信
託
契
約
の
解
約
）

第
43
条
　
委
託
者
は
、
信
託
期
間
中
に
お
い
て
、
こ
の
信
託
契
約
を
解

約
す
る
こ
と
が
受
益
者
の
た
め
有
利
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
、
も
し
く

は
や
む
を
得
な
い
事
情
が
発
生
し
た
と
き
は
、受
託
者
と
合
意
の
う
え
、

こ
の
信
託
契
約
を
解
約
し
、
信
託
を
終
了
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
委
託
者
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
解
約
し
よ
う
と
す

る
旨
を
監
督
官
庁
に
届
け
出
ま
す
。

②
委
託
者
は
、
こ
の
信
託
の
受
益
証
券
を
投
資
対
象
と
す
る
こ
と
を

信
託
約
款
に
お
い
て
定
め
る
す
べ
て
の
証
券
投
資
信
託
が
そ
の
信

託
を
終
了
さ
せ
る
こ
と
と
な
る
場
合
に
は
、
こ
の
信
託
契
約
を
解

約
し
、
信
託
を
終
了
さ
せ
ま
す
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
委
託
者

は
、
あ
ら
か
じ
め
、
解
約
し
よ
う
と
す
る
旨
を
監
督
官
庁
に
届
け

出
ま
す
。

③
委
託
者
は
、
前
項
の
事
項
に
つ
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
、
解
約
し
よ

う
と
す
る
旨
を
公
告
し
、
か
つ
、
そ
の
旨
を
記
載
し
た
書
面
を
こ

の
信
託
契
約
に
係
る
知
ら
れ
た
る
受
益
者
に
対
し
て
交
付
し
ま
す
。

た
だ
し
、
こ
の
信
託
契
約
に
係
る
す
べ
て
の
受
益
者
に
対
し
て
書

面
を
交
付
し
た
と
き
は
、
原
則
と
し
て
、
公
告
を
行
い
ま
せ
ん
。

④
前
項
の
公
告
お
よ
び
書
面
に
は
、
受
益
者
で
異
議
の
あ
る
者
は
一

定
の
期
間
内
に
委
託
者
に
対
し
て
異
議
を
述
べ
る
べ
き
旨
を
付
記

し
ま
す
。

な
お
、
一
定
の
期
間
は
一
月
を
下
ら
な
い
も
の
と
し
ま
す
。

⑤
前
項
の
一
定
の
期
間
内
に
異
議
を
述
べ
た
受
益
者
の
受
益
権
の
口

数
が
受
益
権
の
総
口
数
の
二
分
の
一
を
超
え
る
と
き
は
、
第
１
項

の
信
託
契
約
の
解
約
を
し
ま
せ
ん
。

⑥
委
託
者
は
、
こ
の
信
託
契
約
の
解
約
を
し
な
い
こ
と
と
し
た
と
き

は
、
解
約
し
な
い
旨
お
よ
び
そ
の
理
由
を
公
告
し
、
か
つ
、
こ
れ

ら
の
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
こ
の
信
託
契
約
に
係
る
知
ら
れ
た

る
受
益
者
に
対
し
て
交
付
し
ま
す
。
た
だ
し
、
こ
の
信
託
契
約
に

係
る
す
べ
て
の
受
益
者
に
対
し
て
書
面
を
交
付
し
た
と
き
は
、
原

則
と
し
て
、
公
告
を
行
い
ま
せ
ん
。

⑦
第
４
項
か
ら
前
項
ま
で
の
規
定
は
、信
託
財
産
の
状
態
に
照
ら
し
、

真
に
や
む
を
得
な
い
事
情
が
生
じ
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
、
第
４

項
の
一
定
の
期
間
が
一
月
を
下
ら
ず
に
そ
の
公
告
お
よ
び
書
面
の

交
付
を
行
う
こ
と
が
困
難
な
場
合
に
は
適
用
し
ま
せ
ん
。

（
信
託
契
約
に
関
す
る
監
督
官
庁
の
命
令
）

第
44
条
　
委
託
者
は
、
監
督
官
庁
よ
り
こ
の
信
託
契
約
の
解
約
の
命
令

を
受
け
た
と
き
は
、
そ
の
命
令
に
し
た
が
い
、
信
託
契
約
を
解
約
し
信

託
を
終
了
さ
せ
ま
す
。

②
委
託
者
は
、
監
督
官
庁
の
命
令
に
基
づ
い
て
こ
の
信
託
約
款
を
変

更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
第
48
条
の
規
定
に
し
た
が
い
ま
す
。

（
委
託
者
の
認
可
取
消
等
に
伴
う
取
扱
い
）

第
45
条
　
委
託
者
が
監
督
官
庁
よ
り
認
可
の
取
消
を
受
け
た
と
き
、
解

散
し
た
と
き
ま
た
は
業
務
を
廃
止
し
た
と
き
は
、
委
託
者
は
、
こ
の
信

託
契
約
を
解
約
し
、
信
託
を
終
了
さ
せ
ま
す
。

②
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
監
督
官
庁
が
こ
の
信
託
契
約
に
関

す
る
委
託
者
の
業
務
を
他
の
投
資
信
託
委
託
業
者
に
引
き
継
ぐ
こ

と
を
命
じ
た
と
き
は
、
こ
の
信
託
は
、
第
48
条
第
４
項
の
規
定
に

該
当
す
る
場
合
を
除
き
、
当
該
投
資
信
託
委
託
業
者
と
受
託
者
と

の
間
に
お
い
て
存
続
し
ま
す
。

（
委
託
者
の
事
業
の
譲
渡
お
よ
び
承
継
に
伴
う
取
扱
い
）

第
46
条
　
委
託
者
は
、
事
業
の
全
部
又
は
一
部
を
譲
渡
す
る
こ
と
が
あ

り
、
こ
れ
に
伴
い
、
こ
の
信
託
契
約
に
関
す
る
事
業
を
譲
渡
す
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
。

②
委
託
者
は
、
分
割
に
よ
り
事
業
の
全
部
又
は
一
部
を
承
継
さ
せ
る

こ
と
が
あ
り
、
こ
れ
に
伴
い
、
こ
の
信
託
契
約
に
関
す
る
事
業
を

承
継
さ
せ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

（
受
託
者
の
辞
任
に
伴
う
取
扱
い
）

第
47
条
　
受
託
者
は
、
委
託
者
の
承
諾
を
受
け
て
そ
の
任
務
を
辞
任
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
の
場
合
、
委
託
者
は
、
第
48
条
の
規
定
に
し

た
が
い
、
新
受
託
者
を
選
任
し
ま
す
。

②
委
託
者
が
新
受
託
者
を
選
任
で
き
な
い
と
き
は
、
委
託
者
は
こ
の

信
託
契
約
を
解
約
し
、
信
託
を
終
了
さ
せ
ま
す
。

（
信
託
約
款
の
変
更
）

第
48
条
　
委
託
者
は
、
受
益
者
の
利
益
の
た
め
必
要
と
認
め
る
と
き
ま

た
は
や
む
を
得
な
い
事
情
が
発
生
し
た
と
き
は
、
受
託
者
と
合
意
の
う

え
、
こ
の
信
託
約
款
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
あ
ら
か

じ
め
、
変
更
し
よ
う
と
す
る
旨
お
よ
び
そ
の
内
容
を
監
督
官
庁
に
届
け

出
ま
す
。

②
委
託
者
は
、
前
項
の
変
更
事
項
の
う
ち
、
そ
の
内
容
が
重
大
な
も

の
に
つ
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
、
変
更
し
よ
う
と
す
る
旨
お
よ
び
そ

の
内
容
を
公
告
し
、
か
つ
、
こ
れ
ら
の
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を

こ
の
信
託
約
款
に
係
る
知
ら
れ
た
る
受
益
者
に
対
し
て
交
付
し
ま

す
。
た
だ
し
、
こ
の
信
託
約
款
に
係
る
す
べ
て
の
受
益
者
に
対
し

て
書
面
を
交
付
し
た
と
き
は
、
原
則
と
し
て
、
公
告
を
行
い
ま
せ

ん
。

③
前
項
の
公
告
お
よ
び
書
面
に
は
、
受
益
者
で
異
議
の
あ
る
者
は
一

定
の
期
間
内
に
委
託
者
に
対
し
て
異
議
を
述
べ
る
べ
き
旨
を
付
記

し
ま
す
。
な
お
、
一
定
の
期
間
は
一
月
を
下
ら
な
い
も
の
と
し
ま

す
。

④
前
項
の
一
定
の
期
間
内
に
異
議
を
述
べ
た
受
益
者
の
受
益
権
の
口

数
が
受
益
権
の
総
口
数
の
二
分
の
一
を
超
え
る
と
き
は
、
第
１
項

の
信
託
約
款
の
変
更
を
し
ま
せ
ん
。

⑤
委
託
者
は
、
当
該
信
託
約
款
の
変
更
を
し
な
い
こ
と
と
し
た
と
き
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は
、
変
更
し
な
い
旨
お
よ
び
そ
の
理
由
を
公
告
し
、
か
つ
、
こ
れ

ら
の
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
知
ら
れ
た
る
受
益
者
に
対
し
て
交

付
し
ま
す
。
た
だ
し
、
す
べ
て
の
受
益
者
に
対
し
て
書
面
を
交
付

し
た
と
き
は
、
原
則
と
し
て
、
公
告
を
行
い
ま
せ
ん
。

（
反
対
者
の
買
取
請
求
権
）

第
49
条
　
第
43
条
に
規
定
す
る
信
託
契
約
の
解
約
ま
た
は
前
条
に
規
定

す
る
信
託
約
款
の
変
更
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
第
43
条
第
４
項
ま
た

は
前
条
第
３
項
の
一
定
の
期
間
内
に
委
託
者
に
対
し
て
異
議
を
述
べ
た

受
益
者
は
、
受
託
者
に
対
し
、
自
己
の
有
す
る
受
益
証
券
を
、
信
託
財

産
を
も
っ
て
買
取
る
べ
き
旨
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
の
買

取
請
求
権
の
内
容
お
よ
び
買
取
請
求
の
手
続
に
関
す
る
事
項
は
、
第
43

条
第
３
項
ま
た
は
前
条
第
２
項
に
規
定
す
る
公
告
ま
た
は
書
面
に
付
記

し
ま
す
。

（
公
告
）

第
50
条
　
委
託
者
が
受
益
者
に
対
し
て
す
る
公
告
は
、
日
本
経
済
新
聞

に
掲
載
し
ま
す
。

（
信
託
約
款
に
関
す
る
疑
義
の
取
扱
い
）

第
51
条
　
こ
の
信
託
約
款
の
解
釈
に
つ
い
て
疑
義
を
生
じ
た
と
き
は
、

委
託
者
と
受
託
者
と
の
協
議
に
よ
り
定
め
ま
す
。

前
記
条
項
に
よ
り
信
託
契
約
を
締
結
し
ま
す
。

信
託
契
約
締
結
日
　
　
平
成
14
年
８
月
29
日

委
託
者
　
ド
イ
チ
ェ
・
ア
セ
ッ
ト
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
株
式
会
社

受
託
者
　
三
菱
Ｕ
Ｆ
Ｊ
信
託
銀
行
株
式
会
社

59
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1

平
成
14
年
８
月
29
日
　
　
信
託
契
約
締
結

同
　
　
　
　
　
　
当
フ
ァ
ン
ド
の
設
定

同
　
　
　
　
　
　
当
フ
ァ
ン
ド
の
運
用
開
始

①
当
フ
ァ
ン
ド
の
取
得
申
込
み
の
受
付
は
、
原
則
と
し
て
販
売
会
社
の
営
業
日
の
午
後

３
時（
半
日
営
業
日
は
午
前
11
時
）ま
で
に
、
取
得
申
込
み
の
受
付
が
行
わ
れ
か
つ
当

該
取
得
申
込
み
の
受
付
に
係
る
販
売
会
社
所
定
の
事
務
手
続
が
完
了
し
た
も
の
を
当

日
の
取
得
申
込
受
付
分
と
し
て
取
り
扱
い
ま
す
。
当
該
受
付
時
間
を
過
ぎ
た
場
合
は

翌
営
業
日
の
受
付
分
に
な
り
ま
す
。

当
フ
ァ
ン
ド
は
収
益
分
配
金
の
受
取
方
法
に
よ
り
、
収
益
の
分
配
時
に
収
益
分
配
金

を
受
け
取
る「
一
般
コ
ー
ス
」と
、
収
益
分
配
金
が
税
引
き
後
無
手
数
料
で
再
投
資
さ

れ
る「
自
動
け
い
ぞ
く
投
資
コ
ー
ス
」の
２
つ
の
コ
ー
ス
が
あ
り
ま
す
。
当
フ
ァ
ン
ド

の
取
得
申
込
者
は
、
取
得
申
込
み
を
す
る
際
に
、「
一
般
コ
ー
ス
」か「
自
動
け
い
ぞ

く
投
資
コ
ー
ス
」か
、
ど
ち
ら
か
の
コ
ー
ス
を
申
出
る
も
の
と
し
ま
す
。
た
だ
し
、

申
込
取
扱
場
所
に
よ
っ
て
は
、
ど
ち
ら
か
一
方
の
み
の
取
扱
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。
詳
し
く
は
、
販
売
会
社
に
お
問
合
せ
下
さ
い
。

な
お
、
収
益
分
配
金
の
受
取
方
法
は
途
中
で
変
更
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

「
自
動
け
い
ぞ
く
投
資
コ
ー
ス
」を
選
択
す
る
場
合
、
取
得
申
込
者
は
、
当
該
販
売
会

社
と
の
間
で「
自
動
け
い
ぞ
く
投
資
約
款
」※
に
し
た
が
っ
て
契
約（
以
下「
自
動
け
い

ぞ
く
投
資
契
約
」と
い
い
ま
す
。）を
締
結
し
ま
す
。

※
販
売
会
社
に
よ
っ
て
は
、
当
該
契
約
ま
た
は
規
定
に
つ
い
て
は
、
同
様
の
権
利
義
務
関
係
を
規
定
す
る
名

称
の
異
な
る
契
約
ま
た
は
規
定
を
用
い
る
こ
と
が
あ
り
、
こ
の
場
合
、
該
当
す
る
別
の
名
称
に
読
み
替
え

る
も
の
と
し
ま
す
。

「
一
般
コ
ー
ス
」を
選
択
し
た
場
合
、
販
売
会
社
と
の
保
護

預
り
契
約
に
基
づ
い
て
、
販
売
会
社
の
保
護
預
り
と
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
な
お
、「
自
動
け
い
ぞ
く
投
資
コ
ー

ス
」を
選
択
し
た
場
合
、
受
益
証
券
は
す
べ
て
保
護
預
り

と
な
り
、
受
益
証
券
を
引
き
出
す
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

（
注
）当
フ
ァ
ン
ド
の
受
益
権
は
、
平
成
19
年
１
月
４
日
よ
り
、
振
替
制
度
に
移

行
す
る
予
定
で
あ
り
、
受
益
証
券
は
発
行
さ
れ
ず
、
受
益
権
の
帰
属
は
、

振
替
機
関
等
の
振
替
口
座
簿
に
記
載
ま
た
は
記
録
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
定

ま
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
保
護
預
り
の
形
態
は
な
く
な
り
ま
す
。

ま
た
、販
売
会
社
と
の
間
で「
定
時
定
額
購
入
サ
ー
ビ
ス
」等

に
関
す
る
契
約
等
※

を
取
交
わ
し
た
場
合
、
当
該
契
約
等
で

規
定
す
る
取
得
申
込
み
の
方
法
に
よ
る
も
の
と
し
ま
す
。

※
当
該
契
約
ま
た
は
規
定
に
つ
い
て
は
、
同
様
の
権
利
義
務
関
係
を
規
定

す
る
名
称
の
異
な
る
契
約
ま
た
は
規
定
を
使
用
す
る
こ
と
が
あ
り
、
こ

の
場
合
、
当
該
別
の
名
称
に
読
み
替
え
る
も
の
と
し
ま
す
。
な
お
、「
定

時
定
額
購
入
サ
ー
ビ
ス
」等
の
取
扱
い
の
有
無
に
つ
い
て
は
、
お
申
込
み

の
販
売
会
社
に
お
問
合
せ
下
さ
い
。

②
当
フ
ァ
ン
ド
の
取
得
価
額
は
、
取
得
申
込
受
付
日
の
翌
営

業
日
の
基
準
価
額
と
し
ま
す
。

委託会社（ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社）

ホームページアドレス http://www.damj.co.jp/

電話番号 03ー5156ー5247

（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）

手
続
等

フ
ァ
ン
ド
の
沿
革

申
込
（
販
売
）
手
続
等

申
込
（
販
売
）
手
続
等
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③
申
込
単
位
は
、
販
売
会
社
が
そ
れ
ぞ
れ
別
に
定
め
る
単
位
と
し
ま
す
。
詳
細
に
つ
き

ま
し
て
は
、
販
売
会
社
ま
た
は
委
託
会
社
の
前
ペ
ー
ジ
照
会
先
ま
で
お
問
合
せ
下
さ

い
。

④
申
込
手
数
料
は
、
取
得
申
込
受
付
日
の
翌
営
業
日
の
基
準
価
額
に
２
・
６
２
５
％

（
税
抜
２
・
５
％
）を
上
限
と
し
て
、
販
売
会
社
が
そ
れ
ぞ
れ
定
め
る
申
込
手
数
料
率

を
乗
じ
て
得
た
額
と
し
ま
す
。
申
込
手
数
料
の
詳
細
に
つ
き
ま
し
て
は
、
販
売
会
社

ま
た
は
委
託
会
社
の
前
ペ
ー
ジ
照
会
先
に
お
問
合
せ
下
さ
い
。

「
自
動
け
い
ぞ
く
投
資
コ
ー
ス
」を
選
択
し
た
場
合
、
収
益
分
配
金
を
再
投
資
す
る
場

合
の
申
込
手
数
料
は
、
無
手
数
料
と
し
ま
す
。

⑤
当
フ
ァ
ン
ド
の
取
得
申
込
者
は
、
申
込
代
金
を
取
得
申
込
受
付
日
か
ら
起
算
し
て
、

原
則
と
し
て
、
５
営
業
日
目
ま
で
に
販
売
会
社
に
支
払
う
も
の
と
し
ま
す
。
な
お
、

販
売
会
社
が
別
に
定
め
る
所
定
の
方
法
に
よ
り
、
前
記
の
期
日
以
前
に
取
得
申
込
代

金
を
お
支
払
い
い
た
だ
く
場
合
が
あ
り
ま
す
。

⑥
取
得
申
込
み
の
受
付
の
中
止
、
既
に
受
付
け
た
取
得
申
込
み
の
受
付
の
取
消
等

ａ
信
託
財
産
の
効
率
的
な
運
用
に
資
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
委
託
会
社
が
判
断

す
る
場
合
、
委
託
会
社
は
、
受
益
証
券
の
取
得
申
込
み
の
受
付
を
制
限
ま
た
は

停
止
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

ｂ
証
券
取
引
所
等
に
お
け
る
取
引
の
停
止
、
外
国
為
替
取
引
の
停
止
そ
の
他
や
む

を
得
な
い
事
情
が
あ
る
と
き
は
、
委
託
会
社
は
、
受
益
証
券
の
取
得
申
込
み
の

受
付
を
中
止
す
る
こ
と
お
よ
び
既
に
受
付
け
た
取
得
申
込
み
を
取
り
消
す
こ
と

が
で
き
ま
す
。

※
当
フ
ァ
ン
ド
の
受
益
権
は
、
平
成
19
年
１
月
４
日
よ
り
振
替
制
度
に
移
行
す
る
予
定
で
あ
り
、
取
得
申
込

者
は
販
売
会
社
に
、
取
得
申
込
と
同
時
に
ま
た
は
予
め
、
自
己
の
た
め
に
開
設
さ
れ
た
フ
ァ
ン
ド
の
受
益

権
の
振
替
を
行
う
た
め
の
振
替
機
関
等
の
口
座
を
示
す
も
の
と
し
、
当
該
口
座
に
当
該
取
得
申
込
者
に
係

る
口
数
の
増
加
の
記
載
ま
た
は
記
録
が
行
わ
れ
ま
す
。
な
お
、
販
売
会
社
は
、
当
該
取
得
申
込
の
代
金
の

支
払
い
と
引
き
換
え
に
、
当
該
口
座
に
当
該
取
得
申
込
者
に
係
る
口
数
の
増
加
の
記
載
ま
た
は
記
録
を
行

う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
委
託
会
社
は
、
追
加
信
託
に
よ
り
分
割
さ
れ
た
受
益
権
に
つ
い
て
、
振
替
機
関
等

の
振
替
口
座
簿
へ
の
新
た
な
記
載
ま
た
は
記
録
を
す
る
た
め
社
振
法
に
定
め
る
事
項
の
振
替
機
関
へ
の
通

知
を
行
う
も
の
と
し
ま
す
。
振
替
機
関
等
は
、
委
託
会
社
か
ら
振
替
機
関
へ
の
通
知
が
あ
っ
た
場
合
、
社

振
法
の
規
定
に
し
た
が
い
、
そ
の
備
え
る
振
替
口
座
簿
へ
の
新
た
な
記
載
ま
た
は
記
録
を
行
い
ま
す
。
受

託
会
社
は
、
追
加
信
託
に
よ
り
生
じ
た
受
益
権
に
つ
い
て
は
追
加
信
託
の
つ
ど
、
振
替
機
関
の
定
め
る
方

法
に
よ
り
、
振
替
機
関
へ
当
該
受
益
権
に
係
る
信
託
を
設
定
し
た
旨
の
通
知
を
行
い
ま
す
。

①
受
益
者
は
、
自
己
の
有
す
る
受
益
証
券
に
つ
き
、
委
託
会
社
に
１
口
単
位
を
も
っ
て

一
部
解
約
の
実
行
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
一
部
解
約
の
実
行
の
請
求
の
受

付
は
、
原
則
と
し
て
販
売
会
社
の
営
業
日
の
午
後
３
時（
半
日
営
業
日
は
午
前
11
時
）

ま
で
に
一
部
解
約
の
実
行
の
請
求
が
行
わ
れ
か
つ
当
該
請
求
の
受
付
に
係
る
販
売
会

社
所
定
の
事
務
手
続
が
完
了
し
た
も
の
を
当
日
の
受
付
分
と
し
ま
す
。

②
解
約
価
額
※
１

は
、
一
部
解
約
の
実
行
の
請
求
を
受
付
け
た
日
の
翌
営
業
日
の
基
準
価

額
か
ら
信
託
財
産
留
保
額
※
２
（
当
該
基
準
価
額
に
０
・
１
５
％
の
率
を
乗
じ
て
得
た

額
）を
控
除
し
た
価
額
と
し
ま
す
。

※
１

解
約
価
額
＝
基
準
価
額
ー
信
託
財
産
留
保
額（
基
準
価
額
×
０
・
１
５
％
）

※
２
「
信
託
財
産
留
保
額
」と
は
、
引
続
き
受
益
証
券
を
保
有
す
る
受
益
者
と
解
約
者
と
の
公
平
性
の
確
保
や

フ
ァ
ン
ド
残
高
の
安
定
的
な
推
移
を
図
る
た
め
、
ク
ロ
ー
ズ
ド
期
間
の
有
無
に
関
係
な
く
、
信
託
満
了

前
の
解
約
に
対
し
解
約
者
か
ら
徴
収
す
る
一
定
の
金
額
を
い
い
、
信
託
財
産
に
繰
り
入
れ
ら
れ
ま
す
。

解
約
価
額
は
、
原
則
と
し
て
委
託
会
社
の
営
業
日
に
日
々
算
出
さ
れ
ま
す
。
な
お
、

解
約
価
額
に
つ
い
て
は
、
販
売
会
社
ま
た
は
委
託
会
社
の
前
ペ
ー
ジ
照
会
先
に
お
問

合
せ
下
さ
い
。

③
お
手
取
額
は
、
解
約
価
額
が
個
別
元
本
※
１

を
上
回
っ
た
場
合
そ
の
超
過
額
に
対
し
て
、

次
の
所
定
の
税
金
を
差
し
引
い
た
額
と
な
り
ま
す
。

・
個
人
の
受
益
者
の
場
合
は
、
10
％（
所
得
税
７
％
お
よ
び
地
方
税
３
％
）※
２

・
法
人
の
受
益
者
の
場
合
は
、
７
％（
所
得
税
７
％
）※
３

※
１
「
個
別
元
本
」と
は
、
受
益
者
毎
の
信
託
時
の
受
益
証
券
の
価
額
等
を
い
い
ま
す
。

※
２
税
率
は
平
成
20
年
４
月
１
日
か
ら
20
%（
所
得
税
15
%
お
よ
び
地
方
税
５
%
）と
な
る
予
定
で
す
。

※
３
税
率
は
平
成
20
年
４
月
１
日
か
ら
15
%（
所
得
税
15
%
）と
な
る
予
定
で
す
。

（
注
）
税
法
が
改
正
さ
れ
た
場
合
等
に
は
、
前
記
の
内
容
が
変
更
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

④
解
約
代
金
は
、
原
則
と
し
て
一
部
解
約
の
実
行
の
請
求
を
受
付
け
た
日
か
ら
起
算
し

て
５
営
業
日
目
か
ら
販
売
会
社
に
お
い
て
支
払
わ
れ
ま
す
。

⑤
信
託
財
産
の
資
金
管
理
を
円
滑
に
行
う
た
め
、
１
顧
客
１
日
当
り
10
億
円
を
超
え
る

一
部
解
約
は
で
き
ま
せ
ん
。
な
お
、
１
顧
客
１
日
当
た
り
10
億
円
以
下
の
金
額
で
あ

っ
て
も
、
フ
ァ
ン
ド
の
残
高
減
少
、
市
場
の
流
動
性
の
状
況
等
に
よ
っ
て
は
、
委
託

会
社
の
判
断
に
よ
り
、
一
定
の
金
額
を
超
え
る
一
部
解
約
の
金
額
に
別
途
制
限
を
設

け
る
場
合
や
一
定
の
金
額
を
超
え
る
一
部
解
約
の
実
行
の
請
求
の
受
付
時
間
に
制
限

を
設
け
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

換
金
（
解
約
）
手
続
等

換
金
（
解
約
）
手
続
等
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（1）
資
産
の
評
価

①
基
準
価
額
の
計
算
方
法
等
に
つ
い
て

基
準
価
額
と
は
、
信
託
財
産
に
属
す
る
資
産（
受
入
担
保
金
代
用
有
価
証
券
を
除
き
ま

す
。）を
法
令
お
よ
び
社
団
法
人
投
資
信
託
協
会
規
則
に
従
っ
て
時
価
評
価
し
て
得
た
信

託
財
産
の
資
産
総
額
か
ら
負
債
総
額
を
控
除
し
た
金
額（
以
下「
純
資
産
総
額
」と
い
い

ま
す
。）を
、
計
算
日
に
お
け
る
受
益
権
総
口
数
で
除
し
た
金
額
を
い
い
ま
す
。

な
お
、
信
託
財
産
に
属
す
る
外
貨
建
資
産
の
円
換
算
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
わ
が

国
に
お
け
る
計
算
日
の
対
顧
客
電
信
売
買
相
場
の
仲
値
に
よ
っ
て
計
算
し
ま
す
。

予
約
為
替
の
評
価
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
、
わ
が
国
に
お
け
る
計
算
日
の
対
顧
客

先
物
売
買
相
場
の
仲
値
に
よ
る
も
の
と
し
ま
す
。

受
益
証
券
１
口
当
た
り
の
純
資
産
額
が
基
準
価
額
で
す
。
た

だ
し
、
便
宜
上
１
万
口
当
た
り
に
換
算
し
た
価
額
で
表
示
さ

れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

基
準
価
額
に
つ
い
て
は
、
販
売
会
社
ま
た
は
委
託
会
社
の
下

記
照
会
先
に
お
問
合
せ
下
さ
い
。

ま
た
、
原
則
と
し
て
日
本
経
済
新
聞（
朝
刊
）の「
オ
ー
プ
ン
基

準
価
格
」欄
に
、
前
日
付
の
基
準
価
額
が
掲
載
さ
れ
ま
す
。

（
略
称：

イ
ン
カ
ム
）

②
運
用
資
産
の
評
価
基
準
お
よ
び
評
価
方
法

法
令
お
よ
び
社
団
法
人
投
資
信
託
協
会
規
則
に
従
っ
て
、
原

則
と
し
て
時
価
に
よ
り
評
価
し
て
お
り
ま
す
。

（2）
保
管

①
「
一
般
コ
ー
ス
」を
選
択
し
た
受
益
者
は
、
販
売
会
社
と
の

保
護
預
り
契
約
に
基
づ
き
、
受
益
証
券
を
販
売
会
社
に
保

管（
保
護
預
り
）さ
せ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
保
護
預
り
の

場
合
、
受
益
証
券
は
混
蔵
保
管
さ
れ
ま
す
。
保
護
預
り
を

行
わ
な
い
場
合
、
受
益
証
券
は
、
受
益
者
の
責
任
に
お
い
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⑥
委
託
会
社
は
、
証
券
取
引
所
等
に
お
け
る
取
引
の
停
止
、
外
国
為
替
取
引
の
停
止
そ

の
他
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
と
き
は
、
一
部
解
約
の
実
行
の
請
求
の
受
付
を
中

止
す
る
こ
と
お
よ
び
既
に
受
付
け
た
一
部
解
約
の
実
行
の
請
求
の
受
付
を
中
止
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
の
場
合
に
は
、
受
益
者
は
当
該
受
付
中
止
以
前
に
行
っ
た
当

日
の
一
部
解
約
の
実
行
の
請
求
を
撤
回
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、
受
益
者
が
そ
の
一
部

解
約
の
実
行
の
請
求
を
撤
回
し
な
い
場
合
に
は
、
当
該
受
益
証
券
の
一
部
解
約
の
価

額
は
、
当
該
受
付
中
止
を
解
除
し
た
後
の
最
初
の
基
準
価
額
の
計
算
日
に
一
部
解
約

の
実
行
の
請
求
を
受
付
け
た
も
の
と
し
て
当
該
計
算
日
の
基
準
価
額
か
ら
信
託
財
産

留
保
額
を
控
除
し
た
解
約
価
額
と
し
ま
す
。

⑦
前
記
に
か
か
わ
ら
ず
、
委
託
会
社
は
、
証
券
取
引
所
等
に
お
け
る
取
引
の
停
止
、
外

国
為
替
取
引
の
停
止
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
情
よ
り
、
既
に
受
付
け
た
一
部
解
約

の
実
行
の
請
求
に
か
か
る
信
託
契
約
の
一
部
を
解
約
す
る
こ
と
が
不
可
能
と
判
断
し

た
場
合
、
既
に
受
付
け
た
一
部
解
約
の
実
行
の
請
求
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。

（
注
）前
記
の
ほ
か
、
販
売
会
社
に
よ
っ
て
は
受
益
証
券
を
買
い
取
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

詳
し
く
は
、
販
売
会
社
に
お
問
合
せ
下
さ
い
。

※
当
フ
ァ
ン
ド
の
受
益
権
は
、
平
成
19
年
１
月
４
日
よ
り
振
替
制
度
に
移
行
す
る
予
定
で
あ
り
、
換
金
の
請

求
を
行
う
受
益
者
は
、
そ
の
口
座
が
開
設
さ
れ
て
い
る
振
替
機
関
等
に
対
し
て
当
該
受
益
者
の
請
求
に
係

る
こ
の
信
託
契
約
の
一
部
解
約
を
委
託
会
社
が
行
う
の
と
引
き
換
え
に
、
当
該
一
部
解
約
に
係
る
受
益
権

の
口
数
と
同
口
数
の
抹
消
の
申
請
を
行
う
も
の
と
し
、
社
振
法
の
規
定
に
し
た
が
い
当
該
振
替
機
関
等
の

口
座
に
お
い
て
当
該
口
数
の
減
少
の
記
載
ま
た
は
記
録
が
行
わ
れ
ま
す
。

平
成
19
年
１
月
４
日
以
降
の
換
金
に
係
る
換
金
の
請
求
を
受
益
者
が
す
る
と
き
は
、
振
替
受
益
権
を
も
っ

て
行
う
も
の
と
し
ま
す
。
た
だ
し
、
平
成
19
年
１
月
４
日
以
降
に
換
金
代
金
が
受
益
者
に
支
払
わ
れ
る
こ

と
と
な
る
換
金
の
請
求
で
、
平
成
19
年
１
月
４
日
前
に
行
わ
れ
る
当
該
請
求
に
つ
い
て
は
、
振
替
受
益
権

と
な
る
こ
と
が
確
実
な
受
益
証
券
を
も
っ
て
行
う
も
の
と
し
ま
す
。

平
成
18
年
12
月
29
日
時
点
で
の
保
護
預
り
を
ご
利
用
の
方
の
受
益
証
券
は
、
原
則
と
し
て
一
括
し
て
全
て

振
替
受
益
権
へ
移
行
し
ま
す
。
受
益
証
券
を
お
手
許
で
保
有
さ
れ
て
い
る
方
で
、
平
成
19
年
１
月
４
日
以

降
も
引
き
続
き
保
有
さ
れ
た
場
合
は
、
換
金
の
お
申
込
み
に
際
し
て
、
個
別
に
振
替
受
益
権
と
す
る
た
め

の
所
要
の
手
続
き
が
必
要
で
あ
り
、
こ
の
手
続
き
に
は
時
間
を
要
し
ま
す
の
で
、
ご
留
意
く
だ
さ
い
。

管
理
及
び
運
営

資
産
管
理
等
の
概
要

資
産
管
理
等
の
概
要
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て
受
益
者
に
よ
り
保
管
さ
れ
ま
す
。

②
「
自
動
け
い
ぞ
く
投
資
コ
ー
ス
」を
選
択
し
た
受
益
者
の
受
益
証
券
は
、
自
動
け
い
ぞ

く
投
資
契
約
に
基
づ
き
、
販
売
会
社
に
お
い
て
保
護
預
か
り（
混
蔵
保
管
）さ
れ
ま
す
。

な
お
、
受
益
者
か
ら
返
還
請
求
が
あ
っ
た
場
合
、
販
売
会
社
は
当
該
受
益
者
か
ら
一

部
解
約
の
実
行
の
請
求
が
あ
っ
た
も
の
と
し
て
取
扱
い
を
す
る
も
の
と
し
ま
す
。

「
自
動
け
い
ぞ
く
投
資
コ
ー
ス
」を
選
択
し
た
受
益
者
は
、
受
益
証
券
の
引
出
し
を
請

求
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

※
当
フ
ァ
ン
ド
の
受
益
権
は
、
平
成
19
年
１
月
４
日
よ
り
、
振
替
制
度
に
移
行
す
る
予
定
で
あ
り
、
受
益
権

の
帰
属
は
、
振
替
機
関
等
の
振
替
口
座
簿
に
記
載
ま
た
は
記
録
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
定
ま
り
、
受
益
証
券

を
発
行
し
ま
せ
ん
の
で
、
受
益
証
券
の
保
管
に
関
す
る
該
当
事
項
は
な
く
な
り
ま
す
。

（3）
信
託
期
間

信
託
契
約
締
結
日（
平
成
14
年
８
月
29
日
）以
降
、
無
期
限
と
し
ま
す
。

（4）
計
算
期
間

①
当
フ
ァ
ン
ド
の
計
算
期
間
は
、
毎
年
２
月
16
日
か
ら
５
月
15
日
ま
で
、
５
月
16
日
か

ら
８
月
15
日
ま
で
、
８
月
16
日
か
ら
11
月
15
日
ま
で
お
よ
び
11
月
16
日
か
ら
翌
年
２

月
15
日
ま
で
と
す
る
こ
と
を
原
則
と
し
ま
す
。

②
前
記
①
に
か
か
わ
ら
ず
、
前
記
①
の
原
則
に
よ
り
各
計
算
期
間
終
了
日
に
該
当
す
る

日（
以
下「
該
当
日
」と
い
い
ま
す
。）が
休
業
日
の
と
き
、
各
計
算
期
間
終
了
日
は
該

当
日
の
翌
営
業
日
と
し
、
そ
の
翌
日
よ
り
次
の
計
算
期
間
が
開
始
さ
れ
る
も
の
と
し

ま
す
。
た
だ
し
、
最
終
計
算
期
間
の
終
了
日
は
、
前
記
（3）
に
定
め
る
信
託
期
間
の
終

了
日
と
し
ま
す
。

（5）
そ
の
他

①
信
託
の
終
了

ａ．

委
託
会
社
は
、
信
託
契
約
の
一
部
を
解
約
す
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
信
託
の
受
益

権
口
数
が
10
億
口
を
下
回
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
、
ま
た
は
、
信
託
期
間
中
に
お

い
て
、
こ
の
信
託
契
約
を
解
約
す
る
こ
と
が
受
益
者
の
た
め
有
利
で
あ
る
と
認
め

る
と
き
、
も
し
く
は
や
む
を
得
な
い
事
情
が
発
生
し
た
と
き
は
、
受
託
会
社
と
合

意
の
う
え
、
こ
の
信
託
契
約
を
解
約
し
、
信
託
を
終
了
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
委
託
会
社
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
解
約
し
よ
う
と
す
る
旨
を

監
督
官
庁
に
届
け
出
ま
す
。

ｂ．

委
託
会
社
は
、
前
記
ａ.

の
事
項
に
つ
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
、
解
約
し
よ
う
と
す
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る
旨
を
公
告
し
、
か
つ
、
そ
の
旨
を
記
載
し
た
書
面
を
こ
の
信
託
契
約
に
係
る
知

ら
れ
た
る
受
益
者
に
対
し
て
交
付
し
ま
す
。
た
だ
し
、
こ
の
信
託
契
約
に
係
る
す

べ
て
の
受
益
者
に
対
し
て
書
面
を
交
付
し
た
と
き
は
、
原
則
と
し
て
、
公
告
を
行

い
ま
せ
ん
。

ｃ．

前
記
ｂ.

の
公
告
お
よ
び
書
面
に
は
、
受
益
者
で
異
議
の
あ
る
者
は
一
定
の
期
間

内
に
委
託
会
社
に
対
し
て
異
議
を
述
べ
る
べ
き
旨
を
付
記
し
ま
す
。
な
お
、
一
定

の
期
間
は
一
月
を
下
ら
な
い
も
の
と
し
ま
す
。

ｄ．

前
記
ｃ.

の
一
定
の
期
間
内
に
異
議
を
述
べ
た
受
益
者
の
受
益
権
の
口
数
が
受
益

権
の
総
口
数
の
二
分
の
一
を
超
え
る
と
き
は
、
前
記
ａ.

の
信
託
契
約
の
解
約
を

し
ま
せ
ん
。

ｅ．

委
託
会
社
は
、
こ
の
信
託
契
約
の
解
約
を
し
な
い
こ
と
と
し
た
と
き
は
、
解
約
し

な
い
旨
お
よ
び
そ
の
理
由
を
公
告
し
、
か
つ
、
こ
れ
ら
の
事
項
を
記
載
し
た
書
面

を
知
ら
れ
た
る
受
益
者
に
対
し
て
交
付
し
ま
す
。
た
だ
し
、
全
て
の
受
益
者
に
対

し
て
書
面
を
交
付
し
た
と
き
は
、
原
則
と
し
て
、
公
告
を
行
い
ま
せ
ん
。

ｆ．

前
記
ｃ.

か
ら
ｅ.

ま
で
の
規
定
は
、
信
託
財
産
の
状
態
に
照
ら
し
、
真
に
や
む
を

得
な
い
事
情
が
生
じ
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
、
前
記
ｃ.

の
一
定
の
期
間
が
一
月

を
下
ら
ず
に
そ
の
公
告
お
よ
び
書
面
の
交
付
を
行
う
こ
と
が
困
難
な
場
合
に
は
適

用
し
ま
せ
ん
。

②
信
託
約
款
の
変
更

ａ．

委
託
会
社
は
、
受
益
者
の
利
益
の
た
め
必
要
と
認
め
る
と
き
ま
た
は
や
む
を
得
な

い
事
情
が
発
生
し
た
と
き
は
、
受
託
会
社
と
合
意
の
う
え
、
こ
の
信
託
約
款
を
変

更
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
あ
ら
か
じ
め
、
変
更
し
よ
う
と
す
る
旨
お
よ

び
そ
の
内
容
を
監
督
官
庁
に
届
け
出
ま
す
。

ｂ．

委
託
会
社
は
、
前
記
ａ.

の
変
更
事
項
の
う
ち
、
そ
の
内
容
が
重
大
な
も
の
に
つ

い
て
、
あ
ら
か
じ
め
、
変
更
し
よ
う
と
す
る
旨
お
よ
び
そ
の
内
容
を
公
告
し
、
か

つ
、
こ
れ
ら
の
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
信
託
契
約
に
係
る
知
ら
れ
た
る
受
益
者

に
対
し
て
交
付
し
ま
す
。
た
だ
し
、
信
託
契
約
に
係
る
す
べ
て
の
受
益
者
に
対
し

て
書
面
を
交
付
し
た
と
き
は
、
原
則
と
し
て
、
公
告
を
行
い
ま
せ
ん
。

ｃ．

前
記
ｂ.

の
公
告
お
よ
び
書
面
に
は
、
受
益
者
で
異
議
の
あ
る
者
は
一
定
の
期
間

内
に
委
託
会
社
に
対
し
て
異
議
を
述
べ
る
べ
き
旨
を
付
記
し
ま
す
。
な
お
、
一
定

の
期
間
は
一
月
を
下
ら
な
い
も
の
と
し
ま
す
。

ｄ．

前
記
ｃ.

の
一
定
の
期
間
内
に
異
議
を
述
べ
た
受
益
者
の
受
益
権
の
口
数
が
受
益



て
販
売
会
社
を
通
じ
て
交
付
し
ま
す
。

委
託
会
社
は
、
証
券
取
引
法
の
規
定
に
基
づ
き
、
特
定
期
間
（
当
フ
ァ
ン
ド
に
お
い

て
は
２
計
算
期
間
）
の
終
了
毎
に
有
価
証
券
報
告
書
を
作
成
し
ま
す
。

⑤
信
託
契
約
に
関
す
る
監
督
官
庁
の
命
令

ａ．

委
託
会
社
は
、
監
督
官
庁
よ
り
こ
の
信
託
契
約
の
解
約
の
命
令
を
受
け
た
と
き
は
、

そ
の
命
令
に
し
た
が
い
、
信
託
契
約
を
解
約
し
信
託
を
終
了
さ
せ
ま
す
。

ｂ．

委
託
会
社
は
、
監
督
官
庁
の
命
令
に
基
づ
い
て
こ
の
信
託
約
款
を
変
更
し
よ
う
と

す
る
と
き
は
、
前
記
②
の
規
定
に
し
た
が
い
ま
す
。

⑥
委
託
会
社
の
認
可
取
消
等
に
伴
う
取
扱
い

ａ．

委
託
会
社
が
監
督
官
庁
よ
り
認
可
の
取
消
を
受
け
た
と
き
、
解
散
し
た
と
き
ま
た

は
業
務
を
廃
止
し
た
と
き
は
、
委
託
者
は
、
こ
の
信
託
契
約
を
解
約
し
、
信
託
を

終
了
さ
せ
ま
す
。

ｂ．

前
記
ａ.

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
監
督
官
庁
が
こ
の
信
託
契
約
に
関
す
る
委
託
者

の
業
務
を
他
の
投
資
信
託
委
託
業
者
に
引
き
継
ぐ
こ
と
を
命
じ
た
と
き
は
、
こ
の

信
託
は
、
前
記
②
ｄ.

の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
を
除
き
、
当
該
投
資
信
託
委
託
業

者
と
受
託
会
社
と
の
間
に
お
い
て
存
続
し
ま
す
。

⑦
委
託
会
社
の
事
業
の
譲
渡
お
よ
び
承
継
に
伴
う
取
扱
い

ａ．

委
託
会
社
は
、
事
業
の
全
部
又
は
一
部
を
譲
渡
す
る
こ
と
が
あ
り
、
こ
れ
に
伴
い
、

こ
の
信
託
契
約
に
関
す
る
事
業
を
譲
渡
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

ｂ．

委
託
会
社
は
、
分
割
に
よ
り
事
業
の
全
部
又
は
一
部
を
承
継
さ
せ
る
こ
と
が
あ
り
、

こ
れ
に
伴
い
、
こ
の
信
託
契
約
に
関
す
る
事
業
を
承
継
さ
せ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

⑧
受
託
会
社
の
辞
任
に
伴
う
取
扱
い

ａ．

受
託
会
社
は
、
委
託
会
社
の
承
諾
を
受
け
て
そ
の
任
務
を
辞
任
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
こ
の
場
合
、
委
託
会
社
は
、
前
記
②
の
規
定
に
し
た
が
い
、
新
受
託
会
社

を
選
任
し
ま
す
。

ｂ．

委
託
会
社
が
新
受
託
会
社
を
選
任
で
き
な
い
と
き
は
、
委
託
会
社
は
こ
の
信
託
契

約
を
解
約
し
、
信
託
を
終
了
さ
せ
ま
す
。

⑨
公
告

委
託
会
社
が
受
益
者
に
対
し
て
す
る
公
告
は
、
日
本
経
済
新
聞
に
掲
載
し
ま
す
。

権
の
総
口
数
の
二
分
の
一
を
超
え
る
と
き
は
、
前
記
ａ.

の
信
託
約
款
の
変
更
を
し
ま
せ

ん
。

ｅ．

委
託
会
社
は
、
信
託
約
款
の
変
更
を
し
な
い
こ
と
と
し
た
と
き
は
、
変
更
し
な
い

旨
お
よ
び
そ
の
理
由
を
公
告
し
、
か
つ
、
こ
れ
ら
の
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
知

ら
れ
た
る
受
益
者
に
対
し
て
交
付
し
ま
す
。
た
だ
し
、
全
て
の
受
益
者
に
対
し
て

書
面
を
交
付
し
た
と
き
は
、
原
則
と
し
て
、
公
告
を
行
い
ま
せ
ん
。

ｆ．

委
託
会
社
は
、
委
託
会
社
が
受
益
者
を
代
理
し
て
こ
の
信
託
の
受
益
権
を
振
替
受

入
簿
に
記
載
ま
た
は
記
録
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
の
信
託
約
款
変
更
を
し

よ
う
と
す
る
場
合
は
、
そ
の
変
更
の
内
容
が
重
大
な
も
の
と
し
て
前
記
ａ.

か
ら

ｅ.

の
規
定
に
し
た
が
い
ま
す
。
た
だ
し
、
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
振
替
受
入
簿
の

記
載
ま
た
は
記
録
を
申
請
す
る
こ
と
に
つ
い
て
委
託
会
社
に
代
理
権
を
付
与
す
る

こ
と
に
つ
い
て
同
意
を
し
て
い
る
受
益
者
へ
は
、
前
記
ｂ.

の
書
面
の
交
付
を
原
則

と
し
て
行
い
ま
せ
ん
。

③
関
係
法
人
と
の
契
約
の
更
改
等

ａ．

受
益
証
券
の
募
集
・
販
売
の
取
扱
い
等
に
関
す
る
契
約
書

当
初
の
契
約
の
有
効
期
間
は
、
当
初
契
約
日
か
ら
１
年
間
と
し
ま
す
。
た
だ
し
、

期
間
満
了
３
ヵ
月
前
ま
で
に
、
委
託
会
社
お
よ
び
販
売
会
社
い
ず
れ
か
ら
も
、
何

ら
の
意
思
表
示
の
な
い
と
き
は
、
自
動
的
に
１
年
間
更
新
さ
れ
る
も
の
と
し
、
自

動
延
長
後
の
取
扱
い
に
つ
い
て
も
こ
れ
と
同
様
と
し
ま
す
。
ま
た
、
委
託
会
社
ま

た
は
販
売
会
社
は
、
他
方
に
対
し
て
書
面
に
よ
る
通
知
を
３
ヵ
月
前
に
な
す
こ
と

に
よ
り
当
該
契
約
を
解
約
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

ｂ．

投
資
顧
問
契
約

１
契
約
の
期
間
は
、
１
年
間
と
し
、
以
下
の
規
定
に
従
っ
て
終
了
し
な
い
限
り
、

更
に
１
年
間
自
動
的
に
更
新
さ
れ
る
も
の
と
し
ま
す
。

２
30
日
以
上
前
の
書
面
に
よ
る
相
手
方
へ
の
通
知
に
よ
り
、
ど
ち
ら
の
当
事
者

も
投
資
顧
問
契
約
を
終
了
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

３
終
了
の
通
知
に
際
し
、
投
資
顧
問
会
社
は
委
託
会
社
に
よ
り
別
段
指
示
さ
れ

な
い
限
り
、
終
了
日
ま
で
運
用
の
指
図
を
続
け
る
も
の
と
し
ま
す
。

④
運
用
報
告
書
等

委
託
会
社
は
、
投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
基
づ
き
、
当
該

信
託
財
産
の
特
定
期
間
（
当
フ
ァ
ン
ド
に
お
い
て
は
２
計
算
期
間
）
の
末
日
毎
お
よ

び
信
託
の
終
了
時
に
運
用
報
告
書
を
作
成
し
、
か
つ
、
知
ら
れ
た
る
受
益
者
に
対
し

5
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受
益
者
の
有
す
る
主
な
権
利
は
次
の
通
り
で
す
。

①
収
益
分
配
金
に
対
す
る
請
求
権

受
益
者
は
、
委
託
会
社
が
支
払
を
決
定
し
た
収
益
分
配
金
を
持
分
に
応
じ
て
請
求
す

る
権
利
を
有
し
ま
す
。

収
益
分
配
金
は
、
毎
計
算
期
間
の
終
了
日
後
１
ヵ
月
以
内
の
委
託
会
社
の
指
定
す
る

日（
原
則
と
し
て
計
算
期
間
終
了
日
か
ら
起
算
し
て
５
営
業
日
目
）か
ら
収
益
分
配
金

交
付
票
と
引
換
え
に
受
益
者
に
支
払
い
ま
す
。
収
益
分
配
金
の
支
払
は
、
販
売
会
社

に
お
い
て
行
い
ま
す
。

前
記
に
か
か
わ
ら
ず
、「
自
動
け
い
ぞ
く
投
資
契
約
」に
基
づ
い
て
収
益
分
配
金
を
再

投
資
す
る
受
益
者
に
対
し
て
は
、
委
託
会
社
は
、
原
則
と
し
て
、
毎
計
算
期
間
終
了

日
の
翌
営
業
日
に
収
益
分
配
金
を
販
売
会
社
に
支
払
い
ま
す
。
こ
の
場
合
販
売
会
社

は
、
受
益
者
に
対
し
遅
滞
な
く
収
益
分
配
金
の
再
投
資
に
係
る
受
益
証
券
の
売
り
付

け
を
行
い
ま
す
。

受
益
者
が
収
益
分
配
金
に
つ
い
て
支
払
開
始
日
か
ら
５
年
間
そ
の
支
払
い
を
請
求
し

な
い
と
き
は
、
そ
の
権
利
を
失
い
、
委
託
会
社
が
受
託
会
社
か
ら
交
付
を
受
け
た
金

銭
は
委
託
会
社
に
帰
属
す
る
も
の
と
し
ま
す
。

（
注
）当
フ
ァ
ン
ド
の
受
益
権
は
、
平
成
19
年
１
月
４
日
よ
り
振
替
制
度
に
移
行
す
る
予
定
で
あ
り
、
そ
の
場
合

の
分
配
金
は
、
決
算
日
に
お
い
て
振
替
機
関
等
の
振
替
口
座
簿
に
記
載
ま
た
は
記
録
さ
れ
て
い
る
受
益
者

（
当
該
収
益
分
配
金
に
か
か
る
決
算
日
以
前
に
お
い
て
一
部
解
約
が
行
わ
れ
た
受
益
権
に
か
か
る
受
益
者
を

除
き
ま
す
。
ま
た
、
当
該
収
益
分
配
金
に
か
か
る
計
算
期
間
の
末
日
以
前
に
設
定
さ
れ
た
受
益
権
で
取
得

申
込
代
金
支
払
前
の
た
め
販
売
会
社
の
名
義
で
記
載
ま
た
は
記
録
さ
れ
て
い
る
受
益
権
に
つ
い
て
は
原
則

⑩
信
託
約
款
に
関
す
る
疑
義
の
取
扱
い

信
託
約
款
の
解
釈
に
つ
い
て
疑
義
を
生
じ
た
と
き
は
、
委
託
会
社
と
受
託
会
社
と
の

協
議
に
よ
り
定
め
ま
す
。

⑪
再
信
託

受
託
会
社
は
、
当
フ
ァ
ン
ド
に
か
か
る
信
託
事
務
の
処
理
の
一
部
に
つ
い
て
日
本
マ

ス
タ
ー
ト
ラ
ス
ト
信
託
銀
行
株
式
会
社
と
再
信
託
契
約
を
締
結
し
、
こ
れ
を
委
託
す

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
場
合
に
は
、
再
信
託
に
か
か
る
契
約
書
類
に
基
づ
い
て

所
定
の
事
務
を
行
い
ま
す
。

と
し
て
取
得
申
込
者
と
し
ま
す
。）に
、
原
則
と
し
て
決
算
日
か
ら
起
算
し
て
５
営
業
日
目（
予
定
）か
ら
お

支
払
い
し
ま
す
。
な
お
、
平
成
19
年
１
月
４
日
以
降
に
お
い
て
も
、
時
効
前
の
収
益
分
配
金
に
か
か
る
収

益
分
配
金
交
付
票
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
収
益
分
配
金
交
付
票
と
引
き
換
え
に

受
益
者
に
お
支
払
い
し
ま
す
。「
自
動
け
い
ぞ
く
投
資
コ
ー
ス
」を
お
申
込
み
の
場
合
は
、
分
配
金
は
税
引

き
後
無
手
数
料
で
再
投
資
さ
れ
ま
す
が
、
再
投
資
に
よ
り
増
加
し
た
受
益
権
は
、
振
替
口
座
簿
に
記
載
ま

た
は
記
録
さ
れ
ま
す
。

②
償
還
金
に
関
す
る
請
求
権

受
益
者
は
、
当
フ
ァ
ン
ド
の
償
還
金
を
持
分
に
応
じ
て
請
求
す
る
権
利
を
有
し
ま
す
。

償
還
金
は
、
信
託
終
了
日
後
１
ヵ
月
以
内
の
委
託
会
社
の
指
定
す
る
日（
原
則
と
し
て

償
還
日（
償
還
日
が
休
業
日
の
場
合
は
当
該
償
還
日
の
翌
営
業
日
）か
ら
起
算
し
て
５

営
業
日
目
）か
ら
受
益
証
券
と
引
き
換
え
に
受
益
者
に
支
払
い
ま
す
。
償
還
金
の
支
払

は
、
販
売
会
社
に
お
い
て
行
い
ま
す
。

受
益
者
が
信
託
終
了
に
よ
る
償
還
金
に
つ
い
て
支
払
開
始
日
か
ら
10
年
間
そ
の
支
払

い
を
請
求
し
な
い
と
き
は
、
そ
の
権
利
を
失
い
、
委
託
会
社
が
受
託
会
社
か
ら
交
付

を
受
け
た
金
銭
は
、
委
託
会
社
に
帰
属
す
る
も
の
と
し
ま
す
。

③
受
益
証
券
の
一
部
解
約
請
求
権

受
益
者
は
、
自
己
の
有
す
る
受
益
証
券
に
つ
い
て
、
販
売
会
社
を
通
じ
て
、
１
口
単

位
を
も
っ
て
一
部
解
約
を
委
託
会
社
に
請
求
す
る
権
利
を
有
し
ま
す
。
一
部
解
約
金

は
、
原
則
と
し
て
、
受
益
者
の
請
求
を
受
付
け
た
日
か
ら
起
算
し
て
５
営
業
日
目
か

ら
受
益
者
に
支
払
わ
れ
ま
す
。

④
反
対
者
の
買
取
請
求
権

前
記「
資
産
管
理
等
の
概
要

（5）

そ
の
他
」に
規
定
す
る「
①

信
託
の
終
了
」ま
た
は

「
②

信
託
約
款
の
変
更
」に
規
定
す
る
信
託
約
款
の
変
更
の
う
ち
、
そ
の
内
容
が
重

大
な
変
更
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
一
定
の
期
間
内
に
委
託
会
社
に
対
し
て
異
議
を

述
べ
た
受
益
者
は
、
投
信
法
第
30
条
の
２
の
規
定
に
基
づ
き
、
受
託
会
社
に
対
し
、

自
己
の
有
す
る
受
益
証
券
を
、
信
託
財
産
を
も
っ
て
買
取
る
べ
き
旨
を
請
求
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

こ
の
買
取
請
求
権
の
内
容
お
よ
び
買
取
請
求
の
手
続
に
関
す
る
事
項
は
、
前
記「
資

産
管
理
等
の
概
要
（5）
そ
の
他
①
信
託
の
終
了
ｂ.

」ま
た
は「
資
産
管
理
等
の
概
要

（5）
そ
の
他
②
信
託
約
款
の
変
更
ｂ.

」に
規
定
す
る
公
告
ま
た
は
書
面
に
付
記
し
ま

す
。

⑤
帳
簿
閲
覧
権

受
益
者
は
、
委
託
会
社
に
対
し
、
そ
の
営
業
時
間
内
に
フ
ァ
ン
ド
の
信
託
財
産
に
関

す
る
帳
簿
書
類
の
閲
覧
ま
た
は
謄
写
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

受
益
者
の
権
利
等

受
益
者
の
権
利
等
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（
１
）
当
フ
ァ
ン
ド
の
財
務
諸
表
は
、
第
13
期
か
ら
第
14
期
ま
で（
平
成
17
年
８
月
16
日

か
ら
平
成
18
年
２
月
15
日
ま
で
）に
つ
い
て
は
、
改
正
前
の「
財
務
諸
表
等
の
用

語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
関
す
る
規
則
」（
昭
和
38
年
大
蔵
省
令
第
59
号
）並
び

に
同
規
則
第
２
条
の
２
の
規
定
に
よ
り
、
改
正
前
の「
投
資
信
託
財
産
の
貸
借
対

照
表
、
損
益
及
び
剰
余
金
計
算
書
、
附
属
明
細
表
並
び
に
運
用
報
告
書
に
関
す

る
規
則
」（
平
成
12
年
総
理
府
令
第
１
３
３
号
）に
基
づ
い
て
作
成
し
て
お
り
、
第

15
期
か
ら
第
16
期（
平
成
18
年
２
月
16
日
か
ら
平
成
18
年
８
月
15
日
）に
つ
い
て

は
、
改
正
後
の
「
財
務
諸
表
等
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
関
す
る
規
則
」

（
昭
和
38
年
大
蔵
省
令
第
59
号
）並
び
に
同
規
則
第
２
条
の
２
の
規
定
に
よ
り
、

改
正
後
の「
投
資
信
託
財
産
の
計
算
に
関
す
る
規
則
」（
平
成
12
年
総
理
府
令
第
１

３
３
号
）に
基
づ
い
て
作
成
し
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、
第
15
期
か
ら
第
16
期（
平

成
18
年
２
月
16
日
か
ら
平
成
18
年
８
月
15
日
）の
財
務
諸
表
に
つ
い
て
は
、「
証

券
取
引
法
第
１
６
１
条
の
２
に
規
定
す
る
取
引
及
び
そ
の
保
証
金
に
関
す
る
内

閣
府
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
内
閣
府
令
」（
平
成
18
年
内
閣
府
令
第
49
号
）附
則

第
14
条
第
２
項
に
基
づ
き
、
改
正
後
の「
投
資
信
託
財
産
の
計
算
に
関
す
る
規
則
」

（
平
成
12
年
総
理
府
令
第
１
３
３
号
）第
55
条
の
３
第
５
号
の
注
記
を
適
用
し
て

お
り
ま
せ
ん
。

な
お
、
財
務
諸
表
に
掲
記
さ
れ
る
科
目
そ
の
他
の
事
項
の
金
額
に
つ
い
て
は
、

円
単
位
で
表
示
し
て
お
り
ま
す
。

（
２
）
当
フ
ァ
ン
ド
の
計
算
期
間
は
、
６
ヶ
月
未
満
で
あ
る
た
め
、
財
務
諸
表
は
６
ヶ

月
毎
に
作
成
し
て
お
り
ま
す
。

（
３
）
当
フ
ァ
ン
ド
は
、
証
券
取
引
法
第
１
９
３
条
の
２
の
規
定
に
基
づ
き
、
第
13
期

か
ら
第
14
期
ま
で（
平
成
17
年
８
月
16
日
か
ら
平
成
18
年
２
月
15
日
ま
で
）及
び

第
15
期
か
ら
第
16
期（
平
成
18
年
２
月
16
日
か
ら
平
成
18
年
８
月
15
日
）の
財
務

諸
表
に
つ
い
て
、
あ
ず
さ
監
査
法
人
に
よ
る
監
査
を
受
け
て
お
り
ま
す
。

フ
ァ
ン
ド
の
経
理
状
況
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